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第１章 総  則 
 

       第１節 共 通 事 項 

 

１．適用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．用語の定義 

（１）本機械・電気設備工事一般仕様書（以下「一般仕様書」という。） 

は、沖縄県土木建築部下水道建設事務所が発注する下水道用機

械・電気設備工事（以下「工事」という。）に係わる工事請負契

約書（頭書を含み以下「契約書」という。）及び設計図書の内容

について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他必要

な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのも

のである。 

（２）請負者は、一般仕様書の適用にあたっては、「沖縄県土木建築部

検査要領及び沖縄県土木建築部工事監督要領（以下「工事検査・

監督要領」という。）」に従った監督・検査体制のもとで、建設

業法第 18 条に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工

管理体制を遵守しなければならない。 

（３）契約図書は、相互に補完し合うものとし、契約書及び設計図書 

のいずれかによって定められている事項は、契約の履行を拘束

するものとする。 

（４）特記仕様書、図面、又は一般仕様書の間に相違がある場合、又 

は図面からの読み取りと図面に書かれた数字等が相違する場合、

請負者は監督員に確認して指示を受けなければならない。 

（５）請負者は、信義に従って誠実に工事を履行し、監督員の指示が

ないかぎり工事を継続しなければならない。ただし、契約書第

26 条に定める内容等の措置を行う場合は、このかぎりでない。 

（６）設計図書は、ＳＩ単位を使用するものとする。ＳＩ単位につい

てはＳＩ単位と非ＳＩ単位が併記されている場合は（ ）内を

非ＳＩ単位とする。 

 

（１）一般仕様書その他設計図書で用いる用語の定義は、関連法規で 

   用いる用語の定義に準ずるほか下記による。 

（２）「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。 

（３）「設計図書」とは、図面、仕様書（特記仕様書、機械・電気設備

工事一般仕様書、標準仕様書）、質問回答書をいう。 

（４）「監督員」とは、「監督要領」に基づき、工事現場の状況に精通 



  - 2 -

 

 

 

し、設計図書に基づいて工事が確実に施工されるよう監督し、

請負者に対する指示、承諾、協議、通知、提出、提示、立会い、

確認を行う者をいい、主任監督員、現場監督員をいう。 

（５）「仕様書」とは、各工事に共通する「一般仕様書」と「標準仕様 

   書」と各工事ごとに規定される「特記仕様書」を総称していう。 

（６）「標準仕様書」とは、機器の仕様、製作条件、各部の構造、使用

材料の品質等、機器を製作するうえで技術的要求を説明したも

ののうち、あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものを

いう。 

（７）「特記仕様書」とは、「一般仕様書」と「標準仕様書」の選択事

項を各工事ごとに指定する他、「一般仕様書」が規定しない特殊

工法や材料等を定める図書をいう。 

（８）「図面」とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から

変更又は、追加された設計図をいう。 

（９）「質問回答書」とは、入札参加者からの質問書に対して発注者が

回答する書面をいう。 

（10）「完成図書」とは、工事完成時に提出する完成図面等、実施仕様

書、計算書、施工管理記録書、取扱説明書その他をとりまとめ

たものをいう。 

（11）「指示」とは、監督員が請負者に対し、工事の施工上必要な事項

について書面をもって示し、実施させることをいう。 

（12）「承諾」とは、契約図書で明示した事項で、請負者が監督員に対

し書面で申し出た工事の施工上必要な事項について、監督員が

書面により同意することをいう。 

（13）「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者

と請負者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。 

（14）「提出」とは、監督員が請負者に対し、又は請負者が監督員に対

し、工事に係わる書面又は、その他の資料を説明し、差し出す

ことをいう。 

（15）「提示」とは、監督員が請負者に対し、又は請負者が監督員に対

し、工事に係わる書面又は、その他の資料を示し説明すること

をいう。 

（16）「報告」とは、請負者が監督員に対し、工事の施工に関する事項

について、書面をもって知らせることをいう。 

（17）「通知」とは、監督員が請負者に対し、工事の施工に関する事項

について、書面をもって知らせることをいう。 

（18）「受理」とは、契約図書に基づき請負者の責任において作成され、

提出された書面を監督員が受け取り、内容を把握することをい

う。 
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（19）「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記

載し、署名又は、捺印したものを有効とする。また、情報共有

システム対象工事については、情報共有システム上で提出又は

決裁された電子データについても、書面として扱うことができ

るものとする。緊急を要する場合は、ファクシミリ及び電子メ

ールにより伝達できるものとす 

るが、後日有効な書面と差し換えるものとする。 

（20）「確認」とは、契約図書に示された事項について、監督員が臨場 

若しくは請負者が提出した資料により、監督員がその内容につ 

いて契約図書との適合を確かめ、請負者に対して認めることを 

いう。 

（21）「立会い」とは、契約図書に示された事項について、監督員が臨

場し、内容を確かめることをいう。 

（22）「調整」とは、監督員が関連する工事との間で、工程等について

相互に支障がないように協議し、必要事項を請負者に対し指示

することをいう。 

（23）「工事検査」とは、検査員が契約書第 31 条、第 37 条、第 38 条

に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。 

（24）「検査員」とは、契約書第 31 条第 2 項の規定に基づき、工事検

査を行うために発注者が定めた者をいう。 

（25）「中間検査」とは、検査要領に基づき行うものをいい、請負代金

の支払いを伴うものではない。 

（26）「同等以上の品質」とは、品質について、設計図書で指定する品

質、又は設計図書に指定がない場合には、監督員が承諾する試

験機関の品質の確認を得た品質、若しくは監督員の承諾した品

質をいう。なお、試験期間の品質確認のために必要となる費用

は請負者の負担とする。 

（27）「工期」とは、契約図書に明示した工事を実施するために要する

準備及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間を

いう。 

（28）「工事開始日」とは、工期の始期日又は設計図書において規定す

る始期日をいう。 

（29）「工事着手日」とは、「工事開始日」以降の実際の工事のための

準備工事（現場事務所等の建設又は現場調査、測量を開始する

ことをいう。）の初日をいう。 

（30）「工事」とは、本体工事及び仮設工事、又はそれらの一部をいう。 

（31）「本体工事」とは、設計図書に従って、工事目的物を施工するた

めの工事をいう。 

（32）「仮設工事」とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成 
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３．設計図書の照査等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．請負代金内訳書 

  及び工事工程表 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．施工計画書 

 

 

 

に必要とされるものをいう。 

（33）「現場」とは、工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所

及びその他の設計図書で明確に指定される場所をいう。 

（34）「ＪＩＳ規格」とは、日本工業規格をいう。また、設計図書の

JIS 製品記号は、JIS の国際単位系（ＳＩ）移行（以下「新 JIS」

という。）に伴い、すべて新 JIS の製品記号としているが、旧

JIS に対応した材料を使用する場合は、旧 JIS 製品記号に読み 

替えて使用出来るものとする。 

（35）「ＳＩ単位」とは、国際単位系をいう。 

 

（１）請負者は、監督員が必要と認めた場合、図面の原図を借用する 

ことができる。ただし、設計図書に記載された基準類等で市販

されているものにつては請負者の負担において備えるものとする。 

（２）請負者は、施工前及び施工途中において、自らの費用で契約書 

第18条第1項第1号から第5号に係わる設計図書の照査を行い、

該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資

料を書面により提出し、確認を求めなければならない。なお、

確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取合い

図、施工図等を含むものとする。また、請負者は監督員から更

に詳細な説明又は書面の追加の要求があった場合は、従わなけ

ればならない。 

（３）請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図書、

及びその他の図書を監督員の承諾なくして第三者に使用させ、

又は伝達してはならない。 

 

（１）請負者は、契約書第３条に従って「請負代金内訳書」及び「工

程表」を別に定める様式に基づき作成し、監督員に提出しなけ

ればならない。 

（２）請負者は、工事着手に先立ち、実施工程表を作成し監督員の承

諾を受けなければならない。なお、監督員が指示した場合は、

細部の実施工程表を提出しなければならない。 

（３）請負者は、実施工程表に変更の必要が生じ、その内容が重要な

場合は、速やかに変更実施工程表を作成し、監督員の承諾を受

けなければならない。事費構成書は、請負契約を締結した工事 

 

（１）請負者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手

順や工法等についての「施工計画書」を「施工計画書作成要領」

（付則－7）により作成し、監督員に提出しなければならない。 

請負者は、「施工計画書」を遵守し工事の施工にあたらなければ 
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６．工事カルテの作成 

  及び登録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ならない。 

この場合、請負者は、「施工計画書」に次の事項について記載し

なければならない。また、監督員がその他の項目について補足を

求めた場合には、追記するものとする。 

ただし、請負者は維持工事等簡易な工事においては監督員の承

諾を得て記載内容の一部を省略することができる。 

ア 工事概要 

 イ 計画工程表 

 ウ 現場組織表 

 エ 安全管理 

 オ 主要資材 

 カ 施工方法（主要機器、仮設備計画、工事用地等を含む） 

 キ 施工管理計画 

 ク 緊急時の体制及び対応 

 ケ 交通管理 

 コ 環境対策 

 サ 現場作業環境の整備 

 シ 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 

 ス その他 

（２）請負者は、施工計画書の内容に変更が生じた場合には、そのつ

ど当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更計

画書を提出しなければならない。 

（３）監督員が指示した事項については、請負者は、さらに詳細な施

工計画書を提出しなければならない。 

 

請負者は、受注時又は変更時において工事請負代金額が 500 万円

以上の工事について、工事実績情報サービス（CORINS）に基づき、

受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を

作成し監督員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜

日、祝日等を除き 10 日以内に、登録内容の変更時は変更があった日

から土曜日、日曜日、祝日を除き 10 日以内に、完成時は工事完成後 

10 日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなければならな 

い。（ただし、工事請負代金額 500 万円以上 2,500 万円未満の工事に 

ついては、受注・訂正時のみ登録するものとする。） 

また、登録機関発行の「工事カルテ受領書」が請負者に届いた際

には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。なお、

変更時と完成時の間が 10 日間に満たない場合は、変更時の提出を省

略できるものとする。 
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７．監督員 

 

 

 

 

 

 

 

８．現場技術員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．現場代理人の選任 

  等に関する通知 

 

 

 

10．主任技術者及び監 

  理技術者の職務等 

 

 

 

11．資格を必要とする 

作業 

 

12．工事用地等の使用 

 

（１）当該工事における監督員の権限は、契約書第 9 条第 2 項に規定

した事項である。 

（２）監督員がその権限を行使するときは、書面により行うものとす

る。ただし、緊急を要する場合は監督員が、請負者に対し口頭

による指示等を行えるものとする。口頭による指示等が行われ

た場合には、後日書面により監督員と請負者の両者が指示内容 

等を確認するものとする。 

 

請負者は、設計図書で建設コンサルタント等に委託した現場技術

員の配置が明示された場合には、次の各号によらなければならない。 

（１）現場技術員が監督員に代わり現場で立会等の臨場をする場合に

は、その業務に協力しなければならない。また、書類（計画書、

報告書、データ、図面等）の提出に関し、説明を求められた場

合はこれに応じなければならない。ただし、現場技術員は、契

約書第９条に規定する監督員ではなく、指示、承諾、協議及び

確認の適否等を行う権限は有しないものである。 

（２）監督員から請負者に対する指示又は、通知等を現場技術員を通

じて行うことがあるので、この際は監督員から直接指示又は、

通知等があったものと同等である。 

（３）監督員の指示により、請負者が監督員に対して行う報告又は通

知は、現場技術員を通じて行うことができるものとする。 

 

 請負者は、契約書第 10 条(1)に規定する「現場代理人等通知書(変

更)」を所定の様式に基づき作成し、監督員を通じて発注者に提出し

なければならない。なお、現場代理人の選任等は「建設業法」第 19

条の 2によるものとする。 

 

請負者は、契約書第 10 条(2)の規定する所定の様式に基づき作成

し、監督員を通じて発注者に提出しなければならない。なお、主任

技術者及び監理技術者の職務等は「建設業法」第 26 条の 3によるも

のとする。 

 

請負者は、資格を必要とする作業がある場合は、「施工計画書」に 

明記し、それぞれの資格を有する者に施工させなければならない。 

 

（１）請負者は、発注者から工事用地等の提供を受けた場合は、善良

なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。 

（２）設計図書において請負者が確保するものとされる用地及び工事 

の施工上請負者が必要とする用地については、自ら準備し、確 

※ １

※

※ 2 

※
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保するものとする。この場合において、工事の施工上請負者が

必要とする用地とは、営繕用地（請負者の現場事務所、駐車場） 

及び機器組立て作業用地等をいう。 

（３）請負者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用又は買 

収したときは、その土地等の所有者との間の契約を遵守し、そ

の土地等の使用による苦情又は紛争が生じないように努めなけ

ればならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13．工事の着手 

 

 

14．工事の下請負 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15．施工体制台帳 

 

（４）請負者は、第 1項に規定した工事用地等の使用終了後は設計図 

書の定め又は監督員の指示に従い復旧の上、直ちに発注者に返

還しなければならない。工事の途中において、発注者が返還を

要求したときも同様とする。 

（５）発注者は、第１項に規定した工事用地等について請負者が復旧

の義務を履行しないときは請負者の費用負担において自ら復旧

することができるものとし、その費用は請負者に支払うべき請

負代金額から控除するものとする。この場合において、請負者

は、復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てること

ができない。 

（６）請負者は、提供を受けた用地を工事仮設物等の用地以外の目的

に使用してはならない。 

 

  請負者は、設計図書に定めのある場合の他、特別の事情がない限 

 り契約締結後、速やかに工事に着手しなければならない。 

 

（１）請負者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件を 

   すべて満たさなければならない。 

  ア 請負者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整す 

    るものであること。 

  イ 下請負者は、当該下請負工事の施工能力を有すること。 

（２）下請負者が沖縄県の工事指名競争参加資格者である場合には、

指名停止期間中でない者を使用すること。 

（３）請負者は工事の一部を下請負に付するときは、前もって監督員

に下請負者の商号、下請負額、下請負に付する内容及び範囲な

どを通知し、監督員の確認を得なければならない。 

 

（１）請負者は、工事を施工するために締結した下請契約の請負代金

額（当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の総

額）が 3,000 万円以上になるときは、国土交通省令及び「施工 

体制台帳に係わる書類の提出について」(平成 13 年 3 月 30 日付 

け国官技第 70 号、国営技第 30 号)「施工体制台帳作成要領」(付 
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則-７)に従って記載した「施工体制台帳」を作成し、工事現場 

   に備えるとともに、監督員に提出しなければならない。 

（２）第１項の請負者は、国土交通省令及び「施工体制台帳に係わる

書類の提出について」（平成13年 3月 30日付け国官技第70号、

国営技第 30 号）に従って、各下請負者の施工の分担関係を表示

した「施工体系図」を作成し、公共工事の入札及び契約の適正

化の促進に関する法律に従って、工事関係者が見やすい現場及

び公衆が見やすい場所に掲げるとともに監督員に提出しなけれ

ばならない。 

（３）第１項の請負者は、監理技術者、主任技術者（下請負者を含む）  

及び元請負者の専門技術者（専任している場合のみ）に、工事

 

 

 

 

 

 

16．請負者相互の協力 

 

 

17．調査・試験に対す 

  る協力 

 

 

 

 

現場内において、工事名、工期、顔写真、所属会社名及び社印

の入った名札等を着用させなければならない。 

（４）第１項の請負者は、「施工体制台帳」及び「施工体系図」に変更

が生じた場合は、そのつどすみやかに監督員に提出しなければ

ならない。 

 

  請負者は、契約書第２条の規定に基づき隣接工事又は関連工事の 

 請負業者及び関係者と相互に協力し、施工しなければならない。 

 

（１）請負者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調 

査及び試験に対して、監督員の指示によりこれに協力しなけれ 

ばならない。 

（２）請負者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の

対象工事となった場合には、次の各号に掲げる協力をしなけれ

ばならない。また、工期経過後においても同様とする。 

  ア 調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必 

    要な協力をしなければならない。 

  イ 調査票等を提出した事業所を発注者が、事後に訪問して行う 

    調査・指導の対象になった場合には、その実施に協力しなけ 

    ればならない。 

  ウ 正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就 

業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等、日頃

より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行わな

ければならない。 

  エ 対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該 

下請工事の受注者(当該下請工事の一部に係わる二次以降の 

下請負人を含む)が前号と同様の義務を負う旨を定めなけれ 

ばならない。 
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18．工事の一時中止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19．設計図書の変更 

 

 

 

20．工期変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）発注者は、契約書第 20 条の規定に基づき次の各号に該当する場

合においては、請負者に対してあらかじめ書面をもって通知し

た上で、必要とする期間、工事の全部又は一部の施工について

一時中止させることができる。 

  ア 自然的若しくは人為的な事象（以下「天災等」という。）等の 

    発生により工事の続行が不適切又は不可能となった場合 

  イ 埋蔵文化材の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見 

され、工事の続行が不適当又は不可能となった場合 

  ウ 関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適切と 

    認めた場合 

エ 工事着工後、環境問題等の発生により工事の続行が不適切又 

  は不可能となった場合 

  オ 第三者、請負者、使用人等及び監督員の安全のため必要があ 

    ると認める場合 

（２）発注者は、請負者が契約図書に違反し又は監督員の指示に従わ 

ない場合等、監督員が必要と認めた場合には、工事の中止内容

を請負者に通知し、工事の全部又は一部の施工について一時中

止させることができるものとする。 

（３）前２項の場合において、請負者は施工を一時中止する場合は、 

中止期間中の維持・管理に関する施工計画書を発注者に提出し、

承諾を得るものとする。また、請負者は工事の続行に備え工事

現場を適切に保全しなければならない。 

 

  設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、 

 請負者に行った工事の変更指示に基づき、発注者が修正することを 

 いう。 

 

（１）請負者は、契約書第 18 条第５項及び、第 19 条に係わる設計図

書の変更又は訂正の指示があったときに工期の変更が必要な場

合は、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要

な資料を添付の上、契約書第 23 条第 2項に定める協議開始の日

までに工期変更の協議書を監督員に提出しなければならない。 

（２）請負者は、契約書第 20 条及び第 21 条に基づく工事の全部若し 

くは一部の施工が一時中止及び工期の変更を求める場合は､必 

要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を 

添付の上、契約書第 23 条第 2項に定める協議開始の日までに工 

期変更の協議書を監督員に提出するものとする。 
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21．工事現場発生品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22．監督員による検査 

  (確認を含む)及び 

  立会等 

 

（１）請負者は、工事施工によって生じた現場発生品について、「現場

発生品調書」(第 17 号様式)を作成し、設計図書又は監督員の指

示する場所で監督員に引き渡さなければならない。 

（２）請負者は、産業廃棄物が搬出される工事にあたっては、建設発

生土は搬出伝票、産業廃棄物は最終処分が終了した旨が記載さ

れた産業廃棄物管理票（マニフェスト）、写真により、適正に処

理されていることを確認するとともに監督員に提出しなければ

ならない。 

（３）発生品のうち、特記仕様書により再生資源の利用を図ると指定 

されたものは、分別を行い、所定の再資源化施設等に搬入を行 

った後、調書を監督員に提出しなければならない。 

 

（４）引き渡しを要しないものは、全て構外に搬出し、再生資源の利

用の促進に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、

建設副産物適正処理推進要綱（国土交通事務次官通達、平成 14

年 5 月 30 日）、再生資源の利用の促進について（建設大臣官房

技術審議官通達、平成 3 年 10 月 25 日）その他関係法令にした

がい、建設副産物の適正な処理及び再生資源の活用を図らなけ

ればならない。 

（５）請負者は、工事における建設物等の分別解体等及び建設資材の

再資源化等にあたっては「建設工事に係わる資材の再資源化等

に関する法律」を遵守し、設計図書によるほか、「建設リサイク

ル法に関する届出要領」によるものとする。 

（６）請負者は、土砂、砕石又は加熱アスファルト混合物を工事現場

に搬入する場合には、再生資源利用計画を所定の様式に基づき

作成し、「施工計画書」に含め監督員に提出しなければならない。 

（７）請負者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コン

クリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物を工

事現場から搬出する場合には、再生資源利用促進計画を所定の

様式に基づき作成し、「施工計画書」に含め監督員に提出しなけ

ればならない。 

（８）請負者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成

した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録し、監督員

に提出しなければならない。 

                       

（１）請負者は設計図書にしたがって、工事の施工について監督員の 

   立会にあたっては、あらかじめ別に定める「確認・立会願」(第  

13 号様式)を監督員に提出しなければならない。 

（２）監督員は、工事が契約図書どおり行われているかどうかの確認 
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23．工事完成検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

をするために必要に応じ、工事現場又は製作工場に立ち入り、

立会し、又は資料の提出を請求できるものとし、請負者はこれ

に協力しなければならない。 

（３）請負者は、監督員による検査（確認を含む）及び立会に必要な

準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備を

するものとする。なお、監督員が製作工場において立会及び監

督員による検査（確認を含む）を行う場合、請負者は監督業務

に必要な設備等の備わった執務室を提供しなければならない。 

（４）監督員による検査（確認を含む）及び立会の時間は、監督員の

勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督員

が認めた場合はこの限りではない。 

（５）請負者は、契約書第 9条第 2項第 3号、第 13 条第 2項又

は第 14 条第 1項若しくは同条第 2項の規定に基づき、監督員の

立会を受け、材料検査（確認を含む）に合格した場合にあって

も、契約書第17条及び第 31条に規定する義務を免れないものと

する。 

（６）請負者は、監督員に完成時不可視になる施工箇所の調査ができ

るよう十分な機会を提供するものとする。 

 

（１）請負者は、契約書第 31 条の規定に基づき、「完成通知書」(第

34 号様式)を監督員に提出しなければならない。 

（２）請負者は､「完成通知書」を監督員に提出する際には次の各号に

掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。 

  ア 設計図書（追加、変更指示も含む。）に示されるすべての工事 

    が完成していること。 

  イ 契約書第 17 条第 1項の規定に基づき、監督員の請求した改造 

    が完了していること。 

  ウ 設計図書により義務づけられた工事記録写真、出来形管理資 

    料、工事関係図及び工事報告書等の資料の整備がすべて完了 

    していること。 

  エ 契約変更を行う必要が生じた工事においては、最終変更契約

を発注者と締結していること。 

（３）検査員は、監督員及び請負者の臨場の上、工事目的物を対象と

して契約図書と対比し、次の各号に掲げる検査を行うものとす

る。 

  ア 工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び 

  出来ばえの検査を行う。 

  イ 工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして 

    検査を行う。 
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24．出来形部分検査等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25．中間検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

26．部分使用 

 

 

 

 

 

27．施工管理 

 

（４）検査員は、手直しの必要があると認めた場合には、請負者に対 

   して「補修指示書」(第６号様式)により期限を定めて指示を行

い、「補修完了報告書」(第７号様式)により再検査を行うことが

できるものとする。 

（５）請負者は､当該工事完成検査については､23.監督員による検査 

   (3)の規定を準用する。 

 

（１）請負者は､契約書第 38 条第 1項の部分払いの確認の請求を行っ 

た場合は、出来形部分に係わる検査を受けなければならない。 

（２）検査員は、監督員及び請負者の臨場の上、工事目的物を対象と

して「工事既済部分検査願」と対比し、23.工事完成検査の第 3

項の各号に掲げる検査を行うものとする。 

（３）請負者は、検査員の指示による手直しについては、23.工事完成

検査の第４項の規定に従うものとする。 

（４）請負者は、当該出来形既済部分検査については、22.監督員によ 

   る検査(3)の規定を準用する。 

 

（１）発注者は、必要がある場合には工事施工中の中途において、発

注者の指定する出来形部分について検査を行うことができるも

のとする。 

（２）請負者は､発注者が契約書第 32 条の規定に基づく当該工事に係 

   わる中間検査を行う場合には、発注者による品質及び出来形等

の検査（確認を含む）を受けるものとする。 

（３）請負者は、当該工事の中間検査については、23.工事完成検査

(3),(4)の規定を準用する。 

 

（１）発注者は、部分使用を行う場合は「工事の部分使用について」

に基づいて請負者の同意を得て部分使用できるものとする。 

（２）請負者は、発注者が契約書第 34 条の規定に基づく当該工事に係

わる部分使用を行う場合には、中間検査又は監督員による品質

及び出来形等の検査（確認を含む）を受けるものとする。 

 

（１）請負者は、「施工計画書」に示される作業手順に従って施工し、 

   施工管理を行わなければならない。 

（２）請負者は、契約図書に適合するよう工事を施工するために、施 

   工管理体制を確立しなければならない。 

（３）請負者は、自らの責任と費用において施工管理を行い、その記 

   録及び関係書類を遅滞なく作成、保管し、完成検査時に提出し 

なければならない。ただし、監督員からの請求があった場合は 
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28．履行報告 

 

 

 

29．使用人等の管理 

 

 

 

 

 

 

 

30．跡片付け 

 

 

 

 

 

31．事故報告書 

 

 

 

 

 

32．環境対策 

   直ちに提示しなければならない。 

 

請負者は、契約書第 11 条の規定に基づき、「工事履行報告書」(第  

16 号様式)を作成し、工事月報と共に発注者に提出しなければなら

ない。 

 

（１）請負者は、使用人等（下請負人又はその代理人若しくはその使 

用人その他これに準ずるものを含む。以下「使用人等」という。）

の雇用条件、賃金の支払い状況、宿舎環境等を十分に把握し、

適正な労働条件を確保しなければならない。 

（２）請負者は、適時使用人等に、安全対策・環境対策・衛生管理・ 

地域住民に対する対応等の指導及び教育を行うとともに、工事

が適正に遂行されるように管理及び監督しなければならない。 

 

請負者は、工事の全部又は一部の完成に際して、現場内の清掃、

器材等仮設物の撤去・片付けを行い、整然とした状態にするものと

する。ただし、設計図書において存置するとしたものを除く。また、

工事検査に必要な足場、はしご等は、監督員の指示にしたがって処

置し、検査終了後撤去するものとする。 

 

請負者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに発注

者に通報するとともに、発注者が指示する様式で指示する期日まで

に、提出しなければならない。また、国土交通省事故データーシス

テムに登録する様式を作成し、フロッピーディスク等で提出しなけ

ればならない。 

 

（１）請負者は､建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房

技術審議官通達、昭和 62 年 4 月 16 日)、関連法令並びに仕様書

の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題

については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に

検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。 

（２）請負者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ち

に発注者に報告し、発注者の指示があればそれに従わなければ

ならない。第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、請 

   負者は、35.官公庁への手続等(5)及び(7)の規定に従い対応しな 

   ければならない。 

（３）工事の施工に伴い、第三者への損害が生じた場合には、発注者 

は請負者に対して、請負者が善良な管理者の注意義務を果たし、

その損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料の提 
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33．文化財の保護 

 

 

 

 

 

 

 

 

34．諸法令の遵守 

示を求めることができる。この場合において、請負者は必要な

資料を提示しなければならない。 

 

（１）請負者は、工事の施工にあたって文化財の保護に十分注意し、

使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を

発見したときは直ちに工事を中止し、監督員に報告し、その指

示に従わなければならない。 

（２）請負者が、工事の施工にあたり、文化財その他の埋蔵物を発見

した場合は、発注者との契約に係わる工事に起因するものとみ

なし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有する

ものである。 

 

（１）請負者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進 

捗を図るとともに、諸法令の適用運用は請負者の責任において

行わなければならない。なお、主な法令は以下に示すとおりで

ある。 

沖縄県財務規則 （昭和 47 年規則第 12 号） 

建設業法  （昭和 24 年法律第 100 号） 

下請代金支払遅延等防止法  （昭和 31 年法律第 120 号） 

労働基準法  （昭和 22 年法律第 49 号） 

労働安全衛生法  （昭和 47 年法律第 57 号） 

作業環境測定法  （昭和 50 年法律第 28 号） 

じん肺法  （昭和 35 年法律第 30 号） 

雇用保険法  （昭和 49 年法律第 116 号） 

労働者災害補償保険法  （昭和 22 年法律第 50 号） 

健康保険法  （昭和 11 年法律第 70 号） 

中小企業退職金共済法  （昭和 34 年法律第 160 号） 

建設労働者の雇用の改善等に関する法律  

 （昭和 51 年法律第 33 号） 

出入国管理及び難民認定法  （平成 3 年法律第  94 号） 

道路法  （昭和 27 年法律第 180 号） 

道路交通法  （昭和 35 年法律第 105 号） 

道路運送法  （昭和 26 年法律第 183 号） 

道路運送車両法          （昭和 26 年法律第 186 号） 

砂防法              （明治 30 年法律第  29 号） 

  地滑り防止法                      （昭和 33 年法律第 30 号） 

河川法                            （昭和 39 年法律第 167 号） 

海岸法              （昭和 31 年法律第 101 号） 

港湾法              （昭和 25 年法律第 218 号） 
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港則法  （昭和 23 年法律第 174 号） 

漁港漁場整備法  （昭和 25 年法律第 137 号） 

下水道法  （昭和33年法律第 79号） 

航空法  （昭和 27 年法律第 231 号） 

公有水面埋立法  （大正10年法律第 57号） 

軌道法  （大正10年法律第 76号） 

森林法  （昭和 26 年法律第 249 号） 

環境基本法  （平成 5年法律第 91 号） 

火薬類取締法  （昭和 25 年法律第 149 号） 

大気汚染防止法  （昭和43年法律第 97号） 

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類対策特別措置法           （平成 11 年法律第 105 号） 

悪臭防止法                        （昭和 46 年法律第  91 号） 

騒音規制法  （昭和43年法律第 98号） 

水質汚濁防止法  （昭和 45 年法律第 138 号） 

湖沼水質保全特別措置法  （昭和59年法律第 61号） 

振動規制法  （昭和51年法律第 64号） 

廃棄物処理及び清掃に関する法律  （昭和 45 年法律第 137 号） 

資源の有効な利用の促進に関する法律 （平成3年法律第 48号） 

電気用品安全法           （昭和 36 年法律第 234 号） 

電気工事士法            （昭和 35 年法律第 139 号） 

電気通信事業法           （昭和 59 年法律第 86 号） 

有線電気通信法           （昭和 28 年法律第 96 号） 

エネルギーの使用の合理化に関する法律（平成 17 年法律第 93 号） 

文化財保護法  （昭和 25 年法律第 214 号） 

砂利採取法  （昭和43年法律第 74号） 

電気事業法  （昭和 39 年法律第 170 号） 

消防法             （昭和 23 年法律第 186 号） 

建設工事に係わる資材の再資源化等に関する法律  

 （平成 12 年法律第 104 号） 

測量法  （昭和 24 年法律第 188 号） 

建築基準法  （昭和25年法律第 20号） 

都市公園法  （昭和31年法律第 79号） 

水道法  （昭和 32 年法律第 177 号） 

電波法  （昭和 25 年法律第 131 号） 

計量法  （平成 4年法律第 51 号） 

製造物責任法  （平成 6年法律第 85 号） 

ガス事業法  （昭和29年法律第 51号） 
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35．官公庁への手続等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.施工時間の変更 

土壌汚染対策法 （平成14年法律第 53号） 

駐車場法            （平成 11 年 12 月改正） 

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 

 （平成 12 年法律第 127 号） 

 

（２）請負者は、諸法令を遵守し、これに違反した場合発生するであ 

ろう責務が、発注者に及ばないようにしなければならない。 

（３）請負者は、当該工事の計画、図面、仕様書及び契約そのものが 

第 1 項の諸法令に照らし、不適当であったり、矛盾しているこ

とが判明した場合には直ちに監督員に通知し、その確認を求め

なければならない。 

 

（１）請負者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との

連絡を保たなければならない。 

（２）請負者は、工事施工にあたり請負者の行うべき関係官公庁及び 

その他の関係機関への届出等を、法令、条例又は設計図書の定

めにより実施しなければならない。ただし、これにより難い場 

合は監督員の指示を受けなければならない。 

（３）請負者は、前項に規定する届出等の実施にあたっては、

その内容を記載した文書により事前に監督員に報告しなければ

ならない。 

（４）請負者は、工事の施工にあたり、地域住民との間に紛争が生じ

ないように努めなければならない。 

（５）請負者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、

請負者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなけ

ればならない。 

（６）請負者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交

渉を、自らの責任において行うものとする。請負者は、交渉に

先立ち、監督員に事前報告の上、これらの交渉にあたっては誠

意をもって対応しなければならない。 

（７）請負者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよ 

う文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督

員に報告し、指示があればそれに従うものとする。 

 

請負者は、設計図書に定められている施工時間外及び官公庁の休日又

は夜間に作業を行う場合は、事前に「時間外作業届」（書式-26）を作

成のうえ監督員に提出し、承諾を受けなければならない。 
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37.事前調査 

 

 

 

 

 

 

38.提出書類 

 

 

 

 

 

 

 

39．不可抗力による損害 

 

 

 

請負者は契約締結後、技術的打合せ、工事現場及び既存設備の調

査、並びに施工箇所の実測等、工事施工に必要な調査を行わなけれ

ばならない。実測調査等に必要な既存施設等の図面は発注者が貸与

する（貸与期間は２週間程度とする）。工事施工中等の構造物につい

ては、図面により検討を行い、構造物の完成後、直ちに調査及び実

測をすること。 

 

（１） 請負者は、提出書類を提出書類一覧（付則－２）等に基づいて、 

監督員に提出しなければならない。これに定めのないものは、 

監督員の指示する様式によらなければならない。 

（２）契約書第９条第５項に規定する「設計図書に定めるもの」とは 

請負代金額に係わる請求書、代金代理受領承諾申請書、遅延利

息請求書、監督員に関する措置請求に係わる書類及びその他指 

定した書類をいう。 

 

（１）請負者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該 

被害が契約書第 29 条の規定の適用を受けると思われる場合に

は、直ちに「工事災害通知書」により監督員に報告するものと

する。 

（２）契約書第 29 条第 1項に規定する「設計図書で定めた基準」とは、

次号に掲げるものをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 降雨に起因する場合次のいずれかに該当する場合とする。 

（ｱ）24 時間雨量（任意の連続 24 時間における雨量をいう。）

が 80 ㎜以上 

（ｲ）1 時間雨量（任意の 60 分における雨量をいう。）が 20 ㎜

以上 

（ｳ）その他設計図書で定めた基準 

イ 強風に起因する場合                  

最大風速（10 分間の平均風速で最大のもの）が 15ｍ/秒以上

あった場合 

ウ 地震、津波、高潮及び豪雪に起因する場合         

地震、津波、高潮及び豪雪により生じた災害にあっては、周

囲の状況により判断し、相当の範囲に渡って、他の一般物件

にも被害を及ぼしたと認められる場合 

エ 河川沿いの施設にあっては、河川の警戒水位以上、またはそ

れに準ずる出水により発生した場合 

（３）契約書第 29 条第２項に規定する「乙が善良な管理者の注意義務

を怠ったことに基づくもの」とは、第２章安全管理及び契約書第

26 条に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災害 
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40．特許権等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41．保険の付保・事故 

  の補償及び掲示 

 

 

  

の一因が施工不良等請負者の責によるとされるものをいう。 

 

（１）請負者は、業務の遂行により発明又は考案したときは、書面に

より発注者に報告するとともに、これを保全するために必要な

措置を講じなければならない。また、出願及び権利の帰属等に

ついては、発注者と協議するものとする。 

（２）発注者が､引渡しを受けた契約の目的物が著作権法（昭和 45 年

法律第 48 号第 2条第 1項第 1号）に規定される著作物に該当す

る場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。 

        なお、前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する 

著作物については発注者はこれを自由に加除又は編集して利用 

することができる。 

 

（１）請負者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及 

び中小企業退職金共済法の規定により、雇用者等の雇用形態に

応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなけれ

ばならない。 

（２）請負者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及 

   びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければ 

   ならない。 

（３）請負者は、建設業退職金共済制度に加入し、その掛金収納書の

写しを工事請負契約締結後 1ヵ月以内及び工事完成時に監督員 

を通じて発注者に提出しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42．火災保険等 

 

 

 

 

 

（４）請負者は、工事現場に「建設業退職金制度適用事業主現場」標 

   識の掲示をしなければならない。 

（５）請負者は、｢建設労災補償共済制度」に加入し、その「加入証明

書」を発注者に提出しなければならない。 

    なお、公共工事現場加入単位の場合、共済区分は 1500 万円以

上とする。 

（６）請負者は、発注者が受理した加入証明書等の「建設労災補償共

済等確認書」により労災保険関係の項目（保険関係成立年月日、

労働保険番号）が常時工事現場の見やすい場所に掲示しなけれ

ばならない。 

 

請負者は、工事目的物及び工事材料等を火災保険等に付さなけれ

ばならない。その場合、加入した保険証書の写しを監督員に提出し

なければならない。保険の加入時期は、原則として工事現場着手の

時とし、終期は、工事完成後 14 日とする。なお、上記の規定による

保険以外のその他の保険に加入したときには、直ちに監督員に通知

しなければならない。 



  - 19 -

43．施設の保全 

 

 

 

44．工事用電力及び水 

 

 

 

45．現場事務所・材料 

  置場等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46．県産品の優先使用 

 

 

 

 

 

47．工事標示看板 

  (行政活動のコス 

  ト等標示看板) 

 

 

 

48．工事対象物の保管 

  責任 

 

既設構造物を汚染又はこれ等に損傷を与えるおそれがある時は、

適切な養生を行うものとし、これ等に損傷を与えた時は、すみやか

に監督員に報告し請負者の責任で復旧しなければならない。 

 

工事用の電力、水及び電話等については、各供給事業者の関係規

定に従って必要な仮設物等を設置する。これらに必要な手続きは請

負者が行い、その費用は請負者の負担とする。 

 

（１）工事期間中に材料倉庫、現場事務所などの仮設物（請負者詰所､ 

工作小屋、材料置場、便所等）を施設敷地内に設置する場合は、

監督員が指示する期日までに「仮設物設置申請書」（書式－21）

に位置図及び仮設物外形図を添付したものを作成の上、下水道

管理事務所(浄化センター長)に提出し、承諾を受けなければな

らない。 

また、承諾を受けた仮設物の設置にあたっては、関係法規を守

らなければならない。 

（２）火気を使用する場所、引火性材料の貯蔵所等は、なるべく建築 

物及び仮設物から隔離した場所を選定し、関係規程の定めると

ころに従い、防火構造又は不燃材料等でおおい、消火器を設け

なければならない。 

（３）工事用足場等を設ける場合は堅牢、安全に築造し、常に維持に

注意しなければならない。 

（４）上記の仮設物の設置状況を撮影し、工事写真帳に編集すること｡ 

 

請負者は、工事に使用する資材等は県内で産出、生産又は製造さ

れる資材等で、規格・品質・価格などが適正である場合は、これを

優先して使用しなければならない。なお、県産品の使用状況を毎月

１回「県産建設資材使用状況報告書」(書式－30)を工事月報と共に

提出し、（竣工時は総数量）監督員の承諾を受けなければならない。 

 

請負者は、工事現場の一般通行人に見やすい場所に、工事名、事

業の目的、事業概要、工事の内容、工事概要、工事請負者名、同現

場責任者名（電話）を記載した、「工事標示看板」及び別紙の様式（付

則－10 参照）による「工事標示看板」（行政活動のコスト等表示看

板）を設置しなければならない。 

 

請負者は、工事が完成し、引渡し完了までの工事対象物の保管責

任を負わなければならない。 
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49．承諾図書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50．品質及び出来形 

 

 

 

 

 

51．工事写真 

 

 

 

52．完成図書 

 

（１）請負者は、設計図書に基づき処理場及びポンプ場の機器・プラ 

ントとしての設計意図（機能性、安全性、管理性等）を十分に

把握し、現場実測を行ったうえで「承諾図書」を作成しなけれ 

      ばならない。 

（２）承諾図書は、「承諾図書一覧表」（付則－５）によるほか、必要 

に応じて監督員が指示する。承諾図書は順次分割し、「承諾図書 

   リスト」を添付して遅滞なく提出すること。 

（３）承諾図書のうち、プラントの設計に係わる図書は、自社で設計

しなければならない。 

（４）監督員が承諾した後の承諾図書は、設計図書を補完するもので 

   ある。 

（５）仕様は原則として変更を認めないが、やむを得ず仕様変更の必 

要があるときは「発注仕様対照表」（書式－18）を提出し承諾を

得なければならない。なお、必要のある事項については契約書

に基づき契約変更を行う。 

（６）「発注仕様対照表」で承諾された機器等を含め、承諾図書により

承諾を得てからでなければ製作に着手及び施工することはでき 

ない。 

（７）請負者が据付けた機器・プラントにおいて承諾図書で、推定困 

難な不都合箇所（性能・各種機能・構造等）が生じた場合は、

その原因を明確にし、機器・プラントの全部又は一部を請負者

の責任において変更又は改修するものとする。 

（８）承諾図書作成にあたり、機器・プラントが公害の発生源となら

ないための公害防止、塩害及び地震の対策を十分考慮しなけれ

ばならない。 

 

（１）品質及び出来形の規格値は､本一般仕様書及び設計図書による｡ 

（２）請負者は、工事に使用する材料の品質を証明する資料を請負者

の責任と費用負担において整備、保管し、監督員から請求のあ

った場合は、遅滞なく提出するとともに検査時に提出しなけれ

ばならない。 

 

請負者は、工事中の写真を「工事写真帳作成要領」(付則－12)に

基づき撮影し、工事着手前、施工中、完成時の工程順に整理編集し

て「工事写真帳」を作成し提出すること。 

 

請負者は、工事完成迄に維持管理上必要な「完成図書」等を「完

成図書作成要領」（付則－13）に基づいて作成製本し提出すること。 
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53．他の仕様書の適用 

 

 

 

54．保証期間 

 

 

 

 

 

55.耐震対策 

 

 

 

 

 

56.アスベスト含有建

設資材の使用禁止 

 

 

 

57．沖縄県リサイクル

認定資材（ゆいくる材）

の使用 

 

58．その他 

 

請負者は、設備工事の中に土木・建築工事等が含まれるものにつ

いては、土木工事等共通仕様書、公共建築工事標準仕様書等に準拠

して施工しなければならない。 

 

保証期間は原則引渡日から２カ年とする。ただし、特別な事由が

ある場合は受発注者間協議によることができる。 

万一保証期間中に請負者の責任に帰すべき原因による事故が発生

したときは直ちに発注者の指定する期間内に無償にて改造補修、又

は新品と交換しなければならない。 

 

主要機器などの据え付けに際して、地震力に対して転倒、横滑り、

脱落、破損などを起こさないようにすること。なお、耐震対策及び

施工については、「下水道施設の耐震対策指針と解説（国交省都市地

域整備局下水道部監修）」及び「建築設備耐震設計・施工指針」によ

ること。 

 

沖縄県が発注する公共工事には、原則として、原材料にアスベス

トを含んだ建設資材を使用しない。上記の確認は、メーカーが発行

する「アスベストを原材料としていない旨の証明書」を提出するこ

と。 

 

沖縄県が発注する公共工事には、原則として「沖縄県リサイクル

認定制度」に基づく、認定資材（ゆいくる材）を使用する。 

 

 

上述の他、工事の施工にあたっては、「設備工事の施工管理留意事

項」(付則-４)の記載事項に留意し、遺漏無きよう工事を完成させる

こと。 
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※ 1 

 「建設業法」第 19 条の 2 

 （現場代理人の選任等に関する通知） 

    請負人は、請負契約の履行に関する工事現場に現場代理人

を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項

及び当該現場代理人に行為についての注文者の請負人に対す

る意見の申出の方法を、書面により注文者に通知しなければ

ならない。 

 

 ２． 注文者は、請負契約の履行に関し工事現場に監督員を置く

場合においては、当該監督員の権限に関する事項及び当該監

督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の

方法を、書面により請負人に通知しなければならない。 

 

※ 2 

 「建設業法」第 26 条の 3 

 （主任技術者及び監理技術者の職務等） 

    主任技術者及び監理技術者は、現場工事における建設工事

を適正に実施するため、当該建設工事の施工計画の作成、工

程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の

施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わな

ければならない。 

 

 ２． 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技

術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなけれ

ばならない。 
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       第２節 書類等の提出方法 

１．承諾願 

 

 

２．工事着手届等 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．担当組織届等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．打合せ及び議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．打合せ図面 

請負者は監督員に承諾事項についての書類を提出する時は、必ず

「承諾願」(書式－13)を添付して、承諾を受けなければならない。 

 

請負者は契約締結日から 15 日以内に「着手届」（様式第 4号）（書

式－1）「現場代理人等通知書(変更)」（書式－2､3）、「経歴書」(書式

－4)、「実務経験証明書」(様式第 9号)（書式－5）、「工程表(変更)」

(書式－6､7)各３部を監督員に提出し、審査を受けなければならない。 

上記書類を審査の結果、適正でない箇所があった場合は協議のう

え訂正しなければならない。 

また、工事期間中に上記の工程表以外の事項に関して変更する場

合には、直ちに届けでること。 

 

請負者は、契約締結日から 15 日以内に工事の施工に係わる営業、

設計、製作及び検査についての組織届「請負者担当組織届」(書式－

11）を作成し、監督員に４部提出しなければならない。 

また、下請負の使用の有無にかかわらず「建設工事下請通知書」

（様式第 5 号）（書式－8）２部、機器・主要資材製造会社の決定に

ついては、機器・主要資材メーカーリスト（書式－15）（原則として

３社以上）を提出して、監督員と協議のうえ「機器・主要資材製造

会社届」(書式－14)３部（1 部は承諾返却分）をすみやかに提出し

なければならない。 

 

請負者は契約締結日から 30 日以内に現場代理人、主任技術者又は

専門技術者、監理技術者及び担当技術者を発注者に派遣し、監督員

と仕様書及び図面に基づき「発注仕様対照表」(書式－18)を提出し

て、工事の詳細な打合せを行わなければならない。打合せはその後

必要に応じて行い、打合せ事項についてはその都度「打合せ議事録」

(書式－16)４部（1部は承諾返却分）を打合せ終了後直ちに提出し、

監督員の承諾を受けなければならない。なお、仕様変更がある場合

は打合せ議事録に決定事項を明記し、確認しなければならない。 

 

（１）請負者は、技術的打合せ及び現地の実測調査などの結果に基づ

く図面を作成し、指示期間内に詳細な打合せを行わなければな

らない。 

（２）設計図書のうち、いずれにも明示なく記載数量、寸法等に誤記

等があった場合は、発注者の指示により処理するものとする。 
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６．承諾図書 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．施工計画書 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．工事日報、設備工 

  事月報等 

（３）機械器具材料の選定 

ア 本工事に使用する機械器具及び材料は、特記仕様書及び設計

図面に記載した製品とし、同種製品の同種部品は完全な互換

性のあるものでなければならない。 

  イ 日本工業規格（ＪＩＳ）に制定されているものは、これに適 

合したものを使用しなければならない。 

  ウ 主要材料の板厚決定の基準根拠を明確にすること。 

（４）機器の寸法及び配置 

特記仕様書並びに添付設計図面に記載する機器の寸法及び配置

は、標準寸法を示し、承諾図により決定する。 

（５）設備目的、機能、保安、法規上必要なものは請負者の負担で設 

備するものとする。なお、請負者は監督員の指示のもとに、細

部にわたり最新にして良心的かつ高度の技術をもって設計製作

し、本工事を完成させなければならない。 

 

請負者は、上記打合せ後、製作・施工承諾図書を特記仕様書に定

める期間内に、原則として各３部（１部は承諾返却用）を監督員に

提出し、監督員の承諾を受けた後でなければ、製作・施工に着手し

てはならない。承諾図書の種類は「承諾図書一覧表」（付則－5）に

よるほか、必要に応じ監督員が指示する。承諾図は順次分割し、そ

の都度「承諾図書リスト」（書式－19）、「発注仕様対照表」を添付し

て遅滞なく提出すること。承諾図の審査期間は２週間程度とする。 

承諾図返却後、直ちに承諾決定図を提出すること。 

 

請負者は、現場工事をはじめるにあたり、あらかじめ監督員及び

下水道管理事務所と、作業場所の占用、作業時間及び就業規則、施

工順序及び搬入方法、その他注意事項について詳細な打合せを行い

「施工計画書作成要領」（付則－7）に基づき施工計画書を３部（1

部返却分）作成し、原則として契約締結日から 15 日以内に監督員に

提出し、承諾を受けなければならない。なお、提出時に未決定の場

合又は追加、変更の場合にはその都度遅滞なく提出し承諾を受けな

ければならない。 

 

請負者は、工事の進捗、作業内容、職種別人員数、搬入材料、天

候、監督員との協議及び指示事項等を記入した「工事日報」を毎日

作成し、監督員の指示の都度直ちに提出すること。工事月報は「工

事月報作成要領」（付則－9）に基づいて「工事履行報告書」「工事工

程表」（書式－28）｢工事月報｣｢工事月報｣（第 16－2 号様式）及び 
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９．工程会議 

 

 

 

 

 

 

 

10．完成時の提出 

  書類 

 

 

 

 「県産建設資材使用状況報告書」を綴って毎月１回監督員に２部提 

 出すること。 

なお、「出来高工程表」は「工事工程表」（書式－28）に出来高曲

線を記入したものとする。 

 

請負者は工程会議に必ず出席すること。原則として週１回開催す

る。週間工程表は、実施した１週間の工程表と次の１週間の予定表

を記入した２週間工程表を提出して工事の進捗状況を報告し、監督

員の指示を受けるものとする。 

なお、上記の会議のほか、要請のある場合は、発注者の主催する

会議、打合せに出席すること。 

また、その都度議事録４部を提出し承諾を受けること。 

 

発注者に提出する書類は、「提出書類一覧表」（付則－2）によるほ

か、設計図書に定めてあるもの及び監督員の指示するものとする。 

提出にあたっては、「工事書類引渡書」（書式－49）を添付して指

定の期日までに不備、不足のないように注意すること。また、製本

はすべて表紙、背表紙とも、タイトルをつけ、直接印刷したものと

する。なお、提出書類の作成にあたっては、その編集方法について

あらかじめ監督員と協議すること。 
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       第３節 検査・総合試運転 

 

         第１項 検査 

 

１．検査等の種類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．検査の内容 

 

 

 

 

 

 

 

３．完成検査及び一部 

  完成検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査の種類は下記のとおりである。 

（１）発注者の行う検査 

ア 完成検査及び一部完成検査 

イ 出来形検査 

ウ 中間検査 

エ 工場検査 

オ 保証期間内（担保）検査 

（２）監督員による確認 

  ア 機器・主要資材搬入の確認 

  イ 機器・配管等の据付け状態の確認 

（３）請負者の行う検査 

  ア 社内検査 

（４）監督官庁による検査 

  ア 官庁検査等 

 

検査の内容は下記のとおりである。 

（１）外観、構造、主要寸法検査並びに性能検査 

（２）規定、規格による検査 

（３）操作、模擬試験 

（４）組立て、据付け状態の検査 

（５）実地操作試験 

（６）その他発注者が必要と認めるもの 

 

完成検査及び一部完成検査は、工事完成（又は一部完成）に際し

て実施するもので、次のとおりとする。なお、完成（又は一部完成）

検査は、出来形検査において検査した部分を含む完成（又は一部完

成）したすべての工事内容について行う。 

（１）書類に基づく確認検査を行う。 

ア 設計図書、承諾図書、工場検査の試験成績表に基づく仕様、

性能の確認 

イ 現場試験成績表・写真帳に基づく仕様、性能等の確認 

ウ 完成図書の検査 

（２）現場における検査は、次のとおり実施する。 

ア 外観、構造、寸法、数量、組立て、据付け、施工状態等の検

査 
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４．出来形検査 

イ 性能検査、性能機能の確認検査 

ウ 運転検査（単独検査） 

    操作・運転について無負荷及び実負荷にて検査 

 

（３）「請負者の行う検査」完了後、全施工区域の跡片付け、清掃など

の一切の整備が終了した時、「完成通知書」(第 34 号様式)（書

式－41）「県産建設資材使用状況報告書」の総量分を各３部を監

督員に提出し、発注者による完成検査を受けなければならない。 

（４）本設備の全部又は一部について、所轄監督官庁の検査を必要と

するときは受検し、それに合格しておかなければならない。 

（５）完成検査当日までに「完成検査時必要書類」として下記の書類

を整備のうえ、「完成検査書類一覧表」（書式－45）を添付して

検査員に提出しなければならない。なお、図書、書類等は白焼

きを原則とする。 

  ア 完成図書       A4 版製本        １部 

  イ 完成図        A2 版背張り製本     １部 

  ウ 承諾決定図      A2 版  〃       １部 

  エ 発注図        A2 版  〃       １部 

  オ 施工計画書(着工前調査記録、作業員名簿、資格者証) 

               A4 版ファイル      １部 

  カ 承諾願図書      A4 版ファイル      １部 

  キ 工事施工書類     A4 版ファイル      １部 

  ク 検査関係書類     A4 版ファイル      １部 

  ケ 工事写真帳      A4 版ファイル      １部 

  コ 工事日報       A4 版ファイル      １部 

 

（６）検査を受ける時は、現場代理人及び主任技術者又は、専門技術

者並びに監理技術者が立会い、検査に必要な測定器、工具、懐

中電灯、脚立などの器具、材料、消耗品、配線及び人員を整え、

検査が迅速かつ円滑に実施できるよう留意しなければならない。 

（７）試運転、監督官庁検査及び完成検査に要する電力及び水、並び

にその他の経費はすべて請負者の負担とする。 

（８）検査不合格の場合は、「補修指示書」(第６号様式)に基づいて完

成期限内に手直しを行い「補修完了報告書」(第７号様式)を提

出して再検査をうけなければならない。 

 

出来形検査は、発注者がその出来形部分の確認をするために実施

するものである。 

（１）書類に基づく確認検査を行う。 
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５．中間検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．工場検査 

 

 

 

ア 外観構造検査 

設計図書、承諾図書、工場検査又は製品（工場）検査の試験 

成績表に基づく仕様、性能の確認 

  イ 現場確認試験成績表に基づく仕様、性能等の確認 

（２）現場における検査は、次のとおり実施する。 

  ア 外観、構造、寸法、数量、組立て、据付け､施工状態等の検査 

  イ 性能検査 

    性能、機能の確認検査 

（３）運転検査（単独検査） 

   操作・運転について無負荷及び実負荷にて検査 

（４）据付けが未完了のものについては、前項の検査のうち可能な事 

   項について検査を行う。 

 

（１）中間検査は完成検査時に検査ができない箇所（水没等）につい

て、3.完成検査及び一部完成検査に準ずる検査を行う。 

（２）中間検査当日までに「中間検査時必要書類」として下記の書類

を整備のうえ、「中間検査書類一覧表」を添付して検査員に提出

しなければならない。 

  ア 中間検査図面 

   （承諾決定図で検査対象機器の色塗りをしたもの。） 

  イ 中間検査書類 

  （ｱ）中間検査概要書 

  （ｲ）中間検査対象承諾図(発注仕様対照表含む) 

  （ｳ）現地据付記録及び測定表 

  （ｴ）工場検査結果合格記録 

  （ｵ）材料証明書（ﾐﾙｼｰﾄ、検査証明書等） 

  （ｶ）工事施工要領書及び使用材料明細書（納品書含む） 

  （ｷ）中間検査対象工事写真 

 

（１）各機器は工場で製作完了後、請負者による工場検査を実施し、 

これに合格しなければ現場に搬入してはならない。 

工場立会検査の必要なものについては、機器・主要資材製造

会社決定後直ちに「工場検査立会申請書」(書式－39)２部を監

督員に提出し、監督員の承諾を受けなければならない。また、

主要機器については、工場検査に監督員が立会うことがあるの

で、その場合は工場検査 30 日前までに「工場検査願書」（書式

－40）と「工場立会検査要領書」を各２部提出し、その指示に

従わなければならない。 

検査の内容は次の通りとする。 
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７．保証期間内(担保) 

  検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  ア 承諾図書等に基づく仕様・性能等の確認 

イ 図面、写真等での数量・出来形の確認 

  ウ 社内検査における試験成績表に基づく仕様・性能等の確認 

  エ 自主検査成績表 

（２）工場検査を受ける場合は、事前に工場検査要領書を提出しなけ 

   ればならない。 

   工場検査要領書には以下の内容を含むものとする。 

  ア 検査日時及び日程 

  イ 実施場所（概略地図、交通手段等含む） 

  ウ 検査項目 

  エ 検査方法 

  オ 判定基準（仕様書、社内基準、その他技術基準等） 

（３）工場検査の実施場所は、一定工場とし、検査が能率的かつ正確 

   に実施できるように努める。 

（４）工場検査終了後は、試験成績表及び打合せ議事録を直ちに監督

員へ提出し、後日、社内検査を経たものを写真帳を添えて速や

かに監督員に提出すること。 

   なお、「工場検査成績書」３部を監督員に提出し、監督員の承諾

を得た後に現場に搬入するものとする。 

 

（１）保証期間内検査は、設計図書で示した保証期間満了前に実施す

るものである。 

（２）保証期間中において本工事に瑕疵（かし）があるときは、請負

者は直ちに当該箇所の点検、調査を行ったうえ発注者の指定す

る期間内に無償で修理又は代品と取り替えなければならない。 

（３）保証期間中に次の総点検を２回実施し、その都度報告書を提出

し、検査を受けること。 

  設備の引き渡しを受けた当日から１年目 

  保証期間内の発注者の指定する期間内の２年目 

   実施内容は次のとおりである。 

ア 外観構造検査 

イ 運転検査 

（４）検査時には、主任技術者の有資格者が立ち会い、必要な人員等

を整え、検査を迅速かつ円滑に実施できるよう、検査に協力し

なければならない。 

（５）検査不合格の場合は、指定された期間内に手直しを行い、再検

査を受けなければならない。 
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８．機器・主要材料搬 

入の確認 

 

 

 

９．社内検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10．官庁検査等 

工事現場に搬入する機器・主要資材は「材料確認願」(第 12 号様

式)（書式－31）を提出し、監督員の確認を受けなければ据付して

はならない。ただし､軽易な材料については､搬入の確認を省略す

ることがある。 

 

  請負者は工事の施工過程において社内検査及び審査を実施し、品 

 質管理の徹底を図るものとする。なお、検査に要する費用はすべて 

 請負者の負担とする。 

（１）工場における社内検査 

  ア 請負者は、各機器について、製作完了後、工場内において社 

    内検査を実施しなければならない。 

イ 請負者は、社内検査完了後「社内検査報告書・工場検査申請

書」に検査試験成績表、その他の検査記録表、検査方法等を

添付して速やかに監督員へ提出するものとする。なお、必要

なものは、事前に公的又は権威ある試験所その他の機関によ

る検査・試験を受け、その検査合格書及び試験成績書を合わ

せて提出するものとする。 

（２）現場における社内検査 

  ア 請負者は、据付工事についてその工程毎及び、全ての据付・ 

    試験が終了した後に、必要な社内検査を実施しなければなら 

    ない。 

  イ 請負者は、検査試験等社内検査の日程及び方法を事前に「施 

    工計画書」等で明らかにしておくこと。監督員が指定するも 

    のについては、監督員の立会を受けなければならない。 

  ウ 請負者は、工事に係わる全ての社内検査完了後、「社内（現場） 

    検査報告書」に検査試験成績表、その他の据付検査記録等を 

    添付して速やかに監督員へ提出するものとする。 

 

（１）工事対象物が電気事業法、消防法その他関係法令に基づき監督 

官庁の使用前検査を受ける必要のあるものは、その検査対象設

備にかかわる管理責任者（電気主任技術者、防火管理者等）の

指揮のもと、当該工事監督員の総括により受験するが、請負者

はその責任において受験に協力する義務を負うものとする。 

（２）受験にあたっては、事前に必要な資料を準備するとともにその 

順序・方法・人員配置及び分担等について監督員と十分打合せ

を行うこと。なお、受験当日の予定については、監督員の指示

によること。 
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        第２項 総合試運転 

 

１．総合試運転の目的 

 

 

 

２．総合試運転の内容 

 

 

 

 

 

３．総合試運転の注意 

  事項 

請負者は、契約上の性能、機能等を確認し、本県の経常運転への

移行を行うために総合試運転を実施する。 

 

 

総合試運転は請負者が製作し据付けた機器について、各機器単体

及び数個の機器を組合せた一連の機器装置の性能、機能等を確認す

る個別調整試運転と、工事設備全体を一連の機器装置として総合的

に運転した場合の性能・機能等を確認する総合調整試運転とからな

る。 

 

（１）請負者は総合試運転の円滑な実施をはかるため、あらかじめ監

督員との協議を行い現場検査合格後「総合試運転実施要領書」

を作成し、提出すること。 

（２）性能、機能の確認のため、監督員の指示する物理、化学試験等

の特別な検査、検定を要するものは監督員の指定する期日まで

に資料を提出すること。なお、これらの資料で監督員が指示す

るものについては、公的又は権威ある試験所等の分析試験表に

よる。 

（３）請負者は監督員の立会いのもとに、総合試運転を行うが、試運

転で発生した故障及び不具合な箇所は、請負者の責任で改修又

は再調整を行うこと。 

（４）総合試運転後、請負者は各種データ、事故故障表、分析結果表

等の「総合試運転実施報告書」を監督員に提出して、説明を行

うこと。 

（５）請負者は総合試運転を行う際、本県の処理作業等に影響が及ぶ

場合、時期、期間、方法、連絡手段等について監督員と十分な

協議をすること。 

（６）総合試運転は原則として工期内に行うが、本県の都合により実

施できない場合は、本県の指定する時期に請負者の責任で行う

こと。 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 安全管理
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第２章 安 全 管 理 
 

１．工事中の安全確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）請負者は、「土木工事安全施工技術指針（国土交通大臣官房技術 

調査課  監修）及び「建設機械施工安全技術指針（建設省建設

経済局建設機械課長 平成 7年 11 月 22 日）」を参考にして、常

に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなけれ

ばならない。 

墜落防止の措置 

  （土木工事安全施工技術指針、第２章安全措置一般から抜粋） 

 足場通路等からの墜落防止措置 

ア 高さが２ｍ以上の箇所で作業を行う場合は、足場を組み立て

る等の方法により安全な作業床を設け、手摺には必要に応じ

て中さん、幅木を取り付けること。 

イ 作業床、囲い等の設置が著しく困難なとき、又は作業の必要

上から臨時に囲い等を取りはずすときは、防護網を張り、作

業員に安全帯を使用させる等の措置を講じること。 

ウ 足場及び鉄骨の組立、解体時には、安全帯が容易に使用出来

るよう親綱等の設備を設けること。 

エ 足場等の作業床は、常に点検し保守管理に努めること。この

際に、工事の進捗、現場条件等により変化していく工事現場

においては、日々、該当する場所、作業の種類等に応じて適

切な方法をとり、安全確保を図ること。 

オ 通路の主要な箇所には、安全通路であることを示す表示をす 

ること。 

カ 坑内あるいは夜間作業を行う場合には、通路に正常の通行を

妨げない範囲内で必要な採光又は照明設備を設けること。 

  キ 通路面は、つまずき、滑り、踏み抜き等の危険の少ない状態 

に保持すること。 

 

 作業床端、開口部からの墜落防止措置 

  ア 作業床の端、開口部等には、必要な強度の囲い、手すり、覆 

い等を設置すること。 

  イ 囲い等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨 

時に囲い等を取りはずすときは、安全確保のため防護網を張

り、安全帯を使用させる等の措置を講じること。 

  ウ 床上の開口部の覆い上には、原則として材料等を置かないこ 

ととし、その旨を表示すること。 

  エ 棚、覆い等をやむを得ず取りはずして作業をする場合には、 

当該場所への関係作業員以外の立入を禁止する標識を設置し、 
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監視員を配置すること。また、取りはずした囲い等は、作業

終了後直ちに復旧すること。 

 

 掘削作業における墜落防止措置 

  ア 墜落のおそれのある人力のり面整形作業等では、親綱を設置 

し、安全帯を使用させること。その際、親綱の上方のり面と

の接触による土砂等の崩壊等が生じないように配慮すること。 

  イ 斜面を昇降する必要のある場合には、安全な昇降設備を設け 

ること。施工上当該措置が講じ難いときは親綱を設置し安全

帯を使用させること。この場合、親綱の固定部は、ゆるみ等

が生じないよう十分安全性について確認すること。 

  ウ のり肩を道路とする際には、転落防止柵等を設けること。 

  エ 土留・支保工内の掘削には、適宜通路を設けることとし、切 

梁、腹起し等の土留・支保工部材上の通行を禁止すること。 

 

 作業員に対する措置 

ア 新規に入場した作業員に対しては、当該現場の墜落危険箇所

及び墜落のおそれのある作業について、事前に安全教育を実

施すること。 

  イ 墜落防護工の無断取りはずしの禁止について教育し、監督指 

導すること。 

  ウ 安全帯等保護具の保管管理について指導すること。 

  エ 高所作業に従事する作業員については、年齢、体力等に配慮 

し、特に健康状態を確認して配置すること。 

  オ 高所の作業においては未熟練者、高齢者の配置は避けること。 

 

（２）請負者は、工事施工中、監督員及び管理者の許可なくして、流

水及び水陸交通の支障となるような行為、又は公衆に支障を及

ぼすなどの施工をしてはならない。 

（３）請負者は、建設工事公衆災害防止対策要網(建設事務次官通達、

平成 5 年 1 月 12 日)を遵守して災害の防止を図らなければなら

ない。 

（４）工事に使用する建設機械の選定、使用等については、設計図書

により建設機械が指定されている場合には、請負者は、これに

適合した建設機械を使用しなければならない。 

   ただし、請負者は、より条件に合った機械がある場合には、監

督員の承諾を得て、それを使用することができる。 

（５）請負者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物

に対して支障を及ぼさないよう必要な措置を施さなければなら 
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   ない。 

（６）請負者は、豪雨、出水、その他天災に対しては、天気予報など

に注意を払い、常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を

確立しておかなくてはならない。 

（７）請負者は、酸欠等の恐れのある既設人孔、その他の地下構造物

に出入する場合、有毒ガス、酸素欠乏空気等の有無を事前に調

査し、事故の防止対策を講じなければならない。 

（８）請負者は、工事現場に工事関係者以外の者の立入を禁止する場

合は板囲、ロープ等により囲うとともに、立入り禁止の標示を

しなければならない。 

（９）請負者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周

辺の監視あるいは連絡を行い安全の確保に努めなければならな

い。 

（10）請負者は、請負者の負担と責任において現場事務所、作業員宿

舎、休憩所又は作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成す

るとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周

辺の美装化（イメージアップ）に努めるものとする。 

（11）請負者は、本工事の施工に際して、現場状況に即した安全・訓

練等を実施しなければならない。安全教育を終了した作業員に

は、それを示す安全教育のシールを安全帽に貼付ること。 

ア 工事着手後、原則としてひと月当たり半日以上の時間を割り

当て、下記の項目から選択し定期的に作業員全員参加による

安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。 

（ｱ）安全活動のビデオ等、視覚教材による安全教育 

（ｲ）本工事内容の周知徹底 

（ｳ）土木工事安全施工技術指針の周知徹底 

（ｴ）本工事現場で予想される災害対策訓練 

（ｵ）本工事現場で予想される事故対策 

（ｶ）その他、安全・訓練等として必要な事項 

イ 請負者は、施工計画書の中に工事内容に応じた安全・訓練等

の具体的な計画を記述するか、あるいは別途作成し監督員に

提出しなければならない。 

ウ 請負者は、安全に関する研修・訓練等の実施状況をビデオ等

又は報告書に記録した資料を整備・保管し、監督員の請求が

あった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなけ

ればならない。 

（12）請負者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、

労働基準監督署等の関係機関及び関係者と緊密な連絡を取り、 

工事中の安全を確保しなければならない。 
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（13）請負者は、工事現場が隣接又は同一場所において別途工事があ 

   る場合は、請負業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行

うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整

を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織するもの

とする。 

（14）監督員が、労働安全衛生法（昭和 47 年法律第 57 号）第 30 条第

1 項に規定する措置を講じるものとして、同条第 2 項の規定に

基づき、請負者を指名した場合には、請負者はこれに従うもの

とする。 

（15）請負者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労

働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものと

する。特に重機械の運転、電気設備等については、関係法令に

基づいて適切な措置を講じておかなければならない。 

（16）請負者は、施工計画の立案にあたっては、既往の気象記録及び

洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の

うえ施工方法及び施工期間を決定しなければならない。特に梅

雨、台風等の出水期の施工にあたっては、工法、工程について

十分に配慮しなければならない。 

（17）災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保

をすべてに優先させるものとする。 

（18）請負者は、工事施工箇所に地下埋設物等の存在が予想される場

合には、当該物件の位置、深さ等を調査し監督員に報告しなけ

ればならない。 

（19） 請負者は、施工中、管理者不明の地下埋設物を発見した場合は、

監督員に報告し、その処置については占用者等の立会を求め、

管理者を明確にしなければならない。 

（20）請負者は、地下埋設物物件等に損害を与えた場合は、直ちに監

督員に報告するとともに関係機関に連絡し応急措置をとり、補

修しなければならない。 

（21）請負者は、災害の発生が予想される場合に関し、以下のことを

実施しなければならない。 

ア 浸水等の発生が予想される工事現場では、梅雨、台風等の時

期以前に災害発生等緊急時に必要な措置に対する準備を行い、

監督員にその内容を提出すること。 

イ 気象情報として各種注意報が発令された場合、巡視等により

災害を未然に防ぐための点検を実施すること。 

ウ 浸水等の発生が予想される工事現場では、気象情報として各

種警報が発令された場合、災害発生の有無を速やかに監督員 

に報告すること。 
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２．酸素欠乏症等防止 

  対策 

 

 

３．交通安全管理 

エ 工事箇所と同一の県内において震度４以上の地震が発生した

場合、災害発生の有無を監督員に報告すること。 

 

請負者は、酸素欠乏症等防止規則（昭和 47 年労働省令第 42 号）

を遵守し、工事中、酸素欠乏症を防止するために、酸素濃度、硫

化水素濃度の測定その他の必要な措置を行わなければならない。 

 

（１）請負者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用する

ときには、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚

損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与

えないようにしなければならない。 

   なお、第三者に損害を及ぼした場合は、契約書第 28 条によって

措置するものとする。 

（２）請負者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの

輸送を伴う工事については、関係機関と打合せを行い、交通安

全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当

業者、交通整理員の配置、標識、安全施設等の設置場所、その

他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らな

ければならない。 

（３）請負者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する

場合は、設計図書の定めにしたがい、工事用道路の新設、改良、

維持管理及び補修を行うものとする。 

（４）請負者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該工事の新

設、改良、維持、管理、補修及び使用方法等の計画書を監督員

に提出しなければならない。この場合において、請負者は関係

機関に所定の手続きをとるものとし、発注者が特に指示する場

合を除き、標識の設置その他の必要な措置を自らの費用負担で

行わなければならない。 

（５）発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、請負

者の責任において使用するものとする。 

（６）請負者は、設計図書に他の請負者と工事用道路を共用する定め

がある場合においては、その定めに従うとともに、関連する請

負者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用する

ものとする。 

（７）公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材

料又は設備を保管してはならない。請負者は、毎日の作業終了

時及び何らかの理由により建設作業を中断するときは、一般の

交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去 

しなくてはならない。 



  - 37 -

（８）工事の性質上、請負者が、水上輸送によることを必要とする場 

合には本条の「道路」は、水門、又は水路に関するその他の構造

物と読み替え「車両」は船舶と読みかえるものとし、それにした

がって運用されるものとする。 

（９）請負者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令（昭

和 36 年政令第 265 号）第 3条における一般的制限値を超える車

両を通行させるときは、道路法第 47 条の 2に基づく通行許可を

得ていることを確認しなければならない。 

（10）請負者は「ダンプトラック等による過積載等の防止について」

次の各号に掲げる要件を遵守しなければならない。 

ア 工事用資機材等の積載超過のないようにすること。 

イ 過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。 

ウ 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等にあたっては、

資材納入業者等の利益を不当に害することのないようにする

こと。 

エ さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプカー

が工事現場に出入りすることのないようにすること。 

オ 「土砂等を運搬する大型自動車による交通の防止等に関する

特別措置法」の目的に鑑み、法第 12 条に規定する団体等の設

立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進すること。 

カ 下請負契約の相手方又は資材納入業者を選定するにあたって

は、交通安全に関する配慮に欠ける者を排除すること。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 機 械 設 備 
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第３章 機 械 設 備 
 

       第１節 機 器 

 

１．材  料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．構  造 

（１）機器の各部材質は特記仕様書又は標準仕様書によるが、それら

に明示されていないものについて原則として、鉄鋼及び非鉄金

属類は JIS 規格品とし、各々の目的に適合する強度と腐食並び

に摩耗等を考慮したもので物理的に欠点のない優良品を使用す

るものとする。 

（２）金属材料以外のものについても JIS 規格の優良品の使用を原則

とする。 

（３）金属及び金属以外の材料で規格にないものは市場で優良と認め

られているもので、監督員の認めたものを使用するものとする。 

（４）機器組立又は締結用ボルト・ナット類の材質は、組立精度上又

は強度上、やむを得ない場合以外は、本体と同等以上の耐食性

のものとする。なお、点検口、端子箱及び調整用ボルト・ナッ

トは SUS304 製とする。また、ボルトの長さは締結状態において、

ナットから２山程度出るのを原則とする。 

（５）海水、塩素混和処理水などの塩分を多く含む液体に直接接触す

る部材は、電食対策を施す。 

（６）主要部材の最少肉厚は、特に指定のない限り腐食及び摩耗しろ

を含み鋼板では 6mm 以上、形鋼では 5mm 以上、鋳鉄では 8mm 以

上とする。 

（７）溶融亜鉛メッキ処理（以下亜鉛メッキという）については、JIS 

H 8641 の HDZ55 程度の品質とする。（以下配管材料についても

同じ） 

 

（１）各機械装置の形式・寸法・性能・構造の詳細については特記仕

様書によるが、いずれも耐環境性に優れ、構造が堅牢で合理的

な機構を備え、過負荷耐力が大きく、耐久性に富み、高度の機

能と信頼性を保持し、省エネ形で総合運転効率が高く、人間工

学に配慮し、運転保守が簡便なこと。 

（２）機械装置の細部構造については、原則として請負者の創意工夫

を認めるが、運転保守の便宜上既設機器と同一機種のものを納

入するように指示する場合がある。 

（３）屋外設置の機械装置は、水平震度等は耐震設計指針に準拠し、

風圧荷重は建築基準法の規定に準ずる。また、地上高さ 20m 以

上のものには避雷装置を取付ける。また必要なものには防水、

防塵カバーを設け、浸水に対しても安全な位置に設置する。防 
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   水カバー等は板厚 2mm以上の SUS304製又は板厚 5mm以上の FRP

製で頂部は中高で水切りのよい構造とし、要部には監視窓、点

検用扉（蝶番は極めて丈夫なもの）及び換気口を設ける。 

（４）地震力算定には、特記されている場合を除き、「下水道施設の耐

震対策指針と解説（日本下水道協会：1997 年版）」「官庁施設の

総合耐震計画基準及び同解説（建設大臣官房官庁営繕部監修：

平成 8年版）」並びに「建築設備耐震設計・施工指針（建設省住

宅局建築指導課監修：1997 版）により機器の耐震設計を行う。

また計算書を提出する。ただし、下記表の機器及び設備につい

ては、各種関係法令を参考とする。 

 

地震力算定時参考とすべき各種法令等 

機器及び設備名 関連法令等 

危険物、屋外ﾀﾝｸ等 消防法 

危険物の規則に関する技術上

の基準の細則を定める告示第

4条の 20 

（平成 8年 9月改定） 

ガスホルダ等 ガス事業法

ガス工作物の技術上の基準の

細目を定める告示第 66 条 

（平成 9年 2月改定） 

煙突等 建築基準法
建設省告示第 1104 号 

（昭和 56 年） 

焼却設備等の大型架構類 

(地盤に自立しているもの)
建築基準法 施工令第 88 条（昭和 62 年）

高圧ガス設備等 
高圧ガス

保 安 法

通商産業省告示第 474 号 

（平 12 年 5月 31 日改正） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．工  作 

 

（５）同種の要素部品は極力、互換性を有するよう考慮し、かつ、分

解、組立の容易な構造とする。ボルト締結部は適正締付及びゆ

るみ止めについて十分留意する。 

（６）鋼材の接合は溶接接合を原則とするが、消耗部材あるいは亜鉛

メッキ部材等はボルト組立とする。 

（７）鋼材製機器の部材強度は、荷重の種類に応じて十分な安全率を

採る。なお、腐食及び摩耗しろも考慮すること。 

（８）回転機器については回転方向がわかるよう、矢印等をつける。 

 

（１）溶接継手は下記の要領で行う。 

ア 突合せ溶接は原則として片面突合せ溶接を行う。 

イ すみ肉溶接は原則として連続溶接とし、継手の両側を溶接す

る。 
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４．振 動・騒 音 

ウ 溶接部の補強盛りの高さは板厚に応じて考慮すること。 

エ 溶接棒の材料、太さ適用部材に合わせたものを使用し、溶接

電流、溶接電圧、溶接速度を適正に選定し、欠陥のないよう

に溶接しなければならない。また、部材に合ったすみ肉脚長、

余盛高さ、断続溶接長さを確保しなければならない。 

オ 溶接作業者は、溶接に十分熟練したものとする。また、法規

則に定められるものはこれに従う。 

カ 亀裂、ピンホール、オーバラップ、アンダーカット、肉厚過

不足等の有無について外見検査し、余分な肉付、スラグ、ス

パッタ等の除去、グラインダー仕上げなど必要に応じた手直

しを行う。 

   特に強度を必要とする場合には、特記仕様書によりカラー

チェック、放射線検査を行う。法規則に定められたものは、

これに従う。 

キ 溶接作業中は、漏電、電撃、アークなどによる人身事故及び

火災防止の処置を十分に行い、作業環境の整備を図る。 

（２）鋳造品は下記の要領で行う。 

ア 均一な肉厚、勾配のある肉厚、あるいはバランスのとれた肉

厚とする。 

イ 肉の交差部が厚肉とならぬこと。 

ウ 鋳巣、き裂、鋳バリ、残留応力等の有害な欠陥がなく、鋳肌

がなめらかであること。 

（３）せん断あるいは切抜の縁等は、面取りを行う。 

（４）架台及びブラケット類の水平方向の取付用孔は、芯出しが容易

なように長孔とすることができる。 

 

（１）機器の振動、騒音は法規定を厳守し、必要なものは防振ベッド､

防音カバー及びサイレンサーを備え、有害な振動、騒音を周囲

に伝播させてはならない。 

（２）振動等により、ボルト・ナットがゆるむおそれのある箇所には

ダブルナット、スプリングワッシャなどのゆるみ防止対策を行

う。 

（３）振動測定 

   JIS B 6003「工作機械の振動検査方法」を準用し、機器につい

ては仕様点において下記の規定によるものとし、据付床面につ

いて 5μｍ（両振巾）以下とする。 

  ア ポンプ類は JIS B 8301「遠心ポンプ、斜流ポンプ、及び軸流

ポンプ－試験方法」に基づく振動基準値以内とする。 

  イ ブロワ及び圧縮機は、JIS B 8340 並びに JIS B 8341 に基づ 
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５．駆 動 装 置 

く振動許容値以内とする。 

  ウ その他の機器については、標準仕様書及び特記仕様書による。

（３）騒音測定 

   JIS Z 8731「騒音レベル測定方法」に基づき、JIS C 1502「普

通指示騒音計」を用いて測定するものとし、機器本体は組み合

わせ運転時に使用点において、最大値が原則として 80dB（Ａ特

性）以下とする。吸排気音は、吸排気口の前面 1m の位置で測定

して、上記の値以下とする。また、敷地境界において騒音測定

法の基準を満足すること。 

 

（１）電動機は負荷の特性、設置場所の環境など使用条件に適した高

効率型のものを選定するものとし、特に指定のない場合は下記

による。 

  ア 保護方式：全閉防まつ形〔JP44〕、冷却方式：外被表面冷却自

力形〔JC411 JC4A1〕(以下全閉外扇という)高効率低圧三相

かご形誘導電動機、Ｅ種 400V－60Hz 又は 200V－60Hz〔JIS C 

4212〕とする。なお､15kw 以上のものは､電源容量等の関係か

ら －△始動法等を採用する場合があるので注意すること。 

  イ 各浄化センターの定格は下記による。 

     那覇浄化センター  200V 級・400V 級－60Hz 

     宜野湾浄化センター  400V 級－60Hz 

     具志川浄化センター  200V 級・400V 級－60Hz 

     西原浄化センター  400V 級－60Hz 

  ウ 時間定格は連続定格とする。ただし、ゲート、バルブ、クレ

ーン用などは使用条件に適合した短時間定格とする。 

    制動の必要なものはブレーキ付きとする。 

  エ 防爆地域に設置するものは、使用条件に適合した防爆形とす

る。 

（２）電動機の端子箱は原則として密閉防水形とし、ケーブルの接続

が容易にできる大きさとする。 

（３）増・減速機の選定は、その使用目的に最適な形式、容量とし、

騒音、振動の発生が少ないものとする。 

（４）減速機等に過負荷保護装置を設ける場合は、その設定値は原則

として低速軸許容トルクの 90～100％とする。保護装置は動作

検出器付とする。 

（５）ベルト又はチェーン伝動を行う電動機には必ずスライドベース

を設け、伝動部分には保護カバーを設ける。 

   スライド用ボルト・ナットは SUS304 製とする。 

（６） 給油装置は、動作が確実で油だめ(油面計付)の保有量が大きく､ 
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６．点検歩廊等 

潤滑油の補給交換が容易にできるものとする。特に、自動運転

を行う機械は、自動給油等により保守の省力化を図ること。 

なお、屋外に設置される減速機等はオイル潤滑形を原則とす

る。 

（７）排油口はできるだけ口径が大きいものにし、排油作業の容易な

位置まで配管し、バルブ及びプラグ止めとする。 

（８）グリース潤滑で給油箇所が多い場合は、集中給油装置を設ける｡ 

（９）グリースガンによる給油方式の場合は、原則として各給油口に

ボタンヘッド形のグリースニップルを設け、給油作業の容易な

位置まで配管（SUS304TP）する。 

（10）歯車は機械切削で高級仕上げを行ったものを原則とする。 

（11）軸及び軸受けは負荷に適した形状加工を施した動力損失の少な

いものとする。 

（12）潤滑部分は回転数負荷に対して適当な形状とし、潤滑剤の補給

交換が容易に行える構造とする。 

（13）鋼材の接合は電気溶接を原則とし、特殊な場合に限り鋲接又は

ボルト締めとする。 

 

（１）高所や水面上に設置される機械装置には保守点検を安全容易に

するため、十分なスペースを有する歩廊及び階段を設置する。

通路を横断する配管上には、渡り階段又は踏板を設ける。なお、

階段部、通路等で危険と思われる所には、標識、カバー、クッ

ション等の安全対策を施す。 

（２）歩廊及び階段の骨組は、形鋼又は厚板の溶接構造とし、踏板は

グレーチング（FRP 製－40t 以上又は亜鉛メッキ品－H32 以上）

又は板厚 4.5mm 以上の縞鋼板のいずれかとし、特記仕様書によ

る。また、縞鋼板には必要に応じて水抜き穴、及びすべり止め

の処置を講じる。階段の各部寸法は、下記を標準とする。 

  ア 傾斜角度は水平面に対して 45°､幅は手摺芯で 800mm。 

  イ け上げは 200～220mm で均等にする。 

  ウ 踏み面は 200～220mm でけ込みしろとの和が 250mm 以上とし、

け込みしろは負の値にしてはならない。 

エ 階段を設置する建物の高さが 4ｍを超えるものについては、 

4ｍ以内ごとに踊り場を設ける。踏面は、1200 ㎜以上とする。 

（３）床上高さ 700mm 以上の歩廊及び水面上の歩廊の周囲は、手摺を

設ける。また、材質については、指示によるものとする。 

  ア 主柱間隔は 1200mm、格子間隔は 300mm を標準とするが、取付

場所の状況によりこれを短縮してもよい。なお、4ｍ以上のも

のについては次例による。 
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イ ステンレス製手摺の場合はすべて連続溶接とし、加工後は酸 

洗い処理を行い、手摺全体の表面処理（バフ仕上等）は行わ 

ず、所定の仕上げ塗装を行う。使用材はボルト・ナット類共、 

すべて SUS304 製とする。 

  ウ 鋼製手摺の場合は、全て連続溶接とし、加工後亜鉛メッキを 

    施し、所定の仕上げ塗装を行う。なお、ボルト・ナット類は

すべて SUS304 製とする。 

  エ 亜鉛メッキ処理に必要なガス穴は、パイプ下面の目立たない

位置にドリルで開ける。 

  オ 亜鉛メッキのバリは必ずグラインダなどで落とす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）配管ピット、ケーブルピット及び側溝等の必要箇所には縞鋼板

又は、グレーチングの蓋を設ける。材質は特記仕様書による。 

  ア 縞鋼板、グレーチングの受枠は SUS304 製とする。 

  イ 縞鋼板及びグレーチングの長さは 1000mm 以下とする。 

  ウ 受枠アンカーボルトの取付ピッチは 1000mm 以下とする。 

（５）密閉構造を必要とする箇所で環境条件が厳しい場所には、FRP

製で臭気の漏れにくい構造の耐食性蓋を設ける。設計荷重及び

取付要領等は標準仕様書による。 

 

 

階 段 標 準 図 

踏 面 

200～220 

250A 以上 け込みしろ 

け
上
げ
 

2
0
 

2
0
0
～
2
2
0
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      Ａ 250 400 550 800 

板 厚 4.5ｔ 4.5ｔ 6.0ｔ 6.0ｔ 

山形鋼 40×40×3 40×40×3 50×50×4 50×50×4
縞
鋼
板 

平 鋼 6×19 6×19 9×25 9×25 

チ
ン
グ

グ
レ
ー

山形鋼 35×35×3 35×35×3 35×35×3 35×35×3

 

注） Ａ＝800 以上の場合のみ山形鋼の補強を 2本入れる。   

 

32A SUS304TP Sch10S

6t×100×100(6t×150×50) SUS304 

ス テ ン レ ス 製 手 摺 標 準 図 

1200 以下 

1
10
0
 

300

1
00
 

1
00
0
 

機械まわり一般用 機械まわり高所（4ｍ以上）用 

2－M12 ﾎﾞﾙﾄ SUS304 

20A SUS304TP 

32A SUS304TP  

5
50
 

5
50
 

ﾊﾟｯｷﾝｺﾞﾑ 50×6ｔ 

受枠 6ｔ(SUS304) 

縞鋼板蓋参考図 グレーチング蓋参考図 FRP 製蓋参考図 

平鋼 

20 

60 

Ａ Ａ 

山形鋼 

3
2
 

固定金具4t（SUS304） 

20

60

1
2
0
 
2
0
 

5
0
 

ｱﾝｶｰ SUS304 

φ13 1＝150 

60 

6
2
 

M12 ｱﾝｶｰ 

FB 50×5 
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７．圧力計、温度計 

 

 

 

 

 

 

（１）圧力計、温度計などの主要計器は目盛板外径 100φで等分目盛

を標準とし、必要なものには設定点(赤又は青色)、使用範囲（緑

色）を目盛板に色別表示する。 

   計器は機器等の振動の影響を受けない位置及び方法にて取付け、

同一機械周りに多数の計器を装備する場合は、集合計器盤を設

けてこれに埋込形計器を一括して取付け、監視を容易にする。 

（２）圧力計、真空計及び連成計などは原則として、JIS B7505「ブル

ドン管圧力計」の 1.5 級とする。なお、空気管の場合コックに

は大気開放の孔を設ける。汚水、汚泥、処理水等の場合はボー

ル弁又は三方弁等により大気開放が可能な構造とし、汚水、汚

泥の場合は大気開放管（排出管）をドレン配管に接続する。 

（３）ポンプの前後（吸込側、吐出側）には圧力計を取付けること。

なお、ポンプの吸込側はシステムによっては大気圧より低い場

合があるので、この時は吸込側には真空計又は連成計を取付け

る。 

（４）圧力計の目盛の最大値は仕様点圧力の 3 倍以下、正常運転にお

いておこりうる最大圧力の 1.5 倍以下とする。また最小目盛単

位は規格の内で最小値とする。 

   目盛単位は Pa とする。 

（５）温度計は原則として水銀製品以外のものを使用し、目盛は上記

に準じる。使用用途によって JIS B 7529「蒸気圧式指示温度計」、

JIS B 7411「ガラス製棒状温度計(全浸没)」、JIS B 7412「ガラ

ス製二重管温度計」、JIS B 7542「工業用バイメタル式温度計」

「測温抵抗体」及び「熱電対」とし、その他については特記仕

様書による。 

（６）圧力計の種別、用途などは下表による。 
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圧 力 計 種 別・用 途 

 

注）材質については上記材質又は同等以上とする。 

 

 

８．電 装 品 

 

（１）自動起動を行うディーゼル機関、ボイラ等多数の電装品を装備

する場合は、機器本体の適当な位置に中継端子箱（記号入端子

台付）を設け、各電装品から同端子箱までの機側配線を施す。

なお、ケーブルの引込方式は防塵パッキン式とし、可とう電線

管を使用する場合はビニール被覆を施したものとする。 

（２）各種継電器、開閉器類は、設定値、動作範囲、接点構成及び接

点容量などの主要事項を承諾図に必らず明示するとともに、そ

の取扱説明書を添えて提出する。 

   なお、屋外及び湿潤場所に取付けるものは防水防食形とする。 

（３）防爆措置を施す必要のある箇所及び仕様について、特記仕様書 

形 式 仕 様 材 質 コック 導 管 使用場所 

普通形圧力計 

ｹｰｽ：A 形 

株 ：U形 

目盛板外径 

   ：100φ 

取付ﾈｼﾞ径 

   ：G3/8B 

 

ｹｰｽ：ADC 

   (ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金)

株：CAC202 

   (黄銅鋳物) 

ﾌﾞﾙﾄﾞﾝ管 

   ：C6872T 

    (銅合金) 

材質：黄銅 

取付ﾈｼﾞ径 

   R3/8B 

鋼管又は 

SUS304TP 

空気､処理水､油な

どで条件のよい屋

内取付。 

※取付場所､体裁に

より 100φ以下でも

よい。 

 

プラスチック 

密閉形圧力計 

ｹｰｽ：密閉式  A 形 

株 ：U形 

目盛板外径 

   ：100φ 

取付ﾈｼﾞ径 

   ：G3/8B 

 

ｹｰｽ：合成樹脂 

株 ：CAC202 

ﾌﾞﾙﾄﾞﾝ管 

   ：C6872T 

 

 

 

同上 同上 上記の屋外形 

プラスチック 

密閉形隔膜式 

圧力計 

ｹｰｽ：密閉式 A 型 

株 ：検出部 U形 

目盛板外径 

   ：100φ 

取付ﾈｼﾞ径 

   ：G3/8B 

 

 

 

 

ｹｰｽ：合成樹脂 

株 ：CAC202 

ﾌﾞﾙﾄﾞﾝ管 

   ：C6872T 

材質上ﾌﾗﾝｼﾞ 

   ：SUS316 

下ﾌﾗﾝｼﾞﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ 

   ：SUS316 

締付ﾎﾞﾙﾄ 

   ：SUS304 

材質：SUS316 

取付ﾈｼﾞ径 

   R3/8B 

SUS304TP 
汚水､汚泥､ｶﾞ ｽ等

(屋内､屋外) 

プラスチック 

密閉形隔膜式 

圧力計 

 

ｹｰｽ 

株 
目盛板 

外径 

取付ﾈｼﾞ径：ﾌﾗﾝｼﾞ 

15AJIS 10K 

 

材質は同上。ただ

し､ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ及び下

ﾌﾗﾝｼﾞにはFEPﾃﾌﾛﾝ

ｺｰﾃｨｲﾝｸﾞを施す。

材質は PVC 製 

ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ弁 

   R3/8B 

SGP-FVB 

又は VP 

 

次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ､塩

化第二鉄､塩酸､苛

性ｿｰﾀﾞ等の強腐食

性薬品 

(屋内、屋外) 

同上 
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９．銘  板 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10．付 属 品 

 

 

 

 

 

 

 

 

11．予 備 品 

 

 

 

 

 

 

 

 

12．保守用具 

   及び第 4章「電気設備」に準じる。 

（４）その他については原則として第 4章「電気設備」に準じる。 

 

（１）各機器の製造銘板はステンレス（SUS304）製を原則とし、見易

い位置に設ける。製造銘板には形式、要目、重量、製造年月日、

製造会社名等の主要事項を JIS Z 8304「銘板の設計基準」にし

たがって記載する。 

（２）銘板の製作は、別に定める「機器銘板（機器の表示）作成要領」

（付則-11）による。 

（３）上記以外の銘板は、監督員の承諾を得て取付ける。 

（４）銘板の取付けは SUS304 製のリベット又は六角ボルト･ナットで

行う。 

 

（１）各機器装置には、特に指定のないものであっても、その機能上

当然必要な付属品のほか、運転保守上及び保安上必要な付属品

を必らず具備しなければならない。各付属品は、機械装置本体

と同じように、使用目的、設置場所等を十分考慮して選定し、

特に動作機構を有するものは、信頼度の高いものを厳選しなけ

ればならない。 

（２）機械設備に付属する制御盤等の盤面配置、スイッチ類及びその

他の仕様は第 4章「電気設備」による。 

 

（１）予備品は特記仕様書に指定されているものを納入するほか、特

に指定のないものであっても、正規運転状態において、1 ヶ年

以内に消耗すると思われるもの（潤滑油、燃料油等は除く）は、

1 ヶ年分を供給し、その他運転管理上必要と認めるもので監督

員が指示するものは全て納入しなければならない。 

（２）予備品は長期の保存に適するように厳重に包装し、内容品の種

類及び数量を明示するほか必要なものには保管上の注意事項を

記載する。 

 

保守用具は特記又は標準仕様書に指定されているものを納入する

ほか、各機器の分解組立に必要な特殊工具、その他運転保守に必要

な特殊用具は全て納入しなければならない。なお、標準小形分解、

組立工具の内容は次のとおりである。 

ア．ペンチ  150 及び 200mm   各１丁 

イ．プライヤ  200mm   １丁 

ウ．貫通ドライバ  ±75,100 及び 150mm（軸長） 各１丁 

エ．６丁組スパナ  クロム鋼製   １組 



  - 48 -

オ．モンキレンチ  200 及び 300mm 普通形  各１丁 

カ．パイプレンチ  250mm   １丁 

キ．片手ハンマ  225g，450g  各１丁 

ク．平タガネ  刃先 13 及び 22mm  各１丁 

ケ．センタポンチ  125mm   １本 

コ．六角棒レンチ  2mm～17mm（10 本セット）   １組 

サ．鋼板製工具箱  工具内訳説明書付    

 400mm×150mm×100mm   １箱 
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       第２節 据付工事 

 

１．一般事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．ｺﾝｸﾘｰﾄ斫り 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）機器及び主要材料は現場搬入の都度、監督員の受入検査(主要材

料搬入検査調書、試験成績書、合格証、主要項及び外観の確認)

を受け、これに合格しなければ据付けてはならない。 

（２）現場工事はあらかじめ監督員の指定した工程に達したときに検

査を受け、これに合格後次の工程に移るものとする。施工後の

確認が困難な部分（配筋工事等）については、その過程におい

て必ず監督員の検査を受けなければならない。 

（３）据付完了後、各機器の摺動面にグリースを塗布しておく。 

（４）機器の詳細な位置決定及び墨出しには、必ず監督員の立会い確

認を得なければならない。 

（５）機器、配管及びダクト等の既設備に損傷を与える恐れのある場

合には、十分養生を行うこと。また、必要に応じて請負者の負

担で、一時取外して機器の搬入、据付を行う。なお、機器の取

り外しについては既設備稼働に支障のないように行うこと。 

（６）機器等のメンテナンス用に設置した吊上げ装置、フック等には、

許容荷重を明示する。 

（７）開口部等に覆蓋を施工した場合は、原則として 1 セットに 1 箇

所以上耐荷重〔N／㎡（kg／㎡）〕を明記する。 

 

（１）据付に必要な躯体コンクリート打ち増し、斫り及び復旧は、特

に指定のない限り一切請負者の負担で行う。コンクリート斫り

がらは場外の処分地まで搬出しなければならない。なお、原形

復旧を原則とする。 

（２）地下室、管廊等で斫り開口部より異常高水位又は降雨時に浸水

する恐れのある箇所については、工事施工前に監督員及び下水

道管理事務所（浄化センター）と十分な打合せ及び準備を行い、

直ちに、復旧しなければならない。 

（３）既設コンクリート構造物の仕上面を溝斫り又は矩形に斫り取る

場合は、あらかじめ斫り取りの境界線に沿ってコンクリートカ

ッターにより目地切りを行ってから斫り工事を始め、斫り部分

の補修モルタルの境界線がきれいに仕上るように留意する。 

（４）既設コンクリート構造物の仕上げ面のパイプの貫通部にあたっ

ては、ダイヤモンドカッターにて斫り取る。 

（５）壁面、その他斫り箇所の状況から、上記の方法により施工しが

たい場合は、補修モルタル、塗料の色合せを厳密に行い、既存

壁面とつらいち仕上げ又は額縁仕上げにより体裁よく施工する。 
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３．ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）コンクリート基礎は、機器の種類に応じ、原則として鉄筋コン

クリートとし、鉄筋は躯体コンクリートの内在鉄筋に溶接する。 

しかし、斫り出しが危険な場合など監督員が承諾した場合は、

躯体コンクリートに差筋アンカーを打込み後、これに基礎ボル

トを溶接固定してもよい。この場合の溶接長さは 5d 以上とする。 

（２）主力筋は SD295D13φ以上を使用し、原則としてピッチはタテ、

ヨコ共 200mm とする。組立鉄筋は D10φ以上とする。 

   鉄筋のラップ長は 30D（D は鉄筋の呼径）、結束は 400mm ピッチ

にて結束線又は溶接により行う。なお、鉄筋のかぶり(コンクリ

ート表面から鉄筋までの最短距離)は 75mm を標準とする。 

   また、型枠に接するスペーサについてはコンクリート製あるい

はモルタル製で本体コンクリートと同等以上の品質を有するも

のを使用し、打設するコンクリートを一体化する形状のスペー

サを使用しなければならない。 

（３）レディミクストコンクリートに関しては「土木工事等共通仕様

書」により施工すること。 

（４）機器基礎用のレディミクストコンクリートは、JIS 指定工場で

配合したものとし、配合報告書を提出する。監督員が指示する

ものについては材令 7 日圧縮強度試験を実施する。圧縮強度試

験のうち、材令 28 日における強度試験については、沖縄県建設

技術センターが試験者として実施する。なお、1 ㎥以下の場合

は、配合報告書の提出をもって、強度試験を省略することがで

きる。 

（５）シンダーコンクリート上に設置する機器の基礎はシンダーコン

クリートを斫り取り、躯体コンクリート上に打設する。 

（６）原則として打ち放し仕上げとするが美観を損ねないように工夫

する。なお、基礎表面には調整用モルタル仕上げ（配合 1：2）

又は無収縮モルタル仕上げを施す。 

（７）基礎用コンクリートは下表による。 

 

用  途 呼び強度 水セメント比 

鉄筋コンクリート σ28＝27N/㎟以上 55％以下 

無筋コンクリート σ28＝24N/㎟以上 60％以下 

捨て床コンクリート σ28＝18N/㎟以上  
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（８）コンクリート基礎は、機器の種類に応じ下表を参考とする。 

 

 機 器 名 

重荷重形基礎

(図-1) 

主ﾎﾟﾝﾌﾟ、ﾌﾞﾛﾜ、電動機、減速機、真空ﾎﾟﾝﾌﾟ、

空気圧縮機、ｴﾝｼﾞﾝ、脱水機、ｶﾞｽ設備、脱硫塔、

ｹﾞｰﾄ、沈砂池機械、沈殿池機械、ｸﾚｰﾝ類等 

静荷重形基礎

(図-2) 
弁類、中形ﾀﾝｸ類、散気設備等 

軽荷重形基礎

(図-3) 

小形ﾀﾝｸ、小形ﾎﾟﾝﾌ 、゚小形空気圧縮機、流量計、

換気ﾌｧﾝ、操作架台等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機器アンカーボルト 

調整モルタル 

溶接長さ 5d 以上 

打設コンクリート 

75mm 

無筋コンクリート 

躯体コンクリート 

ｄ

 
内在鉄筋 

溶接長さ 15d 以上 

図１ 重荷重形基礎要領図 

鉄筋のかぶり 
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機器アンカーボルト 

調整モルタル 

溶接長さ 5d 以上 
打設コンクリート 

無筋コンクリート 

躯体コンクリート  

図２ 静荷重形基礎要領図 

ｄ

ｄ

差筋アンカ（ケミカルアンカ） 

溶
接
長
さ
1
0
d
以
上
 

機器アンカーボルト 

調整モルタル 

溶接長さ 5d 以上 

打設コンクリート 

無筋コンクリート 

躯体コンクリート 

 

図３ 軽荷重形基礎要領図 

ｄ

差筋アンカ 

溶
接
長
さ
 

5
d
以
上
 

鉄筋のかぶり 75 ㎜ 

鉄筋のかぶり 75 ㎜ 
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４．基礎ボルト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．据  付 

（１）機器の基礎ボルトは、躯体コンクリート又はコンクリート基礎

の内在鉄筋に溶接固定することを原則とするが、監督員の承諾

を得て、差筋アンカー又はケミカルアンカーを打込み後これに

基礎ボルトを溶接固定してもよい。この場合の溶接長さは両面

5D もしくは片面 10D（D はボルトの呼径）以上とする。溶接長

さが充分取れないときは、補強筋をいれる等の工夫により補う。 

（２）材質は下記による。 

ア 水中部 SUS304 

イ 池、水路、ピットのスラブから下の部分 SUS304 

ウ 上記以外のもの    SS400 亜鉛メッキ品 

エ ボルト・ナットがコンクリートに埋まるもの SS400 

オ 湿潤場所で監督員が指示するもの SUS304 

  屋外露出部 ケミカルアンカー及びボルトも上記に準じる。 

（３）小形のタンク、ポンプ等で床等の据付場所によりやむを得ず、

さく孔アンカー（コンクリートアンカー等）を使用する場合は、

ケミカルのさく孔アンカーを使用する。 

 

（１）機器の据付にあたっては、水平、垂直に芯出し調整を行い、基

礎ボルト孔にボルトを挿入したまま監督員の検査を受け、写真

撮影を行った後、セメントモルタル（手練り配合 1：2）を硬練

りにして十分つき固めて固定する。 

   基礎ボルトの締付けは、コンクリート又はモルタルの養生期間

を十分見込み完全に硬化してから監督員の承諾を得て行う。 

（２） 機器の据付に使用するライナーの材質は水中部、屋外部 SUS304、

その他の場所 SS400 とし、すべて機械切りしたかえり、さび等

のない新品を使用する。芯出しに使用した金クサビは、すべて

ライナーと取替えて固定する。 

（３）コンクリート面と直接接触する鋼材部分については、あらかじ

め防食塗装を施しておく 

（４）ライナーと直接接触するコンクリート面は、平滑に仕上げて接

触面の当りをよくしておく。 

（５）横軸ポンプ等の共通床版下の空間には、滞水防止用のセメント

モルタルを充填し、平滑に仕上げる。なお、仕上げ表面は、防

食塗装を施しておく。 

（６）コンクリート基礎に機器を据付ける場合は、コンクリート打設

後 7日以上経過した後でなければならない。 

（７）機器の据付位置は設計図面に準じるものとするが、止むを得ず

変更する場合はあらかじめ監督員と打合せのうえ行うものとす

る。 
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（８）躯体コンクリートの上に基礎コンクリート、シンダーコンクリ

ートを打設する時は、あらかじめ躯体コンクリートの面を荒斫

りし、接着剤を塗布した後コンクリートを打設する。 

（９）薬液貯留タンク周囲に拡散防止用の防液堤及び液溜りピットを

設ける。その場合、防液堤の高さは、最大容量タンクの容量に

安全率（1.1）を見込んだものとする。また、防液堤の接液部に

は耐薬品塗装を行う。別途（土木）工事の場合は、その内容積

を確認し、止むを得ず変更する場合は、あらかじめ監督員と打

合せのうえ行うものとする。 

（10）コンクリート等に耐薬品防食を施す場合は、ビニールエステル

系樹脂とする。なお、施工は「下水道コンクリート構造物の腐

食抑制技術及び防食技術指針〔平成 14 年 11 月日本下水道事業

団〕」、「下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術

マニュアル〔平成 14 年 11 月 日本下水道事業団〕による
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第３節 配 管 材 料 

 

１．用途別管種 管種は図面に示すとおりであるが、指定のないものについては原

則として下表による。なお、水質及び環境条件によっては変更する

ことがある。 

 

管 種 略 号 使用液体 

鋳鉄管 DCIP 汚水、汚泥、処理水 

SGP（亜鉛メッキ） 
操作用空気、蒸気、 

ばっ気用空気(100A～350A) 配管用炭素鋼鋼管（黒） 

SGP（黒） 燃料油 

配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 STPY－（亜鉛メッキ） ばっ気用空気(400A 以上) 

SUS304TP 

グリース、潤滑油、高圧水、操作用空気、

汚水、汚泥、消化ガス、蒸気、処理水、

空気、温水、その他 
配管用ステンレス鋼鋼管 

SUS316LTP 汚泥(消化槽内気相部)、消化ｶﾞｽ、処理水

塩ビライニング鋼管 SGP－VB、SGP-FVB 各種薬液、機械用水、上水、処理水 

ポリエチレンライニング鋼管 SGP-PEL 処理水（400A 以上） 

硬質塩化ビニール管 
VP，VU，HTVP 

VM，HIVP 

低圧の薬液、ばっ気用空気（AT 内）、温

水、脱臭用空気、排水の地下埋設 

銅管 C1220 高圧の操作用空気、グリース 

高圧ホース  操作用空気、グリース 

  注） 上水・消火栓・油配管等は、関係法令及び基準によること。 

 

 （１）弁は全て JIS 規格及び水道協会規格に準拠したものを使用し、

開閉方向は右廻し閉、左廻し開とする。なお、ハンドル付のも

のは、ハンドルに開閉方向を明記したものを使用する。開閉頻

度の多いもの、及び重要なものについては開度指示計を設ける。 

（２）仕切弁は全て外ネジ式とする。ただし、SUS 製ねじ込み式仕切

弁は内ネジ式でもよい。 

（３）使用頻度の多い弁は、操作しやすい位置に設置する。また、高

所に設置する弁で、開閉頻度の高いものは床上からチェーン操

作のできる構造とする。ただし、将来の増設用捨て弁はこの限

りではない。 

（４）弁の設置状態は、チェーン操作用の横型を除いて開閉ハンドル

を上向形とする。なお、下向形は極力避けなければならない。
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２．弁類一覧表 

材     質 
弁の種類 

ﾌﾗﾝｼﾞ 

又は 

ねじの規格 

使用場所 

弁箱 弁体 弁座 弁棒 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ類 

適用規格 

処理水 CAC406 C3771B SS400 JIS B2031 

JIS 10K 
同上 材質のみ変更

水協 7.5K 

汚水･汚泥･ｽｶﾑ･ 

消化ｶﾞｽ 

FC200 

SCS 

又は 

FC200 SUS304 SUS304 SUS304 
弁箱 JIS B2062 

他  JIS B2301 

JIS 5K ばっ気用空気   CAC406 C3771B JIS B2031 

JIS 10K 
SS400 

ﾌﾗﾝｼﾞ付 
蒸気･潤滑油･燃料

油のﾄﾞﾚｰﾝ弁 

FCMB340

又は 

FCD400

相当 

SCS 

又は 

FCD400

相当 

SUS403

相当 

SUS403

相当 
- JIS B2051 

処理水･低圧空気 CAC406 CAC406 - C3771B - JIS B2011 PT 10K 

- - 同上 材質のみ変更

仕切弁 

JIS 10K 

汚水･汚泥のｴｱｰ・ﾄﾞ

ﾚﾝ抜きその他腐食

場所 

SUS304 SUS304

SUS304

SUS304

SUS304 
JIS B2031 

材質のみ変更 

処理水の流量調節 FC200 FC200 
SUS403

相当 

SUS403

相当 
SS304 JIS B2031 

JIS 10K 

SS400 ﾌﾗﾝｼﾞ付 
蒸気･潤滑油･燃料

油のｽﾄｯﾌﾟ弁 

FCMB340

又は 

FCD400

相当 

SUS403

相当 

SUS403

相当 

SUS403

相当 
- JIS B2051 

玉形弁 

PT 10K 

低圧空気 CAC406 CAC406 - C3771B - JIS B2011 

苛性ｿｰﾀﾞ･塩化第二

鉄 

FC200+

硬質ｺﾞﾑ

(ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ)

CR 
- 

塩酸･次亜塩素酸ｿｰ

ﾀﾞ 

FC200+

ﾃﾌﾛﾝ 

(ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ)

ﾃﾌﾛﾝ 
- 

SUS304 SS400 

ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ弁 JIS 10K 

苛性ｿｰﾀﾞ･塩化第二

鉄･塩酸･次亜塩素

酸ｿｰﾀﾞ 

PVC EPT - SS400 SUS304 

ウェアタイプ 

ｱﾝｸﾞﾙ弁 PT 10K 
町野ｼﾞｮｲﾝﾄ付き 

消火栓弁 
CAC406 CAC406 C3117B - - 亜鉛ﾒｯｷ品 

ばっ気用空気(80℃

未満)の流量調整 
NBR  

ばっ気用空気(80～

130℃) 

FCD400

相当 

EPDM 

SUS403

相当 
SS400 

 

JIS 10K 

ﾌﾗﾝｼﾞﾚｽ 

 

水協 7.5K 

ﾌﾗﾝｼﾞﾚｽ 

汚水･汚泥･処理水

(φ400 以下)･消化

ｶﾞｽの流量調整 

FC200 

SCS13 

又は 

SCS14 

NBR 

 

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 

水協 7.5K 
ﾌﾗﾝｼﾞﾚｽ形弁を使用

できない場所 
FCD450 FCD450 特殊合金

SUS304 SUS304 

JWWA B114 
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材     質 
弁の種類 

ﾌﾗﾝｼﾞ 

又は 

ねじの規格 

使用場所 

弁箱 弁体 弁座 弁棒 ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ類 

適用規格 

 

処理水 CAC406 C3771B SS400 JIS B2031 

JIS 10K 
同上 材質のみ変更

水協 7.5K 

汚水･汚泥･ｽｶﾑ SUS304 SUS304 SUS304 

JIS 5K ばっ気用空気 

FC200 

SCS 

又は 

FC200 

CAC406 C3771B  

JIS 10K 潤滑油･燃料油 

FCMB340

又は 

FCD400

相当 

SCS 

又は 

FCD400

相当 

SUS403

相当 

SUS403

相当 
SS400 

ｽｲﾝｸﾞ逆止弁 

PT 10K 処理水･低圧空気 CAC406 - C3771B - JIS B2011 

ばっ気用空気(低圧

損型) 

CAC406

- 
JIS 5K 

ﾌﾗﾝｼﾞﾚｽ 
消化ｶﾞｽ(低圧損型) 

耐熱ｺﾞﾑ

- 

JIS 10K 
上水･処理水(ﾊﾞｲﾊﾟ

ｽ弁付急閉型) 

SUS304

NBR 

SUS304

- 

ﾊﾞﾈ式中折れ逆止弁

(ﾊﾞﾈは弁体ごとに

設けたものとする)

逆止弁 

JIS 10K 汚水・汚泥・ｽｶﾑ 

FC200 

ｺﾞﾑﾎﾞｰﾙ
ﾅｲﾛﾝ 

ｺｰﾃｨﾝｸﾞ
- SUS304 ｺﾞﾑﾎﾞｰﾙ式 

JIS 10K 

PT 10K 

汚水･汚泥･処理水･

空気･消化ｶﾞｽ 

FC200 

又は 

FCMB340

相当 

SUS304

又は 

SUS403

SS400 
ボール弁 

JIS 10K 同上腐食場所 SUS304

SUS304 ﾃﾌﾛﾝ 

SUS304 SUS304 

ﾌﾙﾎﾞｱ式 

偏芯構造弁 水協 7.5K 汚水･汚泥･ｽｶﾑ 
FC200 

相当 

SCS13 

又は 

ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞ

ｺﾞﾑ 

又は 

耐食金属

SUS304

又は 

SCS13 

SUS304  

  注）材質については上記材質又は同等以上とするが、特に処理水については、水質及び環

境条件によって変更することがある。なお、消化ガスについては、使用場所により配

管に合わせた材質とする。また、逆止弁は使用用途により必要のある場合は衝撃吸収

形を使用する。 

 

 

３．電 動 弁 

 

電動弁は一覧表の弁に、下記仕様の電動開閉機を取付けたものとする。 

（１）三相誘導電動機を使用するもの。（仕切弁、偏芯構造弁及び 350A

以上のバタフライ弁） 

ア 電動機は全閉かご形で 15 分定格とし、始動トルクは 200％以 

  上とする。 

イ 減速機の潤滑はグリス密閉形とする。 

ウ リミットスイッチはカム式とする。また、トルクスイッチ及 
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４．空気作動弁 

   びインタロックスイッチを設ける。 

  エ スイッチボックスには防湿用スペースヒータを設ける。 

オ 現場開閉指示計は 270°ダイヤル式とし、目盛は％表示とす

る。 

カ 開閉速度は 300mm/min を標準とする。 

キ 電動機出力、遠方指示の有無、同方式、操作電源、流体圧力

その他については特記仕様書による。 

（２）単相誘導電動機を使用するもの。（ボール弁及び 300A 以下のバ

タフライ弁） 

ア 電動機はコンデンサ電動機を使用する。 

イ リミットスイッチ及びサーマルプロテクタ等を内蔵し、開閉

動作に必要な内部配線を施したものとする。 

ウ 屋外型とする。 

エ 電源は AC100V とする。 

オ トルクスイッチ、インタロックスイッチ、R/I 変換器及びポ

テンショメータ・開度指示計を取付ける場合は特記仕様書に

よる。 

空気作動弁は一覧表の弁に、下記仕様の空気シリンダ式開閉機を

取付けたものとする。 

（１）復作動式 

ア 開閉速度はスピードコントロール弁全開時にて約 200mm/秒

とする。 

イ 操作圧は 0.39～0.69MPa とする。 

ウ 開閉指示板及び指針は SUS304 製とし、全開、1/2、全閉の表

示をする。 

エ 各部材質は弁本体に準じたものとする。 

オ 弁 1台につき下記の付属品を備える。 

（ｱ）4方口電磁弁 

     (防水型､AC100V､原則として通電開､手動操作機構付)１個 

（ｲ）リュブリケーションユニット 

   (圧力計付減圧弁､オイラ､フィルタ） １組 

（ｳ）スピードコントロール弁 ２個 

（ｴ）リミットスイッチ(上･下段用、防水、耐食形) ２個 

（ｵ）電磁弁～シリンダの導管 

     (10A SUS304TP・高圧ホース) １式 

  カ 流体圧力その他については特記仕様書による。 

（２）単作動式 

  ア 上記の(1)のア.イ.ウ.エと同じ。 
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５．鋳 鉄 管 

  【DCIP】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．配管用炭素鋼鋼管 

  (黒)  

  【SGP-(黒)】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 弁 1 台につき下記の付属品を備える。 

（ｱ）3方口電磁弁 

   (防水型､AC100V､原則として通電開､手動操作機構付)１個 

（ｲ）リュブリケーションユニット 

   (圧力計付減圧弁､オイラ､フィルタ) １組 

（ｳ）スピードコントロール弁 ２個 

（ｴ）リミットスイッチ(上・下段用、防水、耐食形) ２個 

（ｵ）電磁弁～シリンダの導管 

   (10A SUS304TP・高圧ホース) １式 

 

（１）鋳鉄管は、(社)日本下水道協会規格(JSWAS)及び日本工業規格

(JIS)に定められた製品を用いるもので、内面エポキシ樹脂粉体

塗装 K形 3種管とする。 

JSWAS G-1 下水道用ダクタイル鋳鉄直管 （75～2,600φ） 

  及びダクタイル鋳鉄異形管 

  〃  下水道用ダクタイル鋳鉄管継手 （75～2,600φ） 

JIS G5526 ダクタイル鋳鉄管    K 形 （75～2,600φ） 

JIS G5527 ダクタイル鋳鉄管異形管 K 形 （75～2,600φ） 

JIS G5528          フランジ形 （75～2,600φ） 

（２）フランジ継手を使用する場合は太平面座形とする。 

（３）メカニカル継手用の押輪及びボルト・ナットは FCD400 又は 450

製としゴム輪は CR 又は NBR とする。メカニカル継手の鋳鉄管で

曲部・T 字管や管末の栓などの異形部その他指示する箇所には

特殊押輪を使用する。 

（４）フランジ継手用ボルト・ナットは、接液部は SUS304 とし、大気

部は亜鉛メッキ品とする。 

 

（１）直管は、JIS G 3452「配管用炭素鋼鋼管」の黒管とする。 

（２）継手は、JIS B 2311「一般配管用鋼製突合せ溶接式継手」とす

る。 

（３）溶接フランジは、JIS B 2220「鋼製溶接式管フランジ」の並形

フランジとする。 

（４）配管は、突合せ又はフランジ溶接を原則とするが、ねじ込みフ

ランジを使用する場合は JIS B 2238「鋼管製フランジ通則(5～

10K フランジの基準寸法)」による FCMB340 製並形フランジとす

る。 

（５）重油配管は、許可施設の場合は全て溶接構造とする。また、小

出しタンクの空気抜き管・ドレン管等に関しても出来るだけこ

れに準ずる。 
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 【SGP-亜鉛メッキ】 

 

 

 

 

 

 

 

７．配管用アーク溶接 

  炭素鋼鋼管 

 【STPY-亜鉛メッキ】 

 

 

 

 

 

８．配管用ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 

  【SUS304TP】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【SUS316LTP】 

 

 

 

 

９．塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 

  【SGP-VB】 

（１）直管は、JIS G 3452「配管用炭素鋼鋼管」の黒管を原則とする。 

（２）継手は、JIS B 2311「一般配管用鋼製突合せ溶接式継手」とす

る。 

（３）溶接フランジは、JIS B 2220「鋼製溶接式管フランジ」の並形

フランジとする。 

（４）配管は、原則としてフランジ溶接によるものとし、加工後亜鉛

メッキとする。 

 

（１）呼び径 400A 以上の鋼管は JIS G 3457「配管用アーク溶接炭素

鋼鋼管」の最小肉厚以上とする。 

（２）継手は、JIS B 2311「一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手」と

する。 

（３）溶接フランジは、JIS B 2220「鋼製溶接式管フランジ」の並形

フランジとする。 

（４）フランジは内外とも溶接し、溶接加工後亜鉛メッキとする。 

 

（１）ステンレス鋼管は JIS G 3459「配管用ステンレス鋼鋼管」の 304

種 Sch 20S とする。なお、高圧用及び小口径のねじ切り加工を

行う場合は、いずれの呼び径も Sch 40 とする。 

（２）ステンレス鋼管用継手は、JIS B 2313「配管用鋼板製突合せ溶

接式管継手」の SUS304 種とする。なお、フランジ材質も SUS304

製とする。 

（３）呼び径 50A 以下のステンレス鋼管は、原則としてねじ込み接合

とする。呼び径 65A 以上については溶接フランジ接合とする。

なお、施工上やむを得ない場合は、監督員の承諾を得てラップ

ジョイントを使用してもよい。ラップジョイント用ルーズフラ

ンジの材質は SUS304 製とする。 

 

（１）直管は JIS G 3459「配管用ステンレス鋼鋼管」の 316L 種 Sch 20S

とする。 

（２）継手は、JIS B 2313「配管用鋼板製突合せ溶接式管継手」の

SUS316L 種とする。なお、フランジの材質も SUS316L 製とする。 

 

（１）直管は JWWA K116「硬質塩化ビニルライニング鋼管」の SGP-VB

とする。原則として給水管（上水、処理水）は全て SGP-VB を使

用する。 

（２）配管の接合は、呼び径 65A 以下の管は原則としてねじ込み接合

とし、呼び径 80A 以上はフランジ接合とする。 

（３）ねじ込み式管継手には「管端防食継手」もしくは JIS G 2301「ね 
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   【SGP-FVB】 

 

 

 

 

 

 

10．ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 

   【SGP-PEL】 

 

11．銅  管 

 

 

 

 

12．硬質塩化ビニル管 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13．フランジ締結用 

  ボルト・ナット 

   じ込み式可鍛鋳鉄製管継手」に樹脂コーティングを施したもの

とするが、できるだけ「管端防食継手」を使用すること。ねじ

込みフランジを使用する場合は、ねじフランジ法による内管加

工法による。 

（４）フランジ式継手は、フランジを溶接し亜鉛メッキを施したもの

を外管とし、これに内管として塩化ビニル管をライニングした

ものとする。なお、フランジ部はつば返し加工法による。 

 

（１）塩化第 2 鉄、次亜塩素ソーダ溶液等の強腐食性流体を対象とす

る場合は、呼び径、直管、異形管の別を問わず黒管にフランジ

溶接をした後、亜鉛メッキを施したものを外管とし、これに内

管として塩化ビニル管をライニングしたものを使用する。ただ

し、125A 以下の配管については SGP-FVB を使用してもよい。 

（２）フランジ部はつば返し加工法による。 

 

    400A 以上のライニング鋼管については監督員の承諾を得て

｢ポリエチレンライニング鋼管」を使用することができる。 

 

（１）銅管は JIS H 3300 の C1220「リン脱酸銅」で肉厚は Mタイプと

し、それに被覆したものを使用する。 

（２）継手は、くい込み継手又はフレア継手とし、継手本体及びナッ

トは銅製又は SUS304 製とする。 

 

（１）塩化ビニール管は JIS K 6741「硬質塩化ビニール管」の使用圧

力 0.98MPa（一般管 VP10K）又は 0.59MPa（薄肉管 VU6K）とする。 

（２）継手は JIS K 6743｢水道用硬質塩化ビニル管継手｣又は JIS K 6739

｢排水用硬質塩化ビニル管継手｣を使用する。 

（３）地下埋設部又は各種薬液用配管及び処理水配管に、HIVP（JIS K 

6742）「水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管」を一部使用してもよ

い。 

（４）温水配管に HTVP（JIS K 6776）「耐熱性硬質塩化ビニル管」（JIS 

K 6777）「耐熱性硬質塩化ビニル管継手」を使用する場合は、使

用温度と最高許容圧力（80℃以下、0.15MPa 以下）の下で使用

する。 

 

（１）ボルト・ナットは JIS メートルねじとする。 

（２）ボルト・ナット類は SS400 製亜鉛メッキ品を標準とするが、接

液部、埋設部及び特に指定するものは、SUS304 製とする。 
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14．ガスケット 

 

（１）ガスケットは流体の種類、圧力、温度など、それぞれの使用目

的に適した材料及び形状・厚さを選定し使用する。 

（２）配管に使用するフランジガスケットは次表による。 

使 用 流 体 材  質 

汚水、汚泥、処理水、消化ガス、70℃以下

のポリ鉄、苛性ソーダ 

ｸﾛﾛﾌﾟﾚﾝｺﾞﾑ(CR)1MPa 以

上はﾉﾝｱｽﾍﾞｽﾄｼﾞｮｲﾝﾄを

使用 

曝気用空気等 60℃を越えるもの、蒸気、そ

の他の高温ガス 

ﾉﾝｱｽﾍﾞｽﾄｼﾞｮｲﾝﾄｼｰﾄ 

渦巻ｶﾞｽｹｯﾄ(ｸﾞﾗﾌｧｲﾄﾃｰ

ﾌﾟ巻) 

次亜塩素酸ソーダ､塩鉄､苛性ソーダ 
ﾌｯ素樹脂(ﾃﾌﾛﾝ加工品) 

CPE、FPM（ﾊﾞｲﾄﾝ） 

燃料油、潤滑油 NBR 

PAC EPDM 

 

15．配管支持金具 （１）露出配管は管列整然と布設し、特に指定のない限り支持金具を

介して構造物に堅固に取付ける。支持金具の取付間隔の標準は

次のとおりであるが、特に曲がり部、Ｔ字部及び弁取付部など

は、流体の遠心力や衝撃力により管路が振動、離脱しないよう

強固に支持する。なお、メカニカル継手の鋳鉄管については、

原則として 1本 2点支持とする。 

（２）各配管の立て管の固定及び振れ止め支持は各階 1 箇所以上とす

る。 

  ア 鋼管、ステンレス管の場合 

管径 100A 以下 125A～300A 350A 以上 

支持間隔 2m 以下 3m 以下 5m 以下 

  イ 硬質塩化ビニル管、FRP 管 

管径 100A 125A 以上 

支持間隔 2m 以下 3m 以下 

 

（３）支持金具の材質は建物内、管廊内は SS400-亜鉛メッキとする。

屋外及び埋設部、水中部、並びに特に指示するものは SUS304

製とする。 

   なお、取付用ボルト・ナット、U ボルト等の材質は支持金具と

同材質とする。 

（４）支持金具は十分な強度を有し、原則として形鋼製の門形及び三 

   角形ブラケット構造とする。その形状寸法は現場の状況を調査 
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16．伸縮管、可とう管 

 

のうえ決定し、配管の分解、組立が容易で体裁のよいものとす

る。なお、水平方向のボルト穴は必要に応じ長孔とし、芯出し

調整が容易にできるようにしておく。 

   垂直方向の長孔は原則として不可とする。 

（４）支持架台にみぞ形鋼を使用し、配管を U ボルト等で固定する際

は、勾配ワッシャなどを用いること。 

（５）サポートの水平荷重・立上り・立下り等の水撃作用の恐れのあ

るところは、十分なサポートを設け内在鉄筋に溶接すること。 

 

（１）配管経路中には、温度変化、地震、内燃機関からの振動、不等

沈下、据付誤差等を吸収し、配管に無理な負担をかけないよう、

伸縮管又は可とう管を取付ける。 

（２）配管が構造物を貫通し地中に埋設配管される箇所、構造物の継

手を通る箇所、支持構造物が異なる箇所等には可とう管を挿入

する。 

（３）配管と機器の接続部で分解組立てが困難なところには、可とう

継手又は伸縮継手を挿入する。 

（４）可とう管の偏心量は、原則として 200mm 以上とする。なお、消

化ガス管等に使用する金属製伸縮継手、可とう管については取

付箇所により決定する。 

（５）燃料配管等の危険物配管には「可とう管継手に関する技術上の

指針」（消防庁）に、適合した金属製可とう管を使用する。 

（６）伸縮管、可とう管の材質は次表による。 

材    質 
種類 使用場所 

ﾍﾞﾛｰｽﾞ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ ﾌﾗﾝｼﾞ その他 

金
属
製

ばっ気用空気、エンジン

排気、消化ガス 
SUS304 SUS304 

SS400-亜鉛ﾒｯｷ 

SUS304 

SS400-亜鉛ﾒｯｷ

SUS304 

処理水、汚水、汚泥 SS400-亜鉛ﾒｯｷ 

(塩鉄、 

苛性ｿｰﾀﾞ) 

CR 

伸 
 

縮 
 

管 

ゴ
ム
製 薬液 

(塩酸、次亜塩

素酸ｿｰﾀﾞ) 
ﾃﾌﾛﾝ 

- 
SUS304 

SS400-亜鉛ﾒｯｷ

処理水、汚水、油類等の

可とう管、消化ｶﾞｽ又は防

振用 

SUS304 
金
属
製 薬液(塩鉄、苛性ｿｰﾀﾞ、塩

酸、次亜塩素酸ｿｰﾀﾞ) 
ﾃﾌﾛﾝ 

SUS304 SUS304 SS400-亜鉛ﾒｯｷ

地上用 SS400-亜鉛ﾒｯｷ SS400-亜鉛ﾒｯｷ

可 

と 

う 

管 

ゴ
ム
製 

処理水 

汚 水 

汚 泥 地下埋設用 
CR - 

SUS304 SUS304 

管接続継手

(ｼﾞｮｲﾝﾄ) 

機器及び配管の分

解、組立用 

ハウジング：FC、カラー：SUS304 

形式：ショルダー形式 
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     第４節 配管工事

１．立会い 

 

 

 

 

 

２．施工時の注意事項 

（１）配管材料のうち、弁類及び管類は、現場搬入の都度、監督員の

受入検査（材料確認願、試験成績書、合格証、主要項及び外観

の確認）を受け、これに合格後配管する。 

（２）配管及び支持金具の墨出しには、必ず監督員の立会い及び確認

を得なければならない。 

 

（１）配管の施工にあたっては、土砂、その他の異物が残らないよう

に管内を完全に清掃する。特に送気管、給油管については十分

フラッシングを行い必要に応じ酸洗い処理を施す。また、上水、

処理水は十分な洗浄をした後水槽等に水を供給する。 

（２） 水気のあるコンクリート床面からの立上がり配管の足周りには、

コンクリート巻き（高さ約 50mm）を施し、水たまりができない

ようにする。 

（３）機械装置と配管の接続部は、フランジ接合を原則とする。 

（４）鋳鉄管及び塩ビライニング鋼管を使用する配管において、特殊

異形管及び現場調整管については、監督員の承諾を得てステン

レス鋼鋼管（SUS304Sch20S）を使用することができる。 

（５）鋼管のネジ切り部分、切断、溶接部分など、亜鉛メッキ損傷部

分については、第４種ケレンのうえ、指定の高濃度亜鉛末塗料

（ローバル）で 2回塗りを行う。 

（６）鋳鉄直管を切断して使用する場合は、施工上支障ある場合を除

き、甲切りの長さは、0.6m 以上、乙切りの長さは 1.0m 以下と

する。 

（７）上水配管工事については、水道事業者の指定業者に施工させる。 

（８）汚泥配管は流れ方向に向かって上り勾配で配管する。やむを得

ず U 字配管になる場合は、頂部に空気抜き管（50A 以上）を取

付ける。また消化ガス、蒸気配管等ドレンの溜まるものについ

ては、必要箇所にドレン抜き管・弁を設ける。 

（９）ネジ込み配管の場合、分解が容易にできるよう原則として、1

曲りに 1 箇所、又は定尺 3 本に 1 箇所の割合で、ユニオン又は

ネジ込み式フランジを設ける。 

（10）フランジ配管の場合、直管部については、原則として定尺毎に

溶接フランジを設け、異形管についてはフランジ付継手を使用

する。 

（11）エルボ、チーズなどの異形管に溶接フランジを取付ける場合で

取付用ボルト・ナットの分解が困難な箇所及び監督員が指示す

る箇所には、管径 60％相当長さの首管を溶接する。 
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（12）電磁流量計を取付ける場合には JIS B 7554「電磁流量計」によ 

   り必要な直管部分を設ける。なお、原則として直管上流長は 

５Ｄ以上、下流長２Ｄ以上とし、超音波流量計、濃度計は上流

長で１０Ｄ以上、下流長は５Ｄ以上確保する。 

また、流量計等の取付け箇所には、ドレン管、ルーズフランジ

付短管（必要に応じて洗浄管、空気抜管を設ける）を設ける。 

（13）配管経路中には、温度変化、地震、内燃機関からの振動、不等

沈下、据付け誤差を吸収し、配管に無理な負担をかけないよう、

伸縮管又は可とう管を取付ける。 

（14）ポンプ等機器まわりの配管は、原則としてフランジ継手とし、

分解、組立ての際必要と認められる箇所にはルーズ継手及びル

ーズ継手用短管を使用する。 

管の材質は、SUS304 製品又はダクタイル鋳鉄製品とする。なお、

接水部は使用用途により、無塗装又はエポキシ樹脂粉体塗装、

液状エポキシ樹脂塗装、タールエポキシ樹脂塗装等を施す。 

（15）配管と機器の接続部で分解組立が困難なところには、管接続継

手を設ける。 

（16）主管より分岐する枝管には、原則として弁を設ける。なお、ﾍｯ

ﾀﾞｰ管の両側はﾌﾗﾝｼﾞ継手とし、片側に空気抜管 SUS304TP(処理

水20A､汚水･汚泥50A)、反対側にﾄﾞﾚﾝ管 SUS304TP(50A)を設け、

最寄りの側溝まで配管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ポンプ周り参考図 

 

汚泥用のみ

必要箇所
ルーズ継手

(一軸ネジ式ポンプの場合は、

 エルボ返しのため除く。)

ルーズ継手

吸込側

仕切弁

ポンプ

ビニルホース

汚泥受け

排泥管

圧力計

連成計

集合管

サンプリング弁
吐

出

側

Ｐ

仕切弁

ﾁｪｯｷ弁

25A以上

25A以上

SUS304TP
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３．地下埋設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．配管貫通部 

（１）掘削・埋戻しに関しては「土木工事等共通仕様書」により施工

すること。 

（２）地下埋設配管の土被りは、特に指定のない限り下記による。（計

画地面基準） 

ア 車輌その他重要物の圧力を受けるおそれのある場所では、土

被り 1.2m 以上とする。 

イ 上記以外の場所では 0.6m 以上とする。なお、上水配管につい

ては、市の条例による。（なお、道路横断部などでコンクリー

ト巻きなどにより補強する場合はこの限りではない。） 

（３）掘削は人力により既設埋設物に注意しながら底部の不陸がない

よう、所定の深さまで素掘りすること。なお構造物との接合部

及び不等沈下のおそれのある部分には、可とう伸縮継手を設け

ること。 

（４）埋戻しは原則として、所定の検査後管頂まで砂を入れてから掘

削土で埋戻し、後に沈下のないよう十分突固め（ランマー等を

使用）のうえ、盛土をしておく。 

（５）鋳鉄管は JDPA（日本ダクタイル鉄管協会）認定品のダクタイル

鋳鉄管防食用ポリエチレンスリーブを施すこと。 

（６）鋼管及び塩ビライニング鋼管は、防食ビニールテープ半巾重ね

巻１回を施す。 

（７）コンクリート、アスファルト道路部を斫る時は、ダイヤモンド

カッターにて線切りを行ってから斫り取ること。また、復旧時

には実掘削面積に影響面積の分を考慮に入れ、復旧すること。 

（８）舗装路掘削部分が影響面積も含めて道路巾員の 1/2 を越える時

は、全面復旧すること。ただし、監督員が指示する部分につい

てはこの限りではない。 

 

（１）コンクリート構造物の配管貫通部は、両端フランジ付で鋳鉄管

の場合は同種管で、その他特に指定のない場合は内面ライニン 

グを施したステンレス配管を使用する。また、すべて請負者の

負担でコンクリート斫り、及びモルタル充填を行うものとする。 

（２）コンクリート構造物が水槽等で水密を必要とする場合はパドル

付配管で施工し、防水処理に特に注意し、漏水があってはなら

ない。 

（３）既設構造物の配管用の穴に寸法ずれがある場合は請負者で補修

すること。なお、未施工のものは本工事でコンクリートはつり、

穴あけを丁寧に行うこと。 
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５．表  示 

 

 

（４）配管が構造物を貫通し、地中に埋設配管される箇所、構造物の

継手を通る箇所、支持構造物が異なる箇所等には可とう管を挿

入する。 

（５）防災区画を貫通する場合は、不燃材で充填する。 

 

（１）露出配管には各系統ごと色別表示（第６節塗装参照）を行うも

のとともに、監督員の指示に従い要所に口径、流体名及び流れ

方向を示す矢印を記入する。 

（２）地下埋設管には布設後、要所に SUS304 製の表示板を設置し、配

管用途名、口径、深さ及びルートが容易にわかるようにする。 

   表示板は JIS Z 8304「銘板の設計基準」により製作する。材質

は SUS304 製で厚さ 2mm のものを使用し、トツ式エッチング製法

とする。 

（３）埋設配管の埋設位置の直上 20～40cm のところには、恒久性のあ

る配管認識シートを連続して埋設する。また、その標識シート

には、２ｍ間隔で物件の名称、口径、埋設年度を表示する。 

防水モルタル 

(内) 

内在鉄筋 

シーリング材 

無収縮モルタル 

防水モルタル仕上げ 

シーリング材 

D 
５Ｄ以上の連続溶接 

ｽﾃﾝﾚｽ両ﾌﾗﾝｼﾞ管 

モルタル仕上げ 

ﾂﾊﾞ付ｽﾘｰﾌﾞ管 SUS304(ﾂﾊﾞは鉄板でよい) 

ヤーン 
シーリング材 

(内) (外) (外) 

配管貫通部要領図 
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６．被 覆 工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   取付ボルトは SUS304 製 M4 程度とし、ポール又は構造物の壁等

に取付ける。 

 

（１）被覆の種別、用途、施工順序などは下表による。

 

用 途 施  工 口径及び保温厚等 

曝気用空気配管

の断熱・防音 

[屋内・屋外] 

1.ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒(保温帯) 

2.きっ甲金網 or 鉄線 

3.ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 

4.屋内:着色亜鉛鉄板、屋外:ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

口径 100A 以上に施工 

保温厚は全て 50mm 

口径 300A 以下は保温筒 

口径 350A 以上は保温帯 

機械排気管等の

断熱 

[屋内・屋外] 

1.ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒(保温帯) 

2.きっ甲金網 or 鉄線 

3.屋内:着色亜鉛鉄板、屋外:ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

保温厚は全て 75mm(50+25) 

雑用水管等の保

温・保冷(冷温水) 

[屋内・屋外] 

1.ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒+鉄線 

2.粘着ﾃｰﾌﾟ  

3.ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 

4.ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 

雑用水管等の防

露 

[屋内] 

1.ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒+鉄線 

2.粘着ﾃｰﾌﾟ  

3.ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 

4.ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 

 

口径 保温厚 

15A～80A 

100A～150A 

200A 以上 

20mm 

25mm 

40mm 
 

蒸気配管等の保

温 

[屋内・屋外] 

1.ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒+鉄線 

2.ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 

3.屋内:亜鉛鉄板、屋外:ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 

 

口径 保温厚 

50A 以下 

65A～150A 

200A 以上 

25mm 

40mm 

50mm 
 

地中埋設配管等

の防食 

1.鋼管:防食ﾃｰﾌﾟ又は防食塗装(2 回塗)

2.鋳鉄管:ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｽﾘｰﾌﾟ(JDPA 認定品) 

 

厚さ 0.2mm 

工事名  平成○○年度  ○○○設備工事 

管  名   ○○○配管 300φ DCIP 

埋設深 1.5m

地  下  埋  設  管  平  面  図 

1.0 

2.5 

1.0
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（２）保温材、外装材及び補助材は下表による。 

 

 

材  料  区  分 仕        様 

ﾛｯｸｳｰﾙ保温筒 JIS A 9504 による JIS マーク表示品とする。 

ﾛｯｸｳｰﾙ保温帯 JIS A 9504 の 1 号で JIS マーク表示品とする。 
保
温
材 

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒 JIS A 9511 のＡ類３号 JIS マーク表示品とする。 

亜鉛鉄板 
亜鉛付着量 Z-18 を使用し、厚さは保温外径 250mm 以下の管 

及び弁は 0.3 ㎜、その他は 0.4 ㎜とする。 

着色亜鉛鉄板 

JIS G 3312 の一般用、亜鉛付着量 Z-18 を使用する。 

厚さは保温外径 250mm 以下の管及び弁は 0.27 ㎜、その他は

0.35 ㎜とする。 

アルミガラスクロス 

厚さ 0.2 ㎜のアルミニウム箔に、JIS R 3414（ｶﾞﾗｽｸﾛｽ）に規

定する EP11E をアクリル系接着材で接着させたものとし、管

等に使用する場合は、適当な幅に裁断し、テープ状にしたも

のとする。 

防食テープ 

ペトロラタム系のものは、JIS Z 1902（ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ系防食ﾃｰﾌﾟ）

による厚さ 1.1 ㎜のものブチルゴム系のものはブチルゴム系

合成ゴムを主体とする自己融着性の粘着剤をポリエチレンテ

ープに塗布した厚さ 1.0 ㎜のもの 

アルミガラスクロス

粘着テープ 

アルミガラスクロスのガラスクロス面に粘着剤(接着力

0.3Kgf（0.09N/㎡）を粘着加工し、剥離紙をもってその粘着

強度を完全に保持したものとする。 

ステンレス鋼板 
ステンレス鋼板(SUS304)管、弁に使用する場合は厚さ 0.3mm

とする。 

外 
 
 
 

装 
 
 
 

材 
ポリエチレンスリーブ 日本ダクタイル鉄管協会認定品、JDPA Z 2005 とする。 

ポリエチレンフィルム 
JIS Z 1702（包装用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ）に規定する１種（厚さ 0.05

㎜）とする。 

きっ甲金網 
JIS G 3554 による。網目呼称は 16、線径は 0.5 とし、線材は

JIS G 3532 による亜鉛メッキ鉄線とする。 

鉄線 
JIS G 3532 による亜鉛メッキ鉄線で径 0.7～1.6 ㎜程度とす

る。 

菊座及びバンド 

ステンレス鋼帯により製作したもので、厚さ 0.2 ㎜以上とし、

バンド幅は保温外径 150 ㎜以下は 20 ㎜、150 ㎜を越えるもの

は 25 ㎜とする。 

補 
 

助 
 

材 

シーリング材 JIS A 5758（シリコーン系）とする。 

 注）上記に規定していない事項については、公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） 

（国土交通大臣官房官庁営繕部監修）によること。 
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（３）施工方法 

ア 保温の厚さは保温材の厚さとし、外装材及び補助材の厚さは

含まないものとする。 

イ 保温材相互の間隙は、できるだけ少なくし、重ね部の継目は

同一線上を避けて取付ける。 

ウ 鉄線巻きは、原則として帯状材の場合は 50 ㎜ピッチ以下にら

せん巻締とし、筒状材の場合は１本につき２回巻締めて２箇

所以上施す。 

エ テープ巻きは同一方向で巻き、立上り配管の場合は下方より

上方へ巻き上げる。巻き始め、巻き終わりの部分には粘着テ

ープなどを用いてずれないように止める。 

オ 鉄板などの巻いて仕上げる場合、直管部ははぜ掛けとし、曲

り管部はえび状カバー又は工場加工による成形品とする。屋

外及び多湿箇所の継目は、シーリング材によりシールを施す。 

カ ポリエチレンフィルムは、防湿・防水の目的で使用する。管

に使用する場合は、テープ状の柔軟性のあるものを 1/2 重ね

巻きにする。巻ける範囲で広幅のテープを使用し、継目を少

なくする。 

キ アルミガラスクロステープ巻きは、アルミ箔面を外側にして

行う。ずれるおそれのある場合は、粘着テープ、接着剤など

用いてずれ止めを行う。屋外露出配管の曲部に使用する場合

は、引張りが効かないので細幅のものを使用し、整形エルボ

部等ずれるおそれのある部分は、接着剤の点付け等を行いず

れを防ぐ。 

ク 保温の見切り部端面は、使用する保温材及び保温目的に応じ

て必要な保護を行う。 

ケ 弁及びフランジの被覆施工は、管の施工に準じて行う。ただ

し、屋内雑用水管等の防露の場合は被覆しない。 
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       第５節 ダクト工事 

 

１．硬質塩化ビニル板

製矩形ダクト 

 

 

 

 

２．ガラス繊維強化塩 

  化ビニル板製矩形 

    ダクト 

 

 

 

 

 

 

 

３．不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂 

  強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾀﾞｸﾄ 

 （FRP） 

 

４．硬質塩化ビニル管 

  製ダクト 

 

 

 

５．ｽﾃﾝﾚｽ製ダクト 

 

６．接 合 材 

 

 

 

７．ダクト付属品 

 

 

（１）硬質塩化ビニル板は JIS K6745「硬質塩化ビニル板」のグルー

プ 3で JIS マーク表示品とする。 

（２）フランジ及び補強用アングルは同材質のものとする。 

（３）長辺が 1,000 ㎜を越えるダクトのフランジ及び補強用アングル

に取付る帯鋼は SUS304 製とする。 

 

（１）ガラス繊維強化塩化ビニル板は、硬質塩化ビニル板にガラス繊

維を積層して補強したもの、又は、ガラス繊維に硬質塩化ビニ

ル樹脂を含浸させて補強したもので、材料の物性値は下表によ

る。 

項   目 数   値 試 験 法 

ガラス繊維含有率 13％以上 － 

引張り強さ 69N/㎟以上 JIS K 7054 

曲げ強さ 103N/㎟以上 JIS K 7055 

（２）フランジ及び補強用アングルは SUS304 製とする。 

 

強化プラスチック（FRP）は「強化プラスチック標準仕様書」によ

る。 

 

 

硬質塩化ビニル管製ダクトの直管は、JIS K 6741、「硬質塩化ビニ

ル管」（VP）を原則として使用し、継手は JIS K 6739「排水用硬質

塩化ビニル管継手」を使用する。その他の材質を使用する場合は特

記仕様書による。 

 

ｽﾃﾝﾚｽ製ダクトは、「ｽﾃﾝﾚｽ製ダクト標準仕様書」による。 

 

フランジ用ガスケットの材質は硫酸に対して耐食性があるものと

し、厚みは締結状態で約 3㎜とする｡ボルト・ナットは SUS304 製と

する。 

 

（１）吸込口は、機能確実で騒音の発生が少なく堅固で風量調整が容

易にできる構造とする。取付枠、可動羽根及びシャッターは厚

さ 3㎜以上の硬質塩化ビニル製を使用する。 

（２）風量調節ダンパは、機能確実で騒音の発生が少なく開放時に、

空気流に対する抵抗の少ないものとする。ケーシング及び可動

羽根は厚さ 5㎜以上の硬質塩化ビニル製とし、羽根の枚数は原
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８．製作・取付 

 

 

則としてダクトの高さ 400mm 以内につき１枚で、２枚以上の羽

根の重なりは 10 ㎜とする。ダンパ軸は SUS304 製又は硬質塩化

ビニル管（VP）に鋼管を挿入したものとし、開度指示計は SUS304

製及び硬質塩化ビニル製で全開、全閉の表示をする。ダンパ軸

受はダクト外部に設ける。 

（３）密閉ダンパは風量調節ダンパの内面に発泡ゴムを張りつけたつ

ばを設け、可動羽根を押しつけて密閉する構造とする。漏れ量

はできる限り少なくする。 

（４）たわみ継手は厚さ 3㎜以上の軟質塩化ビニル製とし、フランジ

間隔は原則として 300 ㎜とする。 

（５）防音たわみ継手は、軟質塩化ビニルに鉛繊維を重ね合わせ継手

からの透過音を減衰させるもので、脱臭ファンの吸込み及び吐

出フランジ部等に用いる。 

（６）ダクトの必要箇所には、口径 20A 程度でキャップ付の風量測定

口を設ける。 

 

（１）一般事項 

ア ダクトは空気摩擦損失を最少とし、騒音を発生せず、かつ、

風圧による変形を起さない構造とする。 

イ ダクト曲り部の中心半径は原則としてダクト幅の 1.5 倍以上

とする。 

ウ ダクト断面を変形させるときは、原則としてその傾斜角を拡

大の場合は 15°以内、縮小の場合は 30°以内とし、急激な変

化を避ける。 

エ ダクトは振動による低周波音を発生させないよう各部を補強

する。 

オ ダクトの横走り部分は適切な勾配とドレーントラップを設け、

ダクト内にドレーンが滞留しないように考慮する。また、ダ

クトの直管部分には、ダクトの熱伸縮,振動を吸収するために

たわみ継手を取付ける。 

（２）製作・取付 

ア 矩形ダクトの継目は原則として四辺折り曲げ加工とし、折り

曲げ部分を避けた位置で熱風溶接による突き合せ、又は当て

板接合とする。 

イ 溶接する板の端部は 60°～90°になるよう開先加工を施す。 

ウ 矩形ダクトの板厚は原則として次表による板厚とし、ダクト

の両端寸法が異なる場合はその最大寸法による板厚とする。 

エ ダクトの接続は原則として次表によるフランジ形とする。矩

形ダクトのフランジは、アングルを溶接後フランジ面を平滑 
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 に仕上げ、必要な穴明け加工を行ってからダクトに取付ける。 

オ ダクトの外部の補強は原則として 1,000 ㎜以下毎に、フラン

ジ用アングルと同材質、同一形状のアングルを取付ける。ま

た硬質塩化ビニルダクトで長辺が 1,000 ㎜以上のものは、フ

ランジ補強のため帯鋼をフランジ締結ボルトで取付ける。 

カ フランジ接合部の、ダクト内部の補強は硬質塩化ビニル管

（VU50φ程度）の支柱による内部補強を必要に応じて施す。 

キ 臭気吸引箇所の壁（スラブ）及び外壁を貫通するダクトにつ

いては、SUS 製ダクトに内面耐食ライニングしたものを使用

し、貫通部仕舞はモルタルを充填し仕上げるものとする。そ

の他の壁貫通ダクトはダクト直管部と同材質のものを使用し、

仕舞は不燃材を充填してステンレスカバーで覆うものとする。 

ク 矩形ダクトのフランジ部ガスケットの幅は、フランジ締結後

にガスケットがダクト内部に張出さない寸法とする。 

ケ 硬質塩化ビニル板製ダクトの板厚、接合フランジは下表によ

る。 

 

           コ ガラス繊維強化ビニル板製ダクトの板厚、接合フランジは 

             下表 による。

 

接続用フランジ［mm］ ダクト 

長辺寸法［㎜］ 

板厚 

［mm］ 山形鋼 帯鋼 最大間隔

ﾎﾞﾙﾄ寸法× 

取付ﾋﾟｯﾁ 

支柱による 

内部補強数 

500 以下 3 50×50×6 － 4.000 M 8×100 － 

501～1,000 4 60×60×7 － 4.000 M10×100 － 

1,001～1,500 5 60×60×7 50×4 3.000 M10×100 1 箇所 

1,501～2,000 5 60×60×7 50×4 3.000 M10×100 1 箇所 

2,001～3,000 6 60×60×7 50×4 2.000 M10×100 1 箇所 

3,001 以上 6 60×60×7 50×4 2.000 M10×100 2 箇所 

接続用ﾌﾗﾝｼﾞ［mm］ ﾌﾗﾝｼﾞ用ﾘﾍﾞｯﾄ［mm］
ダクト 

長辺寸法［㎜］ 

板厚 

［mm］ 山形鋼 最大間隔 ｽﾃﾝﾚｽ 
取付

ﾋﾟｯﾁ

ﾎﾞﾙﾄ寸法

× 

取付ﾋﾟｯﾁ 

支柱による

内部補強数

500 以下 3 30×30×3 4.000 4φ 100 M 8×100 － 

501～1,000 3 40×40×3 4.000 4φ 100 M10×100 － 

1,001～1,500 4 40×40×3 3.000 4φ 100 M10×100 1 箇所 

1,501～2,000 4 40×40×3 3.000 4φ 100 M10×100 1 箇所 

2,001～3,000 5 40×40×3 2.000 4φ 100 M10×100 1 箇所 

3,001 以上 5 40×40×5 2.000 4φ 100 M10×100 2 箇所 
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 （３）ダクトの補強は次表により行い、補強材の製作及び加工は接合

用フランジに準ずるが、ビニル製アングルは熱風溶接によりダ

クトに取付け、補強の帯鋼はビニル製アングルにボルトにより

取付ける。なおボルト,ナットは硬質塩化ビニル製を用いてはな

らない。支柱による内部補強は横方向の外部補強のビニル製ア

ングル及び山形鋼部に行う。 

 

ア 硬質塩化ビニル製ダクト 
 

単位 mm 

外 部 補 強 帯鋼取付用ボルト 

ダクトの長辺 ビニル製 

アングル 

ｽﾃﾝﾚｽ 

製帯鋼 

最大間

隔 

ねじの

呼 び

ボルトの 

間  隔 

支柱による

内部補強数

500 以下 50×50×6 － 
1000 

(500)
－ － － 

500 を越え 1,000 以下 60×60×7
－ 

(50×4) 

1000 

（500）

－ 

(M10)

－ 

（150） 
－ 

1,000 を越え 1,500 以下 60×60×7 50×4 
1000 

（500）
M10 150 1 箇所 

1,500 を越え 2,000 以下 60×60×7 50×4 
1000 

（500）
M10 150 1 箇所 

2,000 を越え 3,000 以下 60×60×7 50×4 
1000 

（500）
M10 150 2 箇所 

3,000 を越えるもの 60×60×7 50×4 
1000 

（500）
M10 150 2 箇所 

 注）（ ）内は静圧 1960Pa を越え 2940Pa 以下のもの。 

 

 

単位 mm 

外 部 補 強 帯鋼取付用ボルト 

ダクトの幅 ビニル製 

アングル 

ｽﾃﾝﾚｽ 

製帯鋼 

取付箇所 ねじの 

呼 び 

ボルトの

間  隔

2,000を越え3,000以下 60×60×7 50×4 中央に 1箇所 M10 150 

3,000 を越えるもの 60×60×7 50×4 中央に 2箇所 M10 150 

 

 

 

 

ダクトの横方向の補強 

ダクトの縦方向の補強 
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             イ ガラス繊維強化塩化ビニル製ダクト 

 

 

単位 mm 

外 部 補 強 山形鋼取付用リベット 

ダクトの長辺 ｽﾃﾝﾚｽ製 

アングル 
最大間隔

呼び径 

ステンレス

リベット 

の間隔 

支柱による

内部補強 

500 以下 30×30×3
1000 

（750） 
4.0 200 － 

500 を越え 1,000 以下 40×40×3
1000 

（750） 
4.0 200 － 

1,000を越え1,500以下 40×40×3
1000 

（750） 
4.0 200 1 箇所 

1,500を越え2,000以下 40×40×3
1000 

（750） 
4.0 200 1 箇所 

2,000を越え3,000以下 40×40×3
1000 

（750） 
4.0 200 2 箇所 

3,000 を越えるもの 40×40×3
1000 

（750） 
4.0 200 2 箇所 

  注）（ ）内は静圧 1960Pa を越え 2940Pa 以下のもの。 

 

 

 

単位 mm 

山形鋼取付用リベット

ダクトの幅 

外部補強 

ステンレス製

山形鋼 

取付箇所 呼び径 

ｽﾃﾝﾚｽ 

リベット

の間隔 

（2,000を越え3,000以下） （40×40×5） （１箇所以上） 4.0 (150) 

3,000 を越えるもの 40×40×5 
１箇所以上 

（中央に２箇所）
4.0 

200 

（150） 

  注）（ ）内は静圧 1960Pa を越え 2940Pa 以下のもの。

 

 

９．支持金具 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）支持金具の形状は吊りボルト方式を原則とするが、現場の状況

を調査のうえ、山形鋼を利用した門形および三角形ブラケット

などを併用し振れ止めを施す。 

   なお、吊りボルト、山形鋼は SUS304 製とする。 

（２）ダクトと支持金具との固定は帯鋼（SUS304 製）を使用し、芯出

調整が容易にできるように取付ボルト穴は必要に応じて長孔と

する。 

（３）支持金具の取付け間隔は原則として、フランジ取付間隔と同一

とする。 

 

 

ダクトの横方向の補強 

ダクトの縦方向の補強 
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第６節 塗  装 

 

 

１．一般事項 

 

 

 

（１）塗装は、錆止めを含めて工場検査が終了してから行うのを原則

とするが、製缶品、鋳造品以外はこの限りではない。 

（２）塗装に先立って素地調整基準に基づき素地調整を行うものとす

る。 

（３）塗装の種類、仕上げ色、配管識別、流れの方向表示、管名称記

入、既設のとり合いのある箇所等については監督員と十分協議

のうえ行う。 

（４）搬入据付により塗装面に損傷を生じた場合は、適当な下地処理

を加え、正規な塗装状態と同程度に補修塗装を行う。 

（５）現場据付後の塗装にあたっては、その周辺及び床などにあらか

じめ適宜養生を行うこと。また塗装面に汚染損傷を与えないよ

うに注意する。 

（６）塗装時、気温 5度Ｃ以下のとき、湿度が 85％以上のとき、炎天

で塗装面に泡を生じさせる恐れのあるとき、風塵がひどいとき、

並びに降雨をうける恐れのあるときは、塗装を行ってはならな

い。 

（７）塗装時、塗装面に湿気のある場合、又は塗装の硬化を促進させ

るため、塗装面を加熱する必要のある場合は、塗装製造業者の

指示する温度により、赤外線ランプ、熱風装置等の適当な方法

により均一に加熱し乾燥状態にしてから塗装を行う。 

（８）塗面にはハケ目、流れ、シワ、ムラ、フクレ、ワレ、ピンホー

ル、ニジミ、白亜化等の有害な欠陥があってはならない。 

（９）塗装は原則としてハケ塗りとするが、監督員の承諾を得てロー

ラ塗り、エアスプレ又はエアレススプレ塗りとしてもよい。 

（10）塗装にあたっては、原則として毎回塗装色を替え、上塗りと中

塗りの色は同系色とし、中塗りは上塗りよりもうすく、明度の

差は２程度大きくして見分けのよい色とする。 

（11）タッチアップ補修時の高濃度亜鉛末塗装はローバル又は同等品

を使用する。 

（12）工場製作の機器で、現場塗装のできるものは、原則として工場

検査合格後工場で下塗り２回のみを行い、以後の塗装は現場で

据付完了後に行う。 

（13）工場で下塗り塗装を行っている機器の現場塗装にあたっては、

据付期間中に被塗面に付着したゴミ、油等を清掃除去し、損傷

部及び発錆部の補修塗りを行う。下塗り後規定日以上経過して 
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２．塗装種別 

いるものについては、全面にわたりペーパがけ等による素地調

整を行ってから塗装する。 

（14）現場塗装は、各工程とも監督員の承諾を得なければ次の工程に

進んではならない。 

 

（１）使用塗料及び溶剤は、その製造会社・品名・品質・塗装方法等

を記載した塗装明細書及び必要に応じて色見本を提出し、監督

員の承諾を得るものとする。塗装は、各塗装工程毎に色を変え

て、写真、その他の方法により工程確認ができるようにする。 

（２）機器の塗装及びステンレス鋼製品の塗装については監督員の承

諾を得ること。 

（３）各種配管設備の塗装についての共通仕様は下記による。 

ア 水没部、湿潤部及び埋設部は黒色とする。 

イ 配管途中の弁及びハンドルの色は、原則として配管系統に合

わせる。 

ウ 配管が部屋に露出配管される場合、当該部屋と指定色が不釣

合のときは壁と同色にし、要所に指定色のリング状塗装又は

指定色バンドを設ける。また、カラー鉄板の場合も、指定色

バンドを設ける。配管が屋外に露出配管される場合も上記に

よる。 

エ 冷却水、循環水の戻り側の配管色は、行き側と同じ色とする。 

オ 電動、空気作動弁の駆動部(電動機等)及びゲート開閉機のハ

ンドル色は、機器色とする。 

カ 特殊な配管塗装については耐食、耐熱を考慮する。 

キ 二種以上の混合液が流れる配管は、原則として主要な流体の

色を塗る。 

ク 機器及び配管の塗装の種別は次表による。 
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被  塗  装  物 素 地 調 整

主 材 質 
塗装

種別 環境種別 
対 象 配 管 

新設 補修
塗  装  方  法 

FC、DCIP 
１Ａ 水 中 部 

配管 

１ ３ 

工場（ジンクリッチペイント＋エポキシ樹脂

＋エポキシ MI0）＋現地（エポキシ樹脂２回）

【JSWAS B-3 種】 

SUS､内面無塗装 

SS+亜鉛ﾒｯｷ ２Ａ 

配管 

４ ３ 
エッチングプライマー ＋ 

タールエポキシ樹脂塗料（３回） 

１ － 
ジンクリッチプライマー＋ 

タールエポキシ樹脂塗料（３回） 
FC、DCIP 

SS ３Ａ 

接 液 部 

 

接ガス部 

 

埋 設 部 

配管 
 ３ タールエポキシ樹脂塗料（３回） 

４Ａ FC、DCIP ２ ３ 
ジンクリッチプライマー ＋ 

タールエポキシ樹脂塗料（３回） 

５Ａ SS、FC １ － 
ジンクリッチプライマー＋塩化ゴム系下塗

＋塩化ゴム系中塗＋塩化ゴム系上塗 

２ － 
６Ａ SS、FC 

４ － 

変性エポキシ樹脂塗料（２回）＋ 

塩化ゴム系中塗＋塩化ゴム系上塗 

SUS 

SS＋亜鉛ﾒｯｷ ７Ａ 

配管 

４ － 
エッチングプライマー＋ 

塩化ゴム系中塗＋塩化ゴム系上塗 

DCIP 
８Ａ 

大 気 部 

配管 

１ － 

工場（鉛系錆止め塗料２回＋フェノール MI0）

＋現地（塩化ゴム系上塗２回） 

           【JSWAS A-2 種】 

９Ａ 
電 動 機 

（70℃） 
FC １ － 

エポキシ樹脂下塗（２回）＋ 

     ポリウレタン樹脂上塗（２回） 

エポキシ樹脂下塗（２回）＋ 

     エポキシ樹脂上塗（２回） 

10Ａ 
高 温 部 

（200℃） 
SUS、SS、FC １ ３ 耐熱下塗（２回）＋ 耐熱上塗（２回） 

11Ａ 
高 温 部 

（600℃） 
SUS、SS、FC １ ２ 耐熱下塗（２回）＋ 耐熱上塗（２回） 

12Ａ 
大 気 部 

補修塗装 

SS FC DCIP 

SUS SS＋亜鉛

ﾒｯｷ 

－ ３ 
変性エポキシ樹脂塗料（２回）＋ 

塩化ゴム系中塗＋塩化ゴム系上塗 
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３．膜厚・塗装間隔・ 

  種別 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

４．素地調整 

   （ｹﾚﾝ）の種別 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ
樹脂塗料
下塗 
JIS1 種 

ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ
樹脂塗料
上・中塗
JIS1 種 

塩化ｺ ﾞ ﾑ
系下塗り
塗料 

塩化ｺ ﾞ ﾑ
系中塗り
塗料 

塩化ｺ ﾞ ﾑ
系上塗り
塗料 

１回の標準
塗布量 
(g／㎡) 

230 210 200 150 150 

１回の標準
乾燥膜厚 
（μｍ） 

77 70 45 35 35 

標準塗装 
間隔(20℃)
（時間） 

24 45 16 16 16 

 
 
 
 

ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟ
ﾗｲﾏｰ 
JIS 1 種
(短ﾊ゙ ｸ型）

ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ
ﾌﾟﾗｲﾏｰ 

耐熱塗装
上塗 

耐熱塗装
下塗 

変性ｴﾎﾟｷ
ｼ 樹脂塗
料 

１回の標準
塗布量 
(g／㎡) 

120 180 180 180 170 

１回の標準
乾燥膜厚 
（μｍ） 

10 18 30 30 60 

標準塗装 
間隔(20℃)
（時間） 

2～8 16 16 16 24 

 
鋳鉄管工場外面塗装の膜厚 

工 場 塗 装（塗膜の厚さ）  

１次塗装 ２次塗装 ３次塗装 

１Ａ 
水中部 

亜鉛溶射又はｼﾞ
ﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ 
（20μｍ） 

ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 
（50μｍ） 

ｴﾎﾟｷｼ MIO 塗料 
（50μｍ） 

８Ａ 
大気部 

鉛系さび止め塗
料 （35μｍ）

鉛系さび止め塗
料 （35μｍ） 

ﾌｪﾉｰﾙ MIO 塗料 
（50μｍ） 

 
 塗装種別の塗装仕様にあたっては、「塗装仕様一覧表」（付則－6） 
に基づいて作成し提出すること。 
 
 上表の素地調整の種別は下表による。 

素地調整の種別 素地の状態 工具及び工法 

第１種ケレン 
旧塗膜、ミルスケール、さ
びを完全に除去し、ピカピ
カした金属面とする。 

ショットブラスト 
サンドブラスト 
 

第２種ケレン 
旧塗膜、錆を除去し鉄肌を
あらわす。活膜は残す。 

ディスクサンダ等
動力 

第３種ケレン 
劣化塗膜、錆を除去し、鉄
肌をあらわす。活膜活塗膜
は残す。 

工具とワイヤブラ
シ等の手工具の併
用 

第４種ケレン 
油脂類、粉化物等の汚れを
落し清浄にする。 

ワイヤブラシ、スク
レーパ、ウエス 
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５．塗装色 機器及び配管の塗装色は次表のとおりとするが、美観上あるいは既設

との取合上、別の色を指示する場合がある。 

 

 

日本塗料工業会 2005 年 C 版参考 

設備名称 機器及び配管名称 

日本塗料

工業会の

色標番号

ﾏﾝｾﾙ記号

（参考）
色名 

活字又

は矢印

の色 

摘   要 

一般機器 

電動機、液体抵抗器 

減速機、ｴﾝｼﾞﾝ、ﾐｷｻｰ 

圧縮機、油圧機器、ﾎｲｽﾄ、

ﾍﾞﾙｺﾝ、天井ｸﾚｰﾝ、ﾌｨｰﾀﾞ、

歩廊踊場、手摺、はしご、

金網、各種ｶﾊﾞｰ、覆い等

C37-60D 7.5GY6/2
青磁

色 

白 

又は

黒 

・水没部分を除く。 

・ｸﾚｰﾝ、ﾎｲｽﾄのﾌｯｸ及

びﾌﾞﾛｯｸは黄色、黒

色にて 45°の斜帯

線。 

沈砂池 

  設備 

除じん機、ｸﾞﾘｯﾄｺﾚｸﾀ、 

ｼﾞﾌﾞｸﾚｰﾝ、ﾊﾞｽｹｯﾄｴﾚﾍﾞｰﾀ

洗砂機、ｽｷｯﾌﾟﾎｲｽﾄ、 

ｺﾝﾍﾞﾔ、ﾎｯﾊﾟ、弁 

C37-60D 7.5GY6/2
青磁

色 

白 

又は

黒 

・階段端、段違い部手

摺端、部屋隅、凸部

踊場隅、低い、暗い

部分の注標柱等、危

険ヵ所は黄色。 

・配管途中の弁は配管

系統色に合わせる。

ﾎﾟﾝﾌﾟ設備 
各種ﾎﾟﾝﾌﾟ、ﾀﾝｸ類、弁、

ｽﾄﾚｰﾅｰ 
C37-60D 7.5GY6/2

青磁

色 

白 

又は

黒 

・ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞは黄色。 

沈殿池、 

ｴｱﾚｰｼｮﾝﾀﾝ

ｸ設備 

かき寄せ機、駆動装置 

送風機、ﾌｨﾙﾀ 

滅菌室関係、弁 

C37-60D 7.5GY6/2
青磁

色 

白 

又は

黒 

 

汚泥濃縮 

消化設備 

濃縮槽、消化槽、貯留槽

設備の水上部、ﾎﾞｲﾗ、ﾌﾞ

ﾛｱ、ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ、熱交換器、

室内炉等 

C37-60D 7.5GY6/2
青磁

色 

白 

又は

黒 

・熱を伴うものは耐熱

 塗料を使用する。 

汚泥脱水

焼却設備 

各種脱水機、ﾐｷｻｰ 

真空ﾎﾟﾝﾌﾟ、空気圧縮機、

ｹｰｷ貯留槽、ﾍﾞﾙﾄｳｪｱ、 

灰ﾎﾟｯﾊﾟ、焼却炉廻り付

属機器、空気槽、混和槽

C37-60D 7.5GY6/2
青磁

色 

白 

又は

黒 

・集じん機、及びｻｲｸ

ﾛﾝは他の機器との

組合わせを考慮す

る。 

ﾀﾝｸ、 

ﾀﾜｰ設備 

空気槽、炭酸ｶﾞｽﾎﾞﾝﾍﾞ、

凝集混和槽、高分子凝集

槽、給水・上水・雑用水

等水槽、ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ、 

塩化第ニ鉄貯槽、薬注ﾀﾝ

ｸ、ろ液槽、燃料槽、 

屋内・屋外燃料小出槽、

潤滑油槽、硫酸ﾊﾞﾝﾄﾞ貯

留槽 

C37-60D 7.5GY6/2
青磁

色 

白 

又は

黒 

・屋外燃料槽は銀色で

もよい。 
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設備名称 機器及び配管名称 

日本塗料

工業会の

色標番号

ﾏﾝｾﾙ記号

（参考）
色名

活字又

は矢印

の色 

摘   要 

ｶﾞｽﾀﾝｸ、 

脱硫器 

煙突 

 

  銀色 黒 

・ｶﾞｽﾀﾝｸ外面に塗装年

月日塗装仕様を記入

する。 

・60m 以上の煙突は赤

白交互 

・ｶﾞｽﾀﾝｸ、脱硫器、煙

突は耐食・耐熱を考慮

し、銀色以外でもよい

が決定に当たっては

他の機器とのつりあ

いを考慮する。 

ﾎﾟﾝﾌﾟ吐出、吸込管 

配管ｻﾎﾟｰﾄ、配管ﾌﾞﾗｹｯﾄ
C37-60D 7.5GY6/2

青磁

色 

白 

又は

黒 

 

ﾎﾟﾝﾌﾟ吸込管 

（水中浸漬配管） 
    

・防錆塗装。 

生下水（一次処理水） C69-60H 10B6/4 晴青 黒 

 

生汚泥、余剰汚泥、返送

汚泥、濃縮汚泥、脱水ｹｰ

ｷ 

C15-40H 5YR4/4 暗茶 白 

 

消化汚泥 C17-70L 7.5YR7/6 茶 白 
 

スカム C-37-70H 7.5GY7/4 黄緑 黒 
 

脱離液、雑排水、ろ液 CN-10 N-1 黒色 白 
 

上水 C69-50T 10B5/10 青色 白 
 

処理水（二次、三次、 

機械用水 ､ 消泡水 ） 
C72-50L 2.5PB5/6 水色 白 

 

排水、ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ C75-20L 5PB2/6 暗青 白 
 

ｴﾝｼﾞﾝ排気管、炭酸ガス、

石灰輸送 
  銀色 黒 

 

薬品溶液 C42-30H 2.5G3/4 緑 白 
 

蒸気、温水 C05-30T 5R3/10 暗赤 黒 
 

各種配管 

  設備 

 

 

(該当する

ものに適

用する。) 

空気、ｴﾝｼﾞﾝ起動空気、

ﾎﾟﾝﾌﾟ呼水 
CN-95 N-9.5 白 黒 

・ﾌﾞﾛﾜ用空気管は屋

内、管廊部の他は黒で

もよい。 
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設備名称 機器及び配管名称 

日本塗料

工業会の

色標番号

ﾏﾝｾﾙ記号

（参考）
色名

活字又

は矢印

の色 

摘   要 

ｶﾞｽ、都市ｶﾞｽ、ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞ

ｽ、消化槽発生ｶﾞｽ 
C22-80V 2.5Y8/12 黄 黒 

 

潤滑油、油圧管 C12-50V
2.5YR 

 5/12 
晴橙 白 

 

重油、燃料油配管、 

消火栓用配管 
C05-40X 5R4/14 赤 白 

・消火栓及びﾎｰｽ格納

箱は赤色。 

・消火ﾎﾟﾝﾌﾟは赤色。

次亜塩素酸ソーダ C-17-70X
7.5YR 

 7/14 
黄色 黒 

 

塩化第二鉄、ポリ硫酸第

二鉄 
C12-70T

2.5YR 

7/10 
黄赤 白 

 

各種配管 

  設備 

 

(該当する

ものに適

用する。） 

脱臭ｶﾞｽ C37-80L
7.5GY 

8/6 
草色 白 

 

文字及び 

  矢印 
文字及び矢印 

CN10 

Or 

CN-95 

N-1 

Or 

N-9.5 

黒 

 

白 

 

・使用液体による指定

色にて文字及び方向

矢印を指示すること 

がある。 

その他 
以上の他、特に指示のな

い機器 
C37-60D

7.5GY 

 6/2 

青磁

色 

白 

又は

黒 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．文字・矢印 

及び年度表示  

注）１）本工事に含む電気設備機器・材料（電動機を除く）について 

     は、第４章「電気設備」に準じる。 

     なお、電線管については、監督員との協議による。 

２）ボイラー等でやむを得ず基準によれないものについては、監

督員との協議による。 

３）チェンブロック、可搬式空気圧縮機、除湿機などはメーカー

標準色でもよい。 

 

（１）主要機器には機器名（タンク類は名称及び有効容量）を表示し、

かつ、設置台数が将来の増設分も含めて２台以上のものには機

器番号（号又は№）も必ず記入する。書き方はペンキで、横左

書きを原則とする。また、耐候性のよいものであればカッティ

ングシール等でもよい。ただし、蒸気・温水には使用不可とす

る。 

（２）配管の矢印、口径、及び流体名は監督員の指示する位置に記入

する。記入間隔は、矢印については 20ｍ以下、流体名は 40ｍ以 
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   下を標準とし、同一支持金具に乗る管は同じ位置に記入する。 

（３）上記にかかわらず、分岐箇所、及び合流箇所には、矢印、口径、

流体名を記入し、壁、スラブ貫通箇所等は行き先名（○○から

○○へ）を記入する。 

（４）文字はすべて丸ゴシック体とし、大きさは下表による。ただし、

機器については参考値であるので、監督員と協議のうえ調和の

とれた大きさとする。 

 

矢印の寸法（mm） 管径 

（mm） 

機器の代表

長さ（ｍ）

文字一辺の

長さ（mm） ａ ｂ C 

450A 以上 3 100 150 70 50 

75A ～ 400A 1.5 ～ 3 60 100 40 25 

40A ～ 65A 0.5 ～ 1.5 30 50 20 15 

    

 

（５）既設との取合い部の境界（ﾌﾗﾝｼﾞ部の取合いはﾌﾗﾝｼﾞの外周）は

帯線で着色し、年度、工事名を記入する。なお、年度ごとの色

は下記とする。 

 

年  度 色  名 

平成 １４ 年度 

平成 １５ 年度 

平成 １６ 年度 

平成 １７ 年度 

平成 １８ 年度 

平成 １９ 年度 

赤  色 

緑  色 

橙  色 

灰  色 

桃  色 

山 吹 色 

 

汚 90° 

ｂ

ｃ

ａ 
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７．記入例基本 

 （口径・流体名・ 

  行先） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高架水槽 

有効容量 

 

機
械
用
水
ポ
ン
プ
か
ら 

80A 

80A 

機
械
用
水(

機
械
用
水
ポ
ン
プ
か
ら
高
架
水
槽
へ)

 

機
械
用
水(

高
架
水
槽
へ)

 

80A 

１号
機械用水 
ポンプ 

150A 余剰汚泥（返送汚泥ピットから加圧浮上余剰汚泥ピットへ）

150A 生汚泥（初沈から） １系消化タンクへ

1
0
0
A
 
汚
泥
ポ
ン
プ
へ
 

150A 機械用水（砂ろ過水槽から脱水機へ） 

150A 生汚泥（初沈から脱水機へ） 

150A 処理水（終沈から汚泥濃縮タンクへ） 

(10ｍ３) 

(号又は No) 
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       第７節 電気部分 

 

１．適用基準 

 

 

２．電気設備工事との 

  取合い 

本工事で施工する電気部分の工事はすべて、第４章「電気設備」

による。 

 

（１）機器及び設備の制御用端子は、集合端子箱又は端子箱を設け、

二次側以降の配線を行う。また、端子箱は、設定場所によって

耐水形、安全増形とし、ネームプレートを取り付ける。 

（２）電気設備工事との取合いは、次のパターンを原則とし、枠内の

実線部分は機械設備工事で行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

端子

Ｍ

端子箱

動力

制御

制御盤

端子 

Ｍ 

制御盤

動力

制御

(ａ) (b) 

端子

Ｍ

分電箱

(c) 

動力

制御盤

端子 

Ｍ 

分電箱

(d) 

動力

制御盤 

制御

端子

Ｍ

制御盤

動力

制御

(e) 

端子 

Ｍ 

端子箱

動力

制御

制御盤

(f) 
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３．インバーター 

 

 

（３）電動機及び制御機器等の動力用端子ボックスは、別途電気設備

工事と十分な打合せ調整を行い、ケーブル等の接続を考慮した

大きさのものを設ける。 

（４）主ポンプ、送風機等の電動機の抵抗器と制御器間の配線及び電

動機、抵抗器、制御器の据付は、機械設備工事側で行い、電動

機の一次側及び電動機と制御器間の配線は電気設備工事側で行

うことを原則とする。 

（５）沈砂池機器、床排水ポンプ、水洗い場所等の電装品（端子箱含

む）は、非常時、機器点検等を考慮して、原則として床面から

1.2ｍ以上に取付けるものとする。 

 

（１）インバーターを使用する電動機は、必要に応じてインバーター

用電動機の適応や過負荷保護の対策を考慮し、モーターの枠番

号を最適なものとする。 

（２）機械工事でインバーターを設置する場合は、第４章「電気設備」

「正弦波コンバーター方式インバーター」に準ずること。 

    なお、建築付帯機器等に使用する場合は、監督員の承諾を得

て「汎用インバーター」を一部使用してもよい。 

   インバーターは「高調波制御対策ガイドライン」に適合する機

種を選定し、受電契約の手続きに必要な回路種別、容量等につ

いての資料を監督員に提出すること。 
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       第８節 各種確認・試験・検査等 
 

 

 

 

 

 

 

 

１．現場における完成 

  検査前に実施する 

  各種確認・試験・ 

  調整運転等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．機器類の試運転・ 

  各種試験 

 

 

３．配管類の各種検 

  査・試験 

 

 

 

 

（１）現場据付け作業、配管作業が完了後に各種確認・試験を実施す

るものとする。 

（２）日程及び試験方法については事前に「施工計画書」等において

明らかにしておくこと。特に運転中の処理施設においては、そ

の実施計画を監督員と綿密に打合せを行うこと。 

（３）請負者は、機器の据付け、配管工事が完了後、専門技術者の指

導のもとに機器類の調整、注油、配管部の洗浄及びその他の運

転に必要な諸準備を行い、試運転ができるように設備の調整を

行う。 

（４）据付け現場でなければ性能確認を行うことが困難な機器・プラ

ント（脱水設備、脱臭設備等）の薬品（苛性ソーダ、高分子凝

集剤等）については、性能確認に支障のないよう必要量を納め

る。 

（５）可燃ガスに係る発生ガス系統の置換は、窒素ガスによるものと

する。 

 

機器類は原則として連続運転を行い、温度上昇、騒音、振動、耐

圧、漏洩、工場試験運転時の性能及び各種検査の再確認、作動検査、

各種保護装置の動作試験等その他必要とする試験検査を行う。 

 

（１）槽類に接続する配管接続部は、原則として漏水又は漏気検査を

行う。 

（２）現場にて施工した各種配管の漏洩及び耐圧試験は、次表のとお

りである。なお、２種類以上の用途で使用する場合は、高い方

の基準値を適用すること。 

（３）水圧試験 

ア 主として液体系配管に適用し、所定の水圧により配管接合箇

所の漏水、破損、耐圧等の確認を行う。 

イ 管経路を完全密封し、空気抜きを考慮し、水圧ポンプ（手動

又は電動）にて加圧する。 

ウ 配管に可とう管、伸縮管、ルーズフランジ等が取り付けてあ

る場合は、破損、変形のおそれがあるため、支持、補強を行

うこと。 

 

  

 

第１項 工場検査及び現場検査 
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エ 試験圧力 

 

施 工 配 管 試験圧力 保持 保 持 圧 力 備   考 

給水配管 

(公設水道直結) 

1.715Mpa 

(17.5kgf/㎠)

給水配管 

（上記以外） 

給泥配管 

蒸気配管 

設計圧の 2倍

60 分

圧 力 低 下

0.049Mpa 

(0.5Kgf/㎠) 

試験圧力が 

0.49 Mpa(5kgf/

㎡)に満たない場

合は 0.49 Mpa 以

上とする。 

排水管 
245Pa 

（25 ㎜ H2o）
30 分

漏水なきこ

と 

洗浄配管が接続

してある場合は

その圧力による。

※ 空調冷媒配管の試験圧力は「公共建築工事標準仕様書（機械

設備工事編）」による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．塗膜厚測定検査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）気密試験 

ア 主として気体配管に適用し、所定の気圧により配管接合箇所

の気密を確認する。 

イ 気密試験の場合、圧縮空気であるため、破損事故及び吹出し

事故等による災害が発生するおそれがあるので、事前にボル

ト増し締めの点検を行い、昇圧中は安全に注意し行うこと。 

ウ 配管に可とう管、伸縮管、ルーズフランジ等取り付けてある

場合は、破損、変形のおそれがあるため、支持補強を行うこ

と。 

エ 試験圧力 

施工配管 試験圧力 保持 保持圧力 備  考 

給水配管 設計圧の 0.8 倍 

空気配管 設計圧の 1.2 倍 

給油配管 設計圧の 1.5 倍 

60 分

圧力低下 

0.049Mpa 内 

（0.5kgf/㎠） 

石鹸水等で確認

する。 

 

塗膜厚測定は塗装種別により標準膜厚を測定する。ただし、亜鉛

ﾒｯｷ品は亜鉛ﾒｯｷの膜厚を差し引いたものとする。 

（１）測定器 

   塗膜厚は、次に示す測定器を使用して記録する。 

ア ケット電磁気微膜厚計 

イ サンコウ電磁式微膜厚計 

ウ エルコメータ 

エ インスペクタ 

オ マイクロテスト 

カ ネオダーム 
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５．検査機関による検 

  査を受ける製品 

（２）塗膜厚の測定箇所 

測定箇所は、部材等のエッジ部、溶接ビート等から少なくとも、

50 ㎜以上離すものとする。測定数は、全塗装面積 10 ㎡までは

２箇所（１箇所上下左右４点測定）、10 ㎡を越え 100 ㎡までは

10 ㎡増すごとに２箇所増、100 ㎡を越えると 100 ㎡増すごとに

４箇所増とし、その１箇所当たりの平均値が基準膜厚以上でな

ければならない。ただし、測定した最低値は、標準膜厚の 70％

以上とする。 

 

           塗膜厚測定箇所数の例 

 

塗装面積（㎡） 測 定 箇 所 

      １０      ２ 

      ２０      ４ 

      ５０     １０ 

     １００     ２０ 

     ２００     ２４ 

     ５００     ３６ 

   １,０００     ５６ 

   ２,０００     ９６ 

２，０００を越える   ９６を越える 

 

（１）検査機器による検査、試験を受ける製品は次表のとおりである｡

この製品は表に示した検査機関の検査、試験をうけなければな

らない。 

（２）鋳鉄管においては（社）日本下水道協会規格、JIS 規格以外の

製品と認定工場以外で製作されたものについては（社）日本水

道協会の検査を必要とする。 

区分 製  品  名 検査機関名 

１ 鋳鉄管 （社）日本下水道協会※ 

２ 

制水扉 

弁類（JIS 規格以外で機器に

該当するもの） 

（社）日本水道協会 

注）（社）日本下水道協会認定の工場において製作されたものについて 

は、検査機関による検査を受けたものと同等とみなす。 
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６．官公庁検査 

 

 

 

 

 

７．別途工事での検査 

  等に協力する義務 

 

８．クレーン・モノレ 

  ールホイストの荷 

  重試験 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

官公庁の検査がある場合は、完成検査前に行うことを原則とするが、

別途工事等の都合による場合は別途指示する時期に行う。その際、

請負者は、検査に立会い、不合格品のあった場合及び改善の指示が

あった場合は、無償で取替え、又は指示のとおり施工しなければな

らない。 

 

別途工事の検査等であっても、各槽の水張り試験等本工事に関連

する施設設備については、その検査に協力しなければならない。 

 

クレーン等安全規則により定められたクレーン等については、同

規則により試験を行うものとする。 

 

 

 

各機器及び装置の保証期間内（１年目、２年目）の総点検検査 

項目は、点検表、記録表により実施し、原則として下表を盛り込む 

ものとする。 

 

 

上記検査の結果、異常があるかまたはその疑いがあると本県検査        

員が判断したときは、速やかに精密検査（解放、引上げ、分解等）

を行い報告書を提出し、異常があれば本県検査員と協議のうえ補修

または取り替えを行わなければならない。 

また、２年目の総点検時には各機器及び装置の点検部位について、

点検項目、点検方法、点検周期及び補修費用等のリスト表を作成し、

その内容を本県係員と協議のうえ提出すること。 

大 項 目 中 項 目 小  項  目 

 1.塗 装 はがれ、変色 

 2.漏 れ 水、油、空気、その他 

 3.腐食、磨耗 通常、異常  

 4.ゆ る み ボルト、ナット 

1.外観検査

 

 

 

  5.そ の 他   

 1.振 動  

 2.騒 音  

 3.運 転 状 況 異音､異臭､発熱､油面､蛇行

4.動 作 状 況 動作不良、誤差、その他 

5.軸 受 温 度   

2.運転検査

 

 

 

 

 6.そ の 他  

第２項 保証期間内検査   



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第４章 電 気 設 備 
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第４章 電 気 設 備 
 

       第１節 共通事項 

 

１．規格、基準等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．一般事項 

 

 

 

３．用語の意味 

 本仕様書、特記仕様書及び設計図面のいずれにも記載のない事項は

下記の規格、基準等による。 

（１）電気設備に関する技術基準を定める省令（以下電技） 

 (２) 電気設備技術基準の解釈（以下解釈） 

（３）高圧受電設備規程（日本電気協会） 

（４）日本工業規格（ＪＩＳ） 

（５）電気学会電気規格調査会標準規格（ＪＥＣ） 

（６）日本電機工業会規格（ＪＥＭ） 

（７）日本電線工業会標準規格（ＪＣＳ） 

（８）日本照明器具工業会規格（ＪＩＬ） 

（９）電池工業会規格（ＳＢＡ） 

（10）日本電力ケーブル接続技術協会規格（ＪＣＡＡ） 

（11）日本内燃力発電設備協会規格（ＮＥＧＡ） 

（12）日本計量機器工業連合会規格（ＪＭＩＦ） 

（13）工場電気設備防爆指針（産業安全研究所） 

（14）内線規程（日本電気協会） 

（15）電力会社電気供給約款 

（16）公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（国土交通省） 

（17）公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（国土交通省） 

（18）その他の関係基準 

（19）電気設備施工指針（日本下水道事業団） 

（20）電気設備工事施工管理シート（日本下水道事業団） 

（21）電気設備工事施工管理の手引き（日本下水道事業団） 

（22）総合試運転の手引き（日本下水道事業団） 

 

亜熱帯地域の環境条件〔温度、湿度、熱射、塩害等〕において、 

耐久性に富み、保守点検及び将来の増設、更新を考慮した設備とする

こと。 

 

 本仕様書で用いる主な用語の意味は、ＪＩＳ､ＪＥＣ､ＪＥＭ､ＪＣＳ

ＳＢＡ、電技、解釈等の関係規格、基準で定義する用語の意味に準じ

る。 
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第２節 機 器 

  

         第 1 項 電気機器 

 

 

 

 

１．共通事項 

 

 機器は、特記仕様書、図面及び本章によるほか関連する規格、基準

等に準拠して製作する。 

 

（１）各盤の構造は下記のとおりとする。 

  ア  盤の寸法は、特記仕様書を参照し承諾図において決定する。 

  イ  組み立てた状態において盤の金属部は、相互に電気的に連結し

ていること。 

  ウ  盤の構造は、塵埃、臭気及び湿気等から内部を保護できること。 

エ  屋外形は防雨構造とし、直射日光による盤内温度上昇を考慮し

た構造とする。 

  オ  屋外形の屋根は、正面が高く背面が低い片流れ式とすること。 

  カ  屋外形現場操作盤の監視窓は強化ガラスとし、扉を開けずに盤

内取付の計器、集合表示灯、運転表示ランプ等を確認できるこ

と。 

  キ  扉は把手を備え、その開閉を頻繁に行っても容易に破損するお  

それの無いものとし、原則として、共通キーで施錠する構造と

すること。 

ク  蝶番は、ドアが片下がりしないよう十分な強度を有し、裏蝶番

を使用すること。 

  ケ  盤内収容機器の温度が最高許容温度を超えるおそれがある場

合は、自然(通風口に防虫網等を設置)もしくは強制（吸込口に

フィルタ設置）換気を、清掃が容易に行える箇所に設けること。 

  コ  ケーブル穴カバーは、難燃性で十分な強度をもち、かつケーブ

ルに損傷を与えないものとすること。 

  サ  内部機器の増設予定が明確な盤は、増設が容易な構造とする。 

シ  ケーブル重量が直接端子台にかからないようにケーブルサポ

ートを設けること。なお、作業用電源盤には、引込口側に外部

ケーブル用サポートを設けること。 

  ス 盤の名称銘板及び盤番号銘板は合成樹脂製とし、その取付は原

則としてステンレス製ビス止めとする。屋外盤等温度差がある

場所では、合成樹脂の伸縮を考慮すること。 

  セ  盤の上部つり金具は、原則として据付け後に取外してボルト穴  

はふさぐものとする。 

ソ  扉を開いた状態で内部機器の点検時に、盤面取付機器裏面及び

盤内取付機器の接続端子充電部が露出し、感電のおそれがある

場合及び基板等破損のおそれがある場合（手を伸ばして容易に 



- 93 - 

 

 

  届く範囲、ただし仕切り板より盤内部は除く）は、アクリルカ

バー、機器本体端子カバーキャップ等で感電防止及び破損対策

を施すこと。 

  タ  盤内収納機器は、保守点検が容易にできる配置であること。 

  チ  高圧スイッチギヤ等の盤内に据付ける装置（変圧器、コンデン

サ、リアクトル、ＣＴ等）の主要機器で銘板が見難くなるもの

は、盤内の見やすい箇所に副銘板を設けること。 

  ツ  タイムスイッチ及びタイマー等で、運用上調節が必要な機器は、

操作しやすい位置に設置し、用途名称の添付及び設定値を明記

すること。 

  テ  接地母線接続部は、すずメッキを施し、接続部に接地種別の表

示シールを貼ること。 

  ト  屋外、地下階、管廊等に設置する各盤には、湿気対策として、  

タンブラ又はスナップスイッチ付ヒータもしくはサーモスイ

ッチ付ヒータを設けること。 

  ナ  端子台は、ケーブル接続時の端末処理及び整線が適切に行える  

取付位置とすること。また、端子台に接続する圧着端子は、原

則として丸形端子を使用する。 

  ニ  制御回路の配線は下記による。 

(ｱ)制御回路に用いる電線は、原則として 1.25 ㎟より線（JIS C  

3307 又は JIS C 3316）以上を使用し、かつ、可動部の渡り線

は、可とう性のあるものとすること。なお、計器用変成器の２

次回路に用いる電線の断面積は原則として２㎟以上の電線を

使用する。ただし、電子回路等において電流容量・電圧降下な

どに支障がない場合は、これらを満足する電線とすることがで

きる。 

(ｲ)配電盤の裏面配線は、束配線又はダクト配線方式のいずれかと

し、同一の目的に使用する複数の配電盤には、原則として同種

の配線方式を適用すること。 

(ｳ)配線の固定部は､金属部分が配線を直接押圧しない構造とする。 

(ｴ)配線の端子部には、原則として丸形圧着端子を使用し、端子圧

着部とリード導体露出部には絶縁被覆をかぶせること。 

(ｵ)盤内配線と外部又は盤相互間の接続は端子記号を記入した端

子台にて行うこと。 

(ｶ)配線の分岐は必ず端子部（器具付属の端子を含む）で行い、端

子１ケ所で２分岐以下とする。 

(ｷ)配線の端子接続部分は、配線記号を付したマークバンド又はチ    

ューブを取付けること。なお、マークバンドは容易に脱落しな

い構造であること。 
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 (ｸ)電線被覆の色別は下記のとおりとする。 

    一 般 ： 黄 

    接地線 ： 緑 

    ただし、電子回路等におけるものはこの限りでない。 

ヌ．扉把手ツメ及びロッド当り面のフレーム側にＳＵＳ板等当板取

付けること。 

（２）機器には、電路の短絡、地絡、過負荷等の保護を行うための保

護装置を必要なところに設け、その保護装置と電路の間は適切

な保護協調をとらなければならない。 

（３）変流器は、負荷（定格）電流に対する余裕、過電流強度等を考

慮し適正な容量とすること。 

（４）コントロールセンタ、動力制御盤等の個別制御電源用変圧器及

び共通制御電源用変圧器には、短絡、過電流等の保護を行うた

めの保護装置を必要なところに設けなければならない。 

ア  個別制御電源用変圧器の保護 

(ｱ)一次側には、短絡保護のためのヒューズ等を原則として非接地

極側に設けること。 

(ｲ)二次側には、短絡及び過電流保護のためのサーキットプロテク

タ等を原則として非接地極側に設けること。 

(ｳ)二次側のサーキットプロテクタ等は、トリップ接点付きとし   

主回路配線用遮断器のトリップ接点と並列にして外部へ警報

出力すること。 

(ｴ)換気扇等の動力負荷は、接続してはならない。ただし、盤内   

換気扇等でサーキットプロテクタ等により、制御回路から分岐   

されている場合はこの限りではない。 

イ 共通制御電源用変圧器の保護 

(ｱ)一次側には、短絡保護のための配線用遮断器を設けること。 

(ｲ)二次側には、短絡及び過電流保護のための配線用遮断器または

サーキットプロテクタ等を設けること。 

(ｳ)配線用遮断器またはサーキットプロテクタ等は、トリップ接点

付きとし外部へ警報出力すること。 

（５）監視制御装置からの操作応答時間は、アンサーを含めて運転操

作の迅速性が確保される時間（１秒程度）とする。また、表示

応答時間（次の画面へ表示を開始するまでの時間）は、１秒程

度とする。ただし、既設を流用する場合、又はゲートウエイ等

を経由するものは除くものとする。 

（６）コントローラには、メモリー保護用のバックアップ電池を設け

ること。 

（７）蓄電池（コントローラ、24 時間タイムスイッチ等のバックアッ 
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 プ用電池を含む。）には､交換推奨時期を示すステッカー等を見

やすい場所に貼ること。 

（８）付属器具は下記によること。 

ア 制御用スイッチ 

(ｱ)制御用スイッチは、捻回形及びボタン形とし、把手の形状   

及び操作の規定は JEM-1137、JIS C 8201-5-1 を原則とする。 

(ｲ)捻回形スイッチの可動接点は、耐摩耗性、耐アーク性のある誘

導率が良好な金属を使用し、接触圧力に経年変化を生じない他

力接触式（スプリングは耐錆性）のものであること。 

(ｳ)非常停止ボタンは引操作とし、「引いて停止」の銘板等（文字   

は赤色とする）を設けること。ただし、搭載型発電装置、監視

盤等は除く。 

イ 試験用端子 

(ｱ)高圧計器用変圧器及び変流器の二次回路に設けるものとし、そ

の回路名を記入した銘板を付けること。 

(ｲ)引出形試験用端子 

    接続プラグの着脱操作を行うことにより、外部回路との結合分

離が簡単に全端子一括して行えるものとし、試験用プラグを付

属させること。 

(ｳ)締付形試験用端子 

    変流器二次回路用は２重形、計器用変圧器二次回路用は１重   

形とし、２重形のものには短絡片を付属させること。 

ウ 端子台 

(ｱ)JIS C 2811 によるものとし、各端子間には隔壁を設けること

を原則とする。なお、制御用端子台は予備として全端子数の

10％以上の空端子を設けること。 

(ｲ)端子台には、着脱可能な難燃性透明カバーを設けること。 

エ ヒューズ 

    JIS C 8314、JIS C 8319 及び JEM-1293 による。 

    なお、低圧用筒形ヒューズには、原則として難燃性透明カバー 

を設けること。 

オ 電磁接触器 

    電磁接触器の耐久性は次に示す性能以上とする。（JEM-1038） 

     開閉頻度      １号（1200 回/時以上） 

     機械的開閉耐久性  １種（500 万回以上） 

     電気的開閉耐久性  １種（50 万回以上） 

カ 表示灯、信号灯 

(ｱ)盤面表示灯等は、ＬＥＤランプとする。 

(ｲ)ランプが容易に交換できる構造とする。 
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２．塗   装 

(ｳ)集合表示灯は、ランプチェックができること。 

(ｴ)グローブの形式は、丸形又は角形とし、変色し難いアクリル   

樹脂又は硝子とすること。 

キ 表示器 

(ｱ)照光式故障表示器 

    表面は、アクリル樹脂又は硝子板を使用し、シーケンス動作や

保護継電器などの動作表示を記号又は文字で表示する。また、

字体は、丸ゴシック体で彫刻又は写真印刷等とし、文字板の後

ろから照光表示すること。 

(ｲ)ターゲット式故障表示器 

    故障時にターゲットをもって表示するものとし、動作コイル   

表示板、復帰ボタンなどにより構成されること。 

 

（１）盤の塗装は屋内盤についてはメラミン樹脂の半つや仕上げとす

る。屋外および環境条件の悪い場所に設置する盤の塗装は、盤

内外面共ポリウレタン樹脂又はエポキシ樹脂仕上げとする。 

（２）屋内盤のハンドル把手は、ポリウレタンクリアラッカー塗装 

または樹脂コーティング仕上げとし、屋外盤は、エポキシ樹脂

塗装とする。 

（３）フレームその他の鉄部分はボンデライズ、パーカーライズなど

十分な下地処理を行ったうえ、下塗り（１回）、仕上塗り（１回）

を施すこと。ただし、焼付塗装以外の方法による場合は、外面

に露出する部分には、上記のうち仕上塗りを２回とし、内１回

は、現地組立据付後行うことができる。 

（４）塗装は、特に指定するもののほかは下記とする。 

 

 

対   象 

日本塗料 

工業会の 

色標番号 

ﾏﾝｾﾙ記号 

（参考） 
塗 装 膜 厚 

屋 内 機 器 外 面 C25-70B 5Ｙ7/1 60 μm 以上 

屋 外 機 器 外 面 〃 〃 80 μm 以上 

配 電 盤 内 面 〃 〃   40 μm 以上 

取 付 計 器 類 わ く CN-15 Ｎ1.5 メーカー標準 

スイッチのハンドル類 〃 〃 〃 

非 常 停 止 用 C07-40X 7.5Ｒ 4/14 〃 

そ の 他 メ ー カ ー 標 準 
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３．付属品・予備品 

 

 

 

 

 

 

（１）各機器の付属品は、設計図書に記載されているもののほか、運

転上及び保守上必要とするものは具備すること。 

（２）付属品は、長期間の保存に適するよう厳重に包装し、付属品リ

ストには、内容品の種類及び数量を注記するほか、保管上の注

意事項を明記すること。 

（３）予備品は、１年分を具備すること。 

（４）各設備ごとに整理箱に収納すること。 
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         第 2 項 受変電設備機器 

 

１．共通事項 （１）定格及び取付機器詳細は特記仕様書による。 

（２）制御電源は特記仕様書による。 

（３）制御方式は特記仕様書による。 

（４）主回路導体の配置・色別は下記による。 

 

電気方式 左右、上下、遠近の別 赤 白 青 黒 

     左右の場合左から     

三相回路 上下の場合上から 第１相 第２相 第３相 中性相 

 遠近の場合近い方から     

 

 電気方式 左右、上下、遠近の別 赤 黒 青 

 左右の場合左から    

単相回路 上下の場合上から 第１相 中性相 第２相 

 遠近の場合近い方から    

 

電気方式 左右、上下、遠近の別 赤 青 

 左右の場合右から   

直流回路 上下の場合上から 正極 負極 

 遠近の場合近い方か

ら 

  

 

 【備考】   (ｱ) 左右・遠近の色別は、正面から見た状態とする。 

          (ｲ) 分岐回路の色別は、分岐前の色別とする。 
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２.金属閉鎖形 

スイッチギヤ 

（7.2kV 以下） 

（１）準拠規格 

   JEM-1425 

（２）形式及び保護等級 

   特記仕様書に定めのあるものを除き下記による。 

保 護等級 
種    別 形  式 

閉鎖箱 仕切板 

高圧引込盤 CX IP２X － 

遮断器収納盤、受電盤、 

母線連絡盤、き電盤 

MW 又は PW IP２X IP２X 

受電補助盤 MW 又は PW IP２X IP２X 

断路器盤 CX IP２X － 

変圧器盤 CY IP２X － 

 

（３）構 造 

ア 盤の各部の鋼板厚さは次表以上とし、必要に応じ折り曲げ又は

プレスリブ加工あるいは鋼材をもって補強する。 

    ただし、段積み構造の扉は、鉄板の厚さを 2.3 ㎜以上とする。 

構   成   部 鉄板の厚さ（㎜）

側    面    板  2.3 以 上 

底         板 1.6 〃 

屋    根    板 2.3 〃 

天    井    板 1.6 〃 

仕    切    板 1.6 〃 

扉 3.2 〃 

遮蔽板（見とおしのきく鉄網など） 1.6 〃 

イ 盤の前面及び背面は、扉式を原則とする。なお、扉は共通キー 

によって施錠できること。 

ウ 盤には、盤内照明灯を前背面に取付け照明灯用ドアスイッチで

点灯させること。なお、屋外盤には、点検用コンセント（AC100V）

を適宜設けること。 

エ 母線は、銅帯を使用し塗装又はすずメッキ等の防錆処理を行う

こと。ただし、接続部は、すずメッキ接触式とすること。 
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３．低圧金属閉鎖型 

スイッチギヤ及び 

コントロールギヤ 

（４）付属品 

     絶縁ゴムマット（厚み 6㎜以上）屋内高圧盤の前背面 

     リフター       １ 台（電気室ごと） 

     脚立         １ 台（電気室ごと） 

     ランプ   取付数の 100％（ただし LED で着脱可能な場合 

                    は各種１個） 

     ヒューズ    〃  100％ 

     グローブ    〃   10％ 

     換気フィルタ  〃  100％ 

 

（１）準拠規格 

   JEM－1265、JEM－1460 

（２）形 式 

   図面又は特記仕様書によるほか、気中遮断器盤は、JEM－1265 

FW とし、配線用遮断器盤は CX とすること。 

（３）構 造 

ア 保護構造 

    図面又は特記仕様書による。 

イ その他必要事項は第 2節第 2項 2､(3)構造による。 

（４）定 格         特記仕様書による。 

（５）制御電源           〃 

（６）制御方式           〃 

（７）数量および取付器具詳     〃 

（８）付属品            〃 

   第 2 節第 2 項 2､(4)付属品に準じる。ただし、絶縁ゴムマット

は除く。 
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４．変 圧 器 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．高圧交流負荷 

開閉器、断路器 

及び遮断器 

乾式変圧器・モールド式変圧器 

   規  格      JEC－2200、JEM－1310、JIS C 4306 

   形  式      特記仕様書による。 

   効  率      高効率形とする。 

％インピーダンス電圧   〃 

   冷却方式      原則として自冷式とする。 

   相  数      特記仕様書による。 

   容  量         〃 

   定  格      連 続 

   定格電圧      特記仕様書による。 

   結  線         〃 

   銘  板      一 式 

   付属装置 

    ダイヤル温度計（警報接点付）  一 式 

    電圧タップ切換端子        〃 

    接地端子             〃 

 

（１）柱上気中負荷開閉器（PAS） 

   規  格      JIS C 4605 

   形  式      特記仕様書による。 

   定格電圧      7.2kV 

   定格電流      特記仕様書による。 

定格短時間耐電流  12.5 kA 

保護装置      特記仕様書による。 

（２）断路器 

   規  格      JIS C 4606 

   形  式      特記仕様書による。 

   定格電圧      7.2kV 

定格電流      特記仕様書による。 

定格短時間耐電流  12.5kA 

操作方式      フック棒操作 

絶縁階級      ６号Ａ 

銘  板      一 式 
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付属装置 

   手動操作器        一 式 

断路器誤操作防止装置    〃 

ア 電動操作方式の断路器は、遮断器と電気的にインターロックす  

ること。 

イ フック棒操作方式の断路器（ピラーディスコンを含む。以下こ

の項同じ）又は、遮断器とインタロックされていない手動リン

ク操作方式、並びにハンドル手動操作方式の断路器を設置する

場合は、次の誤操作防止装置を設けること。 

    遮断器の開閉状態を電気的あるいは機械的に表示する装置を

設け、「遮断器開状態以外は断路器の操作を禁止する。」旨の注

意銘板を取付ける。 

ウ フック棒は、JIS C 4510「断路器操作用フック棒」による。 

（３）遮断器（ガス、真空） 

   規  格     JEC－2300 

   形  式     特記仕様書による。 

   定格電圧     7.2kV 

 定格電流     特記仕様書による。 

   定格遮断電流      〃 

   定格遮断時間   ５サイクル以下 

   絶縁階級     特記仕様書による。 

   標準動作責務   Ａ号 O－（１分）－CO－（３分）－CO 

   制御・制御電圧  特記仕様書による。 

   操作方式     特記仕様書による。 

銘  板     一 式 

付属装置 

    開閉表示器   一 式 

    補助スイッチ   〃 

    手動引外装置   〃 

    動作計数計    〃 

    接地端子     〃 

（４）高圧交流負荷開閉器（LBS） 

ア 本  体 

    規  格     JIS C 4605 

    形  式     特記仕様書による。 

    極  数      〃 
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定格電圧     7.2kV 

    定格電流     特記仕様書による。 

    制御・操作電圧   〃 

    操作方式      〃 

    定格遮断電流    〃 

    定格投入電流    〃 

    銘  板     一 式 

    付属装置 

     開閉表示器   一 式 

イ 高圧限流ヒューズ 

    規  格     JIS C 4604、JEC－2330 

    定格電圧     7.2kV 

    絶縁階級     ６号Ａ 

（５）気中遮断器 

   規  格     JIS C 8372 

   形  式     特記仕様書による。 

   極  数      〃 

   定格電圧      〃 

   定格電流      〃 

   操作方式      〃 

   制御・操作電圧   〃 

   定格遮断電流    〃 

   定格投入電流    〃 

   銘  板     一 式 

   付属装置 

    開閉表示器   一 式 

    動作回数計    〃 

    手動引外装置   〃 

    接地端子     〃 

（６）配線用遮断器 

ア 規  格    JIS C 8370 

イ 短絡容量は、設置箇所に対して十分なる遮断容量を有するもの

であること。 

ウ 過負荷電流に対しては、必要なる限時特性を有するとともに、

短絡電流に対して速やかに遮断することができるものである

こと。 

エ 補助接点、警報接点   特記仕様書による。 

オ 定格電圧           〃 

カ 定格電流           〃 
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６．高圧避雷器 

 

 

 

 

 

 

 

７．計器用変成器 

（７）漏電遮断器 

ア 規  格    JIS C 8371 

イ 短絡容量は、設置箇所に対して十分なる遮断容量を有するもの

であること。 

ウ 過負荷電流に対しては、必要なる限時特性を有するとともに、

短絡電流及び漏電電流に対して速やかに遮断することができ

るものであること。 

エ 補助接点、警報接点    特記仕様書による。 

オ 定格電圧            〃 

カ 定格電流            〃 

キ 漏電電流            〃 

 

   規  格          JEC－203、217、JIS C 4608 

   形  式          酸化亜鉛形 

   定格電圧（許容端子電圧）  特記仕様書による。 

公称放電電流           〃 

銘  板          一 式 

   付属装置  接地端子    一 式 

       充電部の保護カバー（盤収納のものは除く） 

 

（１）計器用変圧器（高圧用） 

   規  格  JEC－1201、JIS C 1731－2 

   形  式  エポキシモールド 

   定格電圧  図面又は特記仕様書による。 

   相  数       〃 

   定格負担       〃 （高圧用は当該回路に必要な容量） 

   確度階級  １P 級（一般保護継電器用） 

   銘  板            一 式 

   付属装置  一次保護ヒューズ  一 式 

（２）接地型計器用変圧器（高圧用） 

   規  格  JEC－1201、JIS C 1731－2 

   形  式  エポキシモールド 

定格電圧  一次 6,600V 二次 110V  

190 110 
三次 

√３ 
V 又は 

√３ 
V 
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８．電 力 用  

  コンデンサ 

 

相  数  三 相 

定格負担  当該回路に必要な容量 

確度階級  二次 １P級（一般）、三次 ５G級（地絡） 

絶縁階級  ６号Ａ 

銘  板  一 式 

（３）変流器（高圧用・低圧用） 

   規  格  JEC－1201、JIS C 1731－1 

   形  式  屋内用モールド形（エポキシモールド以上） 

   最高電圧  特記仕様書による。 

   定格電流     〃 

   定格負担  当該回路に必要な容量 

   確度階級  １P 級（保護用） 

          1.0 級以上（計器用） 

過電流強度 当該回路の短路電流に対して、機械的及び熱的に 

十分耐えうる値以上とする。 

銘  板  一 式 

（４）高圧受電用地絡方向継電装置 

   規  格  JIS C 4609 

ア 零相基準入力装置 

    形  式  がいし形 

    定格電圧  6.6kV 

イ 零相変流器 

    形  式  ケーブル貫通形 

    最高電圧  6.9kV 

ウ 継 電 器 

    形  式  固定形 

 

（１）高圧進相コンデンサ 

   規  格  JIS C 4902 

   形  式  屋内密封式単体形又は集合形とする。 

   回路電圧  6.6kV 

   絶縁強度  22/60kV（商用周波/雷インパルス） 

   銘  板  一 式 

付属装置  放電装置     一 式 

         故障検出装置   一 式 

         接地端子      〃
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９．電 気 計 器 

 

（２）低圧進相コンデンサ 

   規  格  JIS C 4901 

   形  式  単体形又は集合形 

   定格電圧  図面による 

   相  数  三 相 

   定格容量  特記仕様書による。 

   付属装置  放電抵抗器    一 式 

（３）高圧用直列リアクトル 

   規  格  JIS C 4902、JEC－2210 

   形  式  乾 式 

   回路電圧  6.6kV 

     容  量  図面又は特記仕様書による。 

   絶縁強度  22/60kV （商用周波/雷ｲﾝﾊﾟﾙｽ） 

   銘  板  一 式 

   付属装置  故障検出装置     一 式 

（４）低圧用直列リアクトル 

   準用規格  JIS C 4902 

   形  式  乾 式 

   回路電圧  200Ｖ又は 400Ｖ級 

   相  数  三 相 

容  量  特記仕様書による。 

付属装置  温度警報接点   一 式 

 

（１）指示計器 

ア 共通事項 

    規  格  JIS C 1102-1～9、1103 

形  式  80 ㎜角 広角度 埋込形 ただし、コントロールセ 

           ンタ用は配電盤用角形とする。 

定格電圧  150Ｖ、300Ｖ、600Ｖ（電圧回路） 

    定格電流  ５Ａ・１Ａ（電流回路） 

計 器 面  文字板の数字は４桁を超えてはならない。 

    付属装置  予備目盛板（二重定格変流器用のみ）  一 式 

          外付抵抗器               〃 
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10．継  電  器 

 

イ 交流電圧計   公称電圧の 150％までとする。 

ウ 交流電流計    交流器一次定格値を原則とし、定格赤指針を付    

けるものとする。ただし、延長目盛を必要とす

る場合は延長目盛部分の目盛画線を赤とする。 

エ 電 力 計   計器用変圧器変成比×変流器変成比又は 10 の

ベキ乗倍とする。 

オ 無効電力計   電力計に準ずる。 

カ 力 率 計  目盛は０～１～０又は 0.5～１～0.5 とし遅相の 

 場合を右振れとする。 

キ 周波数計  指針形とし 0.5 級又は 1.0 級とする。 

ク 周波数計、位相計、力率計及び無効率計を除く指示計器の階級

は 1.5 級とする。 

ケ 位相計、力率計及び無効率計の許容差は位相角において±５％

（90°電気角において）とする。 

（２）電力量計 

   規  格  JIS C 1210、1211、1216、1263、 

   形  式  角形、埋込取付配電盤用 

   定格電圧  110Ｖ（ＶＴ２次接続の場合） 

   定格電流  ５Ａ （ＶＴ２次接続の場合） 

計量装置  デジタル電子表示形又は現字形５桁とする。 

   乗  率  回路の変成比に適合すること。 

   発信装置  図面による。 

 

（１）保護継電器 

   引出形、埋込取付、裏面配線接続を原則とする。 

ア 電流継電器 

    規  格  JIS C 4601、4602、JEC－2500、2510、2511 

形  式  静止形又は引出形（静止形は固定形とすることが 

 できる。）動作表示器付 

    定格電流  ５Ａ又は１Ａ 

イ 電圧継電電器 

    準拠規格  JEC－2500、2511 

形  式  静止形又は引出形 

 （静止形は固定形とすることができる。） 

 動作表示器付 

定格電圧  110Ｖ又は 190Ｖ 
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ウ 高圧受電用地路方向継電装置 

  規  格      JIS C 4609 

   零相基準入力装置  がいし形 

   定格電圧      6.6kV 

   零相変流器     ケーブル貫通形 

   最高電圧      6.9kV 

   継 電 器      固定形 

（２）補助継電器 

   準用規格      JIS C 4530（動作表示器付） 

             ただし、高負荷用、タイマー、ラッチリ 

    レー等特殊な継電器は除く。 

（３）複合保護継電装置 

   規  格  JIS C 4602、JEC－2500、JEC－2510、2511 

   形  式  静止形（固定式） 

   保護要素  特記仕様書による。 

   相  数  三相、単相 

   定格電圧  110Ｖ又は 190Ｖ 

   定格電流  １Ａ又は５Ａ 

（計測、制御装置を複合化してもよい。） 
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           第 3 項 自家発電設備機器 

 

１．一般事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．形 式 

 

 

（１）本設備機器は、常用電源停電時に下水処理施設の運転を継続す

るため、所要電力を確保するもので、直ちに負荷を投入しても

支障のないものであり、連続定格運転は 12 時間以上、又は特記

仕様書による時間とする。 

（２）（社）日本内燃力発電設備協会の合格証（金色）付とすること。 

（３）原動機の定格・性能を規定する標準的な使用条件は下記のとお

りとする。 

 ア．周囲温度は、５℃～40℃とする。 

 イ．周囲湿度は、40～85％RH（搭載形は 40～80％RH）とする。 

 ウ．高度は標高 300ｍ（ガスタービンは 150ｍ）以下とする。 

 エ．敷地境界での騒音規制値は、特記仕様書による。 

 

（１）原則として原動機はガスタービン又は、空冷ディーゼルとし、

構造は防音パッケージ形とする。 

（２）原動機の冷却方式は空冷式、搭載型ラジエータ式等、別途冷却

水系統の設置を要しない方式とする。 

（３）準拠規格  JIS C 4034-1、4034-5、4034-6、JEC-2130、 

         JEM-1354 
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第 4 項 直流電源設備機器 

 

１．直流電源装置 

 （整流器盤及び 

蓄電池） 

 

（１）一般事項 

   消防用負荷設備のある場合は消防法施行規則に基づき蓄電池

設備認定委員会、非常用電源合格証付とする。 

（２）整流器盤 

ア 一般仕様 

(ｱ)盤の構造は、第 2節第 2項 2､(3)構造に準じる。 

    消防用負荷回路の電源被覆色は灰色とする。 

  (ｲ)蓄電池の浮動充電を行えること。 

 (ｳ)地絡事故検出回路を設けること。 

(ｴ)自動負荷補償装置の容量は、図面による。 

(ｵ)盤に装備する機器の仕様は、第 2節第 2項 5～10 の該当する 

機器の仕様による。 

(ｶ)搭載形発電装置の始動及び制御用、OA 機器用等のパッケー 

ジ化された機器は除く。 

    (ｷ)蓄電池電圧低下時は出力を停止すること。 

イ 整流装置 

    規    格  JIS C 4402 

    整 流 方 式   ＩＧＢＴ方式、サイリスタ方式 

    冷 却 方 式   原則として強制空冷 

    定    格  連続 

    交流入力定格  特記仕様書による。 

    相    数  三相 

    電    圧  200V 又は 400V 

    直流出力定格  特記仕様書による。 

       浮 動 側  １セル当たりの浮動電圧×セル数 

            出力電圧調整範囲 ：±３％ 

    定 格 電 流  特記仕様書による。 

ウ 配線用遮断器は原則として警報接点付とする。 

エ 補助トランス、チョークコイル等は A種絶縁以上とする。 

オ 付属品 

      ランプ     取付数の 100％（ただし LED 着脱可能な 

                   場合は各種１個） 

ヒューズ    取付数の 100％ 

      フィルタ    取付数の 100％ 
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２．インバータ 

 

 

（３）蓄電池 

ア 規  格  JIS C 8704-2 

イ 一般仕様 

(ｱ)蓄電池盤を別途設ける場合は、第 2節第 2項 2､(3)構造に準

じる。 

    また、盤に装備する機器の仕様は、第 2節第 2項 5～10 の該

当する機器の仕様による。 

(ｲ)蓄電池は、据置鉛蓄電池制御弁方式（MSE 長寿命形）とし、

単電池を数個組み合わせて組電池を盤内に据付けること。 

(ｳ)蓄電池の設置については、耐震対策として電槽の底部と電槽 

架台間にゴムパッキン等を挿入すること。 

(ｴ)各電池端子連絡バーは絶縁被覆を施すこと。 

(ｵ)蓄電池には温度検出装置を設けること。 

ウ 定  格 

     容  量   特記仕様書による。 

     電  圧      〃 

     セ ル 数      〃 

  エ  付 属 品 

     直流電圧計（デジタル）         一 式 

     端子締付工具（鉄製）           〃 

     ランプ   取付数の 100％（ただし LED で着脱可能な 

        場合は各種１個） 

（１）準拠規格  JEC－2440 

（２）一般仕様 

ア インバータ盤を設ける場合は、第２節２項２.(3)構造に準じ

る。また、盤に装備する機器の仕様は、第２節２項 5～10

の該当する機器の仕様による。 

イ 切換方式は商用同期無瞬断方式とする。 

ウ 出力基準電圧±３％以内の任意の電圧に設定ができること。 

エ 全負荷から無負荷までの一定負荷において、出力電圧の変動 

は出力基準電圧の±３％以内であること。 

オ 定格の負荷 20％急変又は定格負荷において、入力電圧の急

変（±10％）に対して過渡変動率は±10％以内で整定時間

0.5 秒以内であること。 

カ オートリトランスファ機能を有すること。 

キ 定  格 

    定 格 出 力    特記仕様書による。 

出 力 周 波 数  入出力の全変化に対して周波数変動幅

は±２Hz 以内 
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３．無停電電源装置 

 

   出力電圧波形ひずみ率  10％以下 

     （直線性負荷定格電力出力時） 

   効     率    負荷力率 90％で定格出力時において

80％以上（ただし、５kVA 未満の場合は

この限りでない。） 

   過負荷電流定格   定格負荷の 120％１分以上又は 110％５

分以上耐えること。 

   騒     音   機器から１ｍ離れた点で 75dB(A)以下 

 

（３）その他詳細は、特記仕様書による。 

 

（１）装置は整流器、蓄電池、インバータ等から構成される。 

（２）盤の構造は、第２節第２項２.(3)構造に準じる。 

   また、盤に装備する機器の仕様は、第２節第２項 5～10 の該

当する機器の仕様による。 

（３）整流器及び蓄電池は、第２節第４項１直流電源装置に準じ、

インバータは、第２節第４項２に準じる。 

（４）停電補償時間は、10 分とする。 

（５）定  格 

(ｱ)交流入力 

電 気 方 式   特記仕様書による。 

定 格 電 圧     〃 

電圧変動許容範囲  定格電圧の±10％ 

定 格 周 波 数    60 ㎐ 

周波数変動許容範囲 定格周波数の±５％ 

(ｲ)直流入力 

基 準 電 圧   製造者の標準仕様による。 

電圧変動許容範囲       〃 

(ｳ)交流出力 

  定 格 出 力   特記仕様書による。 

  定 格 の 種 類    100％連続 

  定 格 電 圧   100Ｖ 

  電圧調整範囲    定格入力時無負荷電圧の±３％ 

  電 気 方 式   単相２線式 

  定 格 周 波 数    60 ㎐ 
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４．汎用ＵＰＳ 

 

 

 

 

   電 圧 精 度   定常偏差 定格電圧の±２％以内 

            過渡偏差 定格電圧の±10％以内 

              停電・復電時、 

              負荷急変時（60％→80％→60％） 

              整定時間 0.1 秒内 

 周 波 数 精 度     定格周波数の±0.5％以内 

    波形ひずみ率    ５％以下（直線性負荷時） 

(ｴ)騒  音       機器から 1ｍ離れた点で 75dB(A)以下 

（６）付属品 

        直流電圧計     

    ランプ      取付数の 100％（ただし LED で着脱可 

   能な場合は各種１個） 

 

（１）汎用ＵＰＳの仕様は、メーカー標準品とする。ただし、下記

の仕様を満足すること。 

（２）蓄電池は小形制御弁式鉛蓄電池（長寿命形）とする。 

（３）停電補償時間は 10 分とする。 

（４）定格出力は、図面による。 

（５）給電方式は、常時インバータ同期無瞬断切換方式とする。 

（６）外部への故障出力接点（ＵＰＳ故障、交流入力断、バッテリ

ー電圧低下を含み、まとめて一括接点）を設ける。 
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第 5 項 運転操作設備機器 

 

１．高圧コンビネー 

ションスタータ 

 

 

（１）一般事項  

電圧６kV の電路に接続し、変圧器、コンデンサ、電動機、その

他の機器の制御、保護、計測等を目的とするもので、高圧交流

電磁接触器と高圧限流ヒューズ及び監視制御機器などが組込ま

れたものである。 

（２）規  格  ＪＥＭ－1225       適用級別ＡＣ４ 

         適用負荷の出力容量(kW)   特記仕様書による。 

        定格フレーム電流           〃           

（３）構  造 

ア 高圧交流電磁接触器と高圧限流ヒューズを１対１に対応させ

て組合せ、高圧交流電磁接触器には負荷の開閉及び過負荷保護

を、高圧限流ヒューズには短絡保護を行わせる。 

イ 盤の構造は、第 2節第 2項 2､(3)構造に準じる。 

    また、盤に装備する機器の仕様は、第 2 節第 2 項 5～8 の該当

する機器の仕様による。 

（４）主要機器 

ア 高圧交流電磁接触器 

    規   格  JEM－1167 

    定格使用電圧  6.6kV  

    開 閉 容量  特記仕様書による。 

    開 閉 頻度  ２号(600 回/時)・ラッチ式は３号(300 回/時) 

    電 気 寿 命  真空式２種(25 万回)、気中式３種(10 万回)、 

  ラッチ式４種(５万回) 

    仕様の種類  連 続 

イ 高圧限流ヒューズ 

    規   格  JIS C 4604、JEC－2330 

    定 格 電圧  7.2kV 

    絶 縁 階級  ６号Ａ 

（５）付属品 

     リフター         一 台（電気室ごと） 

     脚立           一 台（電気室ごと） 

     フック棒（必要に応じて） 一 式 

     絶縁ゴムマット      一 式 

     パワーヒューズ      取付数の 100％ 
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２．コントロール 

センタ 

ランプ     取付数の 100％ 

                  （ただし LED で着脱可能な場合は各種１個） 

     グローブ    取付数の 10％ 

     標準付属品（工具等）   一 式 

 

（１）一般事項 

ア 電動機等の負荷開閉及び、保護を目的とし、それらの主回路機

器、制御機器を内蔵したユニットとする。 

イ 機能ユニットは、使用用途により電動機用機能ユニット及び電

源用機能ユニットとする。 

（２）規  格  JEM－1195 

（３）構  造 

ア 金属外箱は鋼板を使用し、主要構造材料は収納機器の重量、作

動による衝撃などに十分耐える強度を有すること。 

  なお、板厚は原則として下記による。 

 

構 成 部 鋼板の厚さ（㎜） 

側 面 板 2.3 以上 

底 板 1.6 〃 

天 井 板 1.6 〃 

扉  1.6 〃 

仕 切 板 1.6 〃 

 

イ コントロールセンタは、両面形とし、機能ユニットの組合せ等

は、特記仕様書によるものとする。 

ウ 外部接続は、特記仕様書に定めのあるものを除き負荷接続、制

御接続の端子台を一括集合した端子室で行う方式（Ｃ－Ｃ方

式）とする。 

エ コントロールセンタに収納する共通制御電源変圧器、進相用コ

ンデンサ、ショック継電器のＣＴ等を収める場合充電部に感電

防止措置を施すこと。 

オ 機能ユニットの短絡保護は、遮断器を設けるものとする。 
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カ 機能ユニットごとに装置を収納し、主回路は負荷側・電源側と

もに、自動連結構造とする。制御回路には挿入形接続栓（手動

でも可）を設けること。 

キ 機能ユニットの扉表面から、遮断器又は開閉器が操作でき、機

能ユニットの扉は閉路状態では開けない機械的インターロッ

クを設けること。 

ク 扉表面から継電器を復帰できる操作部を設けること。 

ケ 機能ユニットの制御電源は、個別電源方式とする。 

コ 機能ユニットに取付ける扉の支持金物は、内蝶番とし、扉部の

支持は重量及び監視制御用品を含め、かつ、外部からの衝動、

開閉にも十分耐えるよう強固な支持構造とする。 

サ 母  線 

(ｱ)母線及び接続  導体は、原則として銅帯を使用する。また、規

定条件で定格電流及び定格短時間電流を流しても十分な容量、

強度を有すること。 

(ｲ)母線は、主幹 母線・分岐母線・接地母線とし、母線の絶縁保

護を必要とする場合は、特定接続部分を除いて絶縁チューブを

被覆させるか、金属カバー又は絶縁カバーを有効に用いて保護

すること。 

(ｳ)水平母線      特記仕様書による。 

(ｴ)垂直母線         〃 

(ｵ)定格短時間耐電流     〃 

シ 配  線 

   絶縁電線サイズは、下記によること。 

(ｱ)主 回 路  3.5 ㎟以上 

(ｲ)制御回路  1.25 ㎟以上（ユニット内及び短小区間は除く） 

ス 銘板は下記によること。 

(ｱ)グループ単位ごとに名称銘板を取付けること。 

(ｲ)機能ユニットごとの前面には、段数番号・列番号・設備名称等

を記入した記号銘板を取付けること。ただし、材質は、製作者

標準とする。 

セ 主要機器は下記によること。 

(ｱ)配線用遮断器 

  適合規格   JIS C 8370 

定  格   電圧、電流、極数、遮断電流は特記仕様書によ 

 る。 

    投入操作    手動操作とし特記仕様書で指示す場合は電動 

  操作 

   引き外し方法 電気的引きはずし 
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３．汎用インバータ 

 

 

 

 

 

    付属接点   必要に応じ補助接点、信号接点を付属させる。 

(ｲ)電磁接触器 

    規  格   JEM－1038 

    定  格   負荷容量（電動機容量等）に合わせた適切な 

  定格とする。 

    開閉容量   ＡＣ４級 

    開閉頻度   １号(1,200 回/時) 

    寿  命   １種(機 500 万回以上、電気 50 万回以上) 

(ｳ)保護継電器 

    規  格   JEM－1356、1357 

    保護による種類  図面による。 

(ｴ)制御変圧器  １φ２Ｗ 400／100Ｖ又は 200／100Ｖ 

  乾式 

(ｵ)変流器 

    規  格   JIS C 1731-1 

    定格負担   当該回路に必要な容量 

    確度階級   3.0 級以上(配電盤用) 

過電流強度    当該回路の短絡電流に対して機械的及び熱的

に十分耐えうる値以上とする。 

(ｶ)指示計器   主幹用指示計器は、第 2節第 2項 9電気計器に

よる。 

(ｷ)コンデンサ  低圧進相コンデンサは、第 2節第 2項 8､(2)に 

   よる。 

ソ 付属品 

     脚  立  一 脚（原則として電気室ごとに１脚） 

      ラ ン プ  取付数の 100％ 

          （ただし、LED 着脱可能の場合は各種１個） 

      ヒューズ  取付数の 100％ 

      グローブ  取付数の 10％ 

      標準付属品（工具等）   一 式 

 

（１）かご形誘導電動機の速度制御用の装置で、整流器、インバータ、 

制御装置等により構成される。 

（２）一般仕様 

ア 構造は、第 2節第 2項 2､(3)構造に準じる。 

    また、盤に装備する機器の仕様は、第 2節第 2項 5～10 の該当 

    する機器の仕様による。ただし、側板、その他必要とする部分 

はガラリとすることができる。 



- 118 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．正弦波コンバータ 

方式インバータ 

 

イ コントロールセンタ内に収納する場合は､第 2 節第 5 項 2 に準

じる。 

（３）汎用インバータ定格 

ア 入  力 

    定格電圧      特記仕様書による。 

    電圧変動許容範囲  定格電圧の±10％ 

    定格周波数     60Hz 

    周波数変動許容範囲 定格周波数の±５％ 

イ 出  力 

    適用電動機出力   特記仕様書による。 

    周波数精度     定格周波数の±0.5％以内（25℃±10℃） 

ウ インバータ制御方式 特記仕様書による。 

エ 速度制御範囲       〃 

オ 過電流定格     120％以上、１分 

カ 変換器効率     95％以上 

キ 状態信号      出力停止信号、異常出力信号、運転状態 

              出力信号、リセット信号 

ク 保護･警報機能    瞬時過電流、過電圧、不足電圧、過負荷､  

瞬停対策機能付 

ケ 高調波低減     特記仕様書による。 

コ ノイズフィルタ   ラジオノイズフィルタ 

（４）その他詳細は、特記仕様書による。 

 

（１）かご形誘導電動機の速度制御用の装置で、ＰＷＭコンバータ、

インバータ、制御装置等により構成される。 

（２）一般仕様 

構造は、第 2節第 2項 2､(3)構造に準じる。 

また、盤に装備する機器の仕様は、第 2 節第 2 項 5～10 の該当

する機器の仕様による。ただし、側板、その他必要とする部分

はガラリとすることができる。 

（３）定  格 

ア 入  力 

    定格電圧       特記仕様書による。 

    電圧変動許容範囲   定格電圧の±10％ 

    定格周波数      60Hz 

    周波数変動許容範囲  定格周波数の±５％ 
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５．動力制御盤 

イ 出  力 

    適用電動機出力   特記仕様書による。 

周波数精度     定格周波数の±0.5 以内(25℃±10℃) 

ウ インバータ制御方式 正弦波ＰＷＭ・磁束制御ＰＷＭ方式 

             （電圧制御方式） 

エ 速度制御範囲    特記仕様書による。 

オ 過電流定格     120％以上、１分 

カ インバータ部効率  95％以上 

キ 状態信号      出力停止信号、異常出力信号、運転状 

     態出力信号、リセット信号 

ク 保護・警報機能   瞬時過電流、過電圧、不足電圧、過負 

     荷、瞬停対策機能付 

ケ 高調波抑制      １次側にＡＣＬ設置 

コ ノイズフィルタ   ラジオノイズフィルタ 

（４）その他詳細は、特記仕様書による。 

 

（１）準拠規格 

   JEM－1265 による。 

（２）形  式 

   ＣＸ以上とする。 

（３）一般仕様 

ア 盤の各部の鋼板の厚さは、盤寸法、盤取付け器具等を考慮して

次表以上とし、十分な強度を持つように折り曲げ又はプレスリ

ブ加工あるいは鋼材を持って補強する。 

なお、材質、屋外仕様、屋内仕様については、特記仕様書によ

る。 
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   注) （ ）内はステンレスの場合。 

      ただし、内部パネルは鋼板とする。 

イ 自立形の前面及び背面は扉式で、ドアの幅が 1,000ｍｍを超え

る場合は、両開きを原則とし、ストッパ付とする。 

ウ 母線に銅帯を使用する場合には、接続部はすずメッキ等の防錆

処理を行うこと。 

エ 盤に装備する機器の仕様は、第２節第 2項 5～10 の該当する機

器の仕様による。 

オ 制御用電源電圧は単相２線式、100Ｖとし、制御用変圧器の絶

縁種別はＡ種又はＨ種とする。 

カ 盤には、盤内照明灯を前背面に取付け、照明灯用ドアスイッチ

で点灯させること。なお、屋外盤には、点検用コンセント（Ａ

Ｃ100Ｖ）を適宜設ける。 

キ ドア裏面には、原則として補助継電器等の器具類を設置しない。 

ク 300Ｖを超える電圧計及びすべての電流計には原則として変成

器を設けること。 

ケ 盤内にシーケンスコントローラ等の電子機器を内蔵する場合

は、第 2節第 5項 8によるものとし、設置環境・ノイズ対策等

を考慮すること。 

コ 盤内にインバータを設置する場合は、第 2 節第 5 項 3～4 に準

拠する。 

（４）付属品 

     ランプ    取付け数の 100％ 

   （ただし、LED で着脱可 能の場合は各種１個） 

     ヒューズ   取付数の 100％ 

     グローブ   取付数の 10％ 

鋼板の厚さ (㎜) 
構 成 部 

屋 外 屋 内 
備  考 

側 面 版 
2.3 

(2.0) 
2.3 

 

底   板 
1.6 

(1.5) 
1.6 

必要に応じ補強 

扉 
2.3 

(2.0) 
2.3 

自立形は 3.2 ㎜ 

(2.0) 

屋 根 板 
2.3 

(2.0) 
2.3 

 

内部パネル 2.3 
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６．補助継電器盤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．中継端子盤 

 

 

 

 

 

 

８．シーケンス 

コントローラ 

（１）規  格   JEM－1265 

（２）盤は、自立閉鎖形で第 2 節第 5 項 2､(3)構造に示す厚さ以上の

鋼板を用いて製作すること。ただし、2.3ｍｍ以上とする。 

（３） 盤の前面及び背面は、扉式を原則とし、ストッパ付とすること。 

（４） コントロールセンタと列盤となるものは、仕切板を設けること。 

（５）盤には、盤内照明灯を前背面に取り付け、照明灯用ドアスイッ

チで点灯させること。 

（６）ドア裏面には、原則として補助継電器等の器具類を設置しない

こと。 

（７）補助継電器として用いる電磁形の制御継電器は、動作表示器付

（特殊なものは除く）とし、JIS C 4530、JEM－1038 に適合す

るものとする。 

（８）付属品 

     補助継電器  各種取付け数の５％（最低１個） 

 

（１）規  格   JEM－1265 

（２）盤は、自立閉鎖形で第 2 節第 5 項 2､(3)構造に示す厚さ以上の

鋼板を用いて製作すること。ただし、2.3mm 以上とする。 

（３） 盤の前面及び背面は、扉式を原則とし、ストッパ付とすること。 

（４）盤には、盤内照明灯を前背面に取り付け、照明灯用ドアスイッ

チで点灯させること。 

 

（１）一般仕様 

ア 自立閉鎖形で第2節第 5項 2､(3)構造に示す厚さ以上の鋼板を

用いて製作すること。ただし、扉は 2.3mm 以上とする。 

イ 盤の前面及び背面は、扉式を原則とし、ストッパ付とすること。 

ウ 盤には、盤内照明灯を前背面に取り付け、照明灯用ドアスイッ

チで点灯させること。 

（２）装置仕様 

準 拠 規 格 JIS B 3501、3502、3503 

処 理 装 置 マイクロプロセッサ、32 ビット以上 

記 憶 容 量 システムの機能に見合った容量とする。 

制 御 方 式 製造者標準 

命 令 語   〃 

入 出 力 点 数  特記仕様書による。 

データ伝送方式 製造者標準 

データ伝送路  光又はメタルとし､特記仕様書による。 

処 理 機 能 シーケンス制御 
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９．プログラマブル 

コントローラ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10．現場操作盤及び 

作業用電源盤 

（３）電  源 

ＡＣ100Ｖ±10％、60 ㎐を原則とし、特殊な場合は特記仕様書

による。 

（４）付属品 

ア プログラミング装置は、特記仕様書による。 

イ 製作者の標準付属品      一 式 

 

（１）一般仕様 

ア プログラマブルコントローラ盤を設ける場合は、自立閉鎖形で

第2節第 5項 2､(3)構造に示す厚さ以上の鋼板を用いて製作す

ること。ただし、扉は 2.3mm 以上とする。 

イ 盤の前面及び背面は、扉式を原則とし、ストッパ付とすること。 

ウ 盤には、盤内照明灯を前背面に取り付け、照明灯用ドアスイッ

チで点灯させること。 

（２）装置仕様 

  処 理 装 置  マイクロプロセッサ、32 ビット以上 

  記 憶 容 量  システムの機能に見合った容量とする。 

  制 御 方 法  製造者標準とする。 

  命 令 語     〃 

  入 出 力 点 数   特記仕様書による。 

  データ伝送方式  製造者標準とする。 

  データ伝送路  特記仕様による。 

処 理 機 能  シーケンス制御、計装ループ制御 

（３）電  源 

ＡＣ100Ｖ±10％、60 ㎐を原則とし、特殊な場合は特記仕様書

による。 

（４）付属品 

ア プログラミング装置は、特記仕様書による。 

イ 製作者の標準付属品      一 式 

 

（１）形  式   JEM－1265 

壁掛形・スタンド形、自立形及び防爆形等については、特記仕

様書による。 

（２）構  造 

ア 盤の各部の鋼板の厚さは、盤寸法、盤取付け器具等を考慮して

次表以上とし、十分な強度を持つように折り曲げ又はプレスリ

ブ加工あるいは鋼材を持って補強する。 
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なお、材質、屋外仕様、屋内仕様については、特記仕様書による。 

鋼 板 の 厚 さ （ ㎜ ）
構 成 部

屋 外 屋 内 
備   考 

側 面 板
2.3 

(2.0) 
2.3 

 

底 板
1.6 

(1.5) 
1.6 必要に応じて補強 

扉 
2.3 

(2.0) 
2.3 

自立形は 3.2 ㎜ 

（2.0） 

屋 根 板
2.3 

(2.0) 
2.3 

 

内 部 パ ネ ル 2.3  
 

支柱用スタンド
3.2 

(3.0) 
3.2 鋼管使用可 

支柱用スタンド

基 礎 ベ ー ス

6 

(5.0) 
6 スタンド形のみ 

   注) （ ）内はステンレスの場合。 

      ただし、内部パネルは鋼板とする。 

イ 盤の前面は、扉式を原則とし、屋外盤はストッパ付とする。 

ウ 支持用スタンドは、上部の筺体を支持し、十分な強度を有する

こと。 

エ 鋼板（箱体）の接合部は、原則として溶接又は鋼板を折り曲げ

の上パッキン、コーキング材等による密閉構造とする。 

オ 扉の戸あたりは、防塵、防湿、臭気ｶﾞｽ等を考慮した折り曲げ

構造とすること。 

カ．作業用電源盤の漏電遮断器の感度電流は、30mA、100mS とする

こと。 

（３）付属品 

     ランプ      取付数の 100％ 

      （ただし、LED 着脱可能な場合は各種１個） 

     ヒューズ     取付数の 100％ 

     グローブ     取付数の 10％ 
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第３節 据付工事 

 

         第１項 電気材料 

 

１．ケーブル・電線 

及び付属品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．バスダクト 

（１）ケーブル・電線の種類 

   ケーブル・電線は、ＪＩＳ及びＪＣＳ製品とし、下記による。 

ア 高圧ケーブルは、架橋ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシ

ースケーブル（EM-CE）又はトリプレックス形（EM-CET）を使

用する。 

イ 低圧ケーブルは、公称 2.0 ㎟以上の架橋ポリエチレン絶縁耐熱

性ポリエチレンシースケーブル（EM-CE）、トリプレックス形

（EM-CET）を使用する。 

ウ 制御用ケーブルは、原則として公称断面積 1.25 ㎟以上の制御

用ポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル

（EM-CEE）を使用すること。ただし、機器盤等の端子がコネ

クタの場合はこの限りではない。 

エ 計装用ケーブルは、専用ケーブル若しくはコネクタ付多心ケー

ブルを使用する場合を除き公称断面積 1.25 ㎟以上の遮へい付

ケーブル（EM-CEE-S）を使用する。なお、信号ケーブルは、 

弱電計装用ケーブル（JKEE-S）を使用することができる。 

オ 同軸ケーブルは、ポリエチレン絶縁網組形高周波同軸ケーブル

を使用する。 

カ 光ファイバーケーブルは、原則として石英ガラス系とする。 

（２）端末処理材 

   ケーブルの端末処理材は、原則としてＪＣＡＡ製品とする。 

（３）圧着端子 

   圧着端子類は、ＪＩＳ製品とする。 

（４）その他付属品は、原則としてＪＩＳ製品とする。 

 

（１）構  造 

ア バスダクトは JIS C 8364 の製品とする。ただし、高圧バスダ

クトは JEM－1425(付属書 1)に準拠した製品とする。 

イ バスダクトは原則として非換気形とする。 

ウ バスダクトの外箱は溶融亜鉛メッキ又は錆止め塗装後、上塗り

塗装２回以上とすること。ただし、アルミ製のものを除く。 
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３．配管及び付属品 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．プルボックス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．ケーブルダクト  

 

材料の名称及び規格は、下記による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）構造は下記によること。 

ア 屋内に取付けるプルボックスは、鋼板製又は、合成樹脂製とす

る。 

イ 屋外に取付けるプルボックスは、ステンレス製とし、本体と蓋

の間には吸湿性が少なく、かつ劣化しにくいパッキンを設けた

防水形とする。また、屋外の腐食進行の著しい場所（屋外引込

用は除く）は、合成樹脂製で防水形とする。 

ウ プルボックスの下面に、水抜き穴を設ける。 

エ 蓋の止めネジは、ステンレス製とする。 

オ 合成樹脂製プルボクッスの大きさは、長辺が 400ｍｍ以下とし、

板の厚さは製作者の標準とする。 

カ 鋼板製プルボックスの板厚は 1.6 ㎜以上とし、ステンレス製プ 

ルボックスの板厚は 1.5 ㎜以上とする。 

（２）鋼板製プルボックスは、鋼板の塗装前処理として、下記のいず

れかによる。 

ア 鋼板は、加工後、脱脂、りん酸塩処理を行う。 

イ 表面処理鋼板を使用する場合は、脱脂を行う。 

 

（１）構  造 

ア ケーブルダクトは、原則として板厚 2.0ｍｍ以上のアルミニウ

ム合金製を使用すること。 

イ 本体断面の長辺が 400ｍｍを超えるものは補強材を設けるこ

と。 

ウ 本体内部にはケーブルを損傷するような突起物を設けないこ

と。 

エ ケーブルダクトには、ビス止めふた付点検口を必要に応じて設 

けること。 

区分 名　称 規　格 備　考

鋼

管 水道用亜鉛めっき鋼管 JIS G 3442 SGPW

鋼製電線管 JIS C 8305 G,C,E管

金属製可とう電線管 JIS C 8309

合成樹脂製可とう電線管 JIS C 8411 PF,CD

硬質塩化ビニル電線管 JIS C 8430 VE

耐衝撃性硬質塩化ビニル電線管 同上準拠 HIVE

硬質塩化ビニル管 JIS K 6741 VP,VU

波付硬質合成樹脂管 JIS C 3653 FEP

計装器具の防波管

地中埋設配管工事

金
属
管

合
成
樹
脂
管

構造物のエキスパンション部及び機器接続部分

屋内いんぺい配管

接地線保護配管

屋内露出配管

特に腐蝕進行が著しい場所の屋外露出配管

(塩害の影響を著しく受ける地域など)(屋外引込ケーブ

ルを除く)

主 な 用 途

屋外引込ケーブル保護管

屋外露出配管(屋外引き込みケーブル含む)

防爆用配管

高圧ケーブルと他の電線との隔離距離がとれない場合
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６．ケーブルラック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．マンホール・ 

ハンドホール 

 

 

オ ケーブルダクトの屈曲部の大きさは、収容ケーブルの屈曲半 

径が外径の 10 倍以上となるよう選定すること。 

カ 内部に電線を支持する金具を取付けること。 

キ アルマイト加工又は、クリア塗装を施すこと。 

ク ボルト、ナット類は、ステンレス製とする。 

ケ 接地端子を設けること。 

コ 床・壁貫通部、配電盤との接合部は外フランジ方式とする。 

サ 金属ダクトの屈曲部は、電線被覆を損傷するおそれがないよう

隅切り等を行うこと。 

（２）ケーブルダクトは、製作図を提出し、監督員の承諾をうけた後 

製作すること。 

 

（１）構  造 

ア 材質は耐食性の良いアルミニウム合金製とする。 

イ ケーブルラックは、ケーブルの重量に十分耐えるものとし、将

来分のケーブルを考慮しても最大タワミを支点間距離の１／

300 以内とする。 

ウ ケーブルラック（セパレータ含む）は、十分な強度を有するア

ルミ製とすること。 

エ ケーブルラックの子桁の間隔は 250ｍｍ以下とすること。 

オ ケーブルラックを構成する親桁と子桁の接合は、ねじ止めによ

り行うこと。 

カ ケーブルラックの屈曲部及び分岐部の寸法は収容ケーブルの

屈曲半径が外径の 10 倍以上となるように選定すること。 

キ 終端部には、エンドカバー又は端末保護キャップを設けること。 

（２）表面処理はアルマイト加工又はクリア塗装とすること。 

 

（１）マンホール、ハンドホールは「公共建築設備工事標準図（電気 

設備工事編）」によるものとする。 

（２）ブロックマンホール及びブロックハンドホールの設計基準強度

は、21Ｎ/㎟以上とし、スランプ 18 ㎝以下とする。 

（３）蓋は 電気 マーク入りの簡易防水型とする。道路及び歩道切り

下げ部等に設置する場合は、重耐形とし、その他の重量が掛か

らない場合は中耐形とする。 

（４）現場打ちのマンホール及びハンドホールに使用する材料、構造

は、図面又は特記仕様書による。 
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８．電柱及び装柱材料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．接地材料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10．配管及び付属品 

 

（１）電柱は電力会社仕様による。 

 

（２）原則として金物類は、亜鉛めっき鋼材を使用する。なお、腕金 

等装柱材料は電力会社の仕様による。 

（３）がいし類の名称及び規格は、下記による。 

名     称 規   格 備   考 

高圧ピンがいし 

高圧耐張がいし 

玉 が い し 

低圧ピンがいし 

低圧引留がいし 

JIS C 3821 

JIS C 3826 

JIS C 3832 

JIS C 3844 

JIS C 3845 

 

 

（１）接地極銅板は JIS H 3100 を使用し、リード線接続は銅ろう付又 

は黄銅ろう付とすること。 

（２）接地棒は銅覆鋼棒のφ14、Ｌ1500、リード端子付を使用するこ 

   と。 

（３）接地埋設標は下記によること。 

ア 接地埋設標は、コンクリート製とする。なお、舗装面において 

は標識ピン等を使用することができる。 

イ 表示板は、黄銅製又はステンレス製（厚さ 1.0ｍｍ以上）とす

ること。文字及び数字は刻印とし、形状及び寸法は、「公共建

築設備工事標準図（電気設備工事編）」による。 

 

（４）接地端子箱は、「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）」 

による。また、極数は図面による。 

 

燃料油、燃料ガス、冷却水、排気、始動用空気及び換気ダクト等の 

主要配管材料は、第３章３節配管材料による。 
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第２項 機器据付工事 

 

１．一 般 事 項 

 

 

 

 

 

２．配電盤等の据付 

（１）機器の据付け位置は、設置目的、管理スペース、安全等十分検

討した上で施工図を作成し、監督員の承諾を得てから施工に着

手すること。 

（２）塩害及び腐食性ガス等により機能や寿命に問題のない施工をす

ること。 

 

（１）自立形配電盤の据付 

ア コンクリート基礎に据付ける盤類は、コンクリートの養生を十

分に行った後、堅固に据付けるものとする。 

イ 屋外地上に盤類を据付ける場合は、地盤に応じた基礎構造とし、

コンクリート部分は地上から原則として 10 ㎝以上の基礎とす

ること。 

ウ 電気室、自家発電機室及び監視室等以外でのコンクリート床面

に盤を据付ける場合は、床面から原則として 10 ㎝以上の基礎

とすること。 

エ 据付用アンカーボルトは十分な耐震強度を有すること。 

オ 室内に据付ける場合（コンクリート床上据付） 

(ｱ)列盤になるものは、各盤の前面扉を一直線にそろえること。 

(ｲ)チャンネルベース又は架台付（溶接）チャンネルベースは、耐

震を考慮したアンカーボルトで固定すること。 

(ｳ)レベル調整でライナー等を使用する場合は、外面から見えない

ようにすること。 

(ｴ)盤内レールと盤内収納機器の引出用台車レールが同一レベル

となるように 据付けること。 

(ｵ)チャンネルベースと盤本体は、ボルトにより堅固に固定するこ

と。 

(ｶ)チャンネルベースのない軽量機器（キャスター付プリンタ等）

については、床面からアンカーボルト等により直接固定するこ

と。ただし、これによりがたい場合は、監督員と協議すること。 

カ 現場機器付近のコンクリート床上に据付ける場合 

  前号(ウ)によるほか基礎の横巾及び奥行寸法は盤のそれより

左右、前後に 10 ㎝ずつ長くすること。 

キ 分割搬入して据付ける機器は、据付後に主回路母線、裏面配線 

の接続等各部の調整、締付けを十分に行うこと。また、導電部 

の接続は、その適合した方法により、電気的かつ機械的に完全

に接続すること。 

ク 電気室、監視室等以外のアンカーボルトの材質は SUS とする 
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３．計装機器の据付 

 

こと。 

（２）現場操作盤（スタンド形）の据付 

ア コンクリート床上に据付ける場合は、前項(1)､ウによるコンク

リート基礎を設けること。 

イ 屋外地上に据付ける場合の基礎は、前項(1)､イによる。 

（３）機器の据付 

ア 機器の据付けに際しては、前項(1)､ア及びイによること。 

イ 据置形機器（変圧器、始動制御器及び抵抗器等）を電気室及び

現場機器付近のコンクリート床上に据付ける場合、前項(1)､

ウによること。なお、基礎の横幅及び奥行寸法は据付機器のそ

れより左右、前後に 10 ㎝づつ長くすること。 

ウ 卓上機器は、固定ベルト等により、卓上からの落下を防止する

こと。 

（４）その他 

ア 原則として、壁掛形の分電盤及び操作盤等で高さ１ｍ以下のも

のは、床上 1.1ｍを盤の下端とし、盤の高さ１ｍ以上のものは

床上 1.5ｍを盤の中心とし、壁面と盤本体が直接接触しないよ

う取付けることを原則とする。 

イ 配電箱、カバー付ナイフスイッチ、電磁開閉器、操作箱などの

小形器具類は、床上 1.5ｍを器具類の中心とすること。 

ウ 地下及び水気の多い場所のコンセントは、床上約１ｍを器具の

中心とする。 

エ 器具の取付けに際し構造物に、はつり及び溶接を行う場合は、

監督員の承諾を得た後施工し、すみやかに補修すること。 

オ 配電盤のケーブル立ち上がり部は、シール材により処理するこ 

と。 

カ 管理動線、点検スペース等の確保及び適切な位置への現場盤

等の設置をすること。 

キ 上部に配管がある場合には盤の保護をすること。 

ク フリーアクセス上の盤等は、建築スラブﾞに直接固定した架台

に据付けること。 

ケ ミニ UPS 等キャスター付の機器も直接アンカーボルトにより

固定すること。 

 

（１） 検出端と発信器、変換器相互の接続は極力短い距離で行うこと。    

また、これらの機器には、合成樹脂製の機器名称板をつけるこ

と。 

（２）機器は、機械的振動を受ける場所に据付けてはならない。やむ

を得ず据付ける場合は、防振処置を行うこと。 
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４．自家発電機器 

の据付 

 

 

（３）機器を高温の雰囲気や放射熱を受ける場所に取付ける場合は、

遮熱板や断熱材等を用いて防護すること。 

（４）検出端と発信器は、機器に応じた正しい位置関係を保ち据付け

ること。 

（５）据付けに際しては機器本体に溶接、切断等の加工を行ってはな

らない。 

（６）電磁流量計等配管途中に挿入する機器は、配管の応力及び脱着

に問題ないようルーズ管を設けること。 

（７）溶存酸素濃度計等の検出端挿入口等には、点検しやすい防臭等

を考慮した蓋を設けること。 

（８）処理施設に取付ける検出器の位置及び取付構造は、スカム、汚

泥だまり等に留意すること。 

（９）現場指示計付発振器又は変換器は、指示面が視認しやすいよう

に据付けること。 

（10）手動弁には、常時開又は常時閉の合成樹脂製表示札を設けるこ

と。 

（11）潜水形流量計のセキ板にはスカム対策用切り欠きを設けること。 

 

（１）発電機及び原動機 

ア 基礎は、スラブ面等と一体となるように目荒らしを行い、鉄筋

φ13 を 20 ㎝ピッチで配筋のうえ化粧型枠を使用して、築造す

る。 

イ 発電機及び原動機の基礎ボルトは、上記アで設けた配筋に引っ

掛け溶接等で固定すること。 

ウ 基礎コンクリートの設計強度は、機械設備 第３章、２節、３

コンクリート基礎に準じる。 

（２）主燃料槽 

ア 「危険物の規制に関する政令」及び同規則の定めるところによ

り施工すること。 

イ 通気管の屋外配管の先端には、引火防止網付通気口を設け、地

上４ｍ以上の高さとし、窓、出入口等の開口部から１ｍ以上隔

離すること。なお、指定数量未満定数量の場合は、地上２ｍ以

上とする。 

（３）燃料小出槽 

ア 燃料小出槽は、形鋼製架台上に自重、地震、その他の振動に対

し安全に据付けること。 

イ 防油堤は、燃料小出槽下部に小出槽容量の 110％以上の容積を

有するものとし、床面は勾配をつけ油だまりを設け、防水モル

タル仕上げとする。なお建築壁は原則として利用してはならな 
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い。 

（４）施工資格 

ア 据付工事責任者は、「(社)日本内燃力発電設備協会」で付与す

る自家用発電設備専門技術者・据付工事部門の資格を有する者

であること。 

イ 自家用電気工作物内にある最大電力 500kW 未満の需要設備に

付帯する非常用予備発電装置の据付工事に従事する者は、非常

用予備発電装置の工事に係わる「特殊電気工事資格者認定証」

の交付を受けた者であること。 

（５）その他 

ア 高温部に注意銘板の取付をすること。（特にガスタービン機関） 

イ 手動弁に表示札の取付けること。（常時開又は常時閉） 
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第３項 一般配線工事 

 

１．ケーブル工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）ケーブル布設 

ア ケーブルを曲げる場合は、被覆が傷まないように行い、その屈

折半径（内側半径とする。）は下表による。 

 

ケーブルの屈折半径 

〔備考〕トリプレックス形の場合は、より合せ外径をいう。 

イ 管内配線 

(ｱ)通線する際には、潤滑材として絶縁被覆をおかすものを使用し

てはならない。 

(ｲ)通線は、通線直前に管内を清掃し、ケーブル等の被覆を損傷し

ないように養生しながら行うこと。 

(ｳ)埋込配管の通線時期は、なるべく天井、壁の仕上塗りが乾燥し

てから行い、汚れないように養生しながら行うこと。 

ウ ダクト内配線 

(ｱ)ダクト内では、電線、ケーブルの接続をしてはならない。 

(ｲ) ダクトのふたには、ケーブル等の荷重がかからないようにす

ること。 

(ｳ)ダクト内のケーブル等は、各回線ごとにひとまとめとし、電線

支持物の上に整然と布設し、原則として水平部で３ｍ以下、垂

直部で 1.5ｍ以下ごとに緊縛すること。 

エ ケーブルラック配線 

(ｱ)ケーブルは、整然と布設し、原則として水平部では３ｍ以下、

垂直部では 1.5ｍ以下の間隔ごとに支持すること。 

(ｲ)特定の子桁だけに重量が集中しないように布設すること。 

(ｳ)原則として、高圧及び低圧ケーブルを同一ラックに布設しては

ならない。ただし、やむを得ず同一ラック上に布設する場合は、 

    誘導障害及び防火対策を施すこと。 

オ ピット配線及びアクセスフロア配線 

(ｱ)ケーブル等は、ころがし配線とし、整然と布設すること。 

(ｲ)ケーブル等の被覆がアクセスフロア支持柱又はセパレータ等

で損傷しないように布設すること。 

ケーブルの種別 単心以外のもの 単心のもの 

低圧ケーブル 仕上り外径の６倍以上 仕上り外径の８倍以上 

低圧遮へい付ケーブル 

高圧ケーブル 
仕上り外径の８倍以上 仕上り外径の 10 倍以上 
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（２）端末処理等及び導電部の接続等 

ア 高圧ケーブルの端末処理は、規格材料を用いて行うこと。また

低圧ケーブルは、自己融着テープ及び電気絶縁用ビニールテー

プ等を用いて、ケーブルの絶縁物及びシースと同等以上の効力

を有するように絶縁処理を行うこと。 

イ ケーブル端末には、ケーブル仕様、太さ、負荷名称等を入力し

たラベルを貼付けること。なお、幹線ケーブルの端末には、合

成樹脂製又は、ファイバ製の名札を付け、行き先表示をするこ

と。 

ウ 制御ケーブルは、電気絶縁用ビニールテープ等を用いて端末処

理を行うこと。 

エ 機器類の各端子へのつなぎ込みは、原則として丸形の圧着端子

で行うこと。 

オ 高圧ケーブル及び低圧動力ケーブルの各心線は相色別を行う

こと。なお、電力会社からの引込線及び建築電灯線については、

二重色別表示をケーブル等に施すこと。 

カ 制御ケーブルの各心線は、端子記号と同じマークを刻印したマ

ークバンド又はチューブを取付けること。なお、端末には絶縁

カバーを使用すること。 

キ 高圧ケーブルの端末処理は有資格者により施工すること。 

ク 主要低圧ケーブルの接続端子部には、不可逆性の感熱表示ラベ

ル等を貼付けること。 

ケ 主要低圧ケーブルでターミナルラグを使用する場合で、絶縁性

隔壁の無いものは、ターミナルラグを２本以上のねじ又は同等

以上の方法により締付けること。 

コ 配電盤に引込むケーブルは適切な支持物に堅固に固定し、接続

部に過大な応力がかからないようにすること。 

サ 配電盤はケーブル引込み後、開口部をパテ等でふさぎ防湿、防

虫処理を行うこと。 

シ 盤内では、ケーブルの施工上必要なものを除き余長をとらな 

いこと。 

ス ケーブルの直線接続は原則として行ってはならない。ただし、

やむを得ない場合は、監督員の承諾を得て行うことができる。 

セ ケーブルの増締めチェックマークをすること。 
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２．光ファイバー工事 

 

（３）電路とその他のものとの離隔 

ア 低圧ケーブル又は低圧ケーブルを収納した電路は、弱電流電線

等と接触しないように施工すること。 

イ 低圧ケーブルと弱電流電線を同一金属ダクト、ケーブルラック、

ケーブルピットに収納して配線するときは原則として隔壁を

設けること。 

ウ 高圧ケーブルと他のケーブル等との離隔 

  高圧ケーブルと低圧屋内ケーブル、管灯回路の配線、弱電流電

線又は水管、ガス管もしくはこれらに類するものとは 15 ㎝以

上離隔する。ただし、高圧ケーブルを耐火性のある堅ろうな管

に収め又は相互の間に堅ろうな耐火性の隔壁を設けるときは

この限りでない。 

エ ケーブルを堅ろうな管に収めて、施設するときでも、水管、ガ

ス管等に接触してはならない。 

オ 高熱を発生する機器への配線又は輻射熱を受ける配線等は、耐

熱電線又は断熱処理を施し保護すること。 

 

（１）機器に光ファイバコードを接続する場合は、コネクタを使用す

る。 

（２）光ファイバケーブル端末には、合成樹脂製又はファイバ製の表

示札を取りつけ系統種別、ケーブル種別を表示すること。 

（３）外圧又は衝撃を受けるおそれのある部分に光ファイバーケーブ

ルを布設する場合は、適切な防護処置を施すこと。 

（４）光ファイバケーブルは、温度が急激に変動するような場所は避

けて布設すること。 

（５）光ファイバケーブルの布設作業中は、仕上り外径の 20 倍以上の

曲げ半径を保つこと。また、固定時の屈曲半径（内側半径とす

る。）は、仕上り外径の 10 倍以上とすること。 

（６）光ファイバケーブルの延線作業は、テンションメンバに延線用

撚戻し金物を取付け 10ｍ／分程度以下の速度で布設すること。 

（７）光ファイバケーブルを支持又は固定する場合には、外圧又は張

力が加わらないようにすること。 

（８）光ファイバケーブルの伝送特性を損なうことのないよう伸び、

側圧及び最小曲げ半径等について十分に管理して施工すること。 

（９）地中管路などで水のある場所に施工する場合は、光ファイバケ

ーブル端よりケーブル内に水が入らないよう、端末を防水処理す

ること。 



 

 

- 135 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10）光ファイバケーブルを電線管などより引出す部分には、ブッシ

ングなどを取付け損傷しないようにスパイラルチューブなどに

より保護すること。 

（11）コネクタ付光ファイバケーブルの場合は、コネクタを十分保護

して布設すること。 

（12）原則として、光ファイバケーブルの融着接続をしてはならない、

ただし、やむを得ない場合は、監督員の承諾を得て行うことが

できる。この場合の接続損失は、１箇所あたり 0.3ｄＢ以下と

する。 

（13）光ファイバケーブルと機器端子の接続はコネクタ接続または接

続箱を介しコネクタ付き光ファイバコードを用いて接続し、そ

の最大挿入損失は１箇所あたり 0.75 ｄＢ以下とすること。 
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第４項 電線管工事 

 

１．金属管工事 （１）いんぺい配管の布設は下記によること。 

ア 予備配管には、直径 1.2ｍｍ以上のビニル被覆鉄線を入れてお

くこと。 

イ 管の埋込み又は貫通は監督員の承諾を得た後、建造物の構造及

び強度に支障のないように行うこと。 

ウ 管の曲げ半径は、管内径の６倍とし、曲げ角度は 90 度をこえ

てはならない。 

また、１区間の屈曲箇所は４カ所以内とし、曲げ角度の合計は 

270 度をこえてはならない。 

エ 管の支持間隔は２ｍ以下とする。ただし、管端、管相互の接続

点及び管とボックスとの接続点では、接続点に近い箇所で固定

すること。 

オ コンクリート埋込みとなる管路は、管を鉄線で鉄筋に結束し、

コンクリート打込み時に容易に移動しないようにする。 

カ 配管の１区間が 30ｍをこえる場合又は技術上必要とする箇所

にはプルボックスを設けること。 

キ プルボックス類は、造営材その他に堅固に取付ける。なお、点

検できない箇所に施工してはならない。 

ク 管の切り口はリーマなどを使用して平滑にするとともに絶縁

ブッシング又はＰＣブッシングを取付けること。 

ケ 水気の多いコンクリート床面からの立上がり配管の根元回り

はモルタル巻を施すなど水切処理すること。 

（２）露出配管の布設は下記による。 

ア 管を支持する金物は、ステンレス製で管数、管の配列及びこれ

を支持する箇所の状況に応じたものとする。 

イ プルボックスは、原則としてスラブその他の構造体に直接接触

しないよう支持材にて取付けること。 

ウ 管を支持する金物は、スラブその他の構造体に堅固に取付ける

こと。 

エ 管は、天井及び壁面に直接触れないように布設し、２ｍ以下の

間隔で支持すること。なお、支持金物は、その小口で床上 2.5

ｍ以下の部分は保護キャップを取付けること。 

オ 管を構造物の伸縮部分を渡って施設する場合は、伸縮を考慮す

ること。 

カ 湿気の侵入するおそれがある場合は、侵入防止処置を施すこと。 
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２．合成樹脂管工事 

 

キ 原則として、通路となる床面に配管してはならない。やむを得

ない場合は、監督員の承諾を得て、衝撃及び荷重を直接受けな

いように防護措置を施すこと。 

（３）管の接続は下記によること。 

ア 屋外鋼板製プルボックスへの接続は、プルボックスの側面又は

下面とする。 

イ 管相互の接続はカップリングを使用し、ねじ込み、突き合せ及

び締付けは十分に行うこと。 

ウ 管とボックスなどの接続がねじ込みによらないものには内外

面にロックナットを使用して接続部分を締付け、管端には絶縁

ブッシング又はブッシングを設けること。 

エ 管を送り接続とする場合は、カップリング及びロックナットを

使用する。 

オ 接地を施す配管は、管とボックス間にボンディングを行う。た

だし、ねじ込み接続となる箇所及びねじなし丸形露出ボックス、

ねじなし露出スイッチボックスなどに接続される箇所には省

略してよい。 

カ ボンディングに用いる接続線は直径 2.0ｍｍ以上の軟銅線を

使用する。その接続は、監督員の承諾を得た場合を除き無はん

だ接続とすること。 

 

（１）いんぺい配管の布設は、第３節第４項１．(1)によるほか下記に

よること。 

ア 管の支持間隔は、1.5ｍ以下とする。 

イ コンクリート埋込みとなるＰＦ管は、要所を鉄筋に結束するこ

と。 

ウ 管相互及び管とプルボックス等との接続点又は管端から 0.3

ｍ以下の箇所で管を固定する。 

エ 温度変化による伸縮を考慮して締付けるものとし、直線部が

10ｍを超える場合は、適当な箇所に伸縮カップリングを使用す

ること。 

オ バーナ等を使用して管を曲げる場合は、焼けこげが生じないよ 

うにすること。 

（２） 露出配管の布設は第３節第４項１.(2)によるほか下記による 

こと。 

ア 管を支持する金物は、ステンレス製で管数、管の配列及びこれ

を支持する箇所の状況に応じたものとする。 

イ 管を支持する金物は、スラブその他の構造体に堅固に取付ける

こと。 
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３．金属製可とう 

  電線管工事 

ウ 管は、1.5ｍ以下の間隔で支持するものとする。なお、支持金

物は、その小口で床上 2.5ｍ以下の部分は保護キャップを取付

けること。 

エ 管を構造物の伸縮部分を渡って施設する場合は、伸縮を考慮す 

ること。 

オ 原則として、通路となる床面に配管してはならない。やむを得

ない場合は、監督員の承諾を得て、衝撃及び荷重を直接受けな

いように防護措置を施すこと。 

カ 屋外で露出配管を行う場合は、直射日光による変形を防ぐため、

配管を覆うカバーの設置や耐熱性塗装などを行うこと。 

（３）管と付属品の接続は下記による。 

ア 管と付属品は完全に接続すること。 

イ 管相互の接続は原則として、ＴＳカップリングによって行うこ

と。なお、この場合は、ＴＳカップリング用の接着剤をむらな

く塗布して完全に接続すること。ただし、伸縮カップリング部

分は片側ルーズ接続とする。 

ウ 合成樹脂製プルボックスとの接続は、原則としてハブ付ボック

スによるか又はコネクタを使用し、接着剤をむらなく塗布して

完全に接続すること。なお、屋外鋼板製プルボックスへの接続

は、プルボックスの側面又は下面とする。 

 

（１）金属製可とう電線管は、機器接続部及び建物エキスパンション

部以外に使用してはならない。 

  ただし、金属管及び合成樹脂管による施工が困難な場合は監督

員の承諾を得て使用することができる。 

（２）管の布設は下記によること。 

ア 金属製可とう電線管及び付属品相互は、機械的、電気的に完全

に連結すること。 

イ 管の曲げ半径は、管内径の６倍以上とし、管内の電線が容易に

引き替えることができるように布設すること。ただし、やむを

得ない場合は管内径の３倍以上とすることができる。 

ウ プルボックスとの接続は、コネクタを使用し堅固に取付けるこ

と。また、プルボックスへの接続は、プルボックスの側面又は

下面とする。 

エ 金属製可とう電線管を他の金属管等と接続する場合は、適切な

コネクタにより機械的、電気的に完全に連絡すること。 

オ 管の端口には、電線の被覆を損傷しないようにブッシング又は

コネクタ等を使用すること。 
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第５項 電路工事 

 

１．ケーブルダクト 

工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．ケーブルラック 

工事 

（１）ダクトの布設は次によること。 

ア ダクトは、内部に水分が侵入しても蓄積しないようにすること。 

イ ダクトの支持間隔は下表によること。 

 

金属ダクトの支持間隔 

本体断面の長辺の長さ〔ｍｍ〕 支持点間の最大距離〔ｍｍ〕

300 以下 

300～600 

600 以上 

2,400 

2,000 

1,800 

（２）ダクトの接続は下記によること。 

ア ダクト相互及びダクトと配分電盤などの接続は、突合せを完全

にし、ボルトなどにより機械的に堅固に接続する。また、ダク

ト相互間を除く他の部分は、軟銅線により電気的に完全に接続

する。その接続は無はんだ接続とすること。ただし、電気的に

完全に接続されている場合は、ダクト相互の接続部のボンディ

ングは省略してもよい。 

イ ダクトが床又は壁を貫通する場合は、貫通部分でダクト相互又

はダクトとプルボックスなどの接続を行ってはならない。 

ウ ダクトのふたに、電線の重量がかからないようにすること。 

エ 建造物の伸縮部分に施設する場合は、金属ダクトの伸縮を考慮

すること。 

オ 水気の多いコンクリート床面からの立上がり部分はモルタル

巻を施すなど水切処理すること。 

（３）ダクトに「高圧」・「動力」・「制御」等の配線種別が分かるよう

に、シール等で表示すること。 

（４）防火区画貫通部は、国土交通大臣認定工法による。 

（５）点検口は工具なしで開閉すること。 

 

（１）原則として、ケーブルラックの水平支持間隔は、1.5ｍ以下とす

る。また、垂直支持間隔は、３ｍ以下とする。ただし、直線部

と直線部以外との接続点では、接続点に近い箇所で支持するこ

と。 

（２）ケーブルラックの支持金物は、原則として溶融亜鉛めっき（HDZ

５５）又は SUS(塗装）を施したもので、ラック及びケーブルの

自重その他の荷重に十分耐え、かつ、横振れ防止の振れ止めは 
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３．バスダクト工事 

 

 

１２ｍ毎に設置すること。 

（３）ケーブルラックのつりボルト及び支持金物取付用ボルト等は、

ステンレス製とすること。 

（４）ケーブルラックの終端部には、ケーブルラックエンドを設け、

ラック本体相互間のジョイント及び伸縮部分等を考慮し、ボル

ト等により堅固に接続すること。なお、伸縮部分の伸縮接続金

具は、原則として、15ｍ間隔及び建造物の伸縮部分に設けるこ

と。 

（５）ケーブルラックの伸縮自在部及び自在屈曲部には、ボンディン

グを行い電気的に接続すること。なお、ボンディングに用いる

接続線の太さは、5.5 ㎟以上とする。 

（６）ケーブルラック及び支持金物に「高圧」・「動力」・「制御」等の

配線種別が分かるように、シール等で表示すること。 

（７）ラックの接地は接地を施した場所が分かるように表示をつける。

（ボンド箇所は除く） 

（８）アルミケーブルラックは、環境条件により支持物との間に異種

金属接触腐食を起こすおそれがある場合には処置を施すこと。 

（９）防火区画貫通部は、国土交通省の認定工法によること。 

 

（１）ダクトの支持点間の距離は３ｍ以下とし、造営材等に堅ろうに

取付けること。 

（２）ダクトの終端部及びプラグインバスダクトのうち、使用しない

差込口は閉塞すること。 

（３）ダクトは必要に応じて伸縮装置を設けること。 

（４）ダクト相互及びダクトと配分電盤との接続は、突合せを完全に

し、ボルトなどにより接続すること。 

（５）ダクトの要所には、回路の種別、行き先等を表示すること。 

（６）ダクトが床又は壁を貫通する場合は、貫通部分で接続してはな

らない。 

（７）ダクトと配分電盤等との接続点には、点検が容易にできる部分

に不可逆性の感熱表示ラベル等を貼付けること。 

（８）ボンディングは、軟銅線により電気的に接続する。ただし、電

気的に接続されている場合は、ダクト相互の接続部のボンディ 

ングは省略してもよい。 

（９）屋外に使用するダクトでフランジ接合する場合はパッキンを入

れるかフランジカバーを施すこと。 
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４．ケーブルピット 

工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．延焼防止処置を要

する床貫通 

 

 

６．管路の外壁貫通等 

 

（１）ピット底面には、モルタル仕上げを行うこと。 

（２）ピットのふた 

ア ピットのふたは板厚 4.5ｍｍ以上のしま鋼板を使用し、必要に

応じて裏面から山形鋼で補強すること。 

イ 取手付ピットふたは、５枚に１枚程度設けること。 

ウ ピットの上端には山形鋼及び平鋼製の縁金物を取付けること。

縁金物は、床面から取付間隔１ｍ以下、鋼棒Ｄ13φ で固定す

ること。 

エ 監視室等で床の仕上がりがタイル張りの場合のふたは板厚

4.5ｍｍ以上の鋼板に同じタイルを張り、縁金物の見えがかり

部分は真ちゅう又はステンレス製とすること。 

 

金属ダクト、バスダクト又はケーブルラックが防火区画された配

線室の内部の床を貫通する部分で延焼防止処置を要する場合は、「公

共建築設備工事標準図（電気設備工事編）」(電力７７）による。 

 

（１）構造体を貫通し、直接屋外に通ずる管路は、屋内に水が浸入し

いように防水処置を施すほか、「公共建築設備工事標準図（電気

設備工事編）」(電力１３９）による。 

（２）屋上の露出配管等は、防水層を傷つけないようにふ設する。 
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第６項 地中配線工事 

 

１．地 中 管 路 

 

２．ハンドホール及び 

マンホールの施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．管路の布設 

埋設用配管の種類、施工方法は、JIS C 3653 に準拠する。 

 

（１）ハンドホール及びマンホールの位置、形状等は、図面による。 

（２）ハンドホール及びマンホールは、たまり水を排除できる構造で

あること。 

（３）ブロックハンドホール及びブロックマンホールの組立時には、

防水処置を十分行うこと。 

（４）ケーブルを支える支持金物は、鋼製（溶融亜鉛めっき仕上げ）

又はステンレス製でケーブル保護材付とし、マンホールの壁又

は床面に堅固に取付けること。また、絶縁被覆の施されていな

い金属製の場合は、接地を行うこと。 

（５）深さ 1.4ｍを超えるマンホールを施設したときには、原則とし

て昇降用タラップを設けること。 

（６）道路以外の場所のハンドホール及びマンホールの蓋部分は、地

表より 100 ㎜程度高く設置すること。 

 

（１）管路等のサイズ及び本数は、図面による。 

（２）管は、不要な曲げ、蛇行等があってはならない。 

（３）硬質塩化ビニル管及び波付硬質合成樹脂管を布設する場合は、

掘削後、川砂又は山砂を均一に敷きならした後に管を布設し、

要所はコンクリート製枕、止めグイなどを用いて、管にせん断

応力が集中しないよう固定し、管の上部は同材質の砂を用いて

締固めること。 

（４）管路は車輌その他の重量物の圧力に耐えられるよう施設するも

のとし、埋設深さは地表面（舗装のあるときはその下面）から

0.3ｍ以上であること。なお、車輌の通行がある場所は、監督員

の指示によること。 

（５）鋼管又は金属管を使用する場合は、厚さ 0.4 ㎜の防食テープ巻

を 1/2 重ね２回巻きで行うこと。 

（６）管とハンドホール及びマンホールとの接続部は、ベルマウス等

を設ける。また、通線を行わない管端は、砂等が侵入しない構

造とする。 

（７）ハンドホール及びマンホールの管路接続穴は、管路布設時に内

部に水が侵入しがたいように防水処置を行うこと。 

（８）長さ１ｍ以上の通線を行わない管路には、導入線（樹脂被覆鉄

線等）を挿入する。 
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４．地中ケーブルの 

布設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．埋設位置の表示 

 

 

 

 

 

（９）トラフ及び管等を地下構造物に接続する箇所は、原則として、 

ハンドホール又はマンホールを設けなければならない。 

 

（１）地中ケーブル相互の離隔 

ア 下記の地中ケーブル相互間は相互に堅ろうな耐火質の隔壁が

ある場合を除き、下記のとおりとする。ただし、マンホール、

ハンドホールなどの内部ではこの限りでない。 

(ｱ)高圧ケーブル、低圧ケーブル、制御ケーブル間は 15 ㎝以上 

(ｲ)特別高圧ケーブルと他のケーブル間は 30 ㎝以上 

イ 地中ケーブルと地中弱電流電線とは、地中ケーブルが堅ろうな

不燃性又は自消性のある難燃性の管に収められる場合又は相

互に堅ろうな耐火質の隔壁がある場合を除き、低圧及び高圧ケ

ーブルでは 30 ㎝以下、特別高圧では 60 ㎝以下に接近させては

ならない。 

（２）要所及び引込口、引出口近くのマンホール及びハンドホール内

では、ケーブルに余裕をもたせ地盤沈下等に備えること。また、

支持金物を使用して、壁又は床面より離隔して布設すること。 

（３）端末部及び曲がり部のハンドホール及びマンホール内のケーブ

ルには、行き先、ケーブル仕様、太さ等を明記した合成樹脂製

又はファイバ製の名札を取付けること。 

（４）管内にケーブルを布設する場合は、引入れに先立ち、管内を十

分清掃し、通線を行うこと。 

（５）ケーブルの引込口及び引出口から、水が屋内に侵入しないよう

に防水処理を行うこと。 

（６）ケーブルを建物屋外側又は電柱に沿って立上げる場合は、地表

上 2.5ｍの高さまで保護管に収め、保護管の端部には、雨水の

浸入防止用カバー等を取付けること。 

 

（１）埋設標柱等は曲がり部分、直線 30ｍ間隔等の要所に設置するこ

と。 

（２）地中配線には、埋設標識シート等を２倍長以上重ね合わせて管

頂と地表面（舗装のある場合は、舗装下面）のほぼ中間に設け

る。ただし、特別高圧又は高圧の地中配線には、おおむね２ｍ

の間隔で用途、電圧種別等を表示すること。 
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第７項 架空配線工事 

 

１．建    柱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．腕金等の取付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．がいしの取付 

 

（１）電柱の根入れは全長 15ｍ以下の場合は、根入れを全長の１/６

以上、15ｍを超える場合は、根入れを 2.5ｍ以上とすること。 

（２）根かせは電柱１本に１個使用し、その埋設深さは地表下 30 ㎝以

上とする。 

（３）根かせは、電線路の方向と平行に取付けること。ただし、引留

箇所は、直角に取付けること。 

（４）コンクリート根かせは、径 13ｍｍ以上の亜鉛めっきＵボルトで

締付けること。 

（５）電柱には、足場ボルトを設け、地上 2.6ｍの箇所より、低圧架

空線では最下部電線の下方約 1.2ｍ、高圧架空線では高圧用ア

ームの下方約 1.2ｍの箇所まで、順次柱の両側に交互に取付け、

最上部は２本取付けること。 

 

（１） 腕金等は、これに架線する電線の太さ及び条件に適合すること。 

（２） 腕金は、１回線に１本設けるものとし、負荷側に取付けること。

ただし、電線引留柱においては、電線の張力の反対側とするこ

と。 

（３）腕金は、電線路の内角が大きい場合は、電柱をはさみ２本抱合

せとし、内角が小さい場合は、両方向に対し別々に設けること。 

（４）腕金は、十分な太さの亜鉛めっきボルトを用い電柱に取付け、

アームタイにより補強すること。 

（５）コンクリート柱で貫通ボルト穴のない場合には、腕金はアーム

バンドで取付け、アームタイはアームバンドで取付けること。 

（６）抱え腕金となる場合は、抱えボルトを使用し、平行となるよう

締付けること。 

（７）腕金の取付穴加工は、しないこと。 

 

（１）がいしは、架線の状況により、ピンがいし、引留めがいし等使

用箇所に適したがいしを選定して使用すること。 

（２）がいし間の距離は、高圧線間 0.4ｍ以上、低圧線間 0.3ｍ以上と

すること。なお、昇降用の空間を設ける場合は、電柱の左右両

側を 0.3ｍ以上とすること。 

（３）バインド線は、銅ビニルバインド線によること。 

   なお、電線が太さ 3.2ｍｍ以下の場合は太さ 1.6ｍｍとし、ピン

がいしのバンド法は両たすき３回一重とすること。電線が 4.0

ｍｍ以上の場合は 2.0ｍｍとし、ピンがいしのバインド法は、 

両たすき３回二重とすること。 
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４．支線及び支柱 

 

 

（１） 支線及び支柱の本柱への取付位置は、高圧線の下方とすること。 

    なお、支線は、高圧線より 0.2ｍ以上、低圧線より 0.1ｍ以上隔 

離させること。 

（２）支線は安全率 2.5 以上とし、かつ許容引張荷重 4.31kN｛440kgf｝

以上の太さの亜鉛めっき鋼より線等を使用すること。また、支

柱は、本柱と同質のものを使用すること。 

（３）コンクリート柱に支線を取付ける場合は、支線バンドを用いて   

取付けること。 

（４）支線の基礎材は、その引張荷重に十分耐えるように施設するこ

と。支線下部の腐食のおそれのある支線は、その地ぎわ上下約

0.3ｍの箇所には、支線用テープを巻付ける等適切な防食処理を

施すこと。ただし、支線棒を用いる場合は、この限りでない。 

（５） 低圧又は高圧架空配線に使用する支線には、玉がいしを取付け、 

その位置は、支線が切断された場合にも地上 2.5ｍ以上となる

箇所とすること。 

（６）支線には、支線ガードを設けること。  
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第８項 接地工事 

 

１．接地を施す電気 

工作物 

 

 

 

（１）下記の工作物にはＡ種接地工事を施すこと。 

ア 高圧及び特別高圧の機械器具の鉄台及び金属製外箱。 

イ 特別高圧計器用変成器の二次側電路。 

ウ 高圧及び特別高圧の電路に施設する避雷器。 

エ 特別高圧と高圧電路又は 300Ｖを超える低圧電路とを結合す

る変圧器の高圧側又は低圧側に設ける放電装置。 

オ 特別高圧又は高圧ケーブルを収める防護装置の金属性部分、金

属管、金属製接続箱、ケーブルラック、ケーブルの金属被覆。

ただし、人の触れるおそれがないように施設する場合及び高圧

地上立上がり部の防護管の金属部分は、Ｄ種接地工事とするこ

とができる。 

（２）下記の工作物にはＢ種接地工事を施すこと。 

ア 高圧電路と 300Ｖ以下の低圧電路とを結合する変圧器の低圧

側中性点、、ただし、変圧器の構造又は配電方式により変圧器

の中性点に施工しがたい場合は、低圧側の一端子。 

イ 高圧及び特別高圧と制圧電路とを結合する変圧器であって、そ 

の高圧又は特別高圧巻線と低圧巻線との間の金属製混触防止 

板。 

ウ 特別高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器の低圧側の中性

点（接地抵抗 10Ω以下）ただし、低圧電路の使用電圧が 300

Ｖ以下の場合は(1)による。 

（３）下記の工作物にはＣ種接地工事を施すこと。 

ア 使用電圧 300Ｖを超える低圧用の機械器具の鉄台及び金属製

外箱。 

イ 300Ｖを超える低圧計器用変成器の鉄心。ただし、外箱のない

計器用変成器がゴム合成樹脂等の絶縁物で被覆されたものは

除く。 

ウ 300Ｖを超える低圧ケーブル配線による電線路のケーブルを収

める金属管、金属製接続箱、ケーブルラック、ケーブルの防護

装置の金属製部分、金属被覆など。 

エ 合成樹脂管配線による 300Ｖを超える低圧屋内配線に使用す

る金属製プルボックス。 

オ 金属管配線、金属製可とう電線管配線、金属ダクト配線、バス

ダクト配線による 300Ｖを超える低圧屋内配線の管、ダクト。 

カ ガス蒸気危険場所及び粉塵等の危険場所の電気機械器具。 

キ 低圧屋内配線と弱電流電線を堅ろうな隔壁を設けて収める場

合の電線保護物の金属部分。 
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 ク シーケンスコントローラ、プログラマブルコントローラ及び計

装機器類。ただし、監督員と協議してＤ種接地工事とすること

ができる。 

ケ 電子計算機及び周辺機器類。ただし、監督員と協議してＤ種接

地工事とすることができる。 

コ 信号ケーブルのシールドアース。ただし、監督員と協議してＤ

種接地工事とすることができる。 

サ 上記(イ)～(オ)の箇所において、人の触れるおそれがないよう

に施設する場合は、監督員と協議してＤ種接地工事とすること

ができる。 

（４）下記の工作物にはＤ種接地工事を施すこと。 

ア 使用電圧 300Ｖ以下の機械器具の鉄台及び金属製外箱、配分電

盤など。 

イ 高圧地中電線路に接続する金属製外箱。 

ウ 300Ｖ以下の低圧計器用変成器の鉄心。ただし、外箱のない計

器用変成器がゴム合成樹脂等の絶縁物で被覆されたものは除

く。 

エ 300Ｖ以下の避雷器。 

オ 低圧又は高圧架空配線にケーブルを使用し、これをちょう架す

る場合のメッセンジャワイヤ。 

カ 地中配線を収める金属製の暗渠、管及び管路、金属製の配線接 

続箱及び地中配線の金属被覆など。 

キ 高圧計器用変成器の二次側電路。 

ク 300Ｖ以下の合成樹脂配線に使用する金属製ボックス。 

ケ 300Ｖ以下の金属管配線、金属製可とう電線管配線、金属ダク

ト配線、バスダクト配線、フロアダクト配線に使用する管、ダ

クト及びその付属品。300Ｖ以下のケーブル配線に使用するケ

ーブル保護装置の金属製部分、ケーブルラック及びケーブルの

金属被覆など、ただし、下記のものは省略できる。 

(ｱ)乾燥した場所に施設する長さ４ｍ以下の金属管、ケーブル保護

装置の金属製部分及びケーブルの金属被覆など。 

(ｲ)使用電圧が直流 300Ｖ又は交流対地電圧 150Ｖ以下で人の容易

に触れるおそれのない場所又は乾燥した場所に施設する長さ

８ｍ以下の金属管、ケーブル保護装置の金属製部分及びケーブ

ルの金属被覆、機械器具の鉄台及び金属製外箱など。 

(ｳ)長さ４ｍ以下の金属製可とう電線管。 

(ｴ)小勢力回路の電線を収める電線管など。 

コ 対地電圧 150Ｖを超える白熱電灯を収める電灯器具の金属製

部分。 
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２．接 地 線 接地線には緑色のポリエチレン絶縁電線を使用する。また、接地線

の導体断面積は、その系統の事故電流、継続時間等から求められる電

線断面積以上とし、以下による。 

 

（１）接地幹線 

    接地極から接地用端子箱迄の接地線導体断面積は、接地工事の

各接地分岐線導体断面積で求められた最大の断面積を選定する。

ただし、最低断面積は、60 ㎟とする。 

    また、接地用端子箱から分岐点迄の幹線は、各種接地工事の

各接地分岐線導体断面積で求められた最大の太さを選定する。 

（２）接地分岐線 

ア Ａ種接地工事 

  (ｱ) 高圧の場合の接地線の断面積は下表による。 

過電流しゃ断器の定格 断面積（㎟） 

 100Ａ以下 

200 〃 

400 〃 

600 〃 

1000 〃 

1200 〃 

14 以上 

14 〃 

22 〃 

38 〃 

60 〃 

100 〃 

(ｲ) 接地母線、避雷器等の場合は、14 ㎟以上とする。 

イ Ｂ種接地工事の接地分岐線導体断面積（内線規程より）は、 

  下表による。 

変圧器一相分の容量 断面積（㎟）

100Ｖ級 200Ｖ級 400Ｖ級 銅 

5kVA 以下 10kVA 以下 20kVA 以下   5.5 以上 

10 〃 20 〃 40 〃  8 〃 

20 〃 40 〃 75 〃 14 〃 

40 〃 75 〃 150  〃 22 〃 

60 〃 125 〃 250 〃 38 〃 

75 〃 150 〃 300 〃 60 〃 

100 〃 200 〃 400 〃 60 〃 

175 〃 350 〃 700 〃 100 〃 

 注)１．「変圧器一相分の容量」とは、次の値をいう。 

    ．三相変圧器の場合は、定格容量の１/３の容量をいう。 

    ．単相変圧器同容量の△結線又はＹ結線の場合は、単相変圧器 

の一台分の定格容量をいう。 

注)２．単相３線式 100／200Ｖの場合は、200Ｖ級を適用する。 
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３．接地の施工方法 

 

 

 

 

 

ウ Ｃ種、Ｄ種接地工事の接地分岐線導体断面積（内線規程より） 

は、下表による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考）定格出力が 200V-37kW､400V-75kW 超過の場合は、ヒューズ又 

は配線用遮断器の定格電流に基づいて電線の太さを決定する。 

 

エ その他機器の接地工事の接地分岐線導体断面積は、下表による。 

 

 

図面又は特記仕様書に記載のない場合は下記によること。 

（１）接地の施工 

ア 接地極間は相互の影響が極力小さくなるよう間隔とし、接地極

の埋設位置は、監督職員の確認を受けること。 

イ 接地極は、なるべく湿気の多い場所でガス、酸などによる腐食

のおそれのない場所を選び、接地極の上端が地下 0.75ｍ以上

の深さに埋設する。 

 

低圧電動機の接地 

200Ｖ級 

電 動 機 

400Ｖ級 

電 動 機 

その他のものの接地 

（配線用しゃ断器の 

定格電流＝Ｉｎ） 

断面積 

（㎟） 

3.7kW 以下 7.5kW 以下 50Ａ以下 3.5 以上 

7.5kW 18.5kW 100Ａ 5.5 

22kW 45kW 150Ａ 8 

－ 55kW 200Ａ 14 

37kW 75kW 400Ａ 22 

500Ａ 38 

600Ａ 38 

700Ａ 38 

800Ａ 60 

1000Ａ 60 

1200Ａ 100 

  

1600Ａ 100 

系　統　名 断面積(mm2)

計算機、無停電電源装置、
直流電源装置

 14以上

監視盤、操作盤、計装盤、
シーケンサ、補助継電器盤、
中継端子盤、電力変換器盤

5.5以上

機側操作盤、計装機器 3.5以上
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４．各接地と雷保護設 

備接地との離隔 

 

 

５．接地極位置等の 

表示 

ウ 接地線と接地する目的物及び接地極との接続は、電気的及び機

械的に堅ろうに施工するものとし、極板は原則として地面に垂

直に埋設する。 

エ 接地線は地下 0.75ｍから地表 2.5ｍまでの部分を合成樹脂管

又はこれと同等以上の絶縁効力及び強さのあるもので覆うこ

と。 

オ 接地線は、接地すべき機械器具から 0.6ｍ以内の部分、地中横

ばしり部分及びピット内を除き、電線管等に収めて損傷を防止

する。 

カ 接地線を、人が触れるおそれのある場所で鉄柱のような金属体

に沿って施設する場合は、接地極を鉄柱その他の金属体の底面

から 0.3ｍ以上深く埋設する場合を除き接地極を地中でその

金属体から１ｍ以上離して埋設する。 

キ 避雷針用引下導線を施設してある支持物には、接地線を施設し

てはならない。 

（２）その他 

ア 規定の接地抵抗値を得られない場合は、補助接地極などを使用

する。 

イ 高圧ケーブル及び制御ケーブルの金属遮へい体は、配電盤側又

は機器側の１箇所で接地する。 

ウ 計器用変成器の２次回路は、配電盤側接地とする。 

エ 接地線と被接地工作物、接地線相互の接続は、はんだ揚げ接続

をしてはならない。 

オ 接地幹線は、マンホール、ハンドホール内、接地端子箱内およ

び分岐箇所においては、合成樹脂製又はファイバ製等の表示札

等を取付け、接地種別、行き先を表示すること。 

カ 接地抵抗低減材は、原則として使用してはならない。ただし、

やむを得ず使用する場合は、監督員の承諾を得ること。 

キ 高調波が発生する機器により他の機器に障害を与えるおそれ

がある場合は、監督員と協議すること。 

 

 接地極及びその裸導線の地中部分は、雷保護設備の接地極、避雷器

の接地極及び裸導線の地中部分と２ｍ以上離すこと。 

 

 

接地種別、接地抵抗、接地極の埋設位置、深さ、埋設年月を明示す

る標柱又は表示板を接地極の埋設位置近くの適切な箇所に設ける。 
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第９項 防爆工事 

 

１.適用場所 

 

 

 

 

２.電線管工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.ケーブル工事 

 

 

 

 

 

４.その他 

 

（１）揮発性有機溶剤の蒸気、燃焼用ガスおよび、消化ガス等の滞留 

する場所または、滞留するおそれのある場所。 

（２）特記仕様書で定める場所。 

（３）その他法令等で定める場所。 

 

（１）耐圧防爆(d2G4 機器) 

ア  配管は第 3節第 1項､3 の金属管とする 

イ  機器接続部は爆発性ガスなどが侵入しないよう、原則として耐 

圧パッキン式フレキシブフィッチング等でシールすること。 

ウ  配管の中間をシールする場合は、シーリングフィッチングによ 

ること。 

エ  配管の支持は第 3節第 4項､1､(2)によること。 

（２）安全増防爆（eG3 機器） 

ア 配管は第 3節第 1項､3 の金属管とする。 

イ 機器接続部は爆発性ガスなどが侵入しないよう、有効なシール 

を施すこと。 

ウ 配管の支持は第 3節第 4項､1､(2)によること。 

（３）本質安全防爆 

ア 配管は第 3節第 1項､3の金属管または、ビニル電線管とする。 

イ 機器接続部は 2種可とう電線管以上で接続すること。 

ウ 配管の支持は第 3節第 4項 1､(1)～(2)によること。 

 

（１）ケーブルは第３節第１項、１によるエコケーブルを使用するこ

と。 

（２）耐圧パッキン式ケーブルグランドを使用して機器に接続する場

合は、ケーブル外径に合わせたパッキンを選定すること。 

（３）屋外ケーブルは露出しないこと。 

 

（１）内圧防爆工事(ｴｱﾊﾟｰｼﾞ式)は、特記仕様書による。 

（２）機器接続部分のシール等の施工状況について監督員の確認をう

けること。 
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第 10 項 雷保護工事 

 

１．避雷針等の 

設置位置 

 

 

２．突 針 取 付 

 

 

 

 

 

 

 

３．導線布設方法 

 

（１）準拠規格  JIS-A4201(2003 年) 

（２）突針部、避雷導線、接地極などの設置位置の詳細は、図面又は

特記仕様書による。 

 

 突針の取付けは下記によること。 

（１）突針を突針支持金物に取付けるときは、銅ろう付け又は黄銅ろ

う付けで接合する。 

（２）突針と導線との接続は、導線を差込み穴に差込んでねじ止めし、

ろう付けを施す。 

（３）突針支持金物及び取付け金具は、風圧に対して十分な強度を有

すること。また、導体接続部は防水に留意すること。 

 

 布設方法は下記によること。 

（１）導線は断面積 38 ㎟以上の銅又はアルミより線とする。 

（２）導線の支持は銅又は黄銅製の止め金具を使用して堅固に取付け

る。 

（３）導線はその長さが最も短くなるように施設する。やむを得ずわ

ん曲する場合は、その曲げ半径を 20 ㎝以上とする。 

（４）導線を垂直に引下げる部分は、約１ｍごとに、また水平に布設

する部分は 0.6ｍごとに緊縛する。 

（５）導線には接地抵抗測定用として、導線接続器を設ける。なお、

腐食しやすい場所に設置する導線接続器は合成樹脂製の気密な

ボックスに収めるなどの防護装置を設ける。 

（６）導線が地中にはいる部分その他導線を保護する必要のある箇所

には、ステンレス管（非磁性のものに限って）合成樹脂管など

を使用して地上 2.5ｍ、地下 0.3ｍ以上の部分を保護する。 

（７）線の途中接続は避け、やむを得ず接続する場合は、導線接続器

を使用し、導線と接続器の接続は、銅ろう付け又は黄銅ろう付

けで接合する。 
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       第４節 検査・運転操作 

 

         第１項 現場試験 

 

１．一般事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．検査項目 

（１）現場試験は、当該工事で施工される据付・組立・加工・調整等

の部分について行う試験であり、単体調整と組合せ試験とから

なる。 

（２）「単体調整」とは、据付完了後の機器単体（材料を含む）動作確

認、調整及び試験をいい、「組合せ試験」とは、機器間（材料も

含む）の良好な動作及び機能的関連等を確認するために、負荷

をかけずに行う各種試験のことをいう。 

（３）現場試験は、原則として下記について行うものとする。各設備

における各種試験の詳細な内容及び判定基準は、「電気設備現地

試験マニュアル」（日本下水道事業団編）による。 

 

（１）受変電設備機器 

ア 外観構造検査 

イ 接地抵抗測定 

ウ 絶縁抵抗測定 

エ 絶縁耐力試験 

オ 保護継電器試験 

カ 主回路試験 

キ ＶＴ、ＣＴ回路試験 

ク シーケンス試験 

ケ 受電確認試験 

（２）非常用自家発電設備機器 

ア 外観構造検査 

イ 絶縁抵抗測定 

ウ 絶縁耐力試験 

エ シーケンス試験 

オ 保護装置試験 

カ 保護継電器試験 

キ 起動回数試験 

ク 調速機試験（負荷急変試験） 

ケ 負荷特性試験 

コ 負荷試験（温度上昇、燃料消費率等） 

サ 振動試験 

シ 騒音試験 

ス 敷地境界騒音測定 
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（３）特殊電源設備機器 

ア 外観構造検査 

イ 蓄電池試験 

ウ 整流器試験 

エ インバータ試験 

（４）運転操作設備機器（監視制御設備を含む） 

ア 外観構造検査 

イ 絶縁抵抗測定 

ウ 主回路試験 

エ ＶＶＶＦ試験 

オ シーケンス試験 

（５）計装設備機器 

ア 外観検査 

イ ループ試験（ゼロ調整・スパン調整含む） 

ウ 電源試験

 

         第２項 保証期間内検査 

 

 

 

 

 

   保証期間内（１年目、２年目）総点検検査項目は原則として下 

  表による。 

 

 

   上記検査の結果、不具合があれば、速やかに調査、補修、改造、 

  調整などを実施しなければならない。 

   また、２年目の総点検時には各機器及び装置の点検部位につい 

て、点検項目、点検方法、点検周期及び補修費用等のリスト表を 

作成し、その内容を本県係員と協議のうえ提出すること。 

大 項 目 中 項 目 小 項 目 

1.外観検査 1.塗装 はがれ、変色 

 2.漏れ 水、油、空気、その他 

 3.腐食、摩耗  

 4.ゆるみ ボルト、ナット 

 5.その他  

2.運転検査 1.運転状況 電圧、電流、温度、圧力、異音 

異臭、振動、騒音 

 2.動作状況 動作不良、誤差、その他 

 3.その他  
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第３項 運転操作 

 

１．適 用 範 囲 

 

 

２．現 場 機 器 

 処理場及び中継ポンプ場における下記の機器の仕様及び自動運転方

法は特記仕様書に指示のない限り次のとおりとする。 

 

（１）汚水ポンプ注水 

ア 目  的 

汚水ポンプの内部の発生ガスによる空転及びメカニカルシー    

ルの保護。 

イ 対象機器 

注水弁、フロースイッチ 

ウ 運転方法 

(ｱ)ポンプ場は、運転前及び停止後に一定時間メカニカルシールへ

注水を行う。 

(ｲ)処理場は、特記または打合せによる。 

 

（２）床排水ポンプ電源 

ア 目  的 

  事故時に早急に修理の必要があるので汎用品を選定し、電源種

別を統一する。 

イ 対象機器 

  床排水用水中ポンプ  3.7kW 以下 

ウ 電源種別 

  ３相 200V ３線式 

エ 電源供給及び制御方式 

(ｱ)電源は、３相動力主幹盤または、コントロールセンタとする。 

(ｲ)コントロールセンタの標準電圧が 200V 以外の場合は、変圧器

を設ける。 

(ｳ)現場操作盤方式とし、制御回路は補助継電器盤とする。 

 

（３）自動除塵機運転 

ア 目  的 

機器故障発生を最小限とするため、運転制御を簡略化する。 

イ 対象機器 

  自動除塵機及び周辺機器（洗浄弁、水位計、その他） 

ウ 運転方法 

  タイマー及びタイムスイッチによる正転、逆転方式とし、水位

計及び洗浄弁との連動は行わない。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Ｃ
Ｓ 

起動 

停止 

準備完了 

Ｔ 

Ｔ 

Ｔ 

主電動機 
始 動 Ｔ 

主電動機 
始動完了

Ｔ 

電 動 機 
起動渋滞

吐出弁 開 

動作 

注水 断

吐出弁 寸開 吐出弁 全開 

注水弁 開 注水弁 確認 Ｔ 注水弁 閉 

システム 
起動渋滞

主ポンプ連動運転 

60 SEC 

30 SEC 

5 SEC 

5 SEC 

N 
5 SEC 

5 SEC 

Ｃ
Ｓ 

起動 

停止 吐出弁 閉 

動作 
吐出弁 全閉 Ｔ 主電動機 

停 止

注水弁 閉準備完了 

非常停止 

Ｔ 

注水弁 開 

停止渋滞

Ｔ 

主ポンプ連動停止 

120 SEC 

1 SEC 

70 SEC 

主ポンプ運転フローチャート（参考例） 
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ＣＯＳ1 
自動 手動 

ＣＯＳ1 
停止 正転 寸逆 

起動条件 起動条件 

 正転  停止  寸逆 

運転条件 

起動条件

駆動装置正転 

Ｔ１ 

Ｔ1 ﾀｲﾑ 
UP 

 

駆動装置逆転 

Ｔ２ 

駆動装置逆転 

Ｔ３ 

駆動装置停止 

Ｔ2 ﾀｲﾑ 
UP 

 

Ｔ3 ﾀｲﾑ 
UP 

 停止 

N 

N N 

Y Y 

Y 

Y 

N 

N 

N 

N 

Y 

Y 

Y 

駆動装置正転時間
３９sec(３回転) 
（～１８０sec） 

逆転開始待時間
２sec 
 

駆動装置逆転時間
１３sec(１回転) 
（～６０sec）

運転条件 
  ・２４時間ｻｲｸﾙﾀｲﾏ 

起動条件 
  ・起動装置過負荷 
  ・過負荷防止用ショックリレー動作でない 
・過負荷防止用トルクリミッタ動作でない  

  ・非常停止でない 

（ﾌﾛｰﾁｬｰﾄ注記） 
  １．駆動装置手動回路の逆転操作は、寸逆運転とします。 
  ２．タイマー設定時間を( )内で変更する場合がありますので 
    対応したタイマーを使用願います。 

駆動装置(ﾚｰｷ) 停止 

起動準備完了 運転中 起動準備完了 

停止 

逆転 

停止 

正転 

運転条件
ＯＮ 

３９sec(３回転) １３sec(１回転) ２sec 
Ｔ 1 Ｔ 3Ｔ 2 

タイムチャート 

自動停止指令 自動運転指令 

Ｔ 1 ：駆動装置正転時間タイマ 

：逆転開始待時間タイマ Ｔ 2

：駆動装置逆転時間タイマ Ｔ 3

：シーケンサ 外部タイマ Ｔ  

：シーケンサ 内部タイマ Ｔ  

 

：シーケンサ 外部タイマ Ｔ  

：シーケンサ 内部タイマ Ｔ  

駆動装置 

自動除塵機フローチャート及びタイムチャート（参考例） 
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  付   則 
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（第34号様式） 

（書式－41） 

中間検査時必要書類の提出 

出来形検査時必要書類の提出 

工 事 の 部 分 使 用 

（第36号様式）（書式－36） 

現場検査成績書

試 運 転 調 整

総合試運転実施要領書 総合試運転実施報告書 各種資料の収集

完成検査時必要書類の提出 

（付則－13）（書式－45） 

工事履行報告書

工 事 工 程 表

県産品使用状況

工 事 月 報

工 事 月 報

工 事 月 報

仮設物設置申請書 営繕仮設物の設置 工事用電力及び水 

（第17号様式）（書式－38）（書式－21）

（第16号様式）（書式－27）

（第16-2号様式）（書式－29）

（書式－28）

（書式－30）

現場発生品 現場発生品調書  マニフェスト  写真付 

建設リサイクル実施確認 

施 工 管 理 記 録

材 料 確 認 願

全施工区域の跡片付け・清掃 段 階 確 認 書 

所 轄 監 督 官 庁 の 検 査 合 格

補 修 指 示 書 補修完了報告書（書式－42､43）

実 地 指 導

（書式－26） 

（書式－25） 

工 事 着 手

（書式－22､23､24）

工 事 日 報 週間予程表 月間予定表 立会予定表 

試 運 転

完 成 通 知 書 県 産 品 総 括

完 成 検 査（書式－46､47､48）

引 渡 書

運 転 指 導

（第6号様式） （第7号様式）

工 事 書 類 引 渡 書 

（第35号様式） 

（書式－44） 

（付則－9） 

確認・立会願

（第13号様式）

（書式－32） 

 

（付則－1）         請 負 工 事 の 構 成 

（工事・施工管理） 

工 事 着 手 届 等 の 提 出

建 設 工 事 請 負

契 約 書 

着 手 届 現場代理人等 

通知書（変更） 

経 歴 書 

建 設 工 事 下 請 通 知 書 

工程表(変更) 特 許 権 等

特 許 権

実用新案権

意 匠 権

工事ｶﾙﾃ登録(着手、変更、竣工)

建 設 業 許 可 証

建 退 共 済

労 災 保 険 、 火 災 保 険

そ の 他 の 保 険

建設業退職金共済組合証紙購入

           確認書

建設労災補償共済等加入確認書

（書式－9､10） 

建 設 リ サ イ ク ル 法 の 届 出

監督担当者審査

工事標示板の設置 

担 当 組 織 届 等 の 提 出 

請 負 者 担 当 

組  織  届 

本 設 備 の 詳 細 打 合 せ

（付則－4）

現 場 調 査

現 場 代 理 人

主 任 技 術 者

監 理 技 術 者

担 当 技 術 者

準 拠 法 令

規 格 基 準

技 術 基 準

施工計画書の見直し

施工計画書の再提出

休 日 作 業 届 

時 間 外 作 業 届 

工 場 検 査 願 書 

工場立会検査要領書 

製  作 ・ 施  工

請負人の行う検査

工 場 検 査

工場検査成績書

詳 細 打 合 せ

搬 入 方 法

施 工 順 序

その他注意事項

工事工程表の提出

打合図面等の提出

ﾒ ｰ ｶ ｰ ﾘ ｽ ﾄ の提出

発 注仕 様対照 表

（書式－12） 

（書式－15、18） 

詳 細 打 合 せ

承諾図書の提出

（付則－5）

（付則－6）

（付則－11）

承 諾 図 書 審 査

承 諾 図 書 返 却

承諾決定図の提出

打合せ議事録の提出 

審 査 期 間 2 週 間 

搬 入 確 認

（契約関係） 

（書式－11）

営 業 担 当 者 

設 計 担 当 者

製 作 担 当 者 

検 査 担 当 者 

工 事 担 当 者 

官 公 庁 手 続

電力会社その他

（付則－3）

（書式－20） 

工 事 現 場 調 査 

既 存 設 備 調 査 

図面及び資料の借用 

写 真 

撮 影 

（書式－16） 

承 諾 願 

承 諾 図 書 リ ス ト 

機 器 承 諾 図 

工場検査立会申請書 

機 器 ・ 主 要 資 材 

製 造 会 社 届 

施 工 承 諾 図 

（書式－13） 

（書式－19） 

（書式－39） 

（書式－14） 

請負代金内訳書

（書式－6､7）

（第15号様式）

（書式－35）
主 任 技 術 者 

監 理 技 術 者 

（書式－2､3） 

実務経験証明書 

（書式－4） 

（様式第9号） 

（書式－5） 

（様式第4号） 

（書式－1） 

（様式第5号）（書式－8） 

営 業 担 当 者

工 事 担 当 者

施 工 計 画 書 （付則－7） 

施工体制台帳（付則－8） 

変 更 届

工事打合せ簿

（第43号様式） 
（書式－34） 

（第11号様式） 
（書式－17） 

（付則－10） 

協 議

訂 正

工 事 概 要

計 画 工 程 表

現 場 組 織 表

安 全 管 理 等

（書式－40） 

施 工 着 手製 作

現 場 検 査

中 間 検 査
写 真 撮 影

据 付 確 認

（付則－12）

（第12号様式） 

（書式－31） 

（第14号様式） 

（書式－33） 

取 扱 要 領

請 負 工 事 の 手 順 

設 備 の 引 渡 し 

緊 急 時 の

連 絡 先

（付則－14）（付則－15）（書式－49） 
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（付則－２）         提出書類一覧表及び書式                

書式 番

号 
提 出 書 類 名 提出期限 

提出

部数 番号 用紙
備     考 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

 

11 

 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

着手届 

現場代理人等通知書 

現場代理人等変更通知書 

経 歴 書 

実務経験証明書 

工程表 

変更工程表 

建設工事下請通知書 

労働保険関係成立証明願 

建設業退職金共済組合 

         証紙購入確認書 

建設労災補償共済等加入 

                 確認書 

特許権等の事実証明書 

前渡金請求書 

保証書 

請負者担当組織届 

工事カルテ 

建設リサイクル法の提出 

契約後15日以内

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

契約後 

1ヶ月以内 

契約後15日以内

 

〃 

そのつど 

〃 

契約後15日以内

10日以内 

落札～契約締結

３部

３部

３部

３部

３部

３部

３部

２部

１部

１部

 

１部

 

３部

１部

１部

４部

１部

１部

書式-1

書式-2

書式-3

書式-4

書式-5

書式-6

書式-7

書式-8

 

書式-9

 

書式-10

 

 

 

 

書式-11

 

 

Ａ４

Ａ４

Ａ４

Ａ４

Ａ４

Ａ４

Ａ４

Ａ４

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ４

Ａ４

 

（様式第４号) 

                  

       

  

（様式第９号) 

契約工程の届出に使用する 

 

（様式第５号） 

 

証紙交付の確認をする。 

 

 

 

 

 

 

 

一般仕様書の記載要領による。 

 

18 

19 

20 

21 

 

22 

23 

24 

 

25 

 

工事工程表(実施工程表) 

承諾願 

施工計画書 

機器・主要資材製造会社届 

 

打合せ図面 

工事打合せ簿 

承諾図書(機器・施工) 

 

受領借用書 

 

契約後15日以内

そのつど 

契約後15日以内

決定後すみやか

に 

打合せ時まで 

打合せの都度 

特仕に定める期

間内 

貸与品借用及び

返納時 

必要数

必要数

３部

３部

 

必要数

必要数

３部

 

１部

 

書式-12

書式-13

付-7 

書式-14

 

 

書式-17

付-5 

付-6 

書式-20

 

Ａ１

Ａ４

Ａ４

Ａ４

 

 

Ａ４

Ａ４

 

Ａ４

 

 

承諾図書全てに添付する。 

施工計画書記載要領書による。 

機器・主要資材ﾒｰｶｰﾘｽﾄ(書式-15)   

打合せ決定後提出する。 

打合せ議事録（書式－16） 

(第11号様式）契約変更時等に使用 

発注仕様対照表(書式－18) 

承諾図書リスト(書式－19) 

 

 

26 

27 

28 

 

29 

30 

31 

32 

 

33 

34 

35 

仮設物設置申請書 

工事日報 

週間工程表 

 

工事履行報告書 

工事工程表(出来高工程表) 

工事月報 

県産品建設資材使用状況 

                 報告書 

材料確認願 

確認・立会願 

段階確認書 

設置前までに 

毎日１回 

毎週１回 

 

毎月１回 

毎月１回 

毎月１回 

毎月１回 

完成通知書提出時

現場搬入時 

確認・立会前 

段階施工時 

４部

１部

必要数

 

２部

２部

２部

２部

３部

３部

３部

３部

書式-21

 

 

 

書式-27

書式-28

書式-29

書式-30

書式-30

書式-31

書式-32

書式-33

Ａ４

Ａ４

Ａ４

 

Ａ４

Ａ４

Ａ４

Ａ４

Ａ４

Ａ４

Ａ４

Ａ４

 

(書式-22、23、24) 

休日作業届 （書式-25）           

時間外作業届(書式-26) 

(第16号様式)工事月報に使用 

工事月報に使用 

(第16-2号様式)工事月報に使用 

工事月報に添付する（月分ごとに） 

完成通知書に添付する（総括－総量分）

(第12号様式) 

(第13号様式) 

(第14号様式) 
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（付則－２） 

注）提出部数は原則としてこの表によるが、監督員が別途指示する場合はこの限りではない。 

 

書式 番

号 
提 出 書 類 名 提出期限 

提出

部数 番号 用紙
備     考 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

 

官公庁手続書類 

設計変更協議書 

工期変更協議書 

変更届 

請負代金内訳書 

工事の部分使用について 

請負工事休業届出書 

現場発生品調書 

そのつど 

  〃 

  〃 

〃 

監督員の要求時

部分使用時 

休業15日前 

発生品があった

そのつど 

必要数

１部

１部

３部

１部

１部

３部

３部

 

 

 

 

書式-34

書式-35

書式-36

書式-37

書式-38

Ａ４

Ａ４

Ａ４

Ａ４

Ａ４

Ａ４

Ａ４

Ａ４

 

 

 

(第43号様式) 

(第15号様式) 

(第36号様式) 

 

(第17号様式)写真添付，（産廃）に 

ついては県指定産廃業者の証明書。 

44 

45 

46 

47 

 

工場検査立会申請書 

工場検査立会要領書 

工場検査願書 

工場検査成績書 

 

仕様確認後直ちに

検査30日前 

検査30日前 

検査終了後直ちに

 

２部

２部

２部

３部

 

書式-39

 

書式-40

 

 

Ａ４

Ａ４

Ａ４

Ａ４

 

 

 

 

監督員の承諾後、現地搬入する 

 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

安全管理日誌 

酸欠測定記録 

完成通知書 

補修指示書 

補修完了報告書 

引渡書 

総合試運転実施要領書 

総合試運転実施報告書 

ｺﾝｸﾘｰﾄ強度試験成績書 

工事写真帳 

工事写真CD-R 

運転指導書 

完成検査時 

   〃 

完成検査前 

完成検査時 

補修完了後 

検査合格後 

開始日の25日前

完了後すみやかに

そのつど 

完成検査時 

   〃 

実地指導時 

１部

１部

３部

３部

３部

３部

必要数

必要数

３部

１部

２部

必要数

 

 

書式-41

書式-42

書式-43

書式-44

 

 

 

付-12

付-12

付-14

Ａ４

Ａ４

Ａ４

Ａ４

Ａ４

Ａ４

Ａ４

Ａ４

Ａ４

Ａ４

 

Ａ４

 

 

(第34号様式） 

(第６号様式) 

(第７号様式) 

(第35号様式） 

 

 

 

工事写真帳作成要領による。 

 

運転操作、取扱説明に関する書類 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

 

 

 

運転指導書 

完成図書 

完成図(縮小版) 

展開接続図 

完成図書CD-R 

工事書類引渡書 

完成品引渡時 

完成検査時 

すみやかに 

すみやかに 

完成検査時 

完成検査合格後

※ 

〃 

〃 

〃 

〃 

３部

付-14

付-13

 

 

 

書式-49

Ａ４

Ａ４

Ａ３

Ａ３

 

Ａ４

上記を完成した書類 

完成検査一覧表（書式-45,46,47､48）

Ａ４版背張製本 

電気関係のみ。 

 

 

※番号60～64の提出部数は、書式-49

に表示 
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書 式 － １  

 

  （第４号様式） 

 

 

    着    手    届 

 

 

 

１．工 事 名 

２．工事場所 

３．請負金額 

４．工   期       自 ：    平成   年   月    日 

               至 ：    平成   年   月    日 

５．着手年月日             平成   年   月    日 

 

 

上記のとおり着手しましたので、お届けします。 

 

平成    年    月    日 

 

    沖縄県知事              殿 

 

                          請 負 者     住 所 

                                       商 号 

                                       氏 名 
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書 式 － ２  

 

     現 場 代 理 人 等 通 知 書 

 

平成  年  月  日      

 

沖縄県知事             殿 

 

 

 

             （請負者名） 

印 

 

 

        平成  年  月  日付けをもって請負契約を締結した下記工事について建設 

      工事請負契約書第１０条に基づき現場代理人等を下記のとおり定めたので別紙経    

     歴書を添えて通知します。 

 

 

記 

 
 

工 事 名 

現場代理人氏名 

主任技術者又は、 

監理技術者氏名※ 

専門技術者 

 

 

 

 

 

 

※「資格者証（写し）」を添付する。 
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書式 － ３                                 

 

 

                                    平成  年  月  日 

 

   沖縄県知事             殿 

                              （請負者名） 

 

                                                   印 

 

   現 場 代 理 人 等 変 更 通 知 書 

 

工 事 名 

 

  平成  年  月  日付けで通知した上記工事の現場代理人及び技術者を下記 

のとおり変更したいので、別紙経歴書を添え、契約書第１０条に基づき通知します。 

 

 

記 

 

 

現場代理人等変更年月日  

変更する現場代理人等区分  

 

旧現場代理人等氏名 新現場代理人等氏名 

  

変   更   理   由 

 

 

 

   ※「資格者証（写し）」を添付する。 
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  書式 － ４  

                                                           

 

                                     平成  年  月  日 

 

 経    歴    書 

 

 

 

現場代理人等氏名           印 

 

 

      現 住 所 

 

 

      生 年 月 日 

 

 

        最 終 学 歴 

 

 

        資格及び資格番号 

 

 

        職        歴 

 



 

 

-
 8
 -

   書式 － ５  

（様式第９号） 

                                                                                    平成  年  月  日 

  実  務  経  験  証  明  書 

 

                下記の者、           工事に関し、下記の通り実務の経験を有することに相違ないことを証明します。 

 

                                               沖縄県知事  許可      第     号   平成   年    月   日 

 

                                                                          所 在 地 

                                                                                        証明者    商 号 又 は名 称 

                                                                                                  代 表 者 氏 名 

 

 

技 術 者 の 氏 名  

使 用 者 の 商号又 は名称  
使用された期間 

昭和   年   月から 

現在に至る 

職 名 実 務 経 験 の 内 容 実 務 経 験 年 数 

  平成  年  月  日から   平成   年   月  日まで 

   

   

   

   

   

   

   

   

合計    満     年    月 使用者の証明を得ることが 

出来ない場合 
その理由 

 

証明者と被証明者の関係  

 



 

-
 9
 -

   書 式 ―  ６ 

工   程   表 

平成  年  月  日 
(発注者)               殿 

                    請負者  住所 

氏名            印 

工事名 

工 期  自         至 

 

      月 月 月 月 月 月 月 

      日 
工種 1 11 21 1 11 21 1 11 21 1 11 21 1 11 21 1 11 21 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

     記載要領   1 工種は工事数量総括表の工種を記載する｡(工種以外でも必要なものは､記載する｡) 

            2 予定工程表は棒線(黒実線)で記入し､それぞれの日を明示する｡ 

                   (例  10              30) 

3 着工月日から工期末日までを記入する｡ 
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書 式 ― ７                                       

平成  年  月  日 

 

沖縄県知事              殿 

                                              （請負者名） 

                                      印 

変 更 工 程 表 

 

工事名 : 

 

    上記工事について工期の変更がありましたので建設工事請負契約書第 

   １９条に基づき下記のとおり提出します。 

 

    変更工期：               から 

 

 

記 

 

月 月         月 工 種 当初 

変更 10   20 10   20 10   20 

摘 要 

            

           

            

           

            

           

 

（注）１．１工程は棒線でそれぞれの日を明示し、当初(元工程)を、   、 

        変更(工程)を      で、記入する。 

                     例   ３     12 

                         ９     22 

     ２  変更契約によらない現地の事情により工程表の変更があったときは｢○ 

        ○○○の理由により変更したいので．．．．｣として上記に準じ提出する。 

     ３  変更箇所のみでなく全体について記入するが、変更のない工種は対照 

        を要しない。(実線で記入する｡) 
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書式 － ８   

 

（様式第５号） 

                      建 設 工 事 下 請 通 知 書 
工 事 名 

 

 工  期 自平成  年  月  日 

至平成  年  月  日 

元 

 

請 工事場所  契約金額  

許可番号 

商  号 

（ ～第      号）

 

（ ～第      号）

 

（ ～第      号） 

 

（ ～第      号）

 

 

 

下 代表者     

 

業 

 

者 

 

 

所在地 

（TEL         ）

 

（TEL         ）

 

（TEL         ） 

 

（TEL         ）

 

 

契約年月日 平成   年  月  日 平成  年  月  日 平成  年  月  日 平成   年  月  日

 

工  期 

自平成  年  月  日

自平成  年  月  日

自平成  年  月  日

自平成  年  月  日

自平成  年  月  日 

自平成  年  月  日 

自平成  年  月  日

自平成  年  月  日

 

 

 

 

 

契約金額 

 

 

円

うち元請 

からの支      円

給材金額 

円

うち元請 

からの支      円

給材金額 

円 

うち元請 

からの支      円 

給材金額 

円

うち元請 

からの支      円

給材金額 

 

契約方法 

１  契約書 

２  注文書 

３  口 頭 

１  契約書 

２  注文書 

３  口 頭 

１  契約書 

２  注文書 

３  口 頭 

１  契約書 

２  注文書 

３  口 頭 

 

請 

 

前払金 

現金         円

手形         円

契約締結後 日支払

手形期間      日

現金         円

手形         円

契約締結後 日支払

手形期間      日

現金         円 

手形         円 

契約締結後 日支払 

手形期間      日 

現金         円

手形         円

契約締結後 日支払

手形期間      日

 

前払金 

現金         円

手形         円

契約締結後 日支払

手形期間      日

現金         円

手形         円

契約締結後 日支払

手形期間      日

現金         円 

手形         円 

契約締結後 日支払 

手形期間      日 

現金         円

手形         円

契約締結後 日支払

手形期間      日

 

 

代 

金 

支

払

方

法 

等 

 

引渡時 

の支払 

現金         円

手形         円

契約締結後 日支払

手形期間      日

現金         円

手形         円

契約締結後 日支払

手形期間      日

現金         円 

手形         円 

契約締結後 日支払 

手形期間      日 

現金         円

手形         円

契約締結後 日支払

手形期間      日

 工事内容     

下請にした理由     

下請選定の方法 １競争   ２随契 １競争   ２随契 １競争   ２随契 １競争   ２随契 

金額の決定方法 １総合価格  ２単位

３ 積算額÷ 

１総合価格  ２単位

３ 積算額÷ 

１総合価格  ２単位 

３ 積算額÷ 

１総合価格  ２単位

３ 積算額÷ 

建退共証紙配布 延  人分     円 延  人分     円 延  人分     円 延  人分     円

備  考 

 

 

 

 

   

 
上記のとおり下請けに付したので建設工事請負契約書第７条基づき通知します。 

 
      平成  年  月  日      沖縄県知事                     殿 
 

請負人           所 在 地 
                            許可番号  （    ～   ）  第      号 
                            商   号 
                            代 表 者                        印 
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書 式 － ９   

 

 

 

確認年月日 契約係長      起案者 

 

建設業退職金共済組合証紙購入確認書 

 

     下記の工事についての建設業退職共済組合証紙の購入を掛金収納書 

        により確認します。 

工 事 番 号 

工   事   名 

請 負 金 額 

契 約 年 月 日 

請  負  者 

 

 

 

掛 金 収 納 書 貼 付 欄 

 

      【証紙購入確認書提出要領】 

        ① 銀行(金融機関)で建退共証紙を購入し、その掛金収納書 

        (契約者が発注者へ)を貼付する 

 

② 証紙購入確認書用紙に掛金収納書を貼付したもの(原本) 

        を建退共沖縄支部(沖建協本部)、又は沖建協各支部に 

       掲示し､交付印の押印を受け｢建退共制度適用事業主工事 

        現場｣のシールを受取る 

 

③ 発注者へ証紙購入確認書を提出する(契約日から１ヶ月以内に) 

 

  ※建退共の掛金収納書には､必ず建退共沖縄支部の交付印を受けてくること。 
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書 式 － １  ０   

 

 

 

確認年月日 契約係長      起案者 

 

建 設 労 災 補 償 共 済 等 加 入 確 認 書 

 

   下記の工事について建設労災補償共済等の加入を確認します。 

 

 

工事番号・工事名 

契 約 年 月 日 

請 負 金 額 

補 償 契 約 額 

その他の共済、保険の名称 

 

 

加 入 証 明 書 貼 付 欄 

 

 【加入証明確認書提出要領】 

○ 建設業福祉共済団指定銀行で加入手続後、加入証明書(発注者用〔官 

公庁等用〕)を貼付する。 

 

○ 発注者に加入証明書を提出する。(契約日から１ヶ月以内に) 

 

○ 本制度に一括有期事業として加入している請負者､その他の共済､保 

険制度に加入している場合は､その加入を証する書面の写しを提出し 

てください｡ 
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書 式 － １ １  

 

 

請 負 者 担 当 組 織 届  
 

平 成       年   月     日 

沖 縄 県 土 木 建 築 部 

  下 水 道 建 設 事 務 所 長        殿 

  住 所 

                                 

  請 負 者  

 

氏 名                                         ○印
  

   本 工 事 の 担 当 組 織 を 下 記 の と お り お 届 け し ま す 。 

 

部  門 担 当 者 責 任 者 住       所 

監    理 

技 術 者 

    

（T E L） 

主    任 

技 術 者 

   

                （T E L） 

現  場 

代 理 人 

   

（T E L） 

営  業 

 

   

（T E L） 

設  計 

 

   

（T E L） 

製  作 

 

   

（T E L） 

検  査 

 

   

（T E L） 

工  事 

 

   

（T E L） 

営 業 担 当 者 
 緊 急 時 

 

連 絡 先 工 事 担 当 者 
 

 

 

注 ) 建 設 工 事 企 業 体（J V）の 場 合 は 各 構 成 員 か ら 提 出 す る こ と 。 

  

 



 

-
 1
5 
-

 
 

書 式 － １ ２                                  工 事 工 程 表                                          作成日  平成    年    月    日 
 

 主任技術者  発注者  工事名      着工 平成   年  月  日
 工期 
     完成 平成   年  月  日

 監理業務受託者 
 
                 印

 請負者 

 現場代理人              印 

                 年月日        年      月              月              月              月              月              月  ﾘｽﾄ 
 
  NO.    内  容  数量     5  10  15  20  25     5  10  15  20  25     5  10  15  20  25     5  10  15  20  25     5  10  15  20  25     5  10  15  20  25 

 
   備     考 

  
  
  
  

                                    

  
  
  
  

                                    

  
  
  
  

                                    

  
  
  
  

                                    

  
  
  
  

                                    

  
  
  
  

                                    

  
  
  
  

                                    

  
  
  
  

                                    

  
  
  
  

                                    

  
  
  
  

                                    

    計画  （％）   100                                     

    実施  （％）                                      

 100% 
 
 
 90 
 
 
 
 80 
 
 
 
 70 
 
 
 
 60 
 
 
 
 50 
 
 
 
 40 
 
 
 
 30 
 
 
 
 20 
 
 
 
 10 
 
 
 
  0 

 
 記号 

  配
 布
 先
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書 式 － １ ３  

 

 （ 用 紙 Ａ ４ ）  
 
 
                     承 諾 願 
 
 
                                         平 成     年     月     日  
 
 沖 縄 県 土 木 建 築 部  
       下 水 道 建 設 事 務 所 長   殿  
 
                       住 所  
             請  負  者  
                       氏 名  
 
 

     下 記 工 事 の 承 諾 事 項 に つ い て 承 諾 願 い ま す 。  

 

 

                               記  

 １ ．   工 事 名 称                                                 

 

 ２ ．   工 事 場 所                                                 

 

 ３ ．   工 期  自   平 成   年   月   日   ～    至   平 成   年   月   日  

 
 ４ ．   承 諾 事 項                                                 

 主 任 監 督 員  現 場 監 督 員 

  

 

 

 

 

 

                        上 記 に つ い て 承 諾 す る 。  

                             平 成     年     月     日  
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  書式－１４  
  

         機 器 ・ 主 要 資 材 製 造 会 社 届 
 
                                           平成       年       月       日  
     沖縄県土木建築部  
       下水道建設事務所長    殿  
 
                                       住  所                            
                                請負者  
                      氏  名                         ,  
 
 
       工事名                                   

 番 号     機 器 ・ 資 材 名 称      製 造 会 社 名    備  考  
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書 式 － １ ５ 
 
 

機器・主要資材メーカーリスト 
 
                                      平成  年  月  日 
 沖 縄県土木建築部 
    下水道建設事務所長   殿 
 
    工事名                             請負者              
  

 番号  機 器 名  形式・仕様  数量  製作メーカー サービス店・代理店 

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 

 

 

     

 
 備考 １．各機器ごとに原則として３社選定し、使用希望メーカーに○印をつける。 
        ２．形式・仕様は発注仕様を記載する。 
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書 式 － １ ６  
 
 

 
 
                       第        回  
 
                       打 合 せ 議 事 録 

 

 

  

 期 日       平成    年    月    日   場 所  

 
 出席者  
 
 （県）  

  

 

  

 
 出席者
 
 (    )

 

 
 
 
       監督担当課      沖縄県土木建築部  下水道建設事務所  
 
                       現場監督員氏名                                        , 
 
       請 負 者      住  所  
 
                       氏  名  
 
                       現 場 代 理 人 氏 名                                  , 
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書 式 ― １  ７   

 

（第１１号様式）  

工 事 打 合 せ 簿 

                                                                                        

発 議 者 ○発注者  ○請負者 発議年月日 平成  年  月  日 

発議事項 
○指示  ○協議  ○通知  ○承諾  ○提出  ○届出 

○その他    （                    ） 

工 事 名 
 

（内容） 

 

 

 

 

 

 

 

添付図  枚、その他添付図書 

 
発
注
者 

上記について ○指示 ・ ○ 承諾 ・ ○ 協議 ・ ○ 通知 ・○ 受理します。

             ○その他(                                            ) 

 

                                           平成  年  月  日 

 

処

理 

 

 

・ 

回

答 

 
請
負
者 

上記について ○指示 ・ ○協議 ・ ○提出 ・ ○報告 ・ ○届出 します。 

             ○その他(                      ) 

 

                       平成  年  月  日 

 

主 任 

監督員 

 

現 場 

監督員 

監 督 

補助員

 現 場 

代理人 

主任 

(監理) 

技術者 

 

 

 

 

     

 



 

-
 2
1 
-

  書 式 － １ ８  
 

（用紙  ）                                                発 注 仕 様 対 照 表  

  

工 事 名  
                                                               平成    年    月    日  

                                                                                                      請 負 者                               

   機 器 名 称            発 注 仕 様          承 諾 打 合 せ 仕 様          決 定 仕 様（実施仕様書） 

 
 １．○○○○○  
 
 
 
 
 
 
 ２．○○○○○  

   （特記仕様書の順番に記入する。）  
 (1) 形    式      ○○○○○○○○  
 (2) 数    量     ○○○○○○○○  
 (3) 要    項      ○○○○○○○○  
 (4) 構    造      ○○○○○○○○  
 (5) 材    質      ○○○○○○○○  
 (6) 付  属  品      ○○○○○○○○  
 
 (1) 形    式      ○○○○○○○○  
 (2) 数    量      ○○○○○○○○  
 (3) 要    項      ○○○○○○○○  
 (4) 構    造      ○○○○○○○○  
 (5) 材    質      ○○○○○○○○  
 (6) 付  属  品      ○○○○○○○○  

  

   備  考   
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書 式 － １ ９  
 

 

 

                   承 諾 図 書 リ ス ト 

 

 

     工  事  名                                                           

 

                         請  負  者                        

 

     提  出  日   
 番 号  

 
         図 面 名 称 

   回    回    回  

 
 図 面 番 号 

   1       

   2       

   3       

   4       

   5       

   6       

   7       

   8       

   9       

  1 0       

  1 1       

  1 2       

  1 3       

  1 4       

  1 5       

  1 6       

  1 7       
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書 式 － ２ ０    

                             受  領  
                                           書  
                             借  用  

 

                                      平 成     年     月     日  

   沖 縄 県 土 木 建 築 部  

     下 水 道 建 設 事 務 所 長     殿  

 
                             住 所                               
                       請 負 者  
                             氏 名                            ,  

 
   支 給 品               受 領  
         を 下 記 の と お り     し ま し た の で 調 書 を 提 出 し ま す 。  
   貸 与 品               借 用  

   工 事 名   

   品  名   品 質 形 状 等  数 量  単 位        備   考  

     

     

     

     

     

     

     

  備  考      
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書 式 － ２ １    
 

仮 設 物 設 置 申 請 書 

 

                                      平 成     年     月     日  
 
   沖縄県土木建築部下水道管理事務所 
 
  ○ ○ ○ 浄 化 セ ン タ ー 長    殿  

 
住 所                               

                        請 負 者  
氏 名                           ,  

 

   下 記 物 件 の 設 置 を 許 可 く だ さ る よ う 申 請 し ま す 。 

 1 .工  事  名   

 2 .設 置 場 所   

 3 .設 置 数 量   

 4 .設 置 期 間   平 成     年     月     日 ～ 平 成     年     月     日  

 
 
 
 5 .処  理  欄  

 

 
 (  注  )  
 
   1 .設 置 場 所 は 処 理 場 の 平 面 図 に 位 置 を 記 入 し た も の を 添 付 す る 。  
 
   2 .現 場 ハ ウ ス 等 の 外 形 、 寸 法 、 間 取 り 図 を 添 付 す る 。  
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 書 式 － ２ ２ 
    
 

 

 

        沖縄県土木建築部下水道建設事務所 殿 
 
 
 
 
 
 
 
     工事名： 
 
 
 
 
 
 
                               月分工事日報 

 

 

 

 

現場監督員 現場技術員  

  

 

 

 

        工 期：平成   年   月   日  ～  平成   年   月   日 
 
 
 
 
 
        請負者 
 
 
 
 
     現場代理人氏名 
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書 式 － ２ ３ 
  

 
 現場代理人 

 
         工事名                   

 

                       工  事  日  報 
 
           月分 

           月度 
 項目 

 
     月 

 
     月

 
     月

 
     月

 
     月

 
     月 

 
     月 

 
   計 

 
 機械設備据付工 

        

 
 技 術 者 

        

 
 普 通 作 業 員 

        

 
 設 備 機 械 工 

        

 
 配 管 工 

        

 
 電 工 

        

 
 ダ ク ト 工 

        

 
 は つ り 工 

        

 
 溶 接 工 

        

 
 左 官 

        

 
 塗 装 工 

        

 
 防 食 被 覆 工 

        

 
 現 場 代 理 人 

        

 

 
       計 

        

 

 
 
           ※書式－２４工種の記入例に準ずる。 
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書 式 － ２ ４ 
 

工   事   日   報   （記入例）  
工 
 
事 
 
名 

 

現場代理人請 
 
負 
 
者 

 
 

平成      年      月      日      曜日        天候 

工 事 内 容 稼動人員  （人工） 

  工 種    人員      累計 

  機械設備据付工  ←機械設備  

  技 術 者  ←電気設備  

  普 通 作 業 員   

  設 備 機 械 工   

  配 管 工   

  電 工   

  ダ ク ト 工  
  は つ り 工  

 
 
 

  溶 接 工  

  左 官  

  塗 装 工  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

監理技術者 
主任技術者 
とび工 
鉄筋工 
型枠工 
防水工 
板金工 
保温工 
ｸﾞﾗｳﾄ工    防 食 被 覆 工

  現 場 代 理 人

 
上記から該当工種を 

      選定して記入する事。

        計   

 監督員の指示事項  

 機器・資材搬入  

 

 検査・立会事項  

 
    ※1 機械設備据付工：機械設備の据付について相当程度の技能を有し､設備の据付け､調整等について   
                        直接従事する据付工事部門等の労働者｡(単体試験､総合試運転を含む｡) 
              
    ※2 技  術  者：機器等の据付け､単体調整､組合せ試験等に要する労働者｡  
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書 式 － ２  ５   

 

 

 

休日作業届 
  

平成   年   月   日 
 

 沖縄県土木建築部下水道建設事務所長 

 沖縄県土木建築部下水道管理事務所長   殿 
○ ○ ○ 浄 化 セ ン タ ー 長 
 
 

                                           請 負 者           印 
 
                      現場代理人           印 
 
 
      下記の日時で作業を行いますので、承諾をお願いします。 
 
 

記 

 

 

   １． 工  事  名 

 

 

 

   ２． 作 業 期 間    年  月      日 ～   年     月   日 

 

 

 

   ３． 作 業 期 間 

 

 

 

   ４． 作 業 場 所 

 

 

 

５． 作 業 内 容 

 

 

 

６． そ の 他   緊急連絡先（携帯電話番号）など 
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書 式 － ２  ６   

 

 

 

時間外作業届 
  

平成   年   月   日 
 

 沖縄県土木建築部下水道建設事務所長 

 沖縄県土木建築部下水道管理事務所長   殿 
○ ○ ○ 浄 化 セ ン タ ー 長 
 
 

                                           請 負 者           印 
 
                      現場代理人           印 
 
 
      下記の日時で作業を行いますので、承諾をお願いします。 
 
 

記 

 

 

   １． 工  事  名 

 

 

 

   ２． 作 業 期 間    年  月      日 ～   年     月   日 

 

 

 

   ３． 作 業 期 間 

 

 

 

   ４． 作 業 場 所 

 

 

 

５． 作 業 内 容 

 

 

 

６． そ の 他   緊急連絡先（携帯電話番号）など 
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書 式 ― ２  ７  

      工事月報様式例―１ 

（第１６号様式） 

工 事 履 行 報 告 書            

 

工事名  

工 期 平成  年  月  日   ～  平成   年  月  日 

日 付 平成  年  月  日 （  月分） 

月  別 
予 定 工 程 %  

(  )は工程変更後 
実施工程 % 備  考 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（記事蘭） 

 

 
主 任 
監督員

現 場 
監督員

監 督 
補助員

 現 場 
代理人 

主 任 
（監 理）
技術者 

 

 

 

     



 

-
 3
1 
-

書 式 － ２８ 

       月報様式例－２                                      工 事 工 程 表                                         平成  年  月  日 

当初 自：平成 年  月  日 請負代金額  請負者 

工期 至：平成 年  月  日 変更請負代金額  現場代理人 
印 

変更 自：平成 年  月  日 氏   名 
工 事 名 

 

工 期 

工期 至：平成 年  月  日
完成予定日 平成  年  月  日 

 
印 

 

№ 種   別 金 額 ％ 10   20 10   20 10   20 10   20 10   20 10   20 10   20 10   20 10   20 (％) 

                               100 

                                

                               90 

                                

                               80 

                                

                               70 

                                

                               60 

                                

                               50 

                                

                               40 

                                

                               30 

                                

                               20 

                                

                               10 

                                

                               0 

 

月間予定出来高 ％           

月間予定金額 千円           

累計予定出来高 ％           

累計予定金額 千円           

 



 

-
 3
2 
-

  書 式 ― ２  ９  

            工事月報様式例－４ 
 
   (第１６―２号様式) 

   工 事 月 報（   月 分  ） 

   工事名称 

   契約工期    自 平成  年  月  日      至  平成  年  月  日 

                                          請負者（住所） 
                                                                 （氏名）                 印 

工 事 費   内  訳 

                                                                                                                      (単位：千円) 

  実 行 予 算       計 画 出 来 高    実 施 出 来 高 
工種 種別 細別 

数量 単位 単価 金額 % 数量 単位 単価 金額 % 数量 単位 単価 金額 % 
備考 
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書 式 － ３  ０  

 工事月報様式例－５ 

 

 

 

 

                      県産建設資材使用状況報告書 
 

  工事名 
 
         月分 
 
                                                   請 負 者 
 
                                                   完成年月日 
 
 

使用総数量  Ａ 県産品使用数量 Ｂ 
品  名 

単位 数量 単位 数量 
使用比率 
B/A(%) 

 

備考 

鉄 筋 ｔ  ｔ    

セメント（生ｺﾝｸﾘｰﾄを除く） kg  kg    

ア ル ミ サ ッ シ ｍ２  ｍ２    

塩 ビ パ イ プ ｍ  ｍ    

鋳 物 製 品 
(ﾏﾝﾎｰﾙ 鉄蓋 ､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ等) 

枚  枚    

コンクリート２次製品 
（ 杭 ） 

本  本    

ワ イ ヤ ー メ ッ シ ュ ｍ２  ｍ２    

Ｆ Ｒ Ｐ 浄 化 槽 基  基    

高 架 水 槽 基  基    

ア ル ミ 形 材 ｔ  ｔ    

ＰＣ橋桁(ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ方式) ｔ  ｔ    

 
  摘 
 
  要 

設計数量がない場合は、数量の欄に「０」と記入する。 
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書 式 － ３  １    

    （第 12 号様式） 

材 料 確 認 願  

 

平成   年  月  日      

 

工事名 

  

         標記工事について､下記の材料確認を実施願います。 

 

記 

 

確  認  欄 

材料名 品質規格 単位 搬入数量 確 認
年月日

確 認
方 法

合 格
数 量

確 認 
印 

備   考 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

主  任 
監督員

現  場 
監督員

監  督 
補助員 

 現  場 
代理人 

主  任 
(監  理)
技術者
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書 式 － ３  ２  

 

  （第１３号様式） 

 

  確 認 ・ 立 会 願 

 

主 任 

 

監督員 

現 場 

 

監督員 

監 督 

 

補助員 

 主 任 

(監 理) 

技術者 

 

 

 

    

 

 

 

 

確認 ・ 立会事項 

 

 

工事名                         平成   年   月   日 

 

下記の ○確認・○立会 を願いたい。 

 

 

 

記 

 

 

 

工        種  

場        所  

資        料  

希  望  日  時 平成     年     月     日       時 

 

 

確認立会員  

実 施 日 時 平 成  年  月  日  時

記    事  
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書 式 － ３  ３  

 

（第１４号様式） 

 

 段   階   確   認   書 

施 工 予 定 表  

平成   年  月   日 

 特記仕様書第   条に基づき、下記のとおり施工段階の予定時期を報告いたします。 

 

 

                     請 負 業 者 ： 

工事名 ：              現場代理人名等 ：          印  

 

種    別 細    別 確認時期項目 施工予定時期 記    事 

     

     

     

     

     

      

 

平成  年  月  日 

 通 知 書  

下記種別について、段階確認を行う予定であるので通知します。 

 

監督職員名 ：        

 

確 認 種 別 確 認 細 別 確認時期項目 確認時期予定日 確認実施日等 

     

     

     

     

      

 

平成  年  月  日 

   確 認 書  

上記種別について、段階確認を実施し確認しました。 

 

監督職員名 ：        印 
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書 式 － ３  ４   

 

 

   （第４３号様式）                              

 

平成  年  月  日 

変  更  届 

沖縄県知事         殿 

 

 請負者（住所）                   

（氏名）          印 

 

下記のとおり変更したので届けます。 

   記 

件名 ：                            

 

変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 変 更 年 月 日 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

        1.名義変更、改印、代表者変更、他に使用する。 
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書 式 － ３  ５  

 

 （第１５号様式） 

平成  年  月  日 

 

  沖縄県知事         殿 

 

         （請負者）住所 

                      氏名       印 

 

                 請 負 代 金 内 訳 書 

 

工 事 名 

契約年月日                                   

工   期                        ～                                迄 

 

費 目 工 種 種別 細別 規 格 単位 員 数 単価 金 額 
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書 式 － ３  ６   

 

  （第３６号様式） 

 

                                  平成  年  月  日 

  （請負社名）※１は 

  沖縄県知事※２          殿 

 

 

    沖縄県知事※１又は 

                            （請負者名）※２            印 

       

 

工事の部分使用について（○協議、○承諾） 

 

 

   標記について、下記のとおり部分使用することを、建設工事請負契約書第３３条 

第１項に基づき（ ○協議、○承諾）します。 

 

 

記 

 

 

  １．使用目的 

 

  ２．使用部分 

 

  ３．使用期限 自 

           至 

  ４．使用者 

 

  ５．その他 

 

 

 

  １．（協議･承諾）には、いずれかに○印をつける。 

  ２．※１は協議 ※２は承諾 
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書 式 － ３ ７   
  
 

            

請 負 工 事 休 業 届 出 書 
 

 

                                     平 成     年     月     日  

    沖 縄 県 土 木 建 築 部  

      下 水 道 建 設 事 務 所 長    殿  

 

                             住 所                              

                       請 負 者  

                             氏 名                           ,  

 

   下 記 の と お り 工 事 を 休 業 し た い の で 届 出 ま す 。  

 

 1 . 工 事 名  

 2 . 工 事 場 所   

 3 . 工   期   平 成     年   月   日   ～   平 成     年   月   日  

 4 . 現 場 事 務 所   

 5 . 休 業 期 間   平 成     年   月   日   ～   平 成     年   月   日  

 6 . 休 業 事 由   

 7 . 休 業 期 間 中 の

   工 事 資 材 状 況

 

 8 . 盗 難 防 止 の  

   設 置  

 

 9 . 漏 電 ・ 火 災  

   予 防 の 設 置  

 

 職    務    氏  名         居   所     電  話  

 現 場 代 理 人    

    

 1 0  

 緊  

 急  

 時  

 連  

 絡  

 先      

 備  考  
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書 式 － ３  ８   
（第１７号様式） 

平成   年  月  日 

 

主任監督員        殿 

 

請負者（住所） 

                                                （氏名）            印 

（現場代理人氏名）   

 

現 場 発 生 品 調 書 
 

工事名 

 

   平成  年  月  日付けをもって請負契約を締結した標記工事における 

下記の発生品を引き渡します。 

 

記 

 

品 名 規 格 単位 数量 摘  要 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

摘要蘭には、発生品の発生場所(測点等)､貯蔵場所､品質状況等を記入する 
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 書 式 － ３ ９  
 

 

工 場 検 査 立 会 申 請 書 
 
 
                                      平 成     年     月     日  
   沖 縄 県 土 木 建 築 部  
     下 水 道 建 設 事 務 所 長    殿  
 

住 所                               
                       請 負 者  
                             氏 名                           ,  
 
                        工 事 名                   
 
   下 記 の と お り 工 場 検 査 を 行 い ま す の で 、 立 会 い 下 さ る よ う 申 請  
   し ま す 。  

 番 号   検 査 機 器 名 称  検 査 場 所  検 査 年 月 日   立 会 有 無
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 書 式 － ４ ０  
 

 
 

                工 場 検 査 願 書 
 
 
                                      平 成     年     月     日  
 
   沖 縄 県 土 木 建 築 部  
     下 水 道 建 設 事 務 所 長   殿  
 
                             住 所                              
                       請 負  
                             氏 名                           ,  

 工 事 名  

 工 事 場 所  

 
   上 記 工 事 の 工 場 立 会 検 査 を 下 記 に よ り 実 施 し た い の で 願 出 ま す 。  
 
 
                             記  
 
 １ ． 検 査 機 器 名 称  
 
 ２ ． 検 査 希 望 日   平 成   年  月   日  ～  平 成   年  月   日  
 
 ３ ． 検 査 場 所  
 
 ４ ． 検 査 方 法       添 付 資 料 の と お り 。  
 
 ５ ． 検 査 日 程  
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書 式 － ４  １   

 

  （第３４号様式） 

 

                                    平成  年  月  日 

 

  沖縄県知事           殿 

 

                            請負者 （住所） 

 

（氏名）              印 

 

 

完  成  通  知  書 

 

 

下記工事は平成  年  月  日をもって完成したので建設工事請負契約書 

第３１条の第１項に基づき通知します。 

 

 

記 

 

 

  １．工 事 名 

  ２．請負代金額  ￥ 

  ３．契約年月日       平成  年  月  日 

  ４．完 成 期 限       平成  年  月  日 

  ５．完 成 年 月 日    平成  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

   １．  監督職員に提出 

   ２．１ 完成期限は建設工事請負契約書記載の完成期限 

   ２．２ 完成年月日は実際に完成した年月日 

 



 - 45 -

書 式 ― ４  ２   

 

 （第６号様式） 

 

補 修 指 示 書 

 

 

           平成  年  月  日          

工 事 名  

補修箇所 

 

補修の期限  

                                            

 

  上記について補修を指示します。 

 

平成  年  月  日 

 

                       検査職員氏名 

印   

 

  １．監督職員及び請負者に通知                                 
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書 式 － ４  ３   

 

（第７号様式） 

 

平成  年  月  日    

検査職員氏名 

 

              殿 

 

                       現場代理人氏名           印

 

 

 

                 の          検査において、補修指示 

 

   されました部分につきましては､下記のとおり完了しましたので報告します。 

 

 

補 修 完 了 報 告 書 

工 事 名 
 

 検査官の補修指示箇所及び補修内容 

 

  １．監督職員に提出 
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書 式 － ４  ４   

 

  （第３５号様式） 

 

                                     平成  年  月  日 

 

  沖縄県知事            殿 

 

                            請負者 （住所） 

 

（氏名）             印 

 

 

引    渡    書 

 

 

    下記工事を建設工事請負契約書第３１条第４項に基づき引渡します。 

 

 

 

 

 

 

 

   １．工 事 名 

 

   ２．請負代金額 ￥ 

 

   ３．検査年月日    平成  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   １．監督職員に提出 
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書 式 －  ４  ５  

                                                         平成    年    月    日  
 
沖縄県土木建築部下水道建設事務所長  殿  
                                            請負者  
 
                                            現場代理人  
 
 
          工 事 名：  
          工    期：平成    年    月    日～平成    年    月    日  
 
 
                      完成検査書類一覧表 
 

                １．完 成 図 書  
 
                ２．完   成   図 
 
                ３．承 諾 決 定 図  
 
                ４．発 注 図  
 
                ５．施 工 計 画 書  
 
                        ・着 工 前 調 査 記 録 
                        ・作 業 員 名 簿 
 
                ６．承 諾 願 図 書 
 
                        ・図 面 類 
                        ・発 注 仕 様 対 照 表 
                        ・機 器 設 計 仕 様 書 
                        ・メ ー カ ー リ ス ト 
                        ・アフターサービス一覧表  
                        ・カ タ ロ グ 
                        ・塗 装 仕 様 書 
 
                ７．工 事 施 工 書 類 
 
                        ・資 機 材 納 品 書 綴 
 
                ８．検 査 関 係 書 類 
 
                ９．工 事 写 真 
 
            １０．工 事 日 報 
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書 式 － ４  ６  

 
 

 

          

 
                               完成検査議事録 

   工事名 

   期  日    平成    年    月    日    場  所  

 

 

 

   出席者 

   （県） 

 技術管理室検査員 

 

 

 下水道建設事務所 

 

施  工 

監  理 

 

 

 

 

   出席者 

 （請負者）

 

 

 

         監督担当課    沖縄県土木建築部下水道建設事務所 

 

                       現場監督員氏名                              印 

 

             請負者    住  所 

 

                       氏  名 

 

                       現場代理人氏名                              印 
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書 式 － ４  ７  
 

完成検査指摘事項 備    考 

書類検査  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 現場検査  
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書 式 －  ４  ８  
 
 

                                                   平成   年    月    日  

 

          完成検査指摘事項手直し完了報告書 
 

   工事名：  

 

       完成検査時に御指摘ありました事項につきましては、手直しを完了致し  

       ましたので御報告致します。  

項    指 摘 事 項  手 直 し 状 況 

１  書類検査   

 

２  現場検査   

 

 

       立会検査年月日        平成  年  月  日  

 

                     現場監督員                        印  

 

                             現場技術員                        印  

 

                       請負者  

 

                       現場代理人                        印  
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書 式 － ４ ９ 
 

沖縄県土木建築部下水道建設事務所長殿 

 

工 事 書 類 引 渡 書 

 

工事名：   

請負者    

現場代理人         印 

 

引 渡 書 類 目 録 

提 出 内 訳 
提出数 

建設事務所 管理事務所 

 

項  目 書類名・内容など 

書類 電子 書類 電子 書類 電子 

備 考 

(分冊No) 

完 成 図 書  １部 ２部 １部 １部  １部  

･完成図  ○ ○ ○ ○  ○  

･施工計画書  ○ ○ ○ ○  ○  

･着手前調査記録  ○ ○ ○ ○  ○  

･承諾図書（決定図）  ○ ○ ○ ○  ○  

･工事施工関係書類  ○ ○ ○ ○  ○  

･検査関係書類  ○ ○ ○ ○  ○  

･提出書類綴り(官公庁提出書類)  ○ ○ ○ ○  ○ 写 し 

１ 

･取扱説明書（機器）  ○ ○ ○ ○  ○  

２ 完成図（Ａ４版）  ４部  １部  ３部   

３ 承諾図書（決定図）  １部  １部     

４ 工事日誌  １部  １部     

５ 提出書類綴り(官公庁提出書類)  １部    １部  原 本 

６ 総合試運転報告書  ２部  １部  １部   

７ 運転指導書  ３部    ３部   

８ 工事写真  １部 ２部 １部 １部  １部  

 

９ 施設鍵 ・あり ・なし ・今回引渡 ・引渡済み  

10 付属品 ・あり ・なし ・今回引渡 ・引渡済み 付属品一覧表参照 

11 予備部品 ・あり ・なし ・今回引渡 ・引渡済み 予備品一覧表参照 

注記 １．建設事務所、管理事務所と別々のカバンに収納し、工事名、施工年度、提出書類等を明記した札を

容器の外に添付すること。(カバンの色は機械設備工事は黒、電気設備工事は緑とする) 

２．完成図書等が分冊の場合は、分冊数を記入する。 

３．提出書類綴り(官公庁提出書類)  : 証明書などは原本を提出する。 

４．完成図書の各書類は、「提出数」欄の「書類」か「電子」（または両方）に○をつけること。 

  完成図書に含まれる書類のうち、電子納品に含まない書類がある場合は 

  管理事務所提出用として別途冊子を作成し、管理事務所「書類」欄に※を記入する。 

 

                             平成  年  月  日  受領しました。 
                                

現場監督員             印 
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（付則－３）          基準法令一覧表 

 

名  称 概  要 対象機器 

 

大気汚染防止法 

 

 

大気汚染防止法施行令 

 

大気汚染防止法施行規則 

 

騒音規制法 

 

 

騒音規制法施行令 

 

騒音規制法施行規則 

 

特定工場等において発生する

騒音の規制に関する基準 

 

労働安全衛生法 

 

 

 

労働安全衛生法施行令 

 

労働安全衛生規則 

 

ボイラー及び圧力容器安全 

規則 

 

圧力容器構造規格 

 

 

クレーン等安全規則 

 

 

クレーン構造規格 

 

 

高圧ガス保安法 

 

 

高圧ガス保安法施行令 

 

 

ガス事業法 

 

 

 

ガス事業法施行令 

 

 

 

排気ガス中の硫黄酸化物、窒素酸

化物、ばいじん等を規制する規則

 

 

 

 

 

指定地域内に特定施設を設置する

場合の規定 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働災害防止のための有害物、機

械等に関する規則 

 

 

 

 

 

 

ボイラー及び圧力容器の製造、設

置、管理及び検査等の規則 

 

圧力容器の材料、構造、工作、水

圧試験等に関する規則 

 

クレーンの構造、設置、使用、就

業及び検査に関する規則 

 

クレーンの材料、構造及びワイヤ

などについての規格 

 

高圧ガスの製造、販売、貯蔵、移

動及び容器の製造、取扱いの規制

 

高圧ガスと設備の製造、保安に関

する規則 

 

ガス工作物の工事、維持及び運用

並びにガス用品の製造、販売の規

制 

 

ガス工作物の技術基準、成分の規

定等 

 

 

ボイラー、ガスタービン機関、デ

ィーゼル機関、焼却炉、乾燥炉等

 

 

 

 

 

空気圧縮機、送風機、その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加温用蒸気ボイラー、空気タンク、

天井クレーン、簡易リフト、圧力

容器等 

 

 

 

 

 

加温用蒸気ボイラー、圧力容器、

ガスタンク等 

 

 

 

 

天井クレーン、ホイスト 

 

 

 

 

 

液化塩素 

 

 

 

 

 

ガスホルダー 
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（付則－３） 
 

名  称 概  要 対象機器 

ガス事業法施行規則 
 
ガス工作物の技術上の基準を
定める省令 
 
毒物及び劇物取締法 
 
 
毒物及び劇物取締法施行令 
 
毒物及び劇物取締法施行規則 
 
肥料取締法 
 
 
肥料取締法施行令 
 
肥料取締法施行規則 
 
特殊肥料等指定 
 
振動規制法 
 
 
振動規制法施行令 
 
振動規制法施行規則 
 
特定工場等において発生する
振動の規制に関する基準 
 
悪臭防止法 
 
 
悪臭防止法施行令 
 
悪臭防止法施行規則 
 
悪臭物質の測定の法則 
 
廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律 
 
廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律施行令 
 
廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律施行規則 
 
金属等を含む産業廃棄物に係
る判定基準を定める総理府令 
 
産業廃棄物に含まれる金属等
の検定方法 

 
 
 
 
 
毒物及び劇物の種類の指定と罰
則等 
 
 
 
 
 
肥料の品質、規格の公定、登録、
検査等に関する 
 
 
 
 
 
 
 
指定地域内に特定施設を設置す
る場合の規定 
 
 
 
 
 
 
 
 
特定施設より発生する悪臭物質
の排出規則 
 
 
 
 
 
 
 
一般及び産業廃棄物の処理、処
分規制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ガスホルダー 
 
 
 
 
脱臭設備等 
 
 
 
 
消毒設備等 
 
コンポスト施設、汚泥乾燥施設
 
 
 
 
 
 
 
 
空気圧縮機、その他 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
水処理機械、汚泥処理機械、脱
臭設備 
 
 
 
 
 
 
 
除塵機、揚砂機、脱水機等 
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（付則－３） 
 

名  称 概  要 対象機器 

 

電気事業法 

 

 

 

電気事業法施行令 

 

電気事業施行規則 

 

受電制限規則（廃止）受電調整

規則 

 

電気設備に関する技術基準を

定める省令 

 

電気設備の技術基準の解釈 

 

電気用品安全法 

 

電気用品安全法施行令 

 

電気用品安全法施行規則 

 

電気用品の技術上の基準を定

める省令 

 

電波法 

 

 

電波法施行規則 

 

消防法 

 

 

 

消防法施行令 

 

 

消防法施行規則 

 

危険物の規制に関する政令 

 

 

 

労働基準法 

 

労働基準法施行規則 

 

 

電気工作物の工事、維持及び運

用を規制し、保安を目的とする

規制 

 

 

 

 

 

 

 

 

電気に関する技術基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電波障害防止区域の指定、届出、

規則等 

 

 

 

防火、消防対象物（建築物、そ

の他の工作物及び危険物）に対

する規則 

 

防火対象物の指定、種類、及び

消防基準等 

 

 

 

消防法に基づく、油等危険物の

貯蔵タンクの製造、設置などに

ついての規定及び消火設備の基

準 

 

 

電気設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポンプ場、処理場の建築物 

 

 

 

 

ポンプ場、処理場の建築物、自

家発電装置、燃料タンク等 

 

 

 

 

 

 

 

燃料タンク、圧力タンク等 
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(付則－４) 

設備工事の施工管理留意事項 

 

  当該設備工事の施工にあたっては、発注仕様書等によるほか、下記の事項に留意し、遺漏なく 

 完成されたい。 

 

 １ 品質管理 

(1) 下水道用設備として、次の基本的用件を満たすよう努めること。 
 ア 沖縄県の亜熱帯の特殊性(気候､風土､塩害､台風等)を考慮した機種、構造であること。 

 イ  使用（環境）条件に適合した合理的な機構を備え、高機能であること。 

        ウ  負荷変動等運転条件の変化に対して柔軟性に富み、安全性が高いこと。 

        エ  苛酷な使用条件に対しても耐候性、耐久性に優れ、信頼性、安全性が高いこと。 

        オ  省力・省エネルギー型（高効率型）で、維持管理費が低廉であること。 

        カ  人間工学に配慮し、わかりやすく、安全で使いやすいこと。 

        キ  日常の保守管理が簡単で、保全性、拡張性に優れていること。 

 ク  振動、騒音、大気汚染、悪臭等公害要因の発生を防止していること。 

        ケ  外観、デザインに配慮し、近隣施設や周辺環境と調和していること。 

  (2)  主要機器はもとより、補機、付属品についても上記の要件に留意して、高品質の製品（汎 

   用品）を厳選し、設備全体としての総合性能、信頼度の向上を図ること。  

  (3) 外注品の手配にあたっては、仕様内容を明示して早期に発注し、手違い、納期遅れなどが 

   生じないよう注意すること。また、外注先が作成した機器の製作仕様書の他に元請負者として

の製作仕様書を作成し、プラント全体としての使用条件に適合しているか点検したことを確認

する欄を設け押印すること。 

  (4)  機械装置の設計にあたっては、特に次の事項に留意すること。 

        ア  機械装置はあくまでも「単純明快・安全確実・堅牢長寿」を基本とし、多機能化等を

追求するあまり、必要以上に複雑化しないよう創意工夫を凝らして、洗練されたもの 

         とする。 

  イ  耐久部材（非交換重要部品）と消耗部材（交換部品）の区別（耐用寿命）を明確にし、

消耗部材は容易に交換できる構造とする。 

      ウ 防食対策にあたっては、付属品、金具等の細部にいたるまで配慮し、設備全体の耐食

性に整合がとれていること。 

      エ 屋外及び湿潤場所に設置されるものは、水切りのよい構造とし点検歩廊及び階段の踏

板には滑り止めを設ける。 

      オ 発熱部はもとより、熱（冷熱を含む）の影響を受けるものは、材質、構造（伸縮性）

に十分配慮すること。また、熱による障害を防止するため、必要に応じて断熱、強制 

冷却等の措置を講じること。 

カ ゴム、合成樹脂、繊維類、セラミック、その他非金属材を使用する場合は、機械的 

強度（耐衝撃性、耐摩耗性等）はもとより、耐候性、耐熱性、耐油性、耐薬品性等必 

         要な特性について十分吟味のうえ、使用条件に対して経年劣化の少ないものを選定す 

ること。 
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(付則－４) 

 

キ 駆動装置、回転機器、その他動作機構部は、高効率、低騒音設計とし、保守管理の 

容易な潤滑方式及び軸封方式を採用すること。また、保安上必要な箇所には保護カバ 

         ーを設けるなどの措置を講じること。なお、屋外の減速機の給油は原則としてオイル潤

滑方式を選定すること。 

      ク パッケージ型の機器は、内部の保守点検が容易な構造とし、必要な箇所には内部監 

視窓、点検口（扉）を設けること。 

        ケ 計装機器、シーケンスコントローラ等の電子機器は、ノイズ対策、環境対策を施した

信頼性、耐久性の高いものを選定することは勿論であるが、既存設備との互換性につい

ても配慮すること。 

  コ 機器構造、基礎構造等の耐震性並びに配管等の可とう性を十分確保すること。 

     サ 消化槽内部の気相部等の配管材質は SUS316L 使用する等の腐食性に対して十分配慮

すること。 

     シ 床排水ポンプ(3.7kW 以下)及び建築付帯設備の機器は、互換性について配慮し、電圧

は原則として３相 200V、単相 100V とすること。 

     ス 全ての機器には所定の銘板を取付けること。なお、配管施工等において既設との取合  

      い部分(ﾌﾗﾝｼﾞ等)に帯線で着色すること。色は年度ごとに指定する。 

 

 

 ２ 工程管理 

  (1)  完成期限を厳守することは勿論であるが、施工途中の各工程についても常に進捗状況を的 

   確に把握し、遅延しないよう管理すること。 

    また、現場施工に際しては、毎月の工事進捗状況を監督員に報告すること。 

  (2)  承諾図書提出時期、現場工事着手時期、主要機器の工場検査及び現場搬入時期、総合試運 

   転時期等は遅れないよう注意すること。 

(3) 現場工事が他工事と競合する場合は、相互の連絡調整を密にし、全体の工程が遅れないよ 
う協力すること。 

(4) 現場代理人は、請負者の現場代表者としての職責をよく自覚し、作業員全員の指揮監督は 
   もとより、工事管理業務全般について迅速、的確に処理すること。 

(5) 下請負人は、熟練工を擁する技術力、機動力を備えた信頼できる専門業者を選定すること｡ 
(6) 各工程毎の自主検査を厳重に行い、写真撮影を含めチェック漏れのないよう注意すること｡ 

  (7)  既設物との取合い、切り廻し、切替え並びに下水道管理事務所との依頼事項等については､ 

   事前（１週間前）に担当者と打合せを行い、２日前に再度徹底すること。なお、停電作業、 

   遠制関係も同様とすること。 

  (8)  週間工程会議及びその他の会議議事録はその都度監督員に提出し、確認すること。又月末 

   には月間工程表及び出来形工程表（計画、実施赤線）を提出すること。 

(9) 工事写真撮影はデジタルカメラを使用し、据付時の主要寸法は箱尺、リボンテープ等を一 
緒に撮影すること。特に特記仕様書に寸法記載のあるものは実施すること。 

 (10)  現場工事完了後、下水道管理事務所の立会い検査及び試運転を行い、合格後、総合試運転 

   を行う。工事は工期内に完了すること。完成図書類も工期内とする。 
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(付則－４) 

 

(11) 現場事務所には「工事現場における適正な施工体制の確保」に関する点検事項の確認とし 
  て、「施工体系図」「建設業許可標識」、「建退共」「労災保険」等を見やすい位置に掲示する 

こと。 

 

 

３ 安全管理 

(1) 請負者自らの責任において、工事現場の安全管理を自主的に行い、災害の発生を防止する 
   こと。 

  (2)  安全管理に当たっては、当該工事において実際に発生するおそれがあると考えられる危険 

   や災害について、事前に十分な予測を行い、これに対して実効のある安全対策を実施すること｡ 

(3)  具体的な安全対策は｢施工計画書｣に明記のうえ、これに基づき実施するものとするが、常 

   に現場の状況を的確に把握し、場合によっては臨機応変の措置を講じること。 

  (4)  施工区域の管理責任を明確にし、労働災害はもとより、破損、汚損、濡損、火災、盗難等 

   の事故を起こさないよう常に細心の注意をはらうこと。 

  (5) 稼動中の施設内で施工する場合は、安全通路の確保、既存施設の保護等必要な措置を講じ､ 

   当核施設の日常業務に支障のないよう配慮すること。特に、運転中の設備を一時停止して改 

   造、接続等の工事を行う場合は、周到な準備と緊密な連絡体制のもとに、短時間で遺漏なく 

   施工すること。 

  (6)  工事現場の整理整頓に努め、騒音、振動、粉塵等工事公害要因の発生防止に留意するとと 

   もに、工事用車両が現場周辺で事故を起こさないよう注意すること。 

  (7)  駐車場所、喫煙場所、トイレ、ゴミ、廃材置場等については指定場所を定め、工事現場の 

秩序を保つこと。なお、工事現場で廃材の焼却、焚火などをしてはならない。   

   (8)  安全対策は十分に行い、事故は絶対にないよう気をつけること。特に有毒ガス、酸欠等は 

   十分安全を確認して対応すること。（測定記録、写真等の提出） 

  (9)  工事に伴う排水、臭気、騒音、振動等の環境公害に影響を来す恐れのあるものは、事前に 

   その対策方法を検討し、監督員の承諾を得ること。 

 (10) 下水道施設の安全管理につとめること。特に台風時には下水道施設及び下水道管理事務所関

係のものを優先して、安全を確保すること。 

 (11)  連絡体制は安全協議会で統一して一本化し、無事故につとめること。もしも、事故が発生 

   した場合緊急連絡体制表に基づき、すみやかに処置をとること。 

  (12)  現場は常に整理、整頓、清掃（特に空缶、紙、ビニール、はつりがら等の処分）につとめ 

   ること。（一定間隔をおいて協議会で実施すること。） 

 

 

 ４ その他の留意事項 

  (1)  承諾図、説明書などは見やすく、わかりやすいように作成し、コピーの繰り返しなどによ 

   り不鮮明になった用紙を使用しないこと。 

  (2)  工事写真の撮影にあたっては、露出不足（ストロボの光量不足）にならないよう配慮し、 

   不鮮明なものや構図の悪い写真は除外すること。 
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(付則－４) 

 

  (3)  運送会社により物品を現場へ発送する場合は、発送状に工事名、元請負者名を明記し、請 

   負者が直接受取ること。 

  (4)  小学生徒の浄化センター見学時には見学通路等の安全確保に努めるよう、下水道管理事務 

   所の要望に協力すること。 

(5) 請負工事の工事看板は見易いところに設置すること。 
  (6)  電気、水道、便所等は下水道管理事務所（浄化センター）管理のものは使用しないこと。 

   但し、許可ある場合は、その指示に従うこと。 

   (7)  駐車場は指定された場所を使用し、工事関係者の車両は下水道管理事務所の駐車場を使用 

   しないこと。なお、工事車両には本工事関係車両であることが分かるような措置を講じること。 

   (車両通行許可証等の掲示) 

   (8)  郵便物等については誤配のないよう住所、宛先等を明確にして、工事関係者に徹底すること。 

  (9) 提出用紙は統一すること。（Ａ４、Ａ３）  

 (10) 各種検査並びに機器資材の搬入、据付時には所定の様式の書類「確認・立会願」「材料確認 

   願」「施工管理記録」等を添付あるいは事前に提出して必ず監督員の立会いを受け、その立会

いの結果については同様の書類により報告及び提出し、承諾を得ること。 

 (11) 現場は別途工事との関連があるので十分打合せて協力すること。 

(12)  予備品で納入する油脂類（ギヤオイル、グリス等）は下水道管理事務所使用の同メーカー 

   製品とすること。 

 (13) 各浄化センター（中継ポンプ場を含む）の連絡協議会は工事完了後、監督員の指示により 

   各浄化センター（那覇、宜野湾、具志川、西原）の航空写真（Ａ版、ネガとも）を撮影し、 

   提出すること。 
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（付則－５）          承諾図書一覧表 
 

１．機械設備 

図書名称 縮 尺 図面サイズ 摘  要 

 

機械配管系統図 

 

 

計器リスト 

設備全体配置平面図 

 

設備全体配置側面図 

配管平面図 

 

配管各部断面図 

支持金具製作図 

操作架台据付図 

基礎図 

基礎配筋図 

主機据付外形図 

 

機器外形図 

機器組立断面図 

機器動作機構説明図 

電気関係図 

 

配管スケルトン 

機器予想特性曲線 

特殊塗装仕様書 

設計計算書 

機器工場検査方案書 

外注仕様書 

付属品､予備品､分解工具ﾘｽﾄ 

設備全体運転指導書 

 

ｎｏｎｅ 

 

 

〃 

1/100，1/50

 

〃 

〃 

 

1/50，1/20 

〃 

1/100，1/50

〃 

〃 

〃 

 

〃 

〃 

ｎｏｎｅ 

〃 

 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

A1，A2 

 

 

〃 

〃 

 

〃 

〃 

 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

A1，A2，A3 

〃 

 

 

 

A1，A2 

A4 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

機器は主要項、配管は管種、管径、

流体名、流方向を明示、計器には TAG 

No をつけておくこと。 

 

今回工事分のみならず既設及び将来

分まで含めたもの。 

90°異なった２方向 

管種、管径及び支持金具取付位置明

示。 

 

 

 

 

 

主要寸法、重量、数量、型式及び要

項明示。 

 

材質明記、巻線形誘導電動機を含む。

 

盤外形図、単線結線図、展開接続図

等 

 

 

 

 

工場検査立会要領書 
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(付則－５) 
 

２．電気設備 

図書名称 縮 尺 図面サイズ 摘  要 

主回路接続図 

単線結線図 

三線接続図 

展開接続図 

主要機器（計装機器含む） 

 

  〃   外形図 

   〃   組立断面図 

   〃   断面詳細図 

   〃   全体配置平面図 

   〃   全体配置側面図 

   〃   リスト 

システム構成図 

電源系統図 

運転操作フローシート 

計装機器フローシート 

ラック･ダクトルート平面図 

      〃       断面図 

特高･電気室･中央監視室な

どのピット図(断面図も含

む) 

特高･電気室･中央監視室な

どの機器据付図(断面図も含

む) 

配管･配線図 

総合接続図 

機器外形図 

機器組立断面図 

機器動作機構図 

機械関係図 

 

設計計算書 

配電盤塗装仕様書 

付属品､予備品､保守用測定 

工具リスト 

ｎｏｎｅ 

〃 

〃 

〃 

1/10，1/5 

 

〃 

〃 

〃 

1/100，1/50

〃 

ｎｏｎｅ 

〃 

〃 

〃 

〃 

1/100，1/50

1/50，1/20 

〃 

 

 

〃 

 

 

1/100，1/50

ｎｏｎｅ 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

〃 

〃 

〃 

A1，A2，A3 

〃 

A3 

〃 

A1，A2，A3 

 

〃 

〃 

〃 

A1，A2 

〃 

A4 

A3，A4 

〃 

〃 

A1，A2，A3 

A1，A2 

〃 

〃 

 

 

〃 

 

 

〃 

A1，A2，A3 

〃 

〃 

〃 

〃 

 

A4 

〃 

〃 

 

 

 

 

主要寸法、数量、形式、材質及び要項

を明示。 

 

 

 

 

 

 

 

動力、計装、直流電源等。 

 

 

機械配管、機器主要機器なども明示。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機械との取合関係図、例えば送風機の

関係盤（抵抗器）など。 
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塗 装 仕 様 （１Ａ） ＪＳＷＡＳ Ｂ－３種 
 
適用区分 ： 水中部                                  注) １. 塗装はハケ塗りを原則とする。 

適用素材 ： 鋳鉄管の直管(異径管)外面                           ２. 塗料ﾒｰｶｰは承諾後、塗料名覧    

塗 装 系 ： タールエポキシ系                                        (商品名）に記入する。 

素地調整 ： １種ケレン                                          ３．塗装場所において工場または 

                                                                    現地塗装を明示する。 
 

塗  料  名 塗 装 時 間 番 
号 

工 程 塗装場所
一 般 名 商 品 名 

標準膜厚 

(μｍ) 夏(30℃) 冬(５℃)
  

１ プライマ 工 場 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ  ２０ 
２Ｈ 
～ ８Ｈ 

３Ｈ 
～ ８Ｈ

２ 第１層 
(下塗) 

工 場 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 
           (１種)

 ５０ 
２４Ｈ 
～ ５Ｄ 

２４Ｈ 
～１０Ｄ

３ 第２層 
(中塗) 

工 場 エポキシＭＩＯ  ５０ 
２４Ｈ 
～ ５Ｄ 

４８Ｈ 
～１０Ｄ

４ 第３層 
(上塗) 

現 場 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 
(１種)

 ７０ 
２４Ｈ 
～ ５Ｄ 

４８Ｈ 
～１０Ｄ

５ 第４層 
(上塗) 

現 場 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 
(１種)

 ７０ 
  

 

 
                                                                 Ｈ：時間  Ｄ：日  Ｍ：月 

 

塗 装 仕 様 （２Ａ） 
  
適用区分 ： 接液、接ガス、埋設部                     注) １. 塗装はハケ塗りを原則とする。 
適用素材 ： Ｚｎメッキ(外面)、ステンレス(外面)                  ２. 塗料ﾒｰｶｰは承諾後、塗料名覧 
塗 装 系 ： タールエポキシ系                                        (商品名）に記入する。 
素地調整 ： ４種ケレン                                          ３．塗装場所において工場または 
                                                                    現地塗装を明示する。 
 

塗  料  名 塗 装 時 間 番 
号 

工 程 塗装場所 
一 般 名 商 品 名 

標準膜厚 

(μｍ) 夏(30℃) 冬(５℃)
  

１ プライマ 工場 
又は現場 ｴｯﾁﾝｸﾞﾌﾟﾗｲﾏ(有機)

 １０ 
２Ｈ 
～ ８Ｈ 

３Ｈ 
～ ８Ｈ

２ 第１層 
(下塗) 

工場 
又は現場 

ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
(１種)

 ７７ 
２４Ｈ 
～ ５Ｄ 

２４Ｈ 
～１０Ｄ

３ 第２層 
(中塗) 

工場 
又は現場 

ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
(１種)

 ７０ 
２４Ｈ 
～ ５Ｄ 

４８Ｈ 
～１０Ｄ

４ 第３層 
(上塗) 

工場 
又は現場 

ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
(１種)

 ７０ 
  

 

 
                                                                 Ｈ：時間  Ｄ：日  Ｍ：月  

塗 装 仕 様 （３Ａ） 
 
適用区分 ： 接液、接ガス、埋設部       注) １. 塗装はハケ塗りを原則とする。   
適用素材 ： 機器（FC、SS)                  ２. 塗料ﾒｰｶｰは承諾後、塗料名覧（商品名）に記入する。 
塗 装 系 ： タールエポキシ系               ３．鋳鉄部分の素地調整は２種ケレンとする。 
素地調整 ： １種ケレン､２種ケレン          ４．塗装場所において工場または現地塗装を明示する。 
 

塗  料  名 塗 装 時 間 番 
号 工 程 塗装場所 

一 般 名 商 品 名 
標準膜厚 

(μｍ) 夏(30℃) 冬(５℃)
  

１ プライマ 工 場 ｼ ﾞ ﾝ ｸ ﾘ ｯ ﾁ ﾌ ﾟ ﾗ ｲ ﾏ

(有機)
 １８ 

１６Ｈ 
～ ６Ｍ 

２４Ｈ 
～ ６Ｍ

２ 第１層 
(下塗) 

工 場 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
(１種)  ７７ 

２４Ｈ 
～ ５Ｄ 

２４Ｈ 
～１０Ｄ

３ 第２層 
(中塗) 工 場 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料

(１種)  ７０ 
２４Ｈ 
～ ５Ｄ 

２４Ｈ 
～１０Ｄ

４ 第３層 
(上塗) 

工 場 ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
(１種)  ７０ 

  
５      

  
 
                                                                 Ｈ：時間  Ｄ：日  Ｍ：月     
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塗 装 仕 様 （４Ａ） 
  
適用区分 ： 大気部                                       注) １. 塗装はハケ塗りを原則とする。 
適用素材 ： 鋳鉄管の直管(異径管)外面                        ２. 塗料ﾒｰｶｰは承認後、塗料名覧    
塗 装 系 ： タールエポキシ系                                        （商品名）に記入する。 
素地調整 ： ２種ケレン                                          ３．塗装場所において工場または 
                                                                    現地塗装を明示する。 
 

塗  料  名 塗 装 時 間 番 
号 工 程 塗装場所 

一 般 名 商 品 名 
標準膜厚 
(μｍ) 夏(30℃) 冬(５℃)

  
１ プライマ 工場 

又は現場 
ｼ ﾞ ﾝ ｸ ﾘ ｯ ﾁ ﾌ ﾟ ﾗ ｲ ﾏ  １８ 

１６Ｈ 
～ ５Ｄ 

２４Ｈ 
～１０Ｄ

２ 第１層 
(下塗) 

工場 
又は現場 

ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
(１種)

 ７７ 
２４Ｈ 
～ ５Ｄ 

２４Ｈ 
～１０Ｄ

３ 第２層 
(中塗) 

工場 
又は現場 

ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
(１種)

 ７０ 
２Ｈ 
～ ５Ｄ 

４８Ｈ 
～１０Ｄ

４ 第３層 
(上塗) 

工場 
又は現場 

ﾀｰﾙｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料
(１種)

 ７０ 
  

 

 
                                                                 Ｈ：時間  Ｄ：日  Ｍ：月 
 

塗 装 仕 様 （５Ａ） 
 
適用区分 ： 大気部                        注) １. 塗装はハケ塗りを原則とする。   
適用素材 ： 機器（FC、SS)                   ２. 塗料ﾒｰｶｰは承諾後、塗料名覧（商品名）に記入する。 
塗 装 系 ： 塩化ゴム系                      ３. 鋳鉄部分の素地調整は２種ケレンとする。 
素地調整 ： １種ケレン､２種ケレン           ４. 塗装場所において工場または現地塗装を明示する。 
 

塗  料  名 塗 装 時 間 番 

号
工 程 塗装場所 

一 般 名 商 品 名 
標準膜厚 
(μｍ) 夏(30℃) 冬(５℃)

  
１ プライマ 工 場 

ｼ ﾞ ﾝ ｸ ﾘ ｯ ﾁ ﾌ ﾟ ﾗ ｲ ﾏ
(有機)

 １８ 
(１０) １６Ｈ 

～ ６Ｍ 
２４Ｈ 
～ ６Ｍ

２ 第１層 
(下塗) 

工 場 塩化ゴム系(下塗)  ４５ 
６Ｈ 
～ １Ｍ 

１０Ｈ 
～ １Ｍ

３ 第２層 
(中塗) 

工 場 塩化ゴム系(中塗)  ３５ 
６Ｈ 
～ １Ｍ 

１０Ｈ 
～ １Ｍ

４ 第３層 
(上塗) 

工 場 塩化ゴム系(上塗)  ３５ 
  

５      
  

 

 
                                                                 Ｈ：時間  Ｄ：日  Ｍ：月 

 

塗 装 仕 様 （６Ａ） 
 
適用区分 ： 大気部              注) １. 塗装はハケ塗りを原則とする。 
適用素材 ： 機器（FC、SS)                   ２. 塗料ﾒｰｶｰは承認後、塗料名覧（商品名）に記入する。 
塗 装 系 ： 塩化ゴム系                      ３．塗装場所において工場または現地塗装を明示する。 
素地調整 ： ２種ケレン､４種ケレン   
 

塗  料  名 塗 装 時 間 番 
号 工 程 塗装場所 

一 般 名 商 品 名 
標準膜厚 
(μｍ) 夏(30℃) 冬(５℃)

  
１ 第１層 

(下塗) 工 場 変性エポキシ樹脂  ６０ 
８Ｈ 
～ ６Ｍ 

２４Ｈ 
～ ６Ｍ

２ 第２層 
(下塗) 

工 場 変性エポキシ樹脂  ６０ 
１０Ｈ 
～ １Ｍ 

２４Ｈ 
～ １Ｍ

３ 第３層 
(中塗) 

工 場 塩化ゴム系(中塗)  ３５ 
１０Ｈ 
～ １Ｍ 

２４Ｈ 
～ １Ｍ

４ 第４層 
(上塗) 工 場 塩化ゴム系(上塗)  ３５ 

  
５ 
     

  
 
                                                               Ｈ：時間  Ｄ：日  Ｍ：月     

 



（付則－６)          塗装仕様一覧表 

 - 64 -

 

塗 装 仕 様 （７Ａ） 
 

注) １. 塗装はハケ塗りを原則とする。 
適用区分 ： 大気部                                              ２. 塗料ﾒｰｶｰは承諾後、塗料名覧 
適用素材 ： Ｚｎﾒｯｷ(管外面)、ｽﾃﾝﾚｽ(管外面)                         (商品名）に記入する。 
塗 装 系 ： 塩化ゴム系                                          ３．塗装場所において工場または 
素地調整 ： ４種ケレン                                              現地塗装を明示する。 
 

塗  料  名 塗 装 時 間 番 
号 工 程 塗装場所 

一 般 名 商 品 名 
標準膜厚 
(μｍ) 夏(30℃) 冬(５℃)

  
１ プライマ 

工場 
又は現場 

ｴ ｯ ﾁ ﾝ ｸ ﾞ ﾌ ﾟ ﾗ ｲ ﾏ
(有機)

 １０ 
２Ｈ 
～ ８Ｈ 

４Ｈ 
～ ８Ｈ

２ 第１層 
(中塗) 

工場 
又は現場 

塩化ゴム系(中塗)  ３５ 
６Ｈ 
～ １Ｍ 

１０Ｈ 
～ １Ｍ

３ 第２層 (上塗) 
工場 
又は現場 塩化ゴム系(上塗)

 ３５ 
  

４      
   

                                                                 Ｈ：時間  Ｄ：日  Ｍ：月 

 

塗 装 仕 様 （８Ａ） ＪＳＷＡＳ Ａ－２種 
 
                                             注) １. 塗装はハケ塗りを原則とする。  
適用区分 ： 大気部                          ２. 塗料ﾒｰｶｰは承諾後､塗料名覧(商品名)に記入する。 
適用素材 ： 鋳鉄管の直管(異径管)外面          ３．鋳鉄部分の素地調整は２種ケレンとする。 
塗 装 系 ： 塩化ゴム系                       ４．SUS 部分は塗装する。  
素地調整 ： １種ケレン､２種ケレン               ５．塗装場所において工場または現地塗装を明示する。 
 

塗  料  名 塗 装 時 間 番 
号 工 程 塗装場所 

一 般 名 商 品 名 
標準膜厚 
(μｍ) 夏(30℃) 冬(５℃)

  
１ 

第１層 
(下塗) 工 場 亜酸化鉛  (１種)  ３５ 

４８Ｈ 
～１０Ｄ 

７２Ｈ 
～１０Ｄ

２ 第２層 
(下塗) 

工 場 亜酸化鉛  (１種)  ３５ 
４８Ｈ 
～１０Ｄ 

７２Ｈ 
～１０Ｄ

３ 第３層 
(中塗) 

工 場 フェノールＭＩＯ  ５０ 
２４Ｈ 
～１２Ｍ 

４８Ｈ 
～１２Ｍ

４ 第４層 
(上塗) 

現 場 塩化ゴム系(上塗)  ３５ 
６Ｈ 
～ １Ｍ 

１０Ｈ 
～ １Ｍ

５ 第５層 
(上塗) 

現 場 塩化ゴム系(上塗)  ３５ 
  

 
                                                                 Ｈ：時間  Ｄ：日  Ｍ：月 
 

塗 装 仕 様 （９Ａ） 
 
                                            
適用区分 ： 電動機 (電動機70℃以下)            注) 
適用素材 ： ＦＣ                       １. 塗装はハケ塗りを原則とする。 
塗 装 系 ： ｴﾎﾟｼｷ系＋ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系（ｴﾎﾟｷｼ系)       ２. 塗料ﾒｰｶｰは承諾後、塗料名覧(商品名)に記入する。 
素地調整 ： １種ケレン                         ３．塗装場所において工場または現地塗装を明示する。 
 

塗  料  名 塗 装 時 間 番 
号 工 程 塗装場所 

一 般 名 商 品 名
標準膜厚 
(μｍ) 夏(30℃) 冬(５℃)

  
１ 

第１層 
(下塗) 

 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料  ３０ 
１６Ｈ 
～ ７Ｄ 

４８Ｈ 
～ ７Ｄ

２ 第２層 
(下塗) 

 ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料  ３０ 
２４Ｈ 
～ ７Ｄ 

４８Ｈ 
～ ７Ｄ

３ 
第３層 
(上塗) 

 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂(上塗) 
(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料) 

 ３０ 
１６Ｈ 
～ ７Ｄ 

４８Ｈ 
～ ７Ｄ

４ 
第４層 
(上塗) 

 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂(上塗) 
(ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料) 

 ３０   

５ 
 

      

 

 
                                                                 Ｈ：時間  Ｄ：日  Ｍ：月     
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（付則－７）        施工計画書作成要領 

 

１．作 成 基 準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．記 載 内 容 

（１）施工計画書は、関連工事及び当浄化センター等の日常運転、そ

の他の必要事項について関係機関と連絡調査を行い、この要領

に工事の具体的な方法を計画し作成する。 

（２）製本はＡ４版ファイルとし、表紙に工事名、提出年月日、請負

者名を記載する。 

（３）提出期限 

ア 契約締結日より１５日以内 

イ 記載内容の訂正及び追加の必要都度監督員に提出すること。 

（４）提出先及び部数       現場監督員に４部提出する。 

 

（１）工事概要 

   工事概要は工事名、工事場所、工期（着工、完成予定日）、工

事内容（設計図書に定められた事項及び施工範囲）の事項につ

いて記載する。 

（２）計画工程表 

   計画工程表は、工期全体を監視できるもので、施工計画に基づ

き工事内容、工事の施工順序、所要工程、及び施工方法を考慮

して、工期内に工事が完了するよう計画工程表を作成する。ま

た、工程表は、ネットワークによる実施工程表とする。なお、

現場実態に即した現場施工ネットワークは定期的に提出する。 

（３）現場組織表 

ア 現場組織表は、現場における組織の編成及び命令系統並びに

業務分担がわかるように記載する。 

イ 現場代理人、監理技術者（主任技術者）、施工管理責任者、

現場担当者、営業担当者、設計担当者、安全管理責任者、保

安責任者、火気取扱責任者等、その他法令の定める責任者の

連絡先（電話番号含む）を明記する。 

ウ 下請負人の各責任者氏名等を明記する。 

エ 施工体制台帳の提出を義務付けられた工事（別途提出）以外

の工事については現場組織表及び施工体系図を記載する。 

（４）安全管理 

ア 工事現場の安全管理については、次の項目から必要なものに

ついてまとめる。 

（ア） 安全管理体制組織表 

（イ） 安全管理活動 

（ウ） パトロールの実施方法 

（エ） 工事現場及び材料置場の管理方法 

（オ） 重量物等の搬入・搬出の方法
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（付則－７）

 

 

（カ） 第３者施設及び地下埋設物事故防止対策 

（キ） 危険物の管理体制 

（ク） 酸素欠乏症防止対策 

（ケ） 有機溶剤による中毒防止対策 

（コ） 墜落災害防止対策 

（サ） 感電事故防止対策 

（シ） 可燃ガス爆発防止対策 

（ス） 火災防止対策 

（セ） 電気工作物工事の保安要綱 

（ソ） 防災対策 

（タ） 緊急時の対策 

（チ） その他 

イ 現場の安全管理に対し、責任分担を定め、安全管理体制の組

織図を作成し、安全協議会の設置、安全対策会議、下請業者

への安全教育、指導方法について記載する。 

また、災害事故（墜落、落下、感電、酸欠、硫化水素、可燃

性ガス）の防止対策、建設公害（騒音、振動、粉塵、ばい煙、

悪臭）の予防措置などについて記載する。 

ウ 酸素欠乏症防止対策については、測定結果を監督員に提出、

確認を受ける。 

エ 前記述項目以外の災害防止対策についても、詳細を記載する。 

（５）主要資材 

主要資材は品名、規格、数量、製造業者名、品質保証等を記載

する。 

なお、機器（本工事にて設置される機器）については、別途「機

器・主要資材製造会社届」に記載し、提出する。 

（６）施工方法（主要機器、仮設備計画、工事用地等含む） 

ア 施工方針 

工事内容、工期、施工時期、現場環境、既設備、交通状況等

の諸条件、関係諸法令及び関係官公署等との協議事項に従い、

施工方針をたて、各工種について具体的に施工順序、方法、

所要日数等を定めて記載する。 

イ 施工方法 

（ア）施工方法につて請負者は、監督員と事前に十分打合わせ

を行い設計の内容、考え方、仕様書記載事項等について

熟知したうえ、最もよく現地に適合した施工方法を選ぶ

こと。 

（イ）設計図書又は監督員の指示等により、立会い検査を必要
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（付則－７） 

 

 

 

 

とする工事内容については、その方法、時期等により、

監督員とよく協議しておくこと。 

（ウ）施工方法は、工事の安全を十分に考慮したもので、かつ、

工事に伴う騒音及び振動の発生をできる限り防止するよ

う努め、生活環境の保全を図ること。 

ウ 仮設備計画 

工事現場における仮設物（仮設電力、仮設水道等）について

記載する。 

（ア）仮設電力 

仮設電力設備配置図、責任分界点の表示、保守管理上の

確認事項、仮設配電上の注意事項、取締責任者氏名等 

（イ）仮設水道 

仮設電力に準じて記入する。 

（ウ）仮設建物・材料置場 

請負者現場詰所、労務者詰所、倉庫、材料置場の設置場

所、規模、火気取締責任者 

（エ）重量機械類 

重量機械・器具の種類、仕様、数量、配置場所 

（オ）仮設材（足場材） 

仮設材の種類、構造、使用位置（図示） 

必要により仮設材の荷重計算書を添付する。 

（カ）重量物搬出入 

運搬物重量、搬出入経路、車種、仮設道路（図示） 

各工種工程と仮設の設置・撤去時期 

（７）施工管理計画 

ア 設計図書に基づいて、施工管理を行うものとし、その管理方

法について記載する。 

イ 出来形管理については、出来形管理基準（項目：工種、形状

寸法、試験・測定内容、出来形図、出来形施工管理記録表等）、

出来形施工管理記録表（試験・測定点ごとの設計値、出来形、

規格値の差等の記載表）等により記入する。 

（ア）基 礎 

主要機器材の荷重表、基礎施工図、基礎の施工法、基礎

アンカーボルト施工方法（穿孔アンカー含む）、施工管

理を記載する。必要により強度計算書を添付する。 

（イ）据付け 

芯出し、墨出し、締付け、測定法など、作業順序により

据付け工法、出来形管理方法を記載する。 
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（付則－７） 

 

 

（ウ）現場加工 

現場加工を行うものの加工方法を記載する。 

（エ）配 管 

管種、配管支持、埋設工法、貫通部、防露、防食、接合

などを記載する。 

（オ）配 線 

配線・配管布設、防護、貫通部、端末処理などを記載す

る。 

（カ）塗 装 

塗装材、塗装工程、色彩などを記載する。 

（キ）コンクリート 

材料の規格、鉄筋、型枠、打設、養生などを記載する。 

（ク）その他 

特殊工法、調整の要領、その他について記載する。 

ウ 品質管理については、品質管理計画（社内試験・検査及び据

付現場での試験・試運転方法等）等により記入する。 

エ 仮設計計画についても同様に記載する。 

（８）緊急時の体制及び対応 

ア 大雨、台風等の異常気象時、地震発生時及び事故発生時にお

ける緊急活動を円滑に実施するため、緊急連絡体制表を作成

する。 

イ 緊急連絡体制 

緊急時の連絡体制表に自宅電話番号を含め電話番号を記載す

る。建設事務所、管理事務所、センター、監督員詰所、委託

管理会社、請負者（現場代理人）、関係官公署（救急病院、

消防署、警察署、労働基準監督署、電力会社、海上保安庁、

保健所等）、関係企業、その他必要先を記載する。 

（９）交通管理 

ア 工事に伴う交通対策及び交通処理について、必要に応じ次の

要領にまとめて記載する。 

（ア） 運搬経路（道路略図の添付） 

（イ） 運搬作業期間 

（ウ） 運搬作業の方法（運搬車両の種類、最大積載量等） 

（エ） 交通関係機関との打合わせ及び協議事項 

（オ） 迂回路の図面 

（カ） 交通整理人の配置場所及びその内容 

（キ） 安全施設、標識類等の設置場所及びその内容 

（ク） その他交通安全対策上、必要と思われる具体的措置事項
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（付則－７）

 

 

 

イ 交通関係機関との打合わせ及び協議事項については、公道使

用の際の所轄警察署への手続きを行う。また、必要に応じて

地元説明を行う。 

（10）環境対策 

工事施工に伴って発生する騒音、振動、濁水、湧水、臭気、硫

化水素ガス、粉じん、火炎、ばい煙、光等の公害防止対策等に

ついて記載する。 

（11）現場作業環境の整備 

現場作業環境の整備に関して、仮設関係、安全関係、営繕関係

等の計画については、計画を記載する。 

（12）再生資源の利用の促進と建設副産物の適性処理方法 

ア 設計図書で再生資源の使用等が明記されている場合について

記載する。また、計画・実施書の作成等にあたっては、「再

生資源の利用の促進に関する法律」に基づくこと。 

イ 建設副産物搬出計画（マニュフェスト等）、については、設

計図書への明記がなくても記載する。また、有価物について

は、「再生資源利用促進計画等」を所定の様式に基づき記載

し、提出する。 

（13）その他 

ア 事前調査、下請負発注計画、公衆災害防止対策、関連工事と

の調整事項等について記載する。 

イ 就業時間 

（ア）施工計画に基づき、昼間及び夜間の作業時間並びに休日

作業について記載する。 

（イ）通常の作業時間について記入する。 

（ウ）休日及び夜間作業を必要とする場合について記入する。 

ウ 関係官庁等への手続き 

所轄基準監督署、消防署、沖縄電力㈱等、本工事に関係する

各種手続きを記載する。 

エ 資格者証等の写し 

選任した作業主任者等の資格証及び実際の工事施工者の免許

証等の写しを添付する。 
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  （付則－７） 
＜ 作 成 例 ＞ 

 

 
   工  事  名  

 

 
 
 

施 工 計 画 書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               平 成 ○ 年 ○ 月 ○ 日  
 
 
       ○  ○  ○  株 式 会 社  （会社名）  
               現 場 代 理 人    氏   名       ㊞  

  
 

目     次  
 
 

  １．工事概要 ······································· ○○ 
 
   ２．計画工程表 ····································· ○○ 
 
   ３．現場組織表 ····································· ○○ 
 
   ４．安全管理 ······································· ○○ 
 
  ５．主要資材 ······································· ○○ 
 
   ６．施工方法（主要機器、仮設備計画、工事用地等含む）○○ 
 
  ７．施工管理計画 ··································· ○○ 
 
   ８．緊急時の体制及び対応 ··························· ○○ 
 
   ９．交通管理 ······································· ○○ 
 
   10．環境対策 ······································· ○○ 
 

   11．現場作業環境の整備 ····························· ○○ 
 

   12．再生資源の利用の促進と建設副産物の適性処理方法 · ○○ 
 

   13．その他 ········································· ○○ 
 

 

 
   （注）上記のうち、工事内容により一部省略することができる。 
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（付則－８）        施工体制台帳作成要領 

 

１．施工体制台帳に記載すべき内容 

 施工体制台帳に記載すべき内容は以下の通りとする。 

（1）建設業法第 24 条の 7第 1項及び建設業法施行規則第 14 条の 2に掲げる事項 

（2）安全衛生責任者名、安全衛生推進者名、雇用管理責任者名 

（3）監理技術者、主任技術者（下請負を含む）及び元請負の専門技術者（専任している場

合のみ）の顔写真 

（4）一次下請負人となる警備会社の商号又は名称、現場責任者名、工期 

 

（注 1） 施工体制台帳は、別紙様式を参考とする。 

（注 2） 施工体制台帳の作成方法等は「施工体制台帳の作成等について」（平成 13 年 3 月

30 日付け国総建第 84 号）を参考とすること。 

 

２．提出手続き 

監督員は、受注者に対し、施工体制台帳等を作成後、施工体制台帳に係る書類を工事着手ま

でに提出させるものとする。又、工事の進行に伴い施工体制に変更が生じる場合はそのつど提

出させるものとする。 

 

  ＜参考＞ 

上記１.(1)に関する事項は、様式例－1、様式例－2の記入欄に示す事項及び下記添付書

類から成っている。 

・元請負人が発注者と締結した請負契約並びに下請負人と締結した下請契約に係る請負

契約書の写しで契約金額が明示されているもの。 

・監理技術者は、監理技術者資格証の写し。建設業法第 26 条の 2 第 1 項又は第 2 項の

規定により施工の技術上の管理をつかさどる者で監理技術者以外のものを置くとき

は、主任技術者資格を有することを証する書面又はこれらの写し。 

・上記の者が雇用期間を特に限定することなく雇用されているものであることを証する

書面又はこれらの写し。 

・一次以下の下請負人においては、建設業法第 24 条の 7 第 2 項の規定による再下請負

通知書及び下請負人と締結した下請契約に係る請負契約書の写しで契約金額が明示

されているもの（ただし、平成 13 年 9 月 30 日以前における二次以下の再下請負契約

については、契約金額の明示がなくてもよい。） 
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(付則－８) 

 

 

 

 

 

施 工 体 制 台 帳 

 

 

工 事 名  

 

 

 １．様式例－１ 

 ２．様式例－２ ≪下請負人に関する事項≫ 

 ３．様式例－３（施工体系図） 

 ４．様式例－４（工事担当技術者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成   年   月   日 

 

 

 

 

 

 請 負 者                   

 現場代理人                 印 
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（付則－８） 
 

≪ 参 考 ≫ 

施工体制台帳 様式例－１ 

年  月  日 

 施 工 体 制 台 帳  

［会 社 名］                                

［事業所名］                                

許 可 業 種 許 可 番 号 許可（更新）年月日 

工事業 

大臣 特定

知事 一般
第       号   年  月  日 建 設 業 の 

許   可 

工事業 

大臣 特定

知事 一般
第       号   年  月  日 

 

工 事 名 称 

及   び 

工 事 内 容 

 

発 注 者 

及   び 

住   所 

〒 

工   期 
自    年   月   日

至    年   月   日
契 約 日     年    月    日 

 

区 分 名    称 住    所 

元 請 契 約   契約営業所 

下 請 契 約   

 

発 注 者 の 

監 督 員 名 
 

権限及び意見

申 出 方 法
 

 

監 督 員 名  
権限及び意見

申 出 方 法
 

現   場 

代 理 人 
 

権限及び意見

申 出 方 法
 

監   理 

技 術 者 
 資 格 内 容  

専   門 

技 術 者 
 

専   門

技 術 者
 

資格内容  資格内容  

 
担  当 

工事内容 
 工事内容  

 （記入要領）１．上記の記載事項が発注者との請負契約書や下請負契約書に記載のある場合は、その 

         写しを添付することにより記載を省略することができる。 

       ２．監理技術者の配置状況について「専任・非専任」のいづれかに○印をつけること。 

       ３．専門技術者には、土木・建築一式工事を施工する場合等でその工事に含まれる専門 

         工事を施工するために必要な主任技術者を記載する。（監理技術者が専門技術者とし 

         ての資格を有する場合は専門技術者を兼ねることができる。） 
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（付則－８） 

 
≪ 参 考 ≫ 

施工体制台帳 様式例－２ 

≪下請負人に関する事項≫ 

 

会 社 名 
 

代 表 者 名
 

住   所 

電 話 番 号 

〒 

                           （５          ）

工 事 名 称 

及   び 

工 事 内 容 

 

工   期 
自    年   月   日 

至    年   月   日 
契 約 日     年   月   日 

 

施工に必要な許可業種 許 可 番 号 許可（更新）年月日 

        工事業 
大臣 特定

知事 一般
第    号    年   月   日建 設 業 の 

許   可 

        工事業 
大臣 特定

知事 一般
第    号    年   月   日

 

現場代理人 
 

安全衛生責任者名
 

 権 限 及 び 

意見申出方法 

 
安全衛生推進者名

 

※主任技術者名 
専 任 

非専任 
雇用管理責任者名

 

 資 格 内 容  ※専門技術者名  

資 格 内 容  

担当工事内容  

 

※［主任技術者、専門技術者の記入要領］ 

１．主任技術者の配置状況について［専任・非専

任のいづれかに○印を付すこと。 

２．専門技術者には、土木・建築一式工事を施工

の場合等でその工事に含まれる専門工事を施工

するために必要な主任技術者を記載する。（一式

工事の主任技術者が専門工事の主任技術者とし

ての資格を有する場合は専門技術者を兼ねるこ

とができる。） 

  複数の専門工事を施工するために複数の専門 

 技術者を要する場合は適宜欄を設けて全員を記 

 載する。 

３．主任技術者の資格内容（該当するものを選ん

で記入する） 

 ① 経験年数による場合 

  １）大学卒［指定学科］３年以上の実務経験 

  ２）高校卒［指定学科］５年以上の実務経験 

  ３）その他 

 ② 資格等による場合 

  １）建設業法［技術検定］ 

  ２）建設業法［建築士試験］ 

  ３）技術士法［技術士試験］ 

  ４）電気工事士法［電気工事士試験］ 

  ５）電気事業法［電気主任技術者国家試験］ 

  ６）消防法［消防設備士試験］ 

  ７）職業能力開発促進法［技能検定］ 



（付則－８） 

  

-
 7
5 
-

≪ 参 考 ≫ 

施工体制台帳 様式例－3（施工体系図） 

 

工事作業所災害防止協議会兼施工体系図 
 

発注者名  

工事名称  
工  期

自   年  月  日 

至   年  月  日 

 

元 請 負  会 社 名  会 社 名  会 社 名  会 社 名  

監 督 員 名  工 事 内 容  工 事 内 容  工 事 内 容  工 事 内 容  

監理技術者名  安全衛生責任者  安全衛生責任者  安全衛生責任者  安全衛生責任者  

専門技術者名  主任技術者  主任技術者  主任技術者  主任技術者  

 専門技術者  専門技術者  専門技術者  専門技術者   担当工事

内  容  

専門技術者名  
工
事

担当工事

内  容

 
工
事

担当工事 

内  容 
 工

事

担当工事

内  容
 工

事

担当工事

内  容

 

 工 期 年 月 日～ 年 月 日 工 期 年 月 日～ 年 月 日 工 期 年 月 日～ 年 月 日 工 期 年 月 日～ 年 月 日  担当工事

内  容  

 

 

 会 社 名  会 社 名  会 社 名  会 社 名  

元方安全衛生管理者 工 事 内 容  工 事 内 容  工 事 内 容  工 事 内 容  

 

 安全衛生責任者  安全衛生責任者  安全衛生責任者  安全衛生責任者  

会   長 統括安全衛生責任者 主任技術者  主任技術者  主任技術者  主任技術者  

  

 

専門技術者  専門技術者  専門技術者  専門技術者  

書     記 

 
工
事

担当工事

内  容

 
工
事

担当工事 

内  容 

 
工
事

担当工事

内  容

 
工
事

担当工事

内  容

 

副 会 長  工 期 年 月 日～ 年 月 日 工 期 年 月 日～ 年 月 日 工 期 年 月 日～ 年 月 日 工 期 年 月 日～ 年 月 日 

  

 

 

 

会 社 名  会 社 名  会 社 名  会 社 名  

工 事 内 容  工 事 内 容  工 事 内 容  工 事 内 容  

安全衛生責任者  安全衛生責任者  安全衛生責任者  安全衛生責任者  

主任技術者  主任技術者  主任技術者  主任技術者  

専門技術者  専門技術者  専門技術者  専門技術者  

工
事

担当工事

内  容

 工
事

担当工事 

内  容 

 工
事

担当工事

内  容

 工
事

担当工事

内  容

 

工 期 年 月 日～ 年 月 日 工 期 年 月 日～ 年 月 日 工 期 年 月 日～ 年 月 日 工 期 年 月 日～ 年 月 日 

 

会 社 名  会 社 名  会 社 名  会 社 名  

工 事 内 容  工 事 内 容  工 事 内 容  工 事 内 容  

安全衛生責任者  安全衛生責任者  安全衛生責任者  安全衛生責任者  

主任技術者  主任技術者  主任技術者  主任技術者  

専門技術者  専門技術者  専門技術者  専門技術者  

工
事

担当工事

内  容

 
工
事

担当工事 

内  容 

 
工
事

担当工事

内  容

 
工
事

担当工事

内  容

 

 

 

 

 （注）一次下請人となる警備会社については、商 

   号又は名称、現場責任者名、工期を記入する。

 

工 期 年 月 日～ 年 月 日 工 期 年 月 日～ 年 月 日 工 期 年 月 日～ 年 月 日 工 期 年 月 日～ 年 月 日 



（付則－８） 

  

-
 7
6 
-

≪ 参 考 ≫ 

施工体制台帳 様式例－4（工事担当技術者） 

           工事担当技術者台帳  

元請会社名 会   社   名 会   社   名 会   社   名 会   社   名

監理技術者名 主任技術者名 主任技術者名 主任技術者名 主任技術者名

生 年 月 日 生 年 月 日 生 年 月 日 生 年 月 日 生 年 月 日

専任・非専任 専任・非専任 専任・非専任 専任・非専任  

【写真添付欄】 

 

【写真添付欄】

 

【写真添付欄】 

 

【写真添付欄】

 

【写真添付欄】

    

会   社   名 会   社   名 会   社   名 会   社   名

主任技術者名 主任技術者名 主任技術者名 主任技術者名

生 年 月 日 生 年 月 日 生 年 月 日 生 年 月 日

専任・非専任 専任・非専任 専任・非専任 専任・非専任 

 

【写真添付欄】

 

【写真添付欄】 

 

【写真添付欄】

 

【写真添付欄】

    

会   社   名 会   社   名 会   社   名 会   社   名

主任技術者名 主任技術者名 主任技術者名 主任技術者名

生 年 月 日 生 年 月 日 生 年 月 日 生 年 月 日

専任・非専任 専任・非専任 専任・非専任 専任・非専任 

 

 

 

 

【注意事項】 

 

※ 添付する写真は、 

  縦 3cm 

  横 2.5cm 

  程度の大きさとし、 

  顔が判別できるものとする｡ 

 

※ 番号は、施工体系図の番号 

  とする。 

 

※ 本様式は、２部作成し、１ 

  部保管し、１部提出する。 

  ただし、カラーコピーもし 

  くはデジタルカメラ写真を 

  印刷したものを提出しても 

  よい。 
 

【写真添付欄】

 

 

【写真添付欄】 

 

 

【写真添付欄】

 

 

【写真添付欄】
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（付則－９）         工事月報作成要領 
 

  
１．提出期日及び      工事月報は毎月ごとに下記の様式で記載し毎月２５日に提出する。 
    記載例 
                      工事月報の作成は下記の様式例－１～５の順序で綴ること。 
            また、工事の進捗状況がわかる工事写真を添付すること。 
                       提出ﾌｧｲﾙは月別ｲﾝﾃﾞｯｸｽにより工期分を綴じ込むもので､形式及び表紙の色は 
                       施工監理者が指示する。 
 
                       (1) 様式例－１ 工事履行報告書（１６号様式）（書式－２７） 
                      (2) 様式例－２  工事工程表（書式－２８）  出来高曲線を記入する。 
                      (3) 様式例－３ 工事月報（○月） 
                       (4) 様式例－４  工事月報（○月）（１６－２号様式）（書式－２９） 
                      (5) 様式例－５  県産建設資材使用状況報告書（○月分)(書式－３０） 
 
 
 

 平
成 

年
度 

工
事
名
○
○
○
○
設
備
工
事   

請
負
者
○
○
○ 

（
会
社
名
） 

  
   沖縄県土木建築部下水道建設事務所 殿 
 
 
 
             平成  年度 
 
 
     工事名  ○ ○ ○ ○  設備工事 
 
 
 
 
 
             工 事 月 報 
 
 
 
 
 
 
 
        工期 自 平成 年  月  日 
              至 平成 年  月  日 
 
 
 
     請負者 (株) ○ ○ ○ （会社名） 
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（付則－９) 

 

（書式－２７）工事月報様式例－１ 

       （第１６号様式） 

  工 事 履 行 報 告 書 

 

工事名  

工 期 平成  年  月  日   ～  平成   年  月  日 

日 付 平成  年  月  日 （  月分） 

月  別 
予 定 工 程 %  

(  )は工程変更後 
実施工程 % 備  考 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（記事蘭） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主 任 
監督員 

現 場 
監督員 

監 督 
補助員 

 現 場 
代理人 

主 任 
（監 理）
技術者 

 

 

 

     



 

-
 7
9 
-

（付則－９）  

（書式－２８） 月報様式例－２                            工 事 工 程 表                                         平成  年  月  日 

当初 自：平成 年  月  日 請負代金額  請負者 

工期 至：平成 年  月  日 変更請負代金額  現場代理人 
印 

変更 自：平成 年  月  日 氏   名 
工 事 名 

 

工 期 

工期 至：平成 年  月  日
完成予定日 平成  年  月  日 

 
印 

     

№ 種   別 金 額 ％ 10   20 10   20 10   20 10   20 10   20 10   20 10   20 10   20 10   20 (％) 

                               100 

                                

                               90 

                                

                               80 

                                

                               70 

                                

                               60 

                                

                               50 

                                

                               40 

                                

                               30 

                                

                               20 

                                

                               10 

                                

                               0 

 

月間予定出来高 ％           

月間予定金額 千円           

累計予定出来高 ％           

累計予定金額 千円           
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（付則－９） 工事月報様式－３ 

 
 

□ 工事月報（ 月）   
 

工事名： 

 

日付 曜日 施      工      内      容 確認立会 

１    

２  例 契約日 ○ or 空白 

 ３     総合打合せ  

 ４     機器承諾打合せ  

 ５     施工承諾打合せ  

 ６     運転方案打合せ（機械・電気）  

 ７     工程会議  

 ８      ○ ○ ○  墨出し  

 ９         ○ ○ ○  搬入（機器及び材料）  

１０      ○ ○ ○  据付（機器）  

１１  ○ ○ ○ コンクリート打設  

１２  ○ ○ ○ 一週強度  

１３  ○ ○ ○ 防食工事 ○ ○ ○  

１４  ○ ○ ○ 配管耐圧 （水圧、気密）  

１５  ○ ○ ○ 撤去発生品  

１６  ○ ○ ○ 配管工事（取付状況等）  

１７  ○ ○ ○ 基礎工事（型枠、配筋等）  

１８      下検査  

１９         中間検査  

２０      完成検査  

２１      試運転  

２２      総合点検  

２３    

２４    

２５    

２６    

２７    

２８    

２９    

３０    

３１    

 備考 １．確認立会蘭の確認は○印または空白とする。  
 



 

-
 8
1 
-

  （付則－９） 

     （書式－２９）工事月報様式例－４ 

   (第１６―２号様式) 

   工 事 月 報（   月 分  ） 

   工事名称 

   契約工期    自 平成  年  月  日      至  平成  年  月  日 

                                          請負者（住所） 
                                                                （氏名）                  印 

工 事 費   内  訳 

                                                                                                                       (単位：千円) 

  実 行 予 算       計 画 出 来 高    実 施 出 来 高 
工種 種別 細別 

数量 単位 単価 金額 % 数量 単位 単価 金額 % 数量 単位 単価 金額 % 
備考 
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（付則－９） 

（書式－３０）工事月報様式例－５ 

 

 

 

                      県産建設資材使用状況報告書 
 

  工事名 
 
         月分 
 
                                                   請 負 者 
 
                                                   完成年月日 
 
 

使用総数量  Ａ 県産品使用数量 Ｂ 
品  名 

単位 数量 単位 数量 
使用比率 
B/A(%) 

 

備考 

鉄 筋 ｔ  ｔ    

セメント（生ｺﾝｸﾘｰﾄを除く） kg  kg    

ア ル ミ サ ッ シ ｍ２  ｍ２    

塩 ビ パ イ プ ｍ  ｍ    

鋳 物 製 品 
(ﾏﾝﾎｰﾙ 鉄蓋 ､ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ等) 

枚  枚    

コンクリート２次製品 
（ 杭 ） 

本  本    

ワ イ ヤ ー メ ッ シ ュ ｍ２  ｍ２    

Ｆ Ｒ Ｐ 浄 化 槽 基  基    

高 架 水 槽 基  基    

ア ル ミ 形 材 ｔ  ｔ    

ＰＣ橋桁(ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ方式) ｔ  ｔ    

 
  摘 
 
  要 

設計数量がない場合は、数量の欄に「０」と記入する。 
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（付則－１０） 

 

工事標示板の作成要領 

（行政活動のコスト等表示看板） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○○○○事業 
○○工事(△工区) 

事業の目的など： 

本工事の内容： 

 

全体計画････のうち、 

○○のための工事である。 

工事概要 

 工事区間の延長は○○mです。 

 主な工事内容： ××のための○○工△△m 

         ××の設置□□m 

 工事に係る総費用は、◎◎◎です。 

 

        イラスト 

工事担当  ○○事務所××課 

       (電話)○○○－○○○○ 

事業の目的、事業概要

を記入。 

何のための工事かを 

わかり易い表現で！ 

一般市民が理解でき

るような表現にする

こと。 

横断図などのイラス

トなどを十分活用す

ること。 

110cm 

1
4
0
c
m
 

注 記： 

表示方法は、趣旨目的を踏まえ所属の判断でより適切な表現方法を創意工夫すること。
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（付則－１１）    機器銘板（機器の表示）作成要領 

 

 

１．機械設備の機器 

  の表示 

 

１．主要機器・材料には、各々見やすいところ（水中機器は、近傍の

端子箱等）に銘板を取付ける。 

２．取付ける銘板の種類は、製造銘板及び工事銘板とする。 

３．銘板は、JIS Z 8304（銘板の設計基準）による。 

  なお、材質は、原則として SUS304 製とし、上面に透明塗料を塗る。 

４．請負者は、銘板の表示内容リストを事前に監督員に提出し、承諾

を得てから銘板を製作する。 

５．製造銘板は、製作者が製作工場で取付ける銘板で、名称・形式・

仕様・製造番号・製造年月・製造会社名等を記載する。（原則とし

て製作者の標準仕様とする。記載標準例－ア参照。） 

６．工事銘板は、請負者の施工範囲を明確にするもので、年度（設計

図書記載年度）・工事件名・主要仕様・完成年月・請負者名等を記

載する。（記載標準例－イ参照。） 

７．製造銘板と工事銘板は記載事項をまとめ、1 枚の銘板としてもよ

い。また、工事銘板は機器がまとまって設置されている場合は、

施工範囲が不明確にならない範囲で、1 枚の銘板としてもよい。

（記載標準例－ウ・エ参照。） 

８．記載標準例 

 ア 製造銘板（記載例－１） 

○      高 効 率 型 遠 心 脱 水 機      ○

  型  式  ＥＮＳＩＮ－ＤＡＳＳＵＩ－５.０ 

  要  目  ５.０㎥/ｈ×５.５ｋｗ 

  製造番号  ９８７６－５４３２１－０１ 

  製造年月  平成１５年３月（２００３年） 

○ 製造者名  ○ ○ ○ ○（株）           ○

 

 イ 工事銘板（記載例－２） 

○      遠 心 脱 水 機  １ 号      ○

  工 事 名  平成１３年度 ○○○○○機械設備工事 

  仕  様  ５.０㎥/ｈ×５.５ｋｗ 

  完成年月  平成１６年３月（２００４年） 

○ 請負者名  （株）○ ○ ○ ○           ○
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(付則－１１) 

 ウ 製造・工事銘板（記載例－３） 

   製造銘板と工事銘板を 1枚にまとめた場合。 

○      遠 心 脱 水 機  １ 号      ○

  機 器 名  高効率型遠心脱水機 

  型  式  ＥＮＳＩＮ－ＤＡＳＳＵＩ－５.０ 

  仕  様  ５.０㎥/ｈ×５.５ｋｗ 

  製造番号  ９８７６－５４３２１－０１ 

  製造年月  平成１５年３月（２００３年） 

  工 事 名  平成１５年度 ○○○○○機械設備工事 

  完成年月  平成１６年３月（２００４年） 

○ 請負者名  （株）○ ○ ○ ○           ○

 

 エ 製造・工事銘板（記載例－４） 

   水中ポンプ端子箱等に、製造銘板と工事銘板を貼る場合工事銘 

  板は 1枚としても良い。（施工範囲が不明確にならない範囲） 

○      床 排 水ポンプ  １ ・２号      ○

  工 事 名  平成１５年度 ○○○○○機械設備工事 

  仕  様  φ65mm×0.9 ㎥/分×10m×1.5kw 

  完成年月  平成１６年３月（２００４年） 

○ 請負者名  （株）○ ○ ○ ○           ○

 

○    水 中 汚水汚物ポンプ    ○

 型式 ＯＳＵＩ－ＨＡＩＳＵＩ６５ 

 要目 φ65mm×0.9 ㎥/分×10m×1.5kw 

 製造番号 １２３４－５６７８９－０１

 製造年月 平成１５年３月(２００３年)

○製造者名 ○ ○ ○ ○（株）    ○

○    水 中 汚水汚物ポンプ    ○

 型式 ＯＳＵＩ－ＨＡＩＳＵＩ６５ 

 要目 φ65mm×0.9 ㎥/分×10m×1.5kw 

 製造番号 １２３４－５６７８９－０２

 製造年月 平成１５年３月(２００３年)

○製造者名 ○ ○ ○ ○（株）     ○

 

２．電気設備の盤の 

  表示 

１．各盤の扉の裏面に工事銘板を取付ける。 

２．銘板はアクリル製とし､白地に黒文字を刻印したものを張付ける｡ 

  大きさは 100×46×3T とする。屋外盤は別途指示する。 

３．記載標示例 

工  事  名 平成１５年度 ○○○電気設備工事 

完 成 年 月 平成１６年３月（２００４年） 

請 負 者 名 （株）○ ○ ○ ○ 
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（付則－１２）        工事写真帳作成要領 

 

 

１．一般事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．撮影要領 

 

（１）工事写真は工事完成後の検査において、工事が適切に行われたことを

示す重要な資料となるから、請負者は責任を持って、工事過程を撮影

しなければならない。 

（２）工事写真は、デジタル画像をメモリ媒体に利用するデジタルカメラ（た

だし、撮影素子の総画素数が130万画素以上、撮影画像サイズＸＧＡ

以上、画像ファイル形式ＪＰＥＧ、以下、｢デジタルカメラ｣という。）

を使用する。 

（３）写真はすべてカラー撮影とし、その大きさは原則としてサービスサイ

ズとする。 

（４）写真帳は、Ａ４版ドッチファイルを使用し、表紙及び背の部分に年度、

工事場所、工事名及び請負者名（会社名）を記入する。（［Ａ図］参

照） 

 

（１）工事着手前に撮影計画をたて、特に着工前と完成後の情景写真は、同

一場所、同一視角で撮影しなければならない。 

（２）撮影時には、撮影物件の大きさ、寸法が判別できるよう箱尺その他の

スケールを添えて撮影する。 

（３）施工中の写真は完成状態において確認の困難な部分を重点的に撮影 

   するものとし、特に下記の点に留意すること。 

ア 埋設工事 

(ｱ) 地下埋設その他陰ぺい場所に設置するものについては設置前に

品質、形状、寸法などが判別できるように写真撮影しておくこ

と。 

(ｲ) 埋設工事などについては埋設深さ、位置が判別できるように埋

設状態を撮影する。なお、埋戻し状況も撮影しておくこと。 

イ コンクリート基礎工事 

(ｱ) コンクリート構造物上にコンクリート基礎を打設する場合は、在

来コンクリート面の目荒しの状況、内在鉄筋のはつり出しの状況、

配筋状態の写真を撮影すること。 

(ｲ) 地中にコンクリート基礎を設ける場合は、コンクリート杭の打込

み状況、栗石、捨てコンクリートの打設状況なども写真撮影する

こと。 

   なお、４週強度は沖縄県建設技術センターに試験させるものとす

る。 
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（付則－１２）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．撮影対象 

  ウ 機械装置 

(ｱ) 主要機器は工場で組立写真、分解写真、銘板写真を撮影するこ

と。 

(ｲ) 工場での製作過程が特に重要なものについては、すべて製作写

真を撮影すること。 

(ｳ) 鋼材を主要部材とする機器については、ケレン作業中の写真を

撮影すること。 

(ｴ) 現場組立、据付中の写真は完成状態で点検の困難な部分を重点

的に撮影すること。 

(ｵ) 主要部品検査、工場完成検査その他性能試験中の写真を撮影す

ること。 

    エ．配管工事 

(ｱ) 配管中の写真はバルブ、機器、伸縮可とう継手取付部分、曲管、

分岐管などの異形管部分、コンクリート水槽貫通部の防水処理

状況などを重点的に撮影すること。 

(ｲ) ラッキングを施すものはラッキング前の配管を品質表示マーク

を入れて撮影すること。 

オ．塗装工事（工場塗装も含む。） 

(ｱ) 下地ケレン及び各塗り重ねの工程毎にカラー写真により撮影す

ること。 

(ｲ) 塗料は開缶前に全数量を一ケ所にまとめ、品質が判別できるよ

うラベル面を入れて写真撮影すること。 

カ．電気工事 

(ｱ) ケーブルピット、ダクト、コンクリートトラフ、プルボックス

内のケーブル布設状態及びケーブル端末の接続状態を撮影する

こと。 

(ｲ) 配電盤類は前面及び内部写真を撮影すること。 

（４）完成写真は各設置場所ごとに設備の全体と部分写真に分けて撮影す 

   ること。 

（５）改造（築）工事の施工記録写真は着工前、工事中、完成とすること。 

 

（１） 下記の一覧表は、撮影項目の標準を示すもので、工種・工程の重要

度に応じて、監督員が増減を増すことがある。 

工 種 等 撮  影  対  象 

工事着手前 

 

(1)工事箇所の全景写真（完成時を想定してアングルを決めること。また必

要に応じて、追い写真あるいはパノラマ写真としてもよい。） 

(2)重要部分の詳細 

工事完成後 工事着手前と同一場所、同一アングルの写真 
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（付則－１２）

 

工 種 等 撮  影  対  象 

材料搬入 

(1)搬入材料の品名、品質、規格表示 

(2)塗料は、開缶前のもの全数を集めて撮影する。 

(3)受け入れ検査状況 

埋設工事 

(1)掘削前又は墨出し状況 

(2)埋設状態（箱尺、リボンテープ等により寸法、深さを明示する。 

(3)既設埋設物(出現状態、保護施工状態) 

(4)砂基礎工、埋め戻し工、路面等復旧工 

コンクリート基礎

工事 

(1)墨出し状態 

(2)既設コンクリート面目荒らし状態 

(3)内在筋はつり出し状態 

(4)配筋組立て状態（箱尺、リボンテープ等により鉄筋間隔、鉄筋径、継手

を明示する。） 

(5)コンクリート打設前の状態(型枠、打設面の洗浄を明示する。) 

(6)現場練りの場合は材料、配合、練り混ぜ状況を示す。 

(7)コンクリート打設、締め固め、金こて押さえ状況 

(8)地中に基礎を設ける場合は、コンクリート杭の打ち込み状況、栗石、捨

てコンクリート工等を撮影する。 

機器製作 

(1)工場製作、主要部材、溶接部分、下地処理後、塗装各工程、出来形、 

  銘板 

(2)分割搬入する機器については分割状態 

(3)検査(品質、性能検査) 

機器据付 

(1)アンカーボルトの固定、ライナ調整部 

(2)芯出し作業、その他完成後確認の困難な部分 

(3)配電盤、現場操作盤等の取付け、支持状況、接地線の接続 

(4)受け入れ検査、据付検査、性能検査（試運転） 

配管工事等 

(1)機器取り合い部分の取付け、支持状況 

(2)バルブ、曲管、分岐管、伸縮・可とう管等の異形管部分 

(3)コンクリート水槽の壁貫通部（埋め込み前・防水処理） 

(4)埋設、コンクリート貫通部のはつり、モルタル等の補修状況 

(5)防火区画貫通部処理状況 

(6)被覆前配管の材質表示マーク 

(7)気密試験中の状況写真（圧力の指示を撮影） 

塗装工事 
(1)下地処理後、下塗り、上塗りの各工程 

(2)汎用品、配電盤の塗装工程は除く。 

配線工事 

(1)ケーブルピット、ダクト、ピット、プルボックス内のケーブル敷設状況

(2)ケーブル端末処理工程 

(3)防火区画貫通部処理状況 

ラック・ダクト工事 
(1)取付状況 

(2)防火区画貫通部処理状況 

接地工事 接地極と導線の接地及び埋設状況 

ｹｰﾌﾞﾙﾋﾟｯﾄ工事 墨出し及び型枠、縁金物の取付け状況、コンクリート打設 

その他 各種試験及び測定状況 
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（付則－１２） 

４．編集要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．電子媒体での納品 

 

写真帳の編集はアルバムの最初のページより原則として１面に３枚づつ順

次下記の要領により行う。 

（１）着工前と完成（全景）の写真を上下または左右に並べて貼る。 

（２）完成の部分詳細写真を貼る。 

（３）工場での分解、組立写真を貼る。（機器本体に限る。） 

（４）工場検査の情景写真を貼る。 

（５）工場塗装写真（ケレン・１回、２回塗り）を貼る。(本体に限る。) 

（６）基礎工事、埋設工事、現場塗装工事などの施工中の写真を工程順に

貼る。 

   なお、仕上げ塗装写真は完成写真として最初のページに貼る。 

 

（１）工事写真の電子媒体での納品については、沖縄県土木建築部「建築

及び設備工事に係る工事写真の電子納品要領(案)」平成16年4月版に

よる他、この要領の定めによる。 

（２）工事写真ファイルの記録形式はJPEGとし、非圧縮～圧縮率は1/8まで

とする。又、参考図ファイルの記録形式はJPEGとし、解像度は必要

な文字・記号が読めることとする。 

（３）画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。但し、監

督員の承諾を得た場合は、回転・パノラマ・全体の明るさの補正程

度は認めることとする。 

（４）電子媒体は、ＣＤ－Ｒを原則とし、提出時における有効画素数を130

万画素以上としなければならない。ただし、これ以外の電子媒体の

場合については、監督員の承諾を得るものとする。 

（５）電子媒体による写真については、必要な文字、数値等の内容の判読

ができる機能、制度を確保できる撮影材料を用いるものとする。 

   （有効画素数130万画素以上、プリンターはフルカラー720dpi以上、 

用紙等は薄手の写真専用紙又は、普通紙とする。） 

（６）CD-Rのフォルダ構成は、工種別、機器別など適当なフォルダ分類を

行うこと。 

（７）その他の詳細の仕様については、監督員と協議するものとする。 

ア 着手前・完成 

  設備・機器の編集順序は仕様書の順とする。 

イ 基礎工事写真 

  必要に応じて詳細写真を貼る。 

ウ 機器据付施工写真 

  機器基礎のモルタル仕上げはこの項に入れてもよい。 

エ 配管・配線・サポート・架台据付施工写真 

  架台等の根巻きはこの項に入れてもよい。 

オ 現地塗装写真 
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（付則－１２） 

カ 試験・試運転写真 

キ 工場製作写真 

ク 工場塗装写真 

  ケ 撤去物写真 

（８）写真で対象物がわかりにくい場合には、写真に赤矢印を貼り付けて

わかりやすくする。また、施工範囲が広い場合は縮小図等により撮

影場所、撮影方向がわかるようにする。 

（９）CD-Rに納める写真は、類似の写真を避け厳選した写真とする。 



 

 

-
 9
1 
-

   (付則－12) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
             ［ Ｂ 図 ］ 写 真 撮 影 用 黒 板 （ 例 ） 

 

                                                   単位 mm 

                       700 

 

         150 

 

 

沖 縄県土木建築部下水道建設事務所殿向 

工 事 名 
 

○○浄化センター   ○○○設備工事 

撮影対象 
 

① 

状況説明 ② 

確認・立会者  

請 負 者 
 

 

 

 

仕   様 

 

 １）板   ベニア、濃緑、粉受けなし 

 ２）線   黄色、太さ１mm 

 ３）文字  白色、ゴッシク 

 

 

        記入要領 

         ① 欄 ： 機器名又は施工場所を記入 

         ② 欄 ： 工程及び内容等、必要な事項を記入 

 

○○ 

年 

度 

○ 

○ 

設 

備 

工 

事 
 
 
 
 

工 

事 

写 

真 

帳 

工 

事 

場 

所 

設 

備 

範 

囲 

○/○ 

分冊番号 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ Ａ 図 ］ 工 事 写 真 帳 表 紙 

 

 

 

 

工 事 写 真 帳 

 

 

 

 

 

 平成   年度  

 

 

 

 工 事 名  

 

 

 

 工事箇所 

 または設備範囲            分冊番号 ○／○ 

 

 

 

 工  期  着  手   平成   年   月   日 

 

 

       竣  工   平成   年   月   日 

 

 

 

 

 

 

 工事施工者  

550 
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（付則－１３）       完成図書作成要領 

 

１．一 般 事 項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．編 集 要 領 

（１）完成図書は、設備の維持管理上重要な資料であるから、請負者は

責任をもって、設備引き渡しまでに作成しなければならない。 

（２）完成図書の大きさはＡ４版とし、表紙及び背表紙に年度、工事名

称、設備範囲、分冊番号、及び請負者名（会社名）を記入する。

また、厚さは１冊につき１２cmをこえないものとし、１冊ごとに

全体目次をつけること。［Ａ図参照］ 

（３）完成図書に入れる図面は、原則としてＡ版、白焼きでＡ４サイズ

に折る。また、ビスどめ製本（４本ビス）とする。［Ｂ図参照］ 

（４）図面来歴の項目は別添図のとおりとする。 

 

（１）完成図書の編集は順次下記の要領にて行う。 

（２）Ⅰ～ の番号はカラーインデックスに書き､各項目の最初に入れ､

その後に目次を入れる。 

（３）図面の右肩にゴム印（約20mm角）で番号をつける。［Ｂ図参照］ 

（４）表紙及び背表紙は厚紙で、色は機械設備工事は黒、電気設備工事

は緑、で記入文字は金色とする。 

（５）完成図書は機械、電気を含めて、後日通し番号を記入するのでそ

の空白をとっておくこと。（Ａ図参照） 

ⅠⅩ 
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（付則－１３） 

完 成 図 書 編 集 例 

機械設備の場合 電気設備の場合 

Ⅰ．完 成 図 面 

 １．一般平面図（位置図） 

 ２．フローシート 

 ３．配 置 図 

 ４．配 管 図 

 ５．外 形 図（購入機器は仕様書とも）

 ６．組 立 図 

 ７．基 礎 図 

Ⅱ．各種特殊工事仕様書 

 １．塗装仕様書 

 ２．被覆仕様書 

 ３．コンクリート防食被覆仕様書 

 ４．ＦＲＰ蓋仕様書 

 ５．各種計算書 

 ６．そ の 他（特許権認定証明書等） 

Ⅲ．各種リスト 

 １．予備品リスト 

 ２．工具リスト 

 ３．付属品リスト 

Ⅳ．銘板の写し 

Ⅴ．工場検査データ 

Ⅵ．現地試験データ 

Ⅶ．取扱説明書 

Ⅷ．保守点検一覧表 

Ⅸ．故障時連絡先一覧表 

Ⅰ．完 成 図 面 

 １．一般平面図（位置図） 

 ２．フローシート 

 ３．配 置 図 

 ４．配線、配管ルート 

 ５．外 形 図 

 ６．システム構成図 

 ７．操作フローシート 

 ８．電 源 系 統 図 

Ⅱ．各種結線・接続図 

 １．主回路接続図 

 ２．単線結線図 

 ３．三線結線図 

 ４．展開接続図 

   （ｼｰｹﾝｽｺﾝﾄﾛｰﾗ各種ﾘｽﾄ含む） 

 ５．器具内部接続図 

 ６．配線系統図 

Ⅲ．各種機器仕様書等 

 １．配線盤製作仕様書（塗装仕様書含む）

 ２．計装機器仕様書 

 ３．各種計算書 

Ⅳ．各種リスト 

 １．予備品リスト 

 ２．工具リスト 

 ３．付属品リスト 

Ⅴ．機器リスト 

Ⅵ．銘板の写し 

Ⅶ．工場検査データ 

Ⅷ．現地試験データ 

Ⅸ．取扱説明書 

Ⅹ．保守点検一覧表 

Ⅺ．故障時連絡先一覧表 
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(付則－１３) 
 
 

工 事 名 称

完 成 図 書 

分冊番号

年度

請負者名(会社名)

工
事
名
称 

分冊番号 

請負者名 

  年度 

Ａ 図  

Ｂ 図  

通し番号 

図面来歴 

通し番号 

図面来歴 

通し番号 

Ａ２サイズの場合 Ａ３サイズの場合 

切 断 

折り目 

本工事全体の分冊番号 
(例｢全何冊の何号｣) 

Ａ１サイズの場合 

図面来歴 
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（付則－１４）       運転指導書作成要領 

 

 

１．一般事項 

 

 

 

 

２．編集要領 

 

 

 

（１）運転指導書は設備の運転操作、取扱い、保守、点検等の維持管理上

必要な資料であるから、当該工事の連絡協議会は総合試運転完了後

直ちに全工事分をまとめて設備引渡しまでに作成し、机上及び実地

指導を行なわなければならない。 

 

（１）運転指導書の編集は「運転指導編集例」（表付－13）による。 

（２）大きさはＡ４版とし、表紙及び背表紙に年度、運転指導施設名称、

当該工事の全請負者名(会社名)を記入し、全工事をまとめて編集す

る。 

ア 運転指導施設名称 

イ 年度 

ウ 全工事名称及び請負者 

（３）運転指導日程表、指導項目（内容、方法、時間等）について机上、

実地指導に分け綴じ込むものとする。 

（４）部数及び装丁 

運転指導時    Ａ４ドッチファイル   １０部以上 

完成品引渡し時  Ａ４金文字製本      ３部 
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(付則－１４) 

 

        表付－13  運 転 指 導 編 集 例 

 

実地運転指導時 工事書類引渡書時 完成図書の中に編集するもの

表紙 
 

 

目次   

日程表   

指導項目   

施設概要   

全体平面図   

機械設備フローシート   

計装フローシート 
 

 

各種系統図   

機器配置図   

全体水位関係図   

接点・負荷一覧表   

レベル一覧表   

単線結線図   

ブロックシーケンス   

運転操作に関する説明書   

停電対応運転に関する説明書  
 

取扱説明書 取扱説明書 取扱説明書 

保守・点検一覧表 保守・点検一覧表 保守・点検一覧表 

故障時連絡先一覧表 故障時連絡先一覧表 故障時連絡先一覧表 

 

(同左) 

 実地運転指導時に 

 修正したもの 

（下記の３項目はいずれも同じものを綴込む。） 
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（付則－１５）        設備工事電子納品要領 

 

 

（適用範囲） 

１．この要領は、沖縄県土木建築部下水道建設事務所が発注する設備工事に係る工事成果品 

及び、工事写真の電子媒体の納品に適用する。 

 

 

 

（電子納品図書） 

２．下表に示す図書類及び、工事写真は原則として電子納品する。なお、従来の書面による 

成果品の納品については別途定める。 

 
 

図 書 名 ﾌｧｲﾙ形式 提出部数 建/事 管/事 備 考 

１ 完成図書 ＣＤ－Ｒ  ２ １ １  

  完成図ＣＡＤﾃﾞｰﾀ    ｵﾘｼﾞﾅﾙ＋P21 ※ ※ P21は変換が容易な場合  

施工計画書 PDF+ｵﾘｼﾞﾅﾙ   

着手前調査記録 PDF+ｵﾘｼﾞﾅﾙ   

承諾図書（決定図） PDF+ｵﾘｼﾞﾅﾙ   

工事施工関係書類 PDF+(ｵﾘｼﾞﾅﾙ) ※ 
 

検査関係書類 PDF+(ｵﾘｼﾞﾅﾙ) ※ 

※ ｵﾘｼﾞﾅﾙの要否については、 

   監督員と協議すること。 

 

提出書類綴り(官公庁提出書類) PDF+ｵﾘｼﾞﾅﾙ   

 

取扱説明書（機器） PDF+ｵﾘｼﾞﾅﾙ   

２ 工事写真 ＣＤ－Ｒ 写真ﾌｧｲﾙ/JPEG ２ １ １  

 

注記 : CD-Rは提出前に内容について、沖縄県建設技術ｾﾝﾀｰの確認を受けること。 
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（付則－１５） 

 

 

（電子納品の方法） 

３．電子納品の方法 

（１）提出媒体 

提出媒体は、ＣＤ-Ｒとし、２部提出する。 

 

（２）ＣＤ-Ｒラベルの記載内容 

提出媒体のラベルには、以下の情報を明記する。 

 

①工事番号 

②工事名称 

③何枚目／総枚数 

④作成年月 

⑤発注者 

     ⑥請負者 

     ⑦監督員等の捺印欄 

     ⑧ウィルスチェックに関する情報 

    ⑨ＣＤ-Ｒフォーマット形式 

 

・ ＣＤ-Ｒのプラスチック製収納ケースには、「工事名称」「工事番号」及び、「図書 

名」を明記する。 

 

（３）電子媒体のフォーマットについて 

    ＣＤ-Ｒは、ＪＯＬＩＥＴ フォーマットとする。ただし、やむ得ない理由が場合は協 

議によりＩＳＯ9660 フォーマットとすることが出来る。 

 

（４）電子媒体の内容確認 

    ア  発注者､請負者相互に電子媒体の内容を確認した上で､ＣＤ-Ｒのラベルに直接署名

をする。 

    イ  署名等は監督員及び現場代理人が行う。 

 

（５）電子媒体納品書の提出 

    請負者は、電子媒体の内容の原本性を証明するために電子媒体納品書（１部）に署名 

及び捺印のうえ、電子媒体と共に提出する。 
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（付則－１５） 

                               ＣＤ-Ｒ ラベル作成例 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                             

 

電 子 媒 体 納 品 書  

 

 

電子媒体納品書 

            殿  

                             請負者（住所）   

     （氏名）     

                    （現場代理人）        印 

  下記のとおり電子媒体を納品します。 

記  

   

 

工事名  CORINS 登録番号   

電子媒体の種類 規 格 単位 数 量 作成年月 備 考  

       

       

       

       

       

       

 

備考 １．監督員に提出  

 

 

 

工事番号：○○○○○枚数/全体枚数 

工事名称：○○○○○○工事 

請負者：△△株式会社 
発注者：沖縄県下水道建設事務所 

ｳｨﾙｽ対策ｿﾌﾄ名：○○○○   

平成○年○月 

ﾌｫｰﾏｯﾄ形式：JOLIET 

ｳｨﾙｽ定義：○○年○月○日版

ﾁｪｯｸ年月日：○○年○月○日 

主任監督員 

現場監督員 

現場代理人 
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（付則－１５） 

 

 

（電子納品の内容） 

４．電子媒体の提出形式等 

 

（１）フォルダ名称について 

      フォルダ名称は下表に基づき全て作成する。ただし、該当しないフォルダは空のまま

とする。 

フォルダ名称 分類 原則として電子納品を行うべき工事関係資料 

PLAN 施工計画書 総合施工計画書、工種別施工計画書、施工体制台帳等 

SCHEDULE 工程表 実施工程表、週間工程表、月間工程表、工種別工程表等  

MEET 打合せ簿 工事打合せ記録等、事前協議チェックリスト 

 

MATERIAL 

 

機材関係資料 

試験計画書※１、試験成績書※１、監督職員検査記録※１、 

品質証明書、調合表、規格証明書、機材搬入報告書等 

発注仕様対照表、機器承諾図書等 

（※１機材検査に伴うもの） 

 

PROCESS 

 

施工関係 

試験計画書※２、試験成績書※２、監督職員検査記録※２、 

施工報告書、工事実績状況報告書（月報）、立会請求書、 

工法提案資料、着手前調査記録、施工承諾図書等 

（※２施工検査に伴うもの） 

 

INSPECT 

 

検査関係資料 

社内最終検査記録、工事完成記録、完成通知書、 

指定部分完成通知書、既成部分確認請求書、 

技術検査記録等 

SALVAGE 発生材関係資料 発生材調書、処理報告書、再生資源利用［促進］計画書、 

再生資源利用［促進］利用実施書等、 

DRAWINGF 完成図 完成図 

 

MAINT 

 

保全に関する資料 

主要材料機器一覧表、保全に関する説明書、保全の手引、 

機器取扱説明書、機器性能試験成績書、主要機器図、 

予備品等引渡し通知書、鍵・備品・工具リスト、 

官公署届出書類一覧、官公署届出書類、保証書の写し等 

契約関係書類 工事請負契約書の写し、契約時の工程表、 

現場代理人等通知書等、疑義等の協議記録簿等 

施工図 施工図 

工事実績情報 工事実績情報登録内容、工事実績情報受領書の写し等 

工事の一時中止 状況調査及び理由書等 

工期変更 変更工程表、変更理由書、工期算定根拠等 

文化財その他の 

埋蔵物 

状況調査報告書等 

 

発注図  

OTHRS 

 

そ

の

他

の

工

事 

その他の資料  
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（付則－１５） 

 

 

（２）ファイル名称のつけ方 

     請負者にて決定してよいが、事前に監督員と協議する。 

 

（３）ウィルスチェック 

     提出するデータについては、ウィルスチェックを実施すること。ウィルスチェックは

成果物納品前に実施する。実施内容については以下に従うものとする。 

 

     ①受注者は、納品すべき最終成果品が完成した時点で、ウィルスチェックを行う。 

     ②ウィルス対策ソフトは特に指定しないが、一般的なものを使用する。 

③最新のウィルスも検出できるように、ウィルス対策ソフトは常に最新のデータに 

更新（アップデート）したものを利用する。 

     ④電子媒体納品書に、ウィルスチェックに関する情報として以下を記載する。 

・ 使用したウィルス対策ソフト名 

・ ウィルス（パターンファイル）定義年 月 日 

・ チェック年 月 日 

 

５．工事写真の編集 

   工事写真はデジタルカメラにより撮影するものとし、編集方法は「付則-12 工事写真帳 

作成要領」による。 

 

６．他の基準の適用 

この要領に定めていない項目については、沖縄県土木建築部「電子納品運用ガイドラ

イン(案)［営繕事業編］」平成 16 年 4 月版、国土交通省「営繕工事電子納品要領(案)」

平成 14 年 11 月版、国土交通省「建築 CAD 図面作成要領(案)」平成 14 年 11 月版を適用

する。 
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（付則－１６） 

 

 
 

機械設備標準図示記号（案） 
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（付則－１６） 
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（付則－１６） 
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（付則－１６）  

ＪＩＳの国際単位（ＳＩ） 

 ＪＩＳの国際単位（ＳＩ）への移行については、平成 11 年 9 月 30 日までに暫定措置としての猶予期

間が全て終了したことから、単位についての取扱いについては全てＳＩ単位とする。参考までに過年度

までの経緯を含め。具体的な改正内容を以下に示す。 

 

具体的改正の内容 
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